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第１章 総 則 
 

第１節  計画の策定方針 

第２節  関係機関等の業務大綱 

第３節  市の概況 

第４節  災害危険性 

第５節  防災ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総則は、地域防災計画の目的、防災業務に関係する各

防災関係機関とその役割、市域の災害に関する環境、計

画の前提条件、防災への方針（ビジョン）などについて

明らかにするものである。 
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第１節 計画の策定方針 

第１ 計画の目的 

本計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、みやま市長を会長とする「み

やま市防災会議」によって決定され、策定するものである。 

本計画は、市、県、関係機関、公共的団体及び市民が、その有する全機能を発揮し、市域における災害予

防、災害応急対策及び災害復旧対策に至る一連の防災活動を適切に実施することにより、市民の生命、身体

及び財産を災害から保護し、被害の軽減を図ることを目的とする。 

なお、この実施に当たっては、市民が自らを災害から守る「自助」、地域社会がお互いを守る「共助」、

そして国や地方行政団体等の施策としての「公助」の適切な役割分担に基づく防災協働社会の実現を目指し

た市民運動の展開が必要である。 

 

第２ 計画の位置づけ 

本計画は、市の処理すべき事務又は業務を中心とし、関係機関等が処理分担すべき事務、業務又は任務を

明確にした指針となるものである。 

また、本計画は、国の防災方針を定めた防災基本計画及び福岡県地域防災計画との整合性を有するととも

に、地域の特性や災害環境にあわせた独自の計画である。 

 

『地域防災計画の役割』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勧告 
指導 
助言 

協議 

 

勧告 
指導 

みやま市地域防災計画（災対法第42条） 
（みやま市防災会議） 

・防災基本計画に基づき作成 

・防災業務計画に抵触しないこと 

・福岡県地域防災計画に抵触しないこと 

諮問 

 

報告 

 

通知・公表 

 

福岡県地域防災計画（災対法第40条） 
（福岡県防災会議） 

・防災基本計画に基づき作成 
・防災業務計画に抵触しないこと 

防災業務計画（災対法第36・39条） 
（指定行政機関・指定地方行政機関） 
（指定公共機関・指定地方公共機関） 

・防災基本計画に基づき作成 勧告 
指導 
助言 

防災基本計画（災害対策基本法第34条） 

（中央防災会議） 

 

内閣総理大臣 

 

○ 地方公共団体が計画的に防災行政を進める上での指針としての役割 

○ 住民等の防災活動に際しての指針としての役割 

○ 国が各種の地域計画を策定し、事業を行うにあたって、尊重すべき指針としての役割 
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第３ 計画の構成 

本計画の構成は、次のとおりである。 

 

■計画の構成 

構     成 内       容 

本編 

第１章 総 則 
市及び関係機関が防災に関し処理すべき事務及び業務の内容、

想定される被害、防災の基本方針等について定めたもの。 

第２章 災害予防計画 

災害の発生を未然に防止し、又は被害を最小限にとどめるべき

市街地の整備、災害が発生した後の応急対策が迅速かつ的確に実

施できる防災体制の整備、地震災害、風水害をはじめ各種災害に

対応するための平常時からとるべき措置等、災害に備えた防災活

動全般について定めたもの。 

第３章 風水害応急対策計画 

風水害における災害警戒時の応急対策、災害発生後の応急的救

助、被災者の生活支援・再建等を中心に市及び関係機関が行うべ

き応急対策を定めたもの。 

第４章 震災応急対策計画 
地震発生直後の応急的救助、被災者の生活支援・再建等を中心

に市及び関係機関が行うべき応急対策等について定めたもの。 

第５章 大規模事故等応急対

策計画 

地震や風水害以外の災害発生後における応急的救助、被災者の

生活支援・再建等を中心に市及び関係機関が行うべき応急対策を

定めたもの。 

第６章 災害復旧復興計画 
災害応急対策以降において、市民の生活再建、地域産業の再建

等のための各種取り組み及び復興の基本方針等を定めたもの。 

資料編 上記に係わる各種資料をとりまとめたもの。 

様式集（別途） 上記に係わる各種様式等をとりまとめたもの。 

 

第４ 計画の修正 

本計画は、災害対策基本法第42 条の規定に基づき、本市の地域構造の変化及び災害応急対策の効果等を

検証し、必要があると認めるときは、これをみやま市防災会議において修正する。 
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第２節 関係機関等の業務大綱 

防災関係機関等は、その業務が直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、一体となって災害

の防止に寄与するよう配慮しなければならない。 

みやま市を管轄する各防災関係機関等の管理者が処理すべき業務の大綱は､次のとおりである。 

第１ 市 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

み や ま 市 （災害予防） 

① 防災会議に係る事務に関すること 

② 災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること 

③ 防災施設の整備に関すること 

④ 防災に係る教育、訓練に関すること 

⑤ 県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑥ 防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること 

⑦ 生活必需品、応急食糧等の備蓄に関すること 

⑧ 給水体制の整備に関すること 

⑨ 管内における公共的団体及び自主防災組織の育成指導に関すること 

⑩ 災害危険区域の把握に関すること 

⑪ 各種災害予防事業の推進に関すること 

⑫ 防災知識の普及・啓発に関すること 

⑬ 企業等の防災対策の促進に関すること 

⑭ 災害ボランティアの受け入れ体制の整備に関すること 

⑮ 調査・研究に関すること 

⑯ 防災まちづくりに関すること 

（災害応急対策） 

① 水防・消防等の応急対策に関すること 

② 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること 

③ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保及び避難者の誘導並びに避難所の開

設に関すること 

④ 災害時における文教、保健衛生に関すること 

⑤ 災害広報に関すること 

⑥ 被災者の救難、救助その他の保護に関すること 

⑦ 復旧資機材の確保に関すること 

⑧ 生活必需品、応急食料品等の確保に関すること 

⑨ 災害対策要員の確保・動員に関すること 

⑩ 災害時における交通、輸送の確保に関すること 

⑪ 被災建築物の応急危険度判定の実施に関すること 

⑫ 関係防災機関が実施する災害対策の調整に関すること 

⑬ 災害ボランティアの活動支援に関すること 

⑭ 被災証明等に関すること 

⑮ 清掃に関すること 

（災害復旧） 

① 公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の新設、改良及び災害復旧に関す

ること 

② ライフライン等の災害復旧に関すること 

③ 義援金の受け入れ、配分に関すること 
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④ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け等災害融資等に関すること 

⑤ 市民税等公的徴収金の猶予、減免措置に関すること 

第２ 市（消防本部） 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

みやま市消防本部 （災害予防） 

① 風水害、火災等の予防に関すること 

② 消防力の維持向上に関すること 

③ 市町村と共同での地域防災力の向上に関すること 

④ 危険物施設の保安確保に必要な指導、助言に関すること 

⑤ 防災知識の普及に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害に関する情報収集、伝達に関すること 

② 風水害、火災等の警戒、防御に関すること 

③ 消防活動に関すること 

④ 救助・救急活動に関すること 

⑤ 避難活動に関すること 

⑥ 行方不明者の調査、捜索に関すること 

⑦ その他災害対策本部長が要請する災害応急対策に関すること 

第３ 消防団 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

みやま市消防団 （災害予防） 

① 風水害、火災等の予防に関すること 

② 団員の能力の維持・向上に関すること 

③ 市及び消防本部が行う防災対策への協力に関すること 

（災害応急対策） 

① 風水害、火災等の警戒、防御に関すること 

② 消防活動に関すること 

③ 救助・救急活動に関すること 

④ 避難活動に関すること 

⑤ 行方不明者の捜索に関すること 

⑥ 市及び消防本部が行う防災対策への協力に関すること 

第４ 自主防災組織 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

自主防災組織 

（行政区等を単位

とする自治組織） 

 

（災害予防・災害応急対策） 

① 地域内住民への災害に関する情報の収集伝達、広報広聴活動 

② 出火防止及び初期消火 

③ 被災者の救出救護及び避難誘導の協力 

④ 被災者に対する炊き出し、救援物資の配分及び避難所開設運営業務等の協力 

⑤ その他応急対策全般 
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第５ 県 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

福 岡 県 

 

(大牟田県税事務所､

南筑後保健福祉環境事務所､

大牟田児童相談所､

筑後労働福祉事務所､

久留米中小企業振興

事務所､筑後農林事

務所､ 

筑後家畜保健衛生所､ 

南筑後県土整備事務所） 

（災害予防） 

① 防災会議に係る事務に関すること 

② 福岡県災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること 

③ 防災施設の整備に関すること 

④ 防災に係る教育、訓練に関すること 

⑤ 国、市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑥ 他の市町村との相互応援及び広域避難、広域一時滞在についての協定の締結

に関すること 

⑦ 防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること 

⑧ 生活必需品、応急食糧等の備蓄に関すること 

⑨ 危険物施設の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査に関すること 

⑩ 地下街等の保安確保に必要な指導、助言に関すること 

⑪ 防災行政無線通信施設の整備と通信の確保に関すること 

⑫ 防災知識の普及に関すること 

⑬ 要配慮者（避難行動要支援者）の安全確保に関すること 

⑭ 緊急消防援助隊調整本部に関すること 

⑮ 消防応援活動調整本部に関すること 

⑯ 企業等の防災対策の促進に関すること 

⑰ 災害ボランティアの受入れ体制の整備に関すること 

⑱ 保健衛生・防疫体制の整備に関すること 

⑲ 帰宅困難者対策の推進に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害予警報等情報の収集・伝達に関すること 

② 市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整に関すること 

③ 被災児童・生徒等に対する応急教育の実施に関すること 

④ 災害救助法に基づく被災者の救助に関すること 

⑤ 災害時の防疫その他保健衛生に関すること 

⑥ 水防管理団体の実施する水防活動及び市町村の実施する消防活動に対する指

示、調整に関すること 

⑦ 公共土木施設、農地及び農林水産用施設等に対する応急措置に関すること 

⑧ 農産物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置に関すること 

⑨ 緊急通行車両の確認及び確認証明書の交付に関すること 

⑩ 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

⑪ 県管理港湾施設等の維持管理及び障害物等の除去に関すること 

⑫ 被災建築物の応急危険度判定の実施、支援、調整に関すること 

⑬ 災害ボランティアの活動支援に関すること 

⑭ 廃棄物の処理の支援に関すること 

（災害復旧） 

① 公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の新設、改良及び災害復旧に関す

ること 

② 物価の安定に関すること 
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③ 義援金品の受領、配分に関すること 

④ 災害復旧資材の確保に関すること 

⑤ 災害融資等に関すること 

第６ 警察 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

柳 川 警 察 署 

 

（災害予防） 

① 災害警備計画に関すること 

② 警察通信確保に関すること 

③ 関係機関との連絡協調に関すること 

④ 災害装備資機材の整備に関すること 

⑤ 危険物等の保安確保に必要な指導、助言に関すること 

⑥ 防災知識の普及に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害情報の収集及び伝達に関すること 

② 被害実態の把握に関すること 

③ 被災者の救出及び負傷者等の救護に関すること 

④ 行方不明者の調査に関すること 

⑤ 危険箇所の警戒及び住民に対する避難の指示、誘導に関すること 

⑥ 不法事案等の予防及び取締りに関すること 

⑦ 被災地、避難場所、重要施設等の警戒に関すること 

⑧ 避難路及び緊急交通路の確保に関すること 

⑨ 交通の混乱の防止及び交通秩序の確保に関すること 

⑩ 広報活動に関すること 

⑪ 遺体の死因・身元の調査等に関すること 

第７ 指定地方行政機関  

機関の名称 事務又は業務の大綱 

福 岡 財 務 支 局 （災害応急対策） 

① 災害時における金融機関に対する緊急措置の指示・調整に関すること 

② 国有財産の無償貸付等の措置に関すること 

（災害復旧） 

① 地方公共団体に対する災害融資に関すること 

② 災害復旧事業の査定立会い等に関すること 

九 州 厚 生 局 （災害応急対策） 

① 災害状況の情報収集、通報に関すること 

② 関係職員の現地派遣に関すること 

③ 関係機関との連絡調整に関すること 

九 州 農 政 局 

 

（災害予防） 

① 防災営農体制の指導及び農地防災事業の推進に関すること 
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② 農地保全施設の管理体制の強化、指導に関すること 

（災害応急対策） 

① 応急用食料（米穀及び乾パンを除く）の調達・供給に関すること 

② 農業関係被害の調査・報告に関すること 

③ 災害時における病害虫の防除及び家畜の管理に関すること 

④ 種子及び飼料の調達・供給に関すること 

（災害復旧） 

① 被害農業者等に対する融資等に関すること 

② 農地・施設の復旧対策の指導に関すること 

③ 農地・施設の復旧事業費の査定に関すること 

④ 土地改良機械の緊急貸付に関すること 

⑤ 被害農林漁業者等に対する災害融資に関すること 

⑥ 技術者の緊急派遣等に関すること 

九 州 農 政 局 

福 岡 農 政 事 務 所  

（災害予防） 

① 応急食糧（米穀）及び乾パンの備蓄に関すること 

② 自衛隊所有乾パンの管理換えに関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時における主要食糧の需給調整に関すること 

九 州 経 済 産 業 局  （災害予防） 

① 各取扱業者に対する予防体制確立の指導等に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害対策物資の適正な価格による円滑な供給の確保に関すること 

② り災事業者の業務の正常な運営確保に関すること 

③ 電気・ガス・石油製品等の円滑な供給確保に関すること 

（災害復旧） 

① 生活必需品・復旧資材等の供給の円滑な確保に関すること 

② 被災中小企業の復旧資金の確保・斡旋に関すること 

九 州 運 輸 局 

福 岡 運 輸 支 局 

（災害予防） 

① 交通施設及び設備の整備に関すること 

② 宿泊施設等の防災設備に関すること 

（災害応急対策） 

① 所管事業者等への災害に関する予警報の伝達指導に関すること 

② 災害時における所管事業に関する情報の収集に関すること 

③ 災害時における輸送機関等の広報、宣伝指導に関すること 

④ 災害時における輸送分担、連絡輸送等の調整に関すること 

⑤ 緊急輸送命令に関すること 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

大 阪 航 空 局 

(福岡空港事務所､ 

北九州空港事務所､ 

佐賀空港出張所 ) 

（災害予防） 

① 指定地域上空の飛行規制等その周知徹底に関すること 

② 航空通信連絡情報及び航空管制の整備に関すること 

（災害応急対策） 
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① 災害時における航空機輸送の安全確保に関すること 

② 遭難航空機の捜索及び救助活動に関すること 

第七管区海上保安本部 

（三池海上保安部） 

（災害予防） 

① 海上災害に関する防災訓練及び啓発指導に関すること 

② 流出油防除資機材の整備及び油防除組織の育成指導に関すること 

（災害応急対策） 

① 避難の援助及び避難情報並びに警報等の伝達に関すること 

② 海難の救助及び危険物等の海上流出対策に関すること 

③ 人員及び救助物資の緊急海上輸送に関すること 

④ 海上交通の安全確保及び海上の治安の維持に関すること 

⑤ 海上の流出油に対する防除措置に関すること 

福 岡 管 区 気 象 台  （災害予防）・（災害応急対策） 

①気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表に関すること 

②気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、水象

の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説に関すること 

③気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること 

④地方公共団体が行う防災対策の技術的な支援・助言に関すること 

⑤防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること 

九 州 総 合 通 信 局  （災害予防） 

① 非常通信体制の整備に関すること 

② 非常通信協議会の育成指導及び実施訓練等に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時における電気通信の確保に関すること 

② 非常通信の統制、管理に関すること 

③ 災害地域における電気通信施設の被害状況の把握に関すること 

福 岡 労 働 局 （災害予防） 

① 事業場における災害防止のための指導監督に関すること 

② 労働災害防止のための自主的活動の促進と産業安全思想の普及高揚に関する

こと 

（災害応急対策） 

① 労働者の業務上・通勤上の災害補償に関すること 

（災害復旧） 

① 被災地域内の事業所への雇用継続の要請、被災による離職者の再就職の斡旋

等に関すること 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

九 州 地 方 整 備 局  

(筑後川河川事務所 

矢部川出張所)  

（福岡国道事務所 

久留米維持出張所瀬

高庁舎） 

(有明海沿岸国道事

務所) 

国土交通大臣が直接管理する河川・道路等について下記の措置をとる。 

（災害予防） 

① 気象観測通報についての協力に関すること 

② 防災上必要な教育及び訓練等に関すること 

③ 災害危険区域の選定または指導に関すること 

④ 防災資機材の備蓄、整備に関すること 

⑤ 雨量、水蒸気、水位等の観測体制の整備に関すること 

⑥ 道路、橋梁等の耐震性の向上に関すること 

⑦ 水防警報等の発表及び伝達に関すること 

（災害応急対策） 

① 洪水予警報の発表及び伝達に関すること 

② 水防活動の指導に関すること 

③ 災害時における交通規制及び輸送の確保に関すること 

④ 災害広報に関すること 

⑤ 緊急物資及び人員輸送活動に関すること 

⑥ 河川及び道路の流出油に対する防除措置に関すること 

（災害復旧） 

① 被災公共土木施設の復旧事業の推進に関すること 

九州管区警察局 (災害予防) 

・警備計画等の指導に関すること 

(災害応急対策) 

・広域緊急援助隊の運用及び広域的な応援の指導調整に関すること 

・広域的な交通規制の指導調整に関すること 

・他の管区警察局との連携に関すること 

・管区内指定地方行政機関との協力及び連絡調整に関すること 

・災害に関する情報の収集・伝達の連絡調整に関すること 

・警察通信の運用に関すること 

・津波警報等の伝達に関すること 

九州森林管理局 

福岡森林管理署 

(災害予防) 

・国有保安林・治山施設の整備に関すること 

・林野火災予防体制の整備に関すること 

(災害応急対策) 

・林野火災対策の実施に関すること 

・災害対策用材の供給に関すること 

(災害復旧) 

・復旧対策用材の供給に関すること 

九州産業保安監督部 (災害予防) 

・火薬、高圧ガス、都市ガス及び電気施設等の保安確保対策の推進に関すること 
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（災害応急対策） 

・鉱山における応急対策の監督指導に関すること 

・災害時における火薬、高圧ガス、都市ガス及び電気施設等の保安確保に関する

こと 

九州防衛局 

 

（災害応急対策） 

・災害時における防衛省（本省）との連携調整 

・災害時における自衛隊及び米軍部隊との連絡調整の支援 

国土地理院九州地方

測量部 

 

（災害応急対策） 

・災害時における地理空間情報の整備・提供に関すること 

（災害復旧） 

・復旧・復興のための公共測量における指導・助言に関すること 

九州地方環境事務所 （災害予防） 

・所管業務に係る情報収集・提供及び連絡調整に関すること 

・環境監視体制の支援に関すること 

（災害復旧） 

・災害廃棄物等の処理対策に関すること 

 

第８ 自衛隊 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊第四師団 （災害予防） 

① 災害派遣計画の作成に関すること 

② 地域防災計画に係る訓練の参加協力に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害派遣による県・市町村その他の防災関係機関が実施する災害応急対策の

支援、協力に関すること 
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第９ 指定公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

西日本電信電話㈱ 

（九州支店） 

NTT ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱  

NTTドコモ九州支社㈱ 

K  D  D  I  ㈱ 

ソ フ ト バ ン ク ㈱ 

楽天モバイル㈱ 

（災害予防） 

① 電気通信設備の整備と防災管理に関すること 

② 応急復旧用通信施設の整備に関すること 

（災害応急対策） 

① 津波警報、気象警報の伝達に関すること 

② 災害時における重要通信に関すること 

③ 災害関係電報、電話料金の減免に関すること 

日 本 銀 行  

（福岡支店、北九州支店） 

（災害予防・災害応急対策） 

① 災害時における金融機関に対する緊急措置の指導に関すること 

日 本 赤 十 字 社 

（ 福 岡 県 支 部 ）  

（災害予防） 

① 災害医療体制の整備に関すること 

② 災害医療用薬品等の備蓄に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時における医療助産等救護活動の実施に関すること 

② 避難所奉仕、義援金品の募集、配分等の協力に関すること 

日 本 放 送 協 会 

（ 福 岡 放 送 局 ）  

（災害予防） 

① 防災知識の普及に関すること 

② 災害時における放送の確保対策に関すること 

（災害応急対策） 

① 気象予警報等の放送周知に関すること 

② 避難所等への受信機の貸与に関すること 

③ 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること 

④ 災害時における広報に関すること 

（災害復旧） 

① 被災放送施設の復旧事業の推進に関すること 

日 本 通 運 ㈱ 

（ 福 岡 支 店 ） 

福山通運㈱ 

佐川急便㈱ 

ヤマト運輸㈱ 

西濃運輸㈱ 

（災害予防） 

① 緊急輸送体制の整備に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時における救助物資、避難者等の緊急輸送の協力に関すること 

（災害復旧） 

① 復旧資材等の輸送協力に関すること 

九 州 電 力 ㈱ 

（大牟田営業所） 

九州電力送配電㈱ 

（災害予防） 

① 電力施設の整備と防災管理に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時における電力の供給確保に関すること 

（災害復旧） 

① 被災電力施設の復旧事業の推進に関すること 

日 本 郵 便 （ 株 ） 

九 州 支 社 

（ 瀬 高 郵 便 局 、 

原 町 郵 便 局 、 

（災害応急対策） 

① 災害時における郵政事業に係る特別事務取扱い及び援護対策に関すること 

② 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による短期融資に関すること 

③ 災害時における郵政事業運営の確保に関すること 

④「災害時における相互協力に関する覚書」に基づく協力 
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江 浦 郵 便 局 ） 

九 州 旅 客 鉄 道 ㈱  

西日本高速道路(株) 

（災害予防） 

①管理道路の整備と防災管理に関すること 

（災害応急対策） 

①管理道路の疎通の確保に関すること 

（災害復旧） 

被災道路の復旧事業の推進に関すること 

西日本高速道路株式

会社 

(災害予防) 

・管理道路の整備と防災管理に関すること 

(災害応急対策) 

・管理道路の疎通の確保に関すること 

(災害復旧) 

・被災道路の復旧事業の推進に関すること 

西部ガス株式会社 (災害予防) 

・ガス施設の整備と防災管理に関すること 

・導管の耐震化の確保に関すること 

(災害応急対策) 

・災害時におけるガスの供給確保に関すること 

(災害復旧) 

・被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること 

 

第 10 指定地方公共機関 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

西 日 本 鉄 道 ㈱ （災害予防） 

① 鉄道施設の防火管理に関すること 

② 輸送施設の整備等安全輸送の確保に関すること 

③ 災害時における緊急輸送体制の整備に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時における鉄道車両等による救援物資･避難者等の緊急輸送に関するこ

と 

② 災害時における鉄道通信施設の利用に関すること 

（災害復旧） 

① 被災鉄道施設の復旧事業の推進に関すること 

福岡県水難救済会 （災害応急対策） 

① 水難等による人命及び船舶の救助に関すること 

西 日 本 新 聞 社 

朝日新聞西部本社 

毎日新聞西部本社 

（災害予防） 

① 防災知識の普及に関すること 

② 災害時における報道の確保対策に関すること 
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読売新聞西部本社 

時事通信社福岡支社 

共同通信社福岡支社 

熊本日日新聞福岡支社 

日刊工業新聞社西部支社 

有明新報社㈱ 

（災害応急対策） 

① 気象予警報等の報道周知に関すること 

② 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること 

③ 災害時における広報に関すること 

（災害復旧） 

① 被災報道施設の復旧事業の推進に関すること 

ＲＫＢ毎日放送㈱ 

㈱ テ レ ビ 西 日 本 

九 州 朝 日 放 送 ㈱  

㈱ 福 岡 放 送 

㈱ エ フ エ ム 福 岡  

㈱ＴＶＱ九州放送 

㈱ＣＲＯＳＳ ＦＭ 

ラブエフエム国際放送㈱ 

有明ねっとこむ㈱ 

（災害予防） 

① 防災知識の普及に関すること 

② 災害時における放送の確保対策に関すること 

（災害応急対策） 

① 気象予報等の放送周知に関すること 

② 避難所等への受信機の貸与に関すること 

③ 社会奉仕事業団等による義援金品の募集・配分等の協力に関すること 

④ 災害時における広報に関すること 

（災害復旧） 

① 被災放送施設の復旧事業の推進に関すること 

福 岡 県 医 師 会 （災害予防・災害応急対策） 

① 災害時における医療救護の活動に関すること 

② 負傷者に対する医療活動に関すること 

福岡県獣医師会 （災害予防・災害応急対策） 

①災害時に負傷した愛護動物の治療等の実施に関すること 

福岡県歯科医師会 （災害予防） 

① 歯科医療救護活動体制の整備に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時の歯科医療救護活動に関すること 

福岡県看護協会 （災害予防） 

①災害看護についての研修や訓練に関すること 

（災害応急対策） 

①要配慮者への支援に関すること 

②避難所等における看護活動に関すること 

③災害支援看護職の要請・受入れ等の支援に関すること 

福岡県薬剤師会 (災害予防) 

① 患者への啓発（疾病・使用医薬品等の情報把握）に関すること 

(災害応急対策) 

① 災害医療救護活動に関すること 

② 医薬品等の供給に関する情報収集及び連絡体制の構築に関すること 

③ 医薬品等の供給（仕分け、管理及び服薬指導等）に関すること 

④ 指定避難所等での被災者支援（服薬指導等）に関すること 

⑤ その他公衆衛生活動に関すること 

福岡県トラック協会 （災害予防） 

① 緊急・救援輸送即応体制の整備に関すること 

（災害応急対策） 
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① 緊急・救援物資の輸送に関すること 

福岡県LPガス協会 (災害予防) 

① LPガス施設の整備と防災管理に関すること 

② LPガス供給設備の耐震化の確保に関すること 

（災害応急対策） 

① 災害時におけるLPガスの供給確保に関すること 

（災害復旧） 

① 被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること 

大牟田ガス株式会社 

西日本ガス株式会社 

(災害予防) 

・ガス施設の整備と防災管理に関すること 

・導管の耐震化の確保に関すること 

(災害応急対策) 

・災害時におけるガスの供給確保に関すること 

(災害復旧) 

・被災ガス施設の復旧事業の推進に関すること 

社会福祉法人福岡県社会

福祉協議会 

(災害予防) 

・社会福祉法人・施設を対象とした研修や訓練に関すること 

・職員や住民の災害に対する意識の向上に関すること 

(災害応急対策) 

・福祉の観点からの要配慮者への支援の充実に関すること 

・災害ボランティアの活動体制強化に関すること 

・福岡県共同募金会等との協働による募金活動への取り組みに関すること 

 

第 11 広域連合・一部事務組合 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

有明生活環境施設組合 

柳川・みやま土木組合 

（災害予防・災害応急対策） 

① 所掌事務についての防災対策 

 

第 12 公共的団体・防災上重要な施設の管理者 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

みやま市社会福祉協議会 （災害応急対策） 

① 災害時のボランティアの受け入れ 

② 要援護者の生活支援活動への協力 

柳 川 山 門 医 師 会 

大 牟 田 医 師 会 

（災害応急対策） 

① 医療救護及び助産活動 

② 遺体の検案 

③ 福岡県医師会並びに各医療機関との連絡調整 

柳川山門歯科医師会 

大牟田歯科医師会 

（災害応急対策） 

① 歯科医療活動 

② 遺体の検案の協力 
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③ 福岡県歯科医師会並びに各歯科医療機関との連絡調整 

筑後地区病院薬剤師会 

福岡県病院薬剤師会 

（災害応急対策） 

① 医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品の管理 

② 医薬品の調達、供給 

③ 県薬剤師会並びに薬剤師との連絡調整 

病 院 等 経 営 者 （災害予防・災害応急対策） 

① 避難施設の整備と避難訓練の実施 

② 災害時における負傷者の医療、助産、救助 

社会福祉施設経営者 （災害予防・災害応急対策） 

① 避難施設の整備と避難訓練の実施 

② 災害時における入所者の保護 

南筑後農業協同組合 （災害応急対策） 

① 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

② 農作物の災害応急対策の指導 

③ 被災農家に対する融資及び斡旋 

④ 農業生産資材及び農家生活資材の確保、斡旋 

漁業協同組合連合会 

（有明海漁連） 

漁 業 協 同 組 合 

(高田漁業協同組合) 

 

（災害予防・災害応急対策） 

① 被災組合員に対する融資の斡旋 

② 水産施設の防災管理及び応急復旧の協力 

③ 共同利用施設の災害応急対策及び復旧 

④ 救助活動への協力 

⑤ 漁船の避難指示、誘導 

⑥ 水産施設及び水産資源の被害状況調査への協力 

⑦ 水位の観測 

⑧ 海難予防知識の普及・啓発 

商 工 会 

（みやま市商工会） 

（災害応急対策） 

① 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

② 災害時における物価安定の協力 

③ 救助物資、復旧資材の確保の協力、斡旋 

建設事業者 

（災害協定締結者） 

（災害応急対策） 

① 道路・河川等公共土木施設の応急対策の協力 

② 倒壊住宅等の撤去の協力 

③ 応急仮設住宅の建設の協力 

④ その他災害時における復旧活動の協力 

⑤ 加盟各事業者との連絡調整 

防 犯 協 会  （災害応急対策） 

① 災害危険箇所、異常現象等の連絡通報 

② 災害時の交通規制、防犯対策の協力 

③ その他災害応急対策の業務の協力 

危険物施設等管理者 （災害予防） 
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① 安全管理の徹底及び防災施設の整備 

金 融 機 関  （災害応急対策） 

① 被災事業者等に対する資金の融資及びその他緊急措置 

 

第 13 市民・事業所 

区   分 とるべき措置 

市   民 （災害予防・災害応急対策） 

① 自己、家族の生命、身体及び財産の安全確保 

② 地域における相互協力 

③ 平常時における食料、飲料水、生活物資の備蓄 

④ その他市、県が行う災害予防、災害応急対策、災害復旧対策への協力 

事 業 者 （災害予防・災害応急対策） 

① 事業活動における各種防災対策の実施 

② 災害時における従業員、来訪者の安全確保 

③ 地域住民の安全確保への協力 

④ その他市、県が行う災害予防、災害応急対策、災害復旧対策への協力 
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第３節 市の概況 

第１ 自然的条件 

１ 位置 

本市は、福岡県の南端に位置し、一部が熊本県と接した地域で、北は筑後市、東は八女市、南は大牟田

市、西に柳川市に接し、そして西部は日本有数の干潟である有明海に面している。 

    東経   １３０°２９′ 

    北緯    ３３°０９′ 

    面積   １０５．２１㎢ 

    東西    １４．３㎞ 

    南北    １２．５㎞ 

２ 地形と地質 

本市の地形は、山地及び沖積低地に区分される。市の東部地域は、九州山地に連なる清水山系を抱え標

高３６０ｍの清水山、２２３．５ｍの障子岳、４０５ｍの御牧山を最高峰とする山並みが起伏しているが、

西部地域は九州最大の筑後平野の南域に当たり、矢部川及びその支流によって開かれた広大な田園地帯が

有明海まで広がっている。河川は市北東から南西へ向けて一級河川の矢部川及びその支流である飯江川や

大根川が流れており、有明海に注ぎ込んでいる。 

この有明海は、１，７００㎢の広大な浅い海で、干満の差は我が国最大で５ｍ以上であり、干潮時には

海岸線から５～７㎞の沖合にまで干潟となって露出し、干潟は多いところでは年に約５ｃｍ、平均でも数

ｃｍ成長している。また、現存する干潟の面積（Ｈ４年）は、約２１千ｈａに及ぶ。  

■本市の主な河川 

水 系 河川名 内      容 

矢部川 

矢部川 本市の西部に面して八女市、筑後市、柳川市を挟んで流れ、有明海に注いでいる。 

飯江川 本市の中央部を流れ、矢部川に合流する。 

楠田川 本市の南部を流れ、矢部川に合流する。 

大根川 本市の中央部を流れ、飯江川に合流する。 

待居川 本市の南東部を流れ、飯江川に合流する。 

吉岡川 本市の中央部を流れ、矢部川に合流する。 

隈 川 本市と大牟田市境界を流れ、有明海に注いでいる。 

沖端川 本市の北部で矢部川から分流し、有明海へ注いでいる。 

３ 気 象 

本市の気候は、年平均１６．６℃と比較的暖かく、夏は南南西から、冬は北北西から流れる風は年間を

通して比較的穏やかで安定している。 

降雨量は、年間１５００mm前後であるが、６、７月ころの梅雨期にはしばしば３００ｍｍを越す強い

雨が降る。また、台風の常襲地域である。 

降雪は１２月中旬から翌年３月上旬の間に見ることがあるが、積雪１０㎝を超えることは稀である。 
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第２ 社会的条件 

 人 口 

市の人口は、３５，８６１人（令和２年国勢調査）で人口密度は約３４０人／㎢となっている。国立社

会保障・人口問題研究所が発表した「日本の地域別将来推計人口」によると、令和７年には平成２７年時

点から５，４３４人（１４．２％）減少し、３２，７０５人になると推計されている。令和７年の高齢化

率は４２．１％と推計され、超高齢社会を迎えることとなり、現在の年齢別人口で、最も人数の多い団塊

の世代が６５歳以上に達する平成２７年以降に、急激に高齢者数が増加している。高齢化に加え、少子化

による自然減と、転入者の減少及び転出者の増加による転出超過も重なり、人口の減少が急速に進行して

いる。 
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第４節 災害危険性 

本市では、福岡県地域防災計画、「地震に関する防災アセスメント調査報告書」（平成24年3月、福岡

県）及びみやま市既存資料等において、風水害及び地震の災害危険性等を検討した。 

その概要は、次のとおりである。 

 

第１ 災害履歴 

１ 災害の特性 

   本市における主なる気象災害は、台風、梅雨前線による大雨、暴風、高潮災害である。 

   本市南部、東部には山があり、大雨時には急斜面の崩壊、土石流の危険性がある。 

   過去を振り返ると、平成２年の梅雨前線豪雨、平成３年には台風の直撃、平成２４年の梅雨期の集中

豪雨による災害（九州北部豪雨）による大きな災害が発生した。近年では、令和２年７月豪雨、令和３

年８月大雨により、山地斜面の崩壊及び内水氾濫による災害が発生した。 

   ２ 風水害の原因 

風水害のおもな原因は、梅雨、台風、低気圧前線の活動によるものが最も多い。過去における６月か

ら 8月にかけての豪雨、秋の台風による風災害が最も多い点に留意すべきである。矢部川、大根川、飯

江川における梅雨時の降水による被害と、台風や豪雨に際しての山地斜面の崩壊による土砂の流出、海

岸域の高潮等に注意すべきである。 

  ３ 地震災害の特性 

地震災害については、２０１６年４月に熊本地震が発生、本市では震度５強（高田町）を観測した。

また、２００５年３月に福岡県北西沖（当時の震央地名は福岡県西方沖）の地震が起こり、本市で震度

５弱（高田町）を観測した。過去には、１８４８年に柳川市付近を震源に、Ｍ５.９の地震が発生、１

８８９年には、熊本を震源とするＭ６.３の地震で筑後地区でも家屋倒壊等の被害が出ている。 
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第２ 想定する災害 

この計画の作成にあたっては、本市における地勢、地盤・地質特性、気象等の自然的条件に加え、人口、

土地利用の現況等の社会的条件及び過去に発生した各種災害を勘案し、本市において発生するおそれがある

災害を想定し、これを基礎とした。 

この計画の作成の基礎として想定する主な災害は、次のとおりである。 

■ 想定災害 

１．風水害 

○ 台風に伴う大雨による河川・水路の氾濫、浸水及び破堤等による災害 

○ 台風に伴う強風による家屋の倒壊等による災害 

○ 豪雨に伴う河川・水路の氾濫、浸水及び破堤等による災害 

○ 豪雨に伴う急傾斜地の崩壊等土砂災害による災害 

○ 低湿地域などの排水不良による浸水等による災害 

○ 台風による高潮災害 

２．地震災害（津波災害含む） 

○ 建物、ライフライン、交通施設等の被害による災害 

３．大規模事故 

○ 大規模な交通事故（道路事故、鉄道事故） 

○ 航空機事故 

○ 大規模な火災 

○ 土木工事における事故 

○ その他 

４．危険物等災害 

○ 消防法で規定する「危険物」による災害 

○ 毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」、「劇物」、「特定毒物」による災害 

○ 高圧ガス保安法で規定する「高圧ガス」による災害 

○ 火薬類取締法で規定する「火薬類」による災害 

５．海上災害 

○ 船舶等による油流出事故 

※ 市域沿岸及びその地先海域において、船舶及び貯油施設（屋外貯蔵タンク等）等の事故に

よる大量の油の流出、火災 

○ 海難事故  

※ 船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難による多数の遭難者、行

方不明者、死傷者等の発生 

６．放射線災害 

○ 火災、その他の災害が起こったこと等による放射線の放出又は運搬中の事故に伴う放射性物

質の漏えい等の発生 

 

 



 34 

第５節 防災ビジョン 

第１ 防災ビジョン 

本市の地域特性や今後の開発動向を踏まえた地域防災計画の策定、及び運用の指針として、過去の災害の

教訓を踏まえ、「安全で安心して暮らせるまちづくり」を理念とし、市民・行政・関係機関・団体等がそれ

ぞれの役割を自覚し、互いの連携を基本として、力を結集して災害にひるまないみやま市を創りあげるため、

基本指針として次の４つを掲げる。 

■防災ビジョン 

１．災害に強い組織・ひとづくり 

（防災行動力の向上） 

２．災害に強いまちづくり 

 （都市の防災機能強化） 

３．災害に備えた防災体制づくり 

（災害応急対策・復旧対策への備え） 

４．実践的な応急・復旧対策計画を確立し、非常時に備える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念 基本方針 

安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り 

災害に強い組織・ひとづくり 

（防災行動力の向上） 

災害に備えた防災体制づくり 

（災害応急対策・復旧対策へ

の備え） 

災害に強いまちづくり 

（都市の防災機能強化） 

予

防

計

画 

応
急
・
復
旧
対
策
計
画 

実践的な応急・復旧対策計画を確立し、 

非常時に備える 
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第２ 基本目標 

市民の生命及び財産を災害の危険から守るため、この計画の全体を通じて達成すべき基本目標を次のよう

にする。 

■基本目標 

方針 災害予防計画 基  本  目  標 

防
災
行
動
力
の
向
上 

第１節 

災害に強い組織・ひとづく

り 

○ 市民ひとり一人が、自身の安全を確保し、被害を最小限に抑え

るとともに、市及び関係機関の職員については、知識と技術を身

につけ、臨機応変に任務を遂行できるようにする。 

○ 大規模災害に備え、男女共同のもとで全市民が参画して防災に

対処しながら、避難所生活等における２次的苦痛を防止するため

の組織づくり、人づくりをすすめる。 

○ 混乱期における被害の抑制や災害時要援護者の救援を、地域の

助け合いによりカバーできるようにする。 

○ 市、関係機関、事業所、団体、市民等が、臨機応変に対処でき

るように、実践的な防災訓練を実施し、応急対策計画や活動マニ

ュアルの有効性を検証する。 

都
市
の
防
災
機
能
の
強
化 

第２節 

災害に強いまちづくり 

○ 大地震による人的被害の大きな要因となる、建物倒壊・延焼火

災を防止するため、建物の耐震・耐火への更新、まちの延焼遮断

機能や消防水利の強化を図る。 

○ 不適格なブロック塀・窓ガラス・看板等を解消し、倒壊・落下

物による被害を防止する。 

○ 道路、橋りょう、漁港・港湾施設、ライフライン施設の耐震性

及びネットワークを強化し、安全性を確保する。 

○ 河川施設の安全性強化、雨水流出抑制等の治水対策を総合的に

推進し、水害に強いまちをつくる。 

○ 液状化の発生する危険がある箇所を事前に把握・整備し、二次

災害を防止する。 

災
害
応
急
対
策
・
復
旧
対
策
へ
の
備
え 

第３節 

災害に備えた防災体制づ

くり 

○ 情報収集伝達ルートを確保する観点から、多様な情報収集伝達

ルートの充実、災害情報データベースシステム整備、情報の分

析・整理・活用を図る。 

○ 速やかな協力体制を得るように、各応急対策業務に関し、関係

団体とあらかじめ必要な協定等を図る。 

○ 各種応急活動体制の能力向上、整備、支援体制を図る。 

○ 社会福祉施設、病院等の管理者、自主防災組織や事業所防災組

織等を指導、支援し、避難行動要支援者の安全確保にかかる組織

体制、連携・協力体制の整備を促進する。 
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方針 災害応急対策計画 基  本  目  標 

実
践
的
な
応
急
・
復
旧
対
策
計
画
を
確
立
し
、
非
常
時
に
備
え
る 

第１節 

応急活動体制 

○ 災害発生直後の混乱期や勤務時間外にも指揮命令系統を迅速に
立ち上げる。 

○ 大規模・同時多発的な災害の発生の場合にも、活動拠点への参
集・配備により迅速な初動対応を行う。 

第２節 

気象情報等の収集伝達 

○ 災害対策に係る気象情報、河川情報等を的確に監視し、警報等
の迅速な伝達に備える。 

○ 市民等からの異常現象の通報に対して適切な対応を行い、必要
に応じて関係機関へ伝達する。 

第３節 

被害情報等の収集伝達 

○ 被害状況を的確かつ迅速に把握する。 
○ 市域の全地区について、被害の全体像を把握する。 
○ 被害状況、被害予測から適切な対応を行い、必要に応じて関係
機関、市民等へ伝達する。 

第４節 

災害広報・広聴活動 

○ 二次的被害・混乱等を防止する。 
○ 情報の空白地域・時間を解消する。 
○ 被災者からの相談受付、広報活動を行う。 

第５節 

応援要請 

○ 市職員だけでは対処できない事態と判断される場合は、県、自
衛隊、民間団体・事業所等への応援要請手続きを迅速に行い、円
滑な受け入れ体制を確保する。 

第６節 

災害救助法の適用 

○ 法に基づく国（及びその補助機関としての県知事）の救助の実
施の決定を早急に求め、社会秩序の保全、対策実施に伴う財政
的・制度的根拠の獲得を図る。 

第７節 

救急・救助・消防活動 

○ 延焼火災の発生を防止するため、迅速に活動要員、各種車両、
消防水利及び資機材を確保し、市、消防本部、消防団、警察署、
関係機関、応援部隊が連携して消防活動を実施する。 

○ クラッシュ症侯群※等に対処するため、市、消防本部、消防団、
関係機関・団体、市民等が協カして、倒壊建物等からの救出及び
搬送を迅速に行う。 

※ クラッシュ症候群：事故で手足を挟まれた人が救出された後、
腎不全や心不全になる全身障害。 

第８節 

医療救護活動 

○ 災害発生直後から医療救護サービスを実施するため、医療救護
チーム、救護所、資機材等を迅速に確保する。 

○ 高度な医療機関及びスタッフを広域的に確保し、迅速な搬送体
制と関係機関の連携ネットワークを確立する。 

○ 避難所及び在宅の被災者へ継続的な医療救護サービスを供給す
る。 

第９節 

交通・輸送対策 

○ 予想される道路・橋りょう等の損壊、信号機等の破損・停電に
よる交通渋滞、倒壊物や駐車車両等による道路閉塞等に対して、
市・警察・その他道路管理者等が連携し、迅速に緊急活動用の道
路を確保する。 

○ 輸送拠点を適切に設置するとともに、市及び関係機関、業者等
が保有する車両、ヘリコプターその他必要な輸送手段と従事者を
確保し、総動員体制で緊急輸送を行う。 
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方針 災害応急対策計画 基  本  目  標 

実
践
的
な
応
急
・
復
旧
対
策
計
画
を
確
立
し
、
非
常
時
に
備
え
る 

第10節 

避難対策 

○ 消防・警察等の各機関、施設管理者等と役割を分担し市民、外

来者等を安全に避難させる。 

○ 災害発生直後から避難所を開設し、運営は住民組織等と協働し

て運営する。 

○ 避難行動要支援者や女性等に配慮し、居住性の向上を図るとと

もに、飲料水、食糧、生活必需品等の供給、情報・医療等のサー

ビスを提供する。 

第11節 

避難行動要支援者対策 

○ 高齢者・障がい者等の避難行動要支援者に対し、地域の支援組

織や関係者等が協カし、適切に安全確保・安否確認・避難誘導等

の支援を行う。 

○ 避難所、仮設住宅における避難行動要支援者の生活環境を保護

し、適切なケアを行う。 

第12節 

生活救援活動 

○ 医療等の重要な施設の機能停止を防止するため、給水等を迅速

に行う。 

○ ライフラインの復旧や住宅再建により自活できるようになるま

での間、飲料水、食品、生活必需品等の供給を行う。 

第13節 

住宅対策 

○ 余震等による建物の危険防止、また（仮設）住宅供給（建設）

体制の早期確立のため、迅速に被災建築物応急危険度判定等の実

施を行う。 

○ （仮設）住宅供給（建設）体制及びがれきの処理体制と調整し

ながら、被災建築物の補修・解体を迅速に進める。 

第14節 

防疫・清掃活動 

○ 災害発生後の感染症、食中毒、その他衛生状態の悪化による健

康障害、有害物質による健康被害等の二次災害を防止する。 

○ ごみ・し尿・その他廃棄物の放置による生活障害・疫病、集団

生活による公衆衛生悪化等を防止する。 

第15節 

遺体の処理・埋葬 

○ 遺体の腐乱を防止するため、捜索・検視・検案・収容・埋葬等

の作業を迅速に行うとともに、各作業要員、資材、遺体安置所等

を適切に確保する。 

第16節 

文教対策 

○ 学校教育の早期再開を行う。 

○ 児童・生徒等の安全を確保するとともに、被災した児童・生徒

に対し適切な教育的ケアを行う。 

第17節 

公共施設等の応急対策 

○ ライフラインの早期回復及び代替サービスの提供を迅速に行う。 

○ 公共土木施設、社会教育施設、その他市の公共施設の被害による

機能停止、低下に対し、利用者の安全確保、施設機能の早期回復

を行う。 

第18節 

災害警備活動 

○ 警察と協力し、市・事業所・団体・市民等が、災害時の犯罪等

を防止し、治安を維持する。 
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方針 災害復旧計画 基  本  目  標 

実
践
的
な
応
急
・
復
旧
対
策
計
画
を
確
立
し
、
非
常
時
に

備
え
る 

第１節 

災害復旧事業 

○ 被災施設の復旧にあたっては、被害の再発防止と将来の災害に

備えた事業計画を樹立する。 

○ 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成制度を活用する。 

第２節 

被災者等の生活再建等

の支援 

○ 災害時の人心の安定と社会秩序の維持を図ることを目的とし

て、被災者等が安心して生活できるよう緊急措置を講じ、生活再

建等の支援を行う。 

第３節 

地域復興の支援 

○ 独力での再建が困難な市民、中小企業、農家等に対して、その

痛手から再起更生するよう、被災者に対する資金の融資等につい

て定めることにより、被災者の生活の確保を図る。 

第４節 

災害復興計画 

○ 被災前の地域が抱える課題を解決し、都市構造や地域産業構造

等をよりよいものに改変する。 

○ 関係する機関等との調整及び合意形成を行い、速やかに復興計

画を策定する。 
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第２章 災害予防計画 
 

 

第１節  災害に強い組織・ひとづくり 

第２節  災害に強いまちづくり 

第３節  災害に備えた防災体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、災害が発生する前（予防期）の対策として、「災

害に強い組織・ひとづくり」「災害に強いまちづくり」と「災

害に備えた防災体制づくり」のための施策を体系化し、本市に

必要な災害予防計画を提示した。 
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 第１節 災害に強い組織・ひとづくり 

項     目 担     当 

第１ 防災組織の整備 総務部、消防本部、消防団 

第２ 自主防災活動の推進 総務部、消防本部 

第３ 災害ボランティア活動の支援体制の整備 総務部、保健福祉部、社会福祉協議会 

第４ 防災知識の普及 総務部、学校教育課、消防本部 

第５ 防災訓練 総務部、消防本部 

第６ 調査・連携 関係各部、消防本部 

 

第１ 防災組織の整備 

１ 防災会議 

総務部（事務局：地域・防災課）は、災害対策基本法第16条の規定に基づき、みやま市防災会議を開催し、

市及び関係機関相互の調整、地域防災計画の見直し等、防災対策を推進する。 

※ 資料編 4-1 みやま市防災会議委員名簿 

■防災会議で協議する事項 

① 災害に関する情報を収集 

② 各防災関係機関と災害時の応急・復旧対策における調整 

③ 市の防災体制に対する意見・方向性 

 

２ みやま市（災害対策本部） 

総務部は、地域防災計画に基づき職員の参集、応急対策活動が迅速かつ的確に行えるよう、災害対策要領

等により、職員への周知を図る。 

また、各部・課等は、災害時にそれぞれの分掌事務に基づいた応急対策活動が迅速かつ的確に行えるよう、

連絡網や各種マニュアル等を作成し、職員に周知徹底する。 

 

３ 消防団 

消防団は、消防本部、災害対策本部等と連携し、適切な消火・救助活動等を実施するために必要な組織の

整備・改善を図る。 

また、女性消防団員の入団を推進し、女性の視点を取り入れた防災指導、及び後方支援活動などを強化す

るとともに、地域における身近な消防防災リーダーとして、安心・安全な地域づくりの一環として重要な役

割を目指す。 

※ 資料編 3-2 みやま市消防団区域表 

４ 関係機関 

指定地方行政機関、指定公共機関、及び指定地方公共機関等は、それぞれ平時から、防災に係る必要な組

織体制の整備・改善、充実を図る。 
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５ 自主防災組織 

総務部、消防本部、消防団は、自主防災組織を育成するため、組織構成等の指導・助言及び地域別防災マ

ニュアルの作成を支援し、災害が発生した際、地域住民が的確に行動し被害を最小限に止めるため、平常時

から地域内の安全点検や住民への防災知識の普及・啓発、防災訓練の実施など、災害に対する備えを推進す

る。 

また、災害時には、初期消火活動、被災者の救出・救助、情報の収集や避難所の運営といった地域活動の

強化を図る。 

６ 事業所 

市内事業所は、災害時に果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献、地域と

の共生）を十分に認識し、事業継続計画（BCP）を策定するよう努める。 

また、自衛防災体制を整備・充実させるなどして、地域と連携した防災の取り組みを実施し、従業員、利

用者の安全を確保するとともに、災害の拡大を防止するため、地域防災力の向上を図る。 

なお、事業継続計画の策定の際は、「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」（内閣

府）が示している「事業継続ガイドライン」等を参考として、地域の実情に応じて計画策定に努めるものと

する。 

■災害時の企業等の事業継続の必要性 

○ 災害の多いわが国では、県や市町村はもちろん、企業、市民が協力して災害に強い地域を作ること

は、被害軽減につながり、社会秩序の維持と市民福祉の確保に大きく寄与するものである。 

○ 特に、経済の国際化が進み企業活動の停止が世界的に影響を及ぼしかねない状況下では、企業等も、

災害時に事業が継続でき、かつ、重要業務の操業レベルを早急に災害前に近づけられるよう、事前の

備えを行う必要がある。 

○ 被災地の雇用や供給者から消費者までの流通過程における企業等のつながりの確保するうえでも

「災害に強い企業」が望まれる。 

 

第２ 自主防災活動の推進 

本市において、市民や企業等が「自分の住む地域は自分で守る」という考えを持ち、自主的に防災活動に

参加し、地域で助け合うことは、災害対策上重要である。 

総務部、消防本部、消防団は、災害対策基本法第5条第2項の規定に基づき、自主防災組織の充実を図る。 

市民は、災害対策基本法第7条第3項の規定に基づき、自主防災組織に積極的に参加し、市内の防災・減災

に寄与するよう努める。 

１ 活動内容 

市は、市民、自治組織、事業所及び各種団体等に対し、市広報紙やパンフレットの配布等を通じ、自主防

災組織の活動の重要性や役割の啓発に努める。 

また、自主防災組織に対し、研修会等を実施しリーダーの養成を図るとともに、防災訓練の実施や資機材

の整備等について支援及び助成を行う。 

■自主防災組織の活動内容 

［平常時］ 

○ 避難行動要支援者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 
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○ 防災関係機関・隣接の自主防災組織等との連絡 

○ 日頃の備え及び災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及・啓発 

○ 地域における情報収集・伝達体制の確認 

○ 情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 

○ 消火用資機材及び応急手当用医薬品等の防災用資機材の整備・点検等 

○ 校区別防災マップの作成（危険箇所、避難所・ルート、消防水利、医療救護施設等） 

［警戒・災害時］ 

○ 初期消火の実施               ○ 集団避難の誘導、避難生活の指導 

○ 情報の収集・伝達                  ○ 炊き出し及び救助物資の分配に対する協力 

○ 地域住民の安否確認             ○ 避難行動要支援者の安全確保等 

○ 救出・救護の実施及び協力 

２ 育成強化対策 

市域における自主防災組織の育成を促進するともに、自主防災組織に対する意識の高揚を図り、その活動

の活性化を支援する。 

■育成強化の活動内容 

○ 啓発資料の作成 

○ 各種講演会、懇談会等の実施 

○ 情報の提供 

○ 各コミュニティへの個別指導・助言 

○ コミュニティごとの訓練、研修会の実施 

○ 防災士、地域防災リーダー（女性含む）の育成 

○ 顕彰制度の活用 

○ 活動拠点施設の整備（国の防災資機材の整備補助制度等も活用） 

［重点地域］ 

○ 人口の密集している地域 

○ 住宅の中に高齢者等いわゆる避難行動要支援者の比率が高い地域 

○ 木造家屋の集中している地域 

○ 消防水利の不足している地域 

○ 過去に災害で被害が甚大であった地域 

３ コミュニティファイル（防災ファイル）づくりの推進 

コミュニティのファイルづくりを推進し、自主防災組織を中心とした市民や地域団体等の情報共有、連携

強化と活動活性化の支援に努める。 

さらに、市等において、これらの情報をファイルとして管理することによって、災害などの緊急時におけ

る応急対応や、そのための備えの充実等に活用する。 

４ 事業所、団体等の地域防災活動への参画促進 

市内の企業は、従業員、利用者等の安全を守るとともに、地域における災害が拡大することのないよう的

確な防災活動を行うために、自衛防災体制を整備・充実させ、関係地域の自主防災組織と連携を図りながら、

地域の安全の確保に積極的に努める。 

総務部、消防本部は、みやま市防災協会への加入促進、事業継続計画策定の普及啓発に努めるとともに、
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自衛防災組織の育成指導および防災マニュアルの作成を支援し、防災訓練等への参加を促進する。 

また、企業の防災に係る取り組みについて、優良企業表彰等により、企業の防災力向上に努める。 

 

■対象施設 

○ 多数の者が利用する施設（中高層建築物、会館、大型店舗、旅館、学校、病院等） 

○ 危険物等を取り扱う施設(石油類、高圧ガス、火薬類、毒劇物、放射性物資等を貯蔵又は取り扱う施設) 

○ 多数の従業員のいる事業所等で、防災組織を設置することが効果的な施設 

○ 複数の事業所が共同して防災組織を設置する必要がある施設（雑居ビル等）等 

■事業所等における主な防災対策及び防災活動 

○ 防災訓練 

○ 従業員等の防災教育 

○ 情報の収集・伝達体制の確立 

○ 火災その他災害予防対策 

○ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

○ 帰宅困難者対策 

○ 避難対策の確立 

○ 応急救護 

○ 飲料水、食料、生活必需品等の備蓄 

○ 施設耐震化の推進 

○ 施設の地域避難所としての提供 

○ 消防団との連携・協力 

  

 

第３ 災害ボランティア活動の支援体制の整備 

総務部、保健福祉部は、社会福祉協議会等の関係団体と連携し、被災者の多様なニーズにきめ細やかに対

応するためには、ボランティアの参加・協力が不可欠であることから、平常時からボランティアや関係団体

との連携を密にするとともに、災害時のボランティア活動が円滑に行われるよう、受入体制の整備などボラ

ンティアの活動環境等の整備を推進する。 

１ 災害ボランティア活動の内容 

生活支援に関するボランティア（主に市） 専門的な知識を要するボランティア（主に県） 

○ 避難所運営の補助  

○ 炊き出し、食料等の配布 

○ 救援物資等の仕分け、輸送  

○ 高齢者、障がい者等の介護補助  

○ 清掃活動 

○ 災害ボランティアセンター運営の補助 

○ その他被災地での軽作業 

○ 救護所等での医療、看護 

○ 被災宅地の危険度判定 

○ 外国人のための通訳 

○ 被災者へのメンタルヘルスケア 

○ 高齢者、障がい者等への介護・支援 

○ アマチュア無線等を利用した情報通信事務 

○ 公共土木施設の調査等 

○ その他専門的な技術・知識が必要な業務 

２ ボランティア活動の環境整備 

県と協力して、災害時におけるボランティア活動の円滑な実施が図られるよう、日本赤十字社福岡県支部

その他のボランティア団体と連携を図りながら、活動拠点、資機材、災害に係るボランティア・コーディネ

ータの養成、ボランティアのネットワーク化、ボランティア団体・企業・行政のネットワーク化その他の環

境整備に努める。 
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■災害ボランティアの環境整備 

県 ○ 活動拠点や資機材等の活動環境の整備等の必要な支援 

市（保健福祉部） 

市社会福祉協議会 

○ 活動拠点や資機材等の活動環境の整備等の必要な支援 

○ 災害ボランティアの受入れに関する実施計画 

○ 災害ボランティアの受入体制の整備等（災害ボランティア本部（現地

受入窓口）や連絡体制） 

県社会福祉協議会 ○ ボランティア受け入れ拠点の整備 

▽ 災害ボランティア本部の設置場所の決定 

▽ 責任者の決定や担当者の役割分担 

▽ 地域住民との連携 

▽ 通信手段の確保や情報の受発信のルートの検討 

▽ 資機材のリストアップと調達方法の確認 

▽ 災害ボランティアの受け入れ手順確認や書式の作成 

▽ 活動資金の確保など 

○ 災害ボランティア関係団体とのネットワークの整備 

○ 災害ボランティア活動支援体制に関する定期的な検討 

福岡県コラボステーション

福岡 

○ 災害時におけるボランティアに関する情報の受発信 

日本赤十字社福岡県支部 ○ 活動拠点の運営など、災害ボランティア活動の支援 

３ ボランティアリーダー等の育成・支援 

ボランティア活動を組織的かつ効果的に進めるためには、その活動の中で指導的な役割を担う人材が必要

である。そのため、研修会や講習会を通じてボランティアリーダー及びコーディネーターを養成する。 

■災害ボランティアリーダー等の育成・支援活動 

県 

○ 災害ボランティアに関する知識の普及・啓発 

○ 災害時における県民の積極的な参加・協力を呼びかけ 

○ 災害ボランティアリーダー等の育成・支援 

○ 専門的な知識・技術を必要とするボランティアの把握 

市（保健福祉部） 
○ 災害ボランティアに関する知識の普及・啓発 

〇 災害ボランティアの支援 

社会福祉協議会 

○ 活動マニュアルの作成 

○ 災害ボランティアリーダー等の育成 

○ 災害ボランティアの育成・支援 

日本赤十字社 

福岡県支部 

○ 講習会の開催 

○ 講師の派遣 

○ 災害時における各種マニュアルの作成 

○ 災害ボランティアの育成・支援 

４ ボランティア活動の普及・啓発 

市民、事業所等に対し、ボランティア活動の普及・啓発を行うとともに、学校教育においてボランティア

活動の普及に努める。 
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第４ 防災知識の普及 

災害に強いまちづくりを推進するため、市は、職員に対し防災教育を行うとともに、県及び防災関係機関

等と連携し、相互に密接な連携を保ち単独又は共同して、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの

中で防災に関する知識の普及を推進する。 

１ 市職員に対する防災教育 

総務部は、市職員に対し、防災知識、役割の分担等に関する防災教育を実施し、防災対策要員としての知

識の習熟を図る。特に、各班の所掌事務に留意し、初動活動について重点をおくようにする。 

■防災教育の内容 

市の防災対策 

○ 災害対策活動の概要（市防災計画の概要及び過去の被害事例等の説明等） 

○ 防災関係職員としての心構え 

○ 災害時の役割分担 

○ 防災行政無線、ＡＥＤ等の防災関連機器の取扱方法等 

防災知識の普及 
○ 災害の基礎知識 

○ 災害に対する地域の危険性等 

２ 市民に対する防災知識の普及 

総務部は、市民に対し、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、自らの判断で避難行動をとること

や早期避難の重要性など、災害に関する知識並びに災害発生時における行動指針等について、広報紙、防災

マップ、洪水関連等標識、ビデオの上映等を利用して、正しい知識の普及に努める。 

なお、災害知識の普及にあたっては、高齢者、障がい者等避難行動要支援者への広報に十分配慮するとと

もに、わかりやすい広報資料の作成に努める。 

また、防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて、5段階の警戒レベルによ

り提供し、受け手側が情報の意味を直感的に理解できるよう取組を推進する。 

■防災知識の普及事項 

〇 自らの命は自らが守るという意識の徹底 

〇 防災気象情報や５段階の警戒レベル、避難情報に関する知識 

○ 災害に関する一般知識 

○ 地域防災計画の概要 

○ 災害に備えた「最低３日間、推奨１週間」分の食糧､救急用品､非常持出品等の備蓄・準備 

○ 家屋内のタンス等の転倒防止や棚上の物の落下による事故の防止等の予防・安全対策 

○ 避難所等の避難対策に関する知識 

○ 火災予防に関する事項 

○ 住宅の耐震診断・補強、火気の始末等の地震に関する対策事項 

○ 屋内、屋外における災害発生時の心得 

○ 災害危険箇所 

○ 防災訓練、自主防災活動の実施等 

３ 児童・生徒に対する防災知識の普及 

学校教育課は、小・中学校において、ホームルームや学校行事を中心に防災教育を行うように指導する。

特に、避難、災害時の危険性及び行動については、児童・生徒の発達段階に応じた指導に留意する。 
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■学校教育での防災教育 

学校行事 
○ 防災専門家による指導    ○ 消防署等の見学会 

○ 防災訓練（避難訓練、避難所運営訓練）  

教  科 
○ 自然災害発生のしくみ    〇平素からの備え 

○ 災害時の正しい行動     ○ 災害危険箇所 

教職員教育 
○ 応急手当          ○ 災害時のとるべき措置 

○ 初期消火 

４ 防災上重要な施設の職員等の教育 

災害予防責任者（施設管理者）は、職員に対し講習会や防災訓練等を通して防災意識の徹底を図る。 

災害予防責任者は、災害対策要員に対し、法令に定める保安講習・立入検査、地域における防災講習会等

を通じ、防災施設の管理・応急対策上の措置等の周知徹底に努める。 

消防本部は、災害予防責任者等への教育として、防火管理者への講習や防災指導書・パンフレットを配布し

て、出火防止、初期消火等の初期活動や、通常の管理保安方法等を周知する。 

※ 災害予防責任者とは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機

関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者である（災害対策

基本法第47）。 

※ 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同

して、防災訓練を行なわなければならない（災害対策基本法第48条）。 

５ 防災知識の普及に際しての留意点 

総務部、消防本部は、防災週間等を通じ、積極的に防災知識の普及を実施する。 

さらに、防災知識の普及の際には、災害時要援護者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援

する体制が整備されるよう努めるとともに、多様な性の視点を踏まえ十分配慮するよう努める。 

第５ 防災訓練 

総務部、消防本部は、地域防災計画等の習熟、関係機関の連携体制の強化及び住民の防災思想の高揚を図

ることを目的に、関係機関の参加と住民その他関係団体及び避難行動要支援者も含めた地域住民等とも連携

した風水害・土砂災害・地震等各種災害に関する訓練を実施する。 

１ 総合防災訓練 

市、消防本部、消防団、近隣市町村、国、県、警察、自衛隊等の関係機関や、電気、ガス、通信等の関連

民間事業者、自主防災組織、ボランティア組織等の団体、一般市民等の参加による総合防災訓練を実施する。 

■訓練種目 

○ 災害対策本部の設置、運営 

○ 交通規制及び交通整理 

○ 避難誘導、避難所の開設・運営 

○ 救出救護、医療救護 

○ ライフライン復旧 

○ 各種火災消火 

○ 道路復旧、障害物排除 

○ 緊急物資輸送 

○ 無線等による情報の収集伝達 

○ その他 

２ 個別訓練 

(1) 水防訓練 

河川、水路等の決壊や氾濫等に対する警戒と災害時の水防活動が的確に行えるよう、市職員・消防団員の
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動員、水防資機材の輸送、水防工法等の水防訓練を実施する。 

(2) 消防訓練 

消防本部は消防団と連携し、災害の規模や事象に応じた消防活動の習熟を図り、突発的な災害に対処でき

るよう、非常招集、通信連絡、火災防御技術、救助等の訓練を実施する。 

(3) 職員の訓練 

市は、組織動員訓練、被害調査訓練、情報収集・伝達訓練、避難誘導訓練等、災害応急対策で担当する業

務について必要な訓練を実施する。 

(4) 図上訓練 

市は、災害対策本部の設置運営を円滑に行うための図上訓練、地域における災害に対する危険性の把握や

防災力の向上を図るための住民を対象とした図上訓練を実施する。 

３ 住民等の訓練 

市は、自主防衛組織等住民の防災行動力の向上を資するため、住民を主体とした次の訓練に対し、資機材

の貸与、助言者の派遣等により積極的に援助する。また、避難行動要支援者等住民参加による訓練等を積極

的に行う。 

■防災知識の普及事項 

○ 出火防止訓練 

○ 初期消火訓練 

○ 避難訓練 

○ 応急救護訓練 

○ 災害図上訓練 

○ その他の地域の特性に応じた必要な訓練 

４ 要配慮者利用施設の訓練 

保育園、幼稚園、小学校、中学校及び社会福祉施設等の要配慮者利用施設の管理者は、関係機関の協力を

得、各施設で作成した避難確保計画を基に避難訓練等を実施する。（水防法第15条の3第5項及び土砂災害警

戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条の2第5項） 

５ 訓練の検証及び報告 

訓練後に評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。また、訓練を実施した後、

訓練結果を市へ報告する。（水防法第15条の3第5項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律第8条の2第5項） 

第６ 調査・連携 

関係各部、消防本部は、災害に関する科学的な調査・研究に努めるとともに、国、県、近隣市町村、及び

関係機関との情報交換など広域的な連携に努める。 

１ 防災アセスメント調査、防災関連資料等の収集等 

市の防災的な諸問題については、防災アセスメント調査等を実施し、今後とも必要に応じて専門的調査研

究を実施するよう努める。 

また、防災に関する学術刊行物や、その他防災に関する図書・資料等の収集・整理に努める。 

２ 地区別防災カルテの活用 

防災アセスメント調査、被害想定、現地調査の結果をもとに学校区等単位に防災に関連する各種情報をよ

りわかりやすく整理した地区別防災カルテを作成し、住民の自主的な防災活動に活用出来るよう検討する。 

３ 近隣市町村との情報交換、連携 

近隣市町村と防災対策の情報交換に努めるとともに、各対策活動に関し、必要に応じて連携するよう努め
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る。 

４ 関係機関等との情報交換 

国、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関が策定した防災対策に関する計画・

情報については、連絡を密にして情報交換に努める。 

５ 災害記録の蓄積と公開 

過去の災害をはじめとして、みやま市の大災害に関する資料、文献をライブラリー化する。また、災害の

記録、教訓等の公開に努める。 

自主防災組織は、台風、大雨時の災害対応及び最大浸水位の記録に努める。 

 

第２節 災害に強いまちづくり 

項     目 担     当 

第１ 都市構造の防災化 建設都市部 

第２ 建築物の安全化 建設都市部 

第３ 文化財災害予防対策の推進 教育部、消防本部 

第４ ライフライン施設等の整備 水道事業者（上下水道課）、建設都市部、関係機関 

第５ 交通施設の整備 道路管理者、漁港管理者、港湾管理者 

第６ 風水害予防対策の推進 関係各部、消防本部、消防団、関係機関 

第７ 土砂災害予防対策の推進 建設都市部 

第８ 津波・高潮災害予防対策の推進 関係各部、消防本部、関係機関 

第９ 火災予防対策の推進 建設都市部、消防本部、消防団 

 

第１ 都市構造の防災化 

建設都市部は、快適で安全な市民生活を確立するため、災害に強い都市空間の形成を図り、風水害、火災、

震災等の災害に強いまちづくりを推進する。また、まちづくりの諸計画の防災に関する事項に関して、地域

防災計画との整合を図る。 

１ 安全な市街地の形成 

災害時には被害が市街地全体に広がるおそれがあるため、市街地の都市計画にあたっては、公共空地等の

設置、建物の不燃化や宅地の緑化、密集市街地の改善、狭隘な道路の改善を図り、防災機能を強化する。 

２ 公園・緑地の整備 

公園・緑地は、市民の憩いの場、スポーツ・レクリエーションの場としての機能の他に、災害時における

避難地あるいは防火帯、応援隊集結地・野営地、ごみ・がれきの仮置場、ヘリコプター臨時発着場、応急仮

設住宅建設地、災害用仮設トイレ設置場所等としての機能を有している。 

建設都市部は、公園・広場の整備、市街地周辺の緑地保全及び民間宅地開発等における公園、緑地の整備

においては、その適正な配置に努める。 

３ 宅地開発の指導 

県は、都市計画法（昭和43年法律第100号）や宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）などに基づき、
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安全な宅地開発の指導、監督に努める。 

建設都市部は、無秩序な開発防止や防災都市づくりの観点から、適正な土地利用のあり方を検討するとと

もに、県の災害防止に協力する。 

４ 共同溝・電線共同溝事業の推進 

道路構造の弱体化や交通障害・道路陥没などの事故を防止し、電柱・架線等の防災活動に支障を及ぼすと

ころについて共同溝・電線共同溝の整備を関係機関に働きかけ、ライフラインの安全性・信頼性の向上を図

ると共に、都市災害の防止及び防災活動の空間を確保する。 

 

第２ 建築物の安全化 

建設都市部は、被害の発生が予想される箇所に対する点検・整備を強化するとともに、耐震化、不燃化、

液状化対策の指導・整備を推進する。 

１ 建築物の不燃化 

(1) 防火、準防火地域の指定 

木造住宅や飲食店等が密集している地区は、火災による大きな被害が発生するおそれがある。 

商業地域等を必要に応じて防火地域又は準防火地域として指定し、耐火建築物、準耐火建築物又は防火構造

の建築物の建築を促進する。 

(2) 市営住宅の不燃化 

既存の市営住宅のうち木造及び簡易耐火構造の住宅を計画的に建て替え、不燃化の推進を図る。 

新築の市営住宅については、不燃建築物とオープンスペースの一体的整備により防災空間の創出を図る。 

２ 建築物の耐震化・液状化対策 

昭和56年建築基準法施行令改正前の各建築物の耐震性等の向上を図るため、建築物の耐震改修の促進に関

する法律に基づく耐震改修促進計画により、耐震診断・耐震改修の促進及び液状化対策の推進を図る。 

(1) 公共建築物 

所有施設について大地震時の安全性を確保するため、年次目標を設定して耐震診断、改築、改修工事等を

効果的に行う。 

新たに建築する施設は、建築物の用途に応じ、耐震性の強化を図る。 

防災上重要な施設が大規模な地震の発生後も継続してその機能を果たせるよう、ライフライン系統の不測

の事態に備え、次の対策に努める。 

■重要施設の耐震性強化対策項目 

○ 耐震性に考慮した機器類の取付け 

○ バックアップ機能の充実 

○ 早期復旧ができる設備の構築 

○ 自己電源の確保 

○ 自己水源の確保 

○ 消火・避難経路の確保 

○ 排水処理（汚物処理を含む。）備品の確保 

○ 情報通信システム等を稼働させるための必要

な諸設備の確保 

 

第３ 文化財災害予防対策の推進 

教育部は、消防本部と連携し、文化財を災害から保護するため、防災意識の高揚、予防対策の強化を図る。 

１ 文化財保護思想の普及・啓発 
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県と連携し、文化財に対する市民の防災意識の高揚と愛護精神の普及徹底を図るため、「文化財防火デー

（1月26日）」等を活用した広報活動を推進する。 

２ 火災予防体制の強化 

文化財所有者・管理者等に対して、文化財収蔵場所及び周辺における火気使用の制限、焚火、禁煙区域の

設定等の防火措置を推進し、改善点を指導するとともに、防火管理体制の徹底を図る。 

 

第４ ライフライン施設等の整備 

災害によるライフライン施設の安全性の強化を図り、災害に強い施設づくりを推進する。 

 

１ 水道施設 

水道事業者は、災害による水道の被害を最小限にとどめ、速やかに水の供給を確保するため、水道施設の

更新及び耐震化に努める。 

また、日本水道協会制定の水道施設設計指針、水道施設耐震工法指針等により施設の耐震化を推進する。 

(1) 水道施設の機能保持 

重要施設について被災を最小限に留めるための計画をたて、施設の改良・耐震計画に合わせて計画的に整

備を進める。 

特に、過去の風水害の被災経験を踏まえ、同じ地盤の地域内で他の公共施設等が風水害等により被災した

箇所及びそのおそれがある箇所については、施設の改築にあたって、十分な防災対策を講じる。 

(2) 水道施設の保守点検 

平常時においても、導水、送水、配水等の巡回点検等を行い、老朽施設、故障箇所の改善を実施する。 

また、水道台帳の整備、修繕履歴の作成、被災の可能性が高い箇所の把握を図る。 

(3) 断水対策 

基幹施設の系統多重化による補完機能の強化、配水区域のブロック化による被害区域の限定化を図る。 

(4) 系統間の相互連絡 

導水管路・送水管路及び配水幹線が災害で被害を受けると、その系統の全給水区域が断水となり大きな影

響を受けるため、導水・送水及び配水幹線の各段階で異なる系統間との相互連絡を検討する。 

(5) 水道災害対策行動指針等の作成 

災害時における水道施設の被災予測を踏まえた緊急時の指揮命令系統、初動体制、通信手段、相互応援体

制、応急給水及び応急復旧活動体制に関する行動指針の充実に努める。 

また、水道施設を速やかに復旧して飲料水の確保を図るため、事前に復旧に要する水道工事業者等との間

において災害時における協定を締結する等、応急復旧体制の整備を図る。 

(6) 災害時用の資機材の整備 

必要な資材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定めておく。また、保管場所は、交通の便利な

場所に適宜分散しておく。 

(7) 教育、訓練及び平時の広報 

災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、防災部局と連携して、平時から、次の事項を中心とした

教育、訓練等を実施する。 

■平時からの教育・訓練 
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○ 職員に対する防災体制・災害救助措置などに関する総合的かつ計画的な研修会・講習会の開催 

○ 住民に対する平時の広報 

○ 飲料水の確保、給水方法の周知徹底、水質についての注意、給水訓練等 

２ 下水道施設 

建設都市部は、市街化の拡大に対応し、浸水災害等の被害を防止するため、雨水の迅速な排除が行えるよ

う施設の整備を図る。また、浄化センターにおいては、河川側との情報交換を行い、総合的な浸水防止対策

を図る。 

 

(1) 下水道施設の機能保持 

重要施設について被災を最小限にとどめるための計画をたて、施設の新設・増設・改築・耐震化に合わせ

て計画的に整備を進める。特に、過去の風水害の被災経験を踏まえ、同じ地盤の地域内で他の公共施設等が

風水害等により被災した箇所及びそのおそれがある箇所については、施設の新設・増設・改築にあたって、

十分な防災対策を講じる。また、停電等による二次的災害を考慮して、最小限として排水機能を確保するた

めには、自家発電設備をはじめとした動力源が必要であることから、電源の二重化、自動化設備のバックア

ップなどの対策を図る。 

(2) 下水道施設の保守点検 

平常時においても、巡視及び点検等を行い、老朽施設、故障箇所の改善を実施する。 

また、下水道台帳の整備、災害履歴の作成、被災の可能性が高い箇所の把握を図る。 

(3) 災害時用の資機材の確保 

緊急措置及び応急復旧に必要な資材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定めておく。 

また、保管場所は交通の便利な場所に適宜分散しておく。 

(4) 教育、訓練 

災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、平時から訓練等を実施する。 

３ 電力施設 

九州電力は、台風等の非常災害時の電力施設の災害を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、

災害発生原因の除去と耐災環境の整備に常に努力を傾注する。 

■電力設備の災害予防措置 

電力設備の災害予防措置 
○ 風害・水害・高潮対策、雷害対策、塩害対策、雪害対策、地盤沈下

対策、土砂崩れ対策 

電力の安定供給 ○ 通信設備の確保、電気施設予防点検、気象台等との連携 

広報活動 ○ 電気事故防止ＰＲ、停電関連、二次災害の防止 

電気工作物の巡視、点検、調

査等 

○ 定期的に電気工作物の巡視点検、自家用需要家を除く一般需要家の

電気工作物の調査等、感電事故の防止、漏電等により出火にいたる原

因の早期発見・改修 

資機材の整備・点検 ○ 資機材の確保、輸送、広域運営 

防災訓練、防災教育 ○ 防災訓練等の実施又は参加、従業員の防災教育 

４ 電気通信施設 

通信事業者は、平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備を構築するとと

もに、電気通信システムの一部の被災が他に重大な影響を及ぼさないよう信頼性の向上を図るため、次の内
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容により電気通信施設の整備等を推進する。 

総務部は、その他電気通信事業者に対し、上記に準じた施設整備を要請する。 

■災害予防対策 

○ 電気通信設備等の高信頼化 

○ 電気通信システムの高信頼化 

○ 災害時措置計画 

○ 通信の利用制限 

○ 災害対策用機器及び車両の配備 

○ 災害対策用資機材の確保と整備 

○ 防災訓練の実施 

○ 防災に関する防災機関との協調 

第５ 交通施設の整備 

道路管理者、漁港管理者及び港湾管理者は、災害時の緊急輸送ネットワークの確保を考慮し、防災点検結

果等を踏まえ、災害に強い施設整備を推進する。整備検討にあたっては、緊急輸送予定路線を優先しつつ、

地震や豪雨による浸水などで道路が寸断され、孤立集落になる可能性が高い集落について留意する。 

１ 道路の整備 

(1) 幹線道路の整備 

幹線道路は、災害時の救助活動、救援活動、物資輸送など緊急輸送路や、火災の延焼防止機能としても有

効である。特に本市では、一般国道、主要地方道、一般県道等が幹線道路として重要であり、被災により不

通となったときは、市域が分断され、大きな障害が発生する。 

そのため広域幹線道路として重要な役割を担っている国県道について、歩道及び広い幅員の確保、バイパ

ス道路の整備、道路排水施設の整備等、道路の環境整備を促進するよう国、県に要請する。 

■市域の主な幹線道路 

高速道路 九州縦貫自動車道  みやま柳川IC 

一般国道 

国道208号、国道209号、国道443号、国道443号三橋瀬高バイパス、 

一般国道208号高田大和バイパス（高田町～柳川市）、 

一般国道208号大川バイパス（みやま市～大川市） 

主要地方道 大牟田川副線、瀬高久留米線、八女瀬高線 

一般県道 高田柳川線、本吉小川線、飯江長田線 

(2) 生活道路の整備 

生活道路は、災害時の避難活動等を行う上で重要な道路である。そのため生活道路を幹線道路の整備等に

あわせて整備する。 

また、既存道路については、交通量や交通動線等を把握し、幅員の狭い道路の解消、歩道の整備、排水施

設の整備等を推進するとともに、維持、管理に努める。 

２ 橋りょうの整備 

緊急度の高い橋りょうから順次点検を実施し、地震による地震動等の安全性に配慮した補強、整備に努め

る。 

３ 漁港・港湾施設の整備 

災害時の緊急輸送ネットワークを確保するため、被災者の救難・救助活動、避難、緊急物資輸送等、被災

時にも機能を発揮する災害に強い漁港・港湾施設等の整備を推進する。 

また、必要に応じて防災調査等を行い、その結果をもとに管理施設の耐震化、液状化対策及び改修工事に

努める。なお、市内の漁港は江浦漁港のみである。 
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第６ 風水害予防策の推進 

１ 河川等の整備 

建設都市部、環境経済部は、関係機関、施設管理者と協力し、河川、ため池、海岸、漁港及び港湾等の決

壊等による災害を未然に防止し、治水の総合的対策を推進するため、危険箇所の実態を把握するとともに、

必要な区域の指定等を行う。 

また、災害防止事業の実施時には、環境や景観へも配慮する。 

※ 資料編 1-1 災害危険箇所一覧表 

※ 資料編 1-2 防災重点農業用ため池一覧表 

 

２ 水防体制の強化 

関係各部、消防本部及び消防団は、水防計画に基づき、関係機関と連携し、風水害による被害を最小限に

とどめるため、水防体制の強化に努める。 

■水防体制の強化事項 

○ 情報連絡体制の整備          ○ 水防倉庫の整備及び保守点検 

○ 水防用資機材の点検、補充       ○ 水防訓練を通じた水防意識及び水防技術等の向上 

※ 資料編 2-5 水防倉庫別資器材表 

３ 洪水浸水想定区域等の把握及び住民等への周知 

洪水浸水想定区域等における避難確保措置 

総務部は、洪水浸水想定区域の指定があったときは、当該洪水浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方

法、避難所等円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な事項、及び洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難

を確保する必要があると認められる高齢者等要配慮者利用施設の名称・所在地及び洪水予報等の伝達方法を

本地域防災計画に定める。当該区域の住民へは、洪水予報等の伝達方法、避難所その他避難確保のため必要

な事項を市広報誌、洪水ハザードマップ及び洪水関連標識等により住民へ周知する。 

建設都市部は、洪水浸水想定区域内に地下街等が建設される場合は、所有者又は管理者等に水防法施行規

則に則し、「地下街等浸水時避難計画策定の手引き」を参考に避難確保計画の作成を指示し、速やかに計画

を公表するよう指導する。               

※ 資料編 2-12 学校施設一覧表 

                       ※ 資料編 2-13 放課後児童クラブ施設一覧表 

※ 資料編 2-14 保育所・幼稚園一覧表 

※ 資料編 2-15 福祉施設一覧表 

※ 資料編 2-16 障がい者施設一覧表 

※ 資料編 2-17 医療機関一覧表 

 

 

■洪水浸水想定区域への措置 

項 目 担 当 措置内容 

洪水浸水想定区 国土交通大 ○ 水防法に基づき指定した洪水予報を実施する河川及び水位情報（周
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域の指定 臣（九州整備

局長）、知事 

知）河川が対象 

洪水浸水想定区

域ごとに定める

事項 

市(総務部) ○ 洪水予報等の伝達方法 

○ 避難場所 

○ その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

○ 地下街等又は主として高齢者等の要配慮者利用施設の名称及び所在

地（利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認

められる場合） 

○ 要配慮者利用施設への洪水予報等の伝達方法 

○ 洪水関連標識等の表示 

洪水予報等の伝

達方法 

市（総務部） ○ 洪水浸水想定区域内及びその周辺の住民、地下街等及び要配慮者利

用施設の所有者又は管理者に対し、コミュニティ無線及び緊急速報メ

ール、福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、防災メ

ール・まもるくん・ｄボタン広報誌・ＳＮＳ」により伝達 

住民への周知 市(総務部) ○ 市広報誌 

○ 洪水ハザードマップ等 

※洪水関連標識等：国交省河川局「まるごとまちごとハザードマップ実施の手引き（第二版）」平成29年6

月より 

 

４ ため池対策 

 建設都市部は、決壊した場合に人的被害を与えるおそれのある防災重点農業用ため池について、決壊した

場合の下流への影響度やその他の状況等を総合的に勘案して、劣化状況評価、地震・豪雨耐性評価を踏まえ、

防災工事を計画的に推進する。 

 なお、防災工事に当たっては、補助事業等を活用し、整備、改良に努める。 

 平常時から施設の点検を実施し、異常な兆候の早期発見、危険個所の整備等に努めるとともに、農業用た

め池として利用されてないものについては、管理移管や統廃合を推進する。 

 また、ため池を調査し、安全対策及び防災情報連絡体制の整備を図るとともに、ため池に関するハザード

マップを作成し、行政区への配布や市ホームページ等により周知し、住民の防災意識の向上を図る。 

※ 資料編 1-2 防災重点農業用ため池一覧表 

 

５ 平常時の巡視 

暴風雨時の危険を事前に察知し被害の拡大を防ぐため、平常時に予想される危険区域を巡視し、異常箇所

等の把握に努める。 

 

 

第７ 土砂災害予防対策の推進 

土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 

総務部は、土砂災害警戒区域等の指定があったときは、当該警戒区域ごとに、土砂災害に関する情報の収
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集及び伝達に関する事項、避難施設及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事

項、要配慮者利用施設であって円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設の名称・所在地

等について、本地域防災計画に定める。当該警戒区域の住民へは、警報等の伝達方法、避難所その他避難確

保のため必要な事項を市広報誌、土砂災害ハザードマップにより周知する。 

建設都市部は、宅地需要のため、宅地開発に伴い、がけ崩れや土砂の流出等の災害の可能性があるので、

都市計画法の開発許可制度及び宅地造成等規制法（参考）等に基づき、その許可の技術基準審査において必

要な指導その他適切な規制を行い、災害の未然防止を図るとともに、人命や財産を守るため居住者自身の自

助努力による住宅の移転を支援する。 

また土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）等の規定

に基づき、土砂災害予警視システム等を活用し、次のようなソフト対策等の推進に努める。さらに、災害防

止事業の実施時には、環境や景観へも配慮する。 

 

■警戒区域への措置 

項 目 担 当 措置内容 

土砂災害警戒区

域等の指定 

知事 ○土砂災害警戒区域 

 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる区域 

○土砂災害特別警戒区域 

 土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合建築物に

損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある

区域 

警戒区域ごとに

定める事項 

市(総務部) ○ 土砂災害に関する情報の収集・伝達 

○ 避難場所および避難経路 

○ 避難訓練の実施に関する事項 

○ 警戒区域内にある要配慮者利用施設の名称・及び所在地（利用者の

円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる場合） 

○ 救助に関する事項 

○ その他警戒避難体制に関する事項 

土砂災害情報等

の伝達方法 

市（総務部） ○ 土砂災害警戒区域等及びその周辺の住民、要配慮者利用施設の所有

者又は管理者に対し、コミュニティ無線及び緊急速報メール、福岡県

防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、「防災メール・まも

るくん」、ＳＮＳ、ｄボタン広報誌等により伝達 

住民への周知 市(総務部) ○ 市広報誌 

○ 土砂災害ハザードマップ等 

 

■土砂災害防止の対策事項 

○ 住宅等の新規立地の規制 

○ 既存住宅の移転促進等 
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第８ 山地災害対策の推進 

１ 防災意識の普及 

山地災害が多くなる梅雨期の前に「山地災害防止キャンペーン」期間として、関係機関での山地防災ポス

ターの掲示、パンフレットの配布及び市町村と関係機関による危険地区パトロールや施設の点検などを実施

し、地域住民の防災意識の普及に努める。 

２ 山地災害対策治山事業の実施 

台風、集中豪雨等により山地災害が発生または発生するおそれが高い箇所など山地災害の実態や緊急性、

必要性を踏まえ、順次治山事業を実施していくものとする。特に、尾根部からの崩落等による土砂流出量の

増大、流木災害の激甚化、広域にわたる河川氾濫など、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水

の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保全強化、流木対策等を推進するものとする。 

 

第９ 津波・高潮災害予防対策の推進 

関係各部は、関係機関と協力し、津波・高潮による被害が重大な影響を及ぼす事態に備え、海岸施設の整

備、情報伝達ルートの多重化及び情報収集・伝達体制の明確化等に努める。 

１ 防潮堤等河川海岸施設の整備 

各施設管理者は、津波・高潮による被害のおそれのある地域において、防潮堤、防波堤、水門等の河川海

岸、漁港・港湾等の施設を整備する場合、津波・高潮に対する安全性に配慮した整備を促進する。その場合

は、環境や景観へも配慮する。 

また、津波・高潮発生時の迅速な対応が可能となるよう、定期的な施設の点検や門扉等閉鎖体制の確立等、

平常時の管理の徹底を行う。 

２ 津波・高潮予報、避難指示等の情報伝達体制の整備 

(1) 津波・高潮予報伝達の迅速化、確実化 

関係機関は、所定の伝達経路及び伝達手段を点検整備し、市等への津波・高潮に関する情報も伝達の迅速

化を図るとともに、休日、夜間等における津波・高潮予報伝達の確実化を図るため、対応できる体制の整備

を図るなど津波・高潮防災体制を強化する。 

(2) 通報・通信手段の確保 

総務部は、広域かつ確実に津波・高潮に関する情報を伝達するため、通報・通信手段を多様化するなど、

信頼性の確保を図る。 

■通報・通信手段の確保 

○ 海岸等へのラジオ等の携行（津波・高潮警報、避難指示等の情報を聴取するよう指導） 

○ 緊急警報放送システム受信機の普及（テレビやラジオの自動的受信） 

○ みやまコミュニティ無線の充実、サイレン、半鐘等多様な手段の活用 

○ 小型漁船への無線機の設置を促進 

 

 (3) 伝達協力体制の確保 

多数の人出が予想される漁港、港湾、船だまり、釣り場、海浜の景勝地等行楽地、養殖場、沿岸部の工事

地区等については、あらかじめ沿岸部の多数者を対象とする施設の管理者（漁業協同組合の管理者等）、事

業者（工事施工者等）、及び自主防災組織と連携して、協力体制を確保するように努めるとともに、日頃よ
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り過去の事例等により啓発活動を行うよう努める。 

３ 監視体制等の確立 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに沿岸で予想される津

波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に大津波警報、津波警報又は津波注意報を発表する。総

務部は、近地地震によって発生する津波は襲来時間が非常に早く、津波予報が間に合わない場合も考えられ

るので、津波の襲来に備え、震度４以上の地震を感じた場合、または弱い地震であっても長い時間ゆっくり

とした揺れを感じた場合、速やかに海面の監視、テレビ・ラジオの視聴等の津波監視体制をとれるよう、担

当責任者や海面監視場所を定めるとともに、海面監視等の情報について住民に対する通報・伝達手段の確保

に努める。 

また、暴風や台風接近時には海岸を突然大波が襲うことは珍しくないことから、高潮に関しても同様に監

視体制等の確立に努める。 

４ 避難対策の整備 

総務部、消防本部は、関係機関等と協力し、住民に対し、平常時から津波・高潮の危険性を広く周知する

とともに、地域の地形や浸水予測等に応じた避難場所及び避難経路の指定等を含めた具体的な避難計画を推

進する。 

(1) 一般住民の避難行動 

住民の自主的な避難行動が容易に行えるよう、日頃からの啓発活動により各地域における避難場所や避難

経路の周知に努めるとともに、自主防災組織や警察署との協力のもとに、避難者の掌握、避難行動要支援者

の把握・誘導や必要な応急救護活動が行える体制を確立する。 

(2) 避難場所の指定 

津波・高潮発生時における避難場所について、その地域の浸水区域を想定し、地形・標高等の地域特性を

充分に配慮した指定を行うこととし、公共施設の他、民間ビルの活用等の検討を行い、より効果的な配置と

なるよう努める。 

５ 住民への啓発活動等の実施 

総務部は、避難対策等の津波・高潮防災対策を迅速に行うため、日頃から住民に対する啓発活動を実施す

る。 

(1) 日頃の備えの充実 

津波・高潮危険地域における避難場所や避難経路の住民への周知、高潮ハザードマップの全戸配布や、避

難の際、情報収集に必要なラジオの携行等、非常時持ち出し品の備えの徹底について、機会を捉えて繰り返

し広報・啓発に努める。 

(2) 津波・高潮防災訓練の実施 

関係機関や住民の参加のもと実践的な津波・高潮防災訓練を実施し、迅速かつ正確な情報伝達体制の整備、

住民等の適切な避難行動の実施、関係機関との連携体制の確立等、津波・高潮防災体制の構築に努める。ま

た、その際地域の高齢者・障がい者等の避難行動要支援者に十分配慮した訓練を実施する。 

 

 

第１０ 火災予防対策の推進 

１ 予防対策の強化 
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消防本部は、火災予防のため、事業所等に対する予防対策を推進する。 

(1) 火災予防の査察・指導の強化 

消防法の規定により、防火対象物及び危険物施設の所有者、管理者等に対し、火災予防上必要な資料の提

出請求や防火対象物等への立入検査等を行い、火災予防の徹底を図り、予防対策の指導を強化する。 

みやま市火災予防条例の規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の管理及び取扱いについても、所

有者等に対して必要な助言又は指導を行う。 

(2) 防火管理者制度の推進 

消防法の規定により選任されている防火管理者に対し、防火対象物に係る消防計画の作成、消防計画に基

づく消火、通報及び避難訓練の実施、消防設備等の点検、火気の使用等の監督、収容人員の管理、その他防

火管理上必要な業務を適切に実施するよう指導し、防火管理者制度の推進を図る。 

(3) 建築同意制度の効果的運用 

建築物を新築、増築等計画の段階で防火防災の観点からその安全性を確保できるよう、建築基準法第6条

に基づく建築確認申請と同時に、消防法第7条に基づく建築同意制度の効果的な運用を行い「地震災害に強

いまちづくり」を推進する。 

(4) 防火対象物定期点検報告制度の推進 

対象施設の関係者の防火に対する認識を高め、点検基準適合（防火セイフティマークの取得）の取組みを

推進する。 

(5) 自衛消防隊等の育成 

事業所、商店街等における自衛消防隊あるいは民間消防組織の結成を促進し、防災訓練等を指導して地域

における自主防火体制の強化を図る。 

(6) 火災予防運動の推進 

市民に対し、次のような火災予防運動を推進する。 

■火災予防運動 

○ 春秋火災予防運動の普及啓発 

○ 講習会、講演会等による一般啓発 

○ 報道機関等やSNSの活用による防火思想の普及 

 

２ 消防力の強化 

消防本部、消防団は、火災の防止のため、消防力の強化を推進する。 

(1) 資機材等の整備及び点検 

国や県の補助制度を活用し、消防車両、資機材等の整備充実を図るとともに、点検要領を定めて定期点検

を行う。 

(2) 消防水利の整備 

消防本部は、計画的な消火栓、防火水槽及び耐震性貯水槽の設置を図るとともに、地域の実状に応じた自

然水利の活用検討など、消防水利の整備に努める。 

(3) 消防団の強化 

消防団の強化を図るため、教育訓練の充実や団員の確保に努める。 
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第３節 災害に備えた防災体制づくり 

項 目 担 当 

第１ 防災施設・資機材等の充実 総務部、関係各部 

第２ 情報の収集伝達体制の整備 総務部、消防本部、消防団 

第３ 応援体制の整備 総務部、消防本部 

第４ 二次災害の防止体制の整備 建設都市部 

第５ 救出救助体制の整備 保健福祉部、消防本部 

第６ 医療救護体制の整備 保健福祉部、消防本部 

第７ 輸送体制の整備 総務部、建設都市部 

第８ 避難体制の整備 総務部、教育部 

第９ 要配慮者（避難行動要支援者）安全確保体制の

整備 

総務部、保健福祉部、教育部 

第10 給水体制の整備 上下水道課 

第11 災害備蓄物資等供給体制の整備 総務部 

第12 防疫・清掃体制の整備 保健福祉部、環境経済部 

 

第１ 防災施設・資機材等の充実 

１ 防災拠点施設の整備 

総務部は、防災拠点施設として、市庁舎が災害時に有効な機能を発揮できるように機能強化を図る。 

また、みやま柳川ICに近く陸上交通の拠点となっている『道の駅みやま』を、物資の集配・輸送等防災拠

点施設として活用する。 

市庁舎が被災した場合に、災害対策本部を移設する代替施設の確保に努める。 

■市庁舎の整備 

○ 建物の耐震性の確保  

○ 非常用電源装置 

○ 耐震性貯水槽  

○ 備蓄物資及び備蓄倉庫 

○ 庁舎内機器、設備の耐震性の確保 

○ 災害対策本部室等の確保・配置 

○ 通信回線の確保等 

○ その他拠点施設の確保 

２ 地域拠点の整備 

関係各部は、大規模災害時において地域の救援・救護、復旧活動の拠点となる防災拠点を整備するよう努

める。 

■各種防災拠点 

役  割 

○ 他地域や広域防災拠点から搬送される資機材等の緊急物資備蓄・保管拠

点、情報通信拠点 

○ 地域の救援・救護、復旧活動の拠点となる防災拠点 

機  能 
○ 搬送される緊急物資、復旧資機材の集積配送スペース 

○ 地域の防災活動のための駐屯スペース 
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○ 物資、復旧資機材等の備蓄施設 

○ 臨時ヘリポート 

○ 災害時要援護者等の避難場所 

○ ボランティア等の活動拠点     ○ がれき処理のための仮置場 

 

第２ 情報の収集伝達体制の整備 

総務部、消防本部は、災害時における情報伝達を確保するため、通信施設、連絡体制の整備を推進する。 

１ 通信施設の整備 

(1) 無線通信施設の整備 

災害現場からの情報収集及び市民への情報伝達等のため、みやまコミュニティ無線（移動系）の充実強化

を図る。なお、消防本部と連携し、みやまコミュニティ無線を有効に機能させるため、夜間運用体制の確立

を図る。 

消防・救急無線においては、筑後地域消防通信指令協議会において適正な管理並びに更新計画による整備

運用を行い、デジタル技術を活用し多様な情報収集に努め災害対応力の強化を図る。 

また、通信指令施設においても無線同様に適正な運用を行うとともに、市町村の枠組みを超えた広域応援

体制の充実、大規模災害等への迅速な対応強化を図る。 

※ 資料編 2-3 みやまコミュニティ無線局一覧表 

(2) 避難所との通信手段の整備 

市庁舎から学校等の避難所への情報伝達のため、通信施設等の整備強化を図る。 

(3) 新しい情報通信設備の導入 

情報通信技術の高度化に伴い、関係機関及び住民等への防災情報等の伝達等について、防災行政無線、防

災情報等配信システム、インターネットによる情報発信、携帯電話、ＳＮＳ、ｄボタン広報誌の活用など、

災害時に有効な通信伝達手段の整備拡充を図る。 

さらに、情報伝達手段をデジタル化及び双方向化することにより、画像による災害情報の収集、避難場所

等との情報交換、文字表示板による防災行政情報等の周知など多量の情報を早く聴覚、視覚を通して伝達で

きるような無線システムの導入を検討する。 

(4) 孤立集落対策 

道路が寸断・遮断されるような災害において、電話回線の寸断や停電などの発生によって、外部との連絡

ができなく孤立が予想される集落に対し、孤立時の安否情報や被害情報などの通信手段を整備する。 

(5) 通信機能確保のための措置 

災害時の通信機能を確保するために、非常電源の確保、通信機器の耐震固定等の措置を図る。 

２ 通信連絡体制の整備 

災害時に円滑な通信連絡体制を確立するため、日頃から通信機器運用者の確保や訓練等により通信体制の

整備を図る。 

(1) 非常時通信体制の強化 

災害時に市が所有する無線通信施設、一般加入電話等が使用できないとき、又は使用が困難になったとき

に対応するため、電波法第52条の規定に基づく非常通信の活用を図ることとし、九州地方非常通信協議会の

活動を通して、県の行う非常通信体制の整備充実に協力する。 
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■非常通信体制の強化項目 

非常通信訓練の実施 
○ 災害時等における非常通信を確保するため、関係機関相互の協力体制を確立

するとともに、平常時より非常通信訓練等を行い、通信体制の整備に努める。 

無線従事者の確保 
○ 無線局の管理運用の強化充実を図るため、市職員の無線従事者の増員を図

る。 

 (2) 非常時通信の運用方法の確立 

災害が発生し、又はおそれがあるときを想定し、住民等への情報提供や災害情報の収集など非常時の通信

の円滑な運用方法を確立するとともに、情報伝達の基準設定、発生災害別の通信項目について整備する。 

３ 現地情報収集体制の強化 

総務部、消防本部、消防団は、市職員OBや消防団OB等を活用するなど、情報収集体制の強化を図る。 

４ 情報の共有・伝達体制の強化 

総務部、消防本部は、防災関係機関と協力して、次の情報共有・伝達体制の整備を進める。 

■情報の共有・伝達体制 

職員間の共有と伝達 
○本部が得た情報を時系列に整理し、全ての職員がリアルタイムに閲覧できる

システムの導入を検討する。 

市と関係機関の共有と

伝達 

○市、河川管理者、道路管理者、警察署等の間で交換すべき情報の項目、内容、

タイミング、手段、ルール等を決定する。 

市から住民への伝達 

○みやまコミュニティ無線による屋外スピーカや防災ラジオにより防災情報

を一斉に伝達する。 

○市内の携帯電話に一斉にメール配信できる携帯キャリア緊急速報メールに

より防災情報を伝達する。 

○住民（特に聴覚障がい者）、区長、自主防災組織員等に、福岡県防災アプリ

「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、「県防災メール･まもるくん」への登

録を推進する。 

〇住民へ市公式ＬＩＮＥ等への登録を促進し、防災情報を一斉に配信する。 

〇ｄボタン広報誌により、防災情報を伝達する。 

放送マニュアル等の充

実 

○ 放送内容から事態の進展、地理的なイメージを住民が共通認識できるよう、

広報演習・訓練等の結果を踏まえて、広報マニュアルや放送例文を毎年検証

し、更新する。 

 

第３ 応援体制の整備 

総務部、消防本部は、防災全般に関する協力体制の強化のため、相互応援体制を検討するとともに関係団

体等との協定の締結について推進する。 

１ 他市町村との相互協力体制の整備 

平常時から相互応援協定の体制整備に努めるとともに、近隣市町村との大規模災害に備えた協力体制の推

進に努める。 

※ 資料編 5-1 応援協定等一覧表 
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２ 自衛隊との連携体制の整備 

防災訓練の実施等を通じ、平常時から連携体制の強化を図り、あらかじめ自衛隊の災害派遣活動が円滑に

行えるよう必要な事項を取り決めるとともに、相互の情報連絡体制の充実に努める。 

 

３ その他防災関係機関との連携強化 

警察署は、広域緊急援助隊の運用に関し、平素から警察庁及び九州管区警察局と緊密な連携を図り、大規

模災害発生時において、迅速かつ広域的な支援が行われるよう体制の整備を推進する。 

消防本部は、消防相互応援体制の充実を図るとともに、「緊急消防援助隊受援計画」に基づき、緊急消防

援助隊の活動が円滑に行えるよう取り組むとともに、実践的な訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体勢

の整備に努める。 

４ 民間団体等との協定締結の促進 

災害時に市内外関係団体等から応急対策に関する協力が得られるよう、あらかじめ業務内容、協力方法等

について協議し、協定締結に努める。 

 

第４ 二次災害の防止体制の整備 

建設都市部は、余震、降雨等に伴う二次災害を防止する体制として、被災建築物の危険度、被災宅地の危

険度、土砂災害危険箇所の危険度を応急的に判定する技術者の事前登録等を推進する。 

１ 水害・土砂災害・宅地災害防止体制の整備 

余震あるいは降雨等による二次的な水害・土砂災害・宅地災害等の危険個所の点検を行う地元在住の専門

技術者（コンサルタント、建築士、県・市町村職員ＯＢ等）の登録等を推進する。 

２ 建築物応急危険度判定体制の整備 

被災した建築物等の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全を確保す

ることを目的とした被災建築物の応急危険度判定体制の整備を図るため、市職員の応急危険度判定士の育成

及び外部判定士の登録を推進する。また、被災時の判定連絡網の整備を図る。 

３ 被災宅地危険度判定体制の整備 

被災した宅地の被害状況を迅速・的確に把握して、余震等による二次災害を軽減・防止し、住民の安全を

確保することを目的とした被災宅地の危険度判定体制の整備を図るため、市職員の被災宅地危険度判定士の

育成及び外部判定士の登録を推進する。また、被災時の連絡支援体制の整備を図る。 

４ 危険物施設等の予防対策 

危険物施設等の事業者、施設管理者は、平常時から自然災害、大規模事故等に起因する安全確保に努める

とともに、災害発生時の被害拡大の予防対策を推進する。 

■危険物施設等の予防対策 

消防法上の危険物 

○ 施設の堅牢性の向上 

○ 災害発生時の安全確保についての必要な安全対策の周知、再点検 

○ 自主保安体制、事業所相互の協力体制の確立 

〇 農作業に用いる貯蔵燃料の漏えい事故防止対策の充実強化 

火薬類 
○ 施設の堅牢性の向上 

○ 災害発生による影響を考慮し、火薬類製造施設等の安全確保 
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○ 福岡県火薬類保安協会及び（社）日本煙火協会福岡県支部の緊急出動体

制、応援協力体制の充実強化 

○ 自主保安体制の確立 

高圧ガス 

○ 高圧ガス設備の架台、支持脚等の補強 

○ 防火設備、緊急遮断弁、エンジンポンプ、バッテリー等の保安設備を重

点に日常点検業務の強化 

○ 感震器連動遮断装置、可とう性配管の設置等、設備の堅牢性強化 

○ ホームのブロック化、ロープ掛等による容器の転倒・転落防止、二段積

み防止（多数の容器を取扱う施設） 

○ 高圧ガス防災協議会、高圧ガス関係保安団体、消防署及び警察署等の関

係機関の連携、地域防災体制の充実強化 

○ 自主保安体制の確立 

毒物・劇物 

○ 消防機関、警察、市町村、国等に対する通報連絡体制の整備 

○ 運搬事故時における応急措置に関する基準等の周知徹底 

○ 自主保安体制の確立 

放射性物質 

○ 消防機関、警察、市町村、国等に対する通報連絡体制の整備 

○ 緊急時において放射線の量及び放射性物質による汚染の状況を測定す

る体制の整備 

○ 自主保安体制の確立 

 

第５ 救出救助体制の整備 

救出救助活動は、関係機関のみならず、地域ぐるみの活動が重要である。 

保健福祉部、消防本部は、自主防災組織や消防団等の救出救助体制の整備を推進する。 

１ 自主防災組織等の活動能力の向上 

自主防災組織等に対し、救出救助方法の習熟やＰＲ活動を推進する。 

また、ジャッキ、クレーン等の資機材を保有する建設業組合等と連携を図る。 

２ 消防団の活動能力の向上 

消防団の教育訓練を推進し、災害時の救助活動能力の向上に努めるとともに、地域の自主防災活動の指導

者的役割を果たす。 

 

第６ 医療救護体制の整備 

保健福祉部、消防本部は、南筑後保健福祉環境事務所、医療機関等と連携し、災害時の医療救護が、その

負傷の程度に応じて迅速かつ適確に実施されるよう、必要な体制の整備を推進する。 

１ 医療体制の整備 

(1) 保健福祉環境事務所等との連携強化 

災害時には、保健福祉環境事務所が地域災害医療情報センターとして機能し、応急医療のネットワーク化

が図られる。そのため、必要な事項について、保健福祉環境事務所等と連絡調整を図る。 

(2)医師会等との連携強化 
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災害拠点病院等が地域のサブセンターとして機能し、応急医療が実施される。そのため、柳川山門医師会、

大牟田医師会、柳川山門歯科医師会、大牟田歯科医師会、柳川山門薬剤師会、大牟田薬剤師会等と、災害時

の医療救護チームの編成や救護所への動員など、迅速な応急医療体制のために必要な事項について連絡調整

を図る。また、災害時の通信手段等の確保を図る。 

(3) 救急救命士の養成 

消防本部は、患者の搬送途上において高度な応急処置を行うことができる救急救命士の計画的な養成を推

進するとともに、柳川山門医師会、大牟田医師会及び医療機関等と連携し、救急救命士の行う救急医療の充

実を図る。 

(4) 長期的医療体制の整備 

避難所や被災地を巡回する巡回医療やメンタルケア対策として、日頃から精神科医療活動を実施するため

の準備を推進する。 

２ 医薬品・医療資機材の準備 

応急医療活動に必要な医薬品・医療資機材を確保するため、保健福祉環境事務所等と連携し、災害時の調

達手段を講じておく。 

 

第７ 輸送体制の整備 

１ 緊急輸送道路の確保 

総務部、建設都市部は、災害時の緊急輸送路を速やかに確保できるように、あらかじめ関係機関等と必要

な体制の整備を推進する。 

(1) 緊急輸送路の設定 

県が指定する緊急輸送ネットワークを踏まえ、地域防災拠点等に集められた物資を、市内の地区防災拠点

等に送るための緊急輸送路（予定路線・区間）を設定し、緊急輸送路ネットワークを形成する。 

■緊急輸送道路の指定目安 

県が指定した緊急輸送道路及び市庁舎と、次の施設を結ぶ道路 

○ 市庁舎 

○ 救護所設置予定場所 

○ 搬送先病院 

○ 自衛隊駐屯地 

○ 臨時ヘリポート 

○ その他地域拠点施設 

 (2) 緊急輸送路の確保 

緊急輸送を効果的に実施するために、平時から警察署と災害時緊急輸送路の確保について連携体制を整備

しておく。また、建設事業者（災害協定締結者）と事前に協議し、道路の啓開作業に必要な資機材及び車両

等を調達できるように協力体制を整備する。 

(3) 緊急輸送道路の周知 

建設都市部は、市民に対し、広報紙等により自家用車両使用の自粛、発災時の運転車両の措置方法等の啓

発を図る。 

２ 車両、燃料等の調達体制の整備 

総務部は、災害時の物資輸送を円滑に実施するため、運送業者や燃料業者等と協定を締結するなど、災害

時の車両、燃料の調達体制を整備する。 

３ 緊急通行車両の事前届出 
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県公安委員会は、災害発生時の混乱した現場における緊急通行車両の迅速な確認手続きを実施するため、

あらかじめ関係機関から緊急通行車両の事前届出を受理する。 

総務部は、市有車両等災害時に使用する車両について、緊急通行車両の事前届出を県公安委員会に提出す

る。 

また、事前届出済証を適正に保管するとともに事前届出済証の交付を受けた車両に廃車、配置換え等の変

更が生じた場合は、速やかに事前届出済証の返還、変更の申請を行う。 

４ 物資集配拠点の整備 

物資集配拠点について、保管場所、輸送車両の進入ルート、駐車場所など使用方法について予め整理する。 

 

５ 臨時ヘリポートの指定 

総務部は、災害時の自衛隊等のヘリコプターの発着場として、臨時ヘリポートを指定する。設置予定地と

して指定する施設については、施設管理者等の協力を得て、臨時へリポートの整備に努める。 

※ 資料編 2-18 災害時における臨時ヘリポート一覧表 

６ 海上輸送の確保 

総務部は、災害時の海上における緊急輸送を確保するため、あらかじめ漁業協同組合等と協定を締結する

など、救援用物資及び応急対策用資機材等を円滑に輸送できる協力体制の確立に努める。 

また、発災後の漁港・港湾の障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材の確保を図るため、あらか

じめ建設業団体との間で協定等を締結して、協力体制を整備する。 

さらに、必要に応じ県、自衛隊及び第七管区海上保安本部等へ協力を依頼するなど、海上輸送の確保に努

める。 

 

第８ 避難体制の整備 

１ 避難所の整備 

(1) 避難所の指定 

災害対策基本法第49条の4第1項の規定に基づき指定緊急避難場所を指定し、災害対策基本法第49条の7第1

項の規定に基づき、指定避難所を指定する。 

また、住民自らの判断により自主避難を行う場合の避難所は、指定緊急避難場所の中からあらかじめ開設

する避難所を定めておくものとする。なお、一般の避難所では生活することが困難な障がいのある人、医療

的ケアを必要とする者等の要配慮者が、安心して生活ができる施設として、福祉避難所を定めるものとする。 

特に医療的ケアを必要とする者に対いては、人工呼吸器や吸引機等の医療機器の電源の確保等の必要な配

慮をするよう努めるものとする。 

自主防災組織等は、自ら設置・運営する避難所として、地域運営避難所を開設することができるものとす

る。ただし、安全性等の確保の観点から、事前に地域・防災課と協議しておかなければならない。 

 

※ 資料編 2-8 広域避難場所一覧表 

※ 資料編 2-9 指定避難所（指定緊急避難場所）一覧表 

※ 資料編 2-10 福祉避難所一覧表 

※ 資料編 2-11 地域運営避難所一覧表 



 66 

■避難所の区分 

指定緊急避難場所 
○ 避難指示等が発令されるなど、災害が差し迫った状況や発災時において住民

等が緊急的に避難する施設 

指定避難所 ○ 被災住民が一定期間避難生活を送る施設 

福祉避難所 
○ 避難生活が困難な高齢者や障がい者等のうち特別の配慮を必要とする方を

受け入れる施設 

広域避難場所 

○ 延焼火災等からの一時的避難場所 

○ 応援部隊や救援物資の拠点、仮設住宅建設候補地 

○ 平常時の防災訓練の場所、備蓄基地 

地域運営避難所 ○ 地域住民が避難し、自主運営する事業所や自治公民館等の民間施設 

     

■避難所の整備・点検項目 

○ 人、輸送用車両のアクセスの容易さ 

○ 分かりやすい施設 

○ 危険物施設等の有無 

○ 津波・浸水等の被害の危険性 

○ 施設の耐震性及び避難経路の安全性 

○ 給食施設の有無（給食施設があれば、自律的な避難所運営が可能） 

○ 冷暖房設備の有無、バリアフリー化（物理的障壁の除去）の状況 

○ 非常用電源の有無 

 (2) 避難所機能の整備 

大規模災害の発生時には、避難所については老若男女が長期にわたって使用することも予想される。この

ため、避難所施設の耐震化等安全性の向上とともに、地域の防災拠点、生活の場としての機能を整備する。

また、建物の耐震化など施設自体の安全確保に努めるとともに、非常用自家発電機等の防災設備を整備する。 

■避難所機能の整備項目 

○ 災害対策本部と相互連絡を行うための通信機器の設備 

○ 避難所における救護設備 

○ 避難生活の環境を良好に保つための仮設トイレ、マット、段ボールベッド、室内用テント等の設備 

○ 避難生活の長期化、障がい者等の災害時要援護者に対応するための設備 

○ 備蓄倉庫及び備蓄 

○ 飲料水兼用耐震性貯水槽等 

 (3) 福祉避難所の確保 

避難行動要支援者用の避難所として、必要に応じて福祉避難所を確保する。 

（4）地域運営避難所の選定 

 災害時に安全な自治公民館等があり、自主防災組織等により避難所の運営を行う地域運営避難所の選定に

努める。 

（5）その他緊急避難場所の確保 

 指定緊急避難場所へ安全に避難できない場合を想定し、民間施設との施設利用協定や津波や洪水の浸水想
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定より高い道路区間の活用などにより、緊急避難場所の確保を図る。 

２ 避難路の整備 

建設都市部は、地域住民や通勤者等の安全な避難を確保するため、主要幹線道路及び生活関連道路等につ

いて、避難路の整備に努める。 

■避難路の整備項目 

○ 広い幅員を確保し、歩道の整備に努める。 

○ 危険な重量塀・ブロック塀の倒壊、看板等の落下物の除去等について周知し、避難路沿道の安全化

に努める。 

○ 避難誘導標識を設置する。 

３ 避難体制の整備 

総務部、教育部は、施設管理者と協力し、避難マニュアルを作成し、自主的に避難誘導ができるような体

制づくりを推進する。その場合、地域の住民組織及び事業所との連携がとれるようにする。 

(1) 避難情報の判断・伝達方法の整備 

高齢者等避難、避難指示について、「避難情報の判断・伝達マニュル作成ガイドライン」を指針として、

県、気象台、河川管理者等の協力を得つつ、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、

避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にしたマニュアル整備に努める。 

また、高齢者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する必要があるため、避難指示のほか一

般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対

して、その避難行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める高齢者等避難の

伝達体制整備に努める。 

(2) 安全な避難誘導体制の確立 

市、消防団、自主防災組織は、安全な避難誘導体制を整える。 

特に、高齢者、障がい者等の避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、情報伝達体制の整備、災害時

要援護者に関する情報の把握・共有、避難支援マニュアルの作成等により避難誘導体制の整備に努める。 

■避難誘導体制の検討事項 

○ 市民や観光客等への避難情報の伝達体制 

○ 高齢者等の避難行動要支援者避難支援マニュアルの整備 

○ 安全な避難誘導のため、自主防災組織、関係機関等との応援協力体制 

○ 避難誘導方法について広報・防災訓練・地域の話し合い等を通じて住民の理解 

(3) 避難所運営組織の育成 

災害時に避難所自治組織を設立し、住民等による自主運営体制を確立するため、あらかじめ自主防災組織

等と協力して共通認識を深めておく。なお、避難所運営においては男女ニーズの違いなどに配慮する必要が

あるため、避難所自治組織及び自主防災組織等に女性の参加を進める。また、災害ボランティア団体、みや

ま市の防災士としての登録者に災害時の避難所運営の支援体制について協力関係を図る。 

(4) 施設管理体制の整備 

市及び避難所の施設管理者は、自主防災組織と連携し、避難所の開設・運営訓練を実施する。 

また、避難所開設・運営マニュアルの作成・啓発を行うとともに、各避難所の実情に応じたマニュアルの

作成に努める。なお、民間施設の避難所の管理者に対しても可能な範囲において協力を求める。 

■避難所開設・運営に関する事項 
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○ 門・建物の鍵等の管理を施設管理者、市、地域代表の間で明確化し、施設管理体制を整備する。 

○ 避難者カード等、避難所運営に必要な書類を整備する。 

４ 避難所の周知 

災害時に的確な避難が行われるよう、地域住民に対し、広報紙及びホームページへの掲載、防災マップの

配布、ＳＮＳによる配信、誘導標識の設置、避難訓練等を通じて、避難所の周知に努める。 

５ 避難所の運営での配慮すべき事項 

男女ニーズの違いや子育て中の保護者等に十分配慮し、プライバシーを十分に確保できる間仕切りの工夫

や、異性の視線が気にならない男女別の更衣室などを設定する。また、女性などに対する暴力を予防するた

めの取組を行うとともに、仮に被害が発生した場合には被害者が安心して相談できる環境整備を行うこと。

また、からだの性とこころの性が一致しない人などが、周囲の心ない好奇の目にさらされるなどのことが起

こることがないよう、「性の多様性を理解し行動するための職員ガイドブック（福岡県）」を参考にした対

応に努めること。 

６ 車中泊避難者の支援方策 

 やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、車中泊を行うに当たっての健康

上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めること。この際、車中泊避難の早期解

消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよう努めること。 

 

第９ 要配慮者（避難行動要支援者）安全確保体制の整備 

高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人などの要配慮者のうち、災害時に自ら避難すること

が困難な人であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者に対する支

援について、平常時から防災対策及び安全確保体制を整備する。 

１ 基本的な考え方 

避難行動要支援者においては、「自助」による避難等安全確保が難しいことに加え、災害発生時における

「公助」での個別具体的な支援には限界がある。このことから、避難行動要支援者の支援に当っては、地域

の行政区・自主防災組織等による「共助」の活動を基本とし、地域社会の連携強化を推進することにより、

避難行動要支援者への情報伝達体制や避難支援体制の整備・充実を図るものとする。 

市は、行政区、民生委員・児童委員、消防団、社会福祉協議会、自主防災組織等の多様な主体の協力・参

画により、避難行動要支援者の支援体制づくりとして、要配慮者の把握、的確な情報伝達体制の整備、防災

知識の普及啓発及び適切な避難支援体制の整備等、安全確保を推進する。その際、男女ニーズの違い等に十

分配慮すること。 

また、避難行動要支援者も、地域での避難訓練等を通じて、自宅から避難場所等までの避難経路を確認し

ておくよう努めるものとする。 

 

２ 避難行動要支援者避難支援プラン 

市は、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、避難行動要支援者避難支援プランを作

成する。また、計画の作成に当たっては、避難支援関係者の安全確保等にも配慮するものとする。 

 避難支援プランは、全体的な支援方針等を定めた「全体計画」と避難行動要支援者一人ひとりの避難支援

方法等を定めた「個別避難計画」により構成する。 
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（1）避難支援の対象者 

   当該プランの避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者のうち、次の要件に該当する者

とする。 

① 介護保険の要介護認定（3～5）を受けている者 

② 身体障害者手帳（1級・2級）の交付を受けている者 

③ 療育手帳（A）の交付を受けている者 

④ 精神障害者保健福祉手帳（1級）の交付を受けている者 

⑤ 行政区長、民生委員・児童委員が支援の必要を認めた者 

⑥ 自ら名簿への登録を求めた者で、市長が認めた者 

（2）避難行動要支援者名簿の作成 

   避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害

から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿を作成する。 

   ① 登録事項 

    避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し又は記録する。 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 行政区 

カ 電話番号その他の連絡先 

キ 避難支援等を必要とする理由 

ケ 個別避難計画の有無 

   ② 情報の入手・管理等 

    避難行動要支援者名簿の作成に必要な情報は、作成に必要な限度で庁内内部の情報を利用し作成す

る。また、必要に応じて、県に情報提供を求めるほか、本人、地域支援団体等から情報を取得する。 

    作成した避難行動要支援者名簿は、非常時に備え、電子媒体のほか紙ベースで作成し、介護支援課、

福祉課、地域包括支援センター及び地域・防災課で適切に管理するものとする。また、名簿の更新を

年に1回行うものとするが、対象者情報の変更等を把握した場合は、情報の適正化を図るために、随

時、追加修正等を行う。 

（3）個別避難計画の作成 

   避難行動要支援者名簿の登録者の内から、市や地域支援団体が本人の同意を得て、又は本人の申し出

により、当該避難行動要支援者一人ひとりの避難支援計画を、市が地域支援団体の協力を得て作成する。 

   ① 登録事項 

    個別避難計画には、避難行動要支援者名簿の情報のほか次に掲げる事項を記載し又は記録する。 

ア 避難協力者（地域支援団体）の情報 

イ 避難協力者（地域支援団体）への情報提供に関する同意の有無 

ウ 支援方法 

エ かかりつけ医療機関、携行医薬品等 

オ 避難時、避難先での留意事項 
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カ 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

キ その他避難支援に必要な情報 

 ② 情報の管理等 

    作成した個別避難計画は、非常時に備え、電子媒体のほか紙ベースで作成し、介護支援課、福祉課、

地域包括支援センター及び地域・防災課で適切に管理するものとする。また、適正な情報を保つため

に、地域支援団体の協力を得て個別避難計画の点検・見直しを年1回行うものとするが、地域支援団

体等からの申し出があった場合は、情報の適正化を図るために、随時、追加修正等を行う。 

（4）情報の共有 

   地域支援団体に情報を共有する場合は、適正管理、秘密保持等個人情報の漏えい防止を徹底する。平

常時より情報を共有する場合は、個人情報の取扱いに関する協定を締結するなど管理の徹底を図る。ま

た、災害時等に緊急に情報共有を行う場合には、個人情報の取り扱いを徹底させるとともに、情報の共

有が不要となった時点で名簿等を回収し、以後も守秘義務が発生する等の指導を行い、情報漏えいの防

止に努める。 

   ① 避難行動要支援者名簿 

    避難行動要支援者名簿は、災害の発生に備えて、避難支援等の実施に必要な限度で次に掲げる避難

支援関係者に名簿情報を提供する。ただし、条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供す

ることについて本人の同意が得られない場合はこの限りではない。 

ア 行政区長 

イ 民生委員・児童委員 

ウ 社会福祉協議会 

エ 自主防災組織 

オ 消防機関 

カ 警察機関 

キ 福祉専門職 

   ② 個別避難計画 

    個別避難計画は、平常時においては、市及び避難行動要支援者本人並びに当該家族のほか、地域支

援団体である行政区長、民生委員・児童委員、自主防災組織と情報を共有するものとする。災害時又

は災害が発生するおそれがある場合においては、次に掲げる地域支援団体に対し、特に必要と認める

場合に情報を提供するものとする。 

ア 社会福祉協議会 

イ 消防機関 

ウ 警察機関 

（5）避難支援等関係者の安全確保 

避難行動要支援者の避難行動に携わる避難支援等関係者の安全確保に十分配慮するものとする。 

３ 要配慮者世帯等における防災対策 

市は、要配慮者の把握に努め、避難行動要支援者名簿への登録及び個別避難計画作成の働きかけを行うと

ともに、一人暮らしの高齢者等、要配慮者の安全を確保するため、緊急通報システムの整備に努める。また、

民生委員・児童委員や消防団により訪問調査を実施するなどし、個別指導を行う。 

４ 社会福祉施設等に対する対策 
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(1) 施設の整備 

市は、社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等の管理者を指導、支援し、避難行動要支援者の安全確

保のための、防災設備等の整備を促進する。 

社会福祉施設等の管理者は、建物の耐震化など施設自体の安全確保に努めるとともに、非常用自家発電機

等の防災設備を整備する。 

また、ライフライン等の停止に備え、入所者の最低限度の生活維持に必要な飲料水、食糧、医薬品等の備

蓄を行う。 

(2) 組織体制の整備 

市は、社会福祉施設等の管理者を指導、支援し、避難行動要支援者の安全確保のための組織・体制の整備

を促進するとともに、自主防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じ、それらの防災組織と社会

福祉施設等との連携を図り、避難行動要支援者の安全確保に関する協力体制を整備する。 

洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域に位置し、本計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設

の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害や土砂災害が発生する場合における防災体制に関する

事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する

事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を作成し、市長に報告するものと

する。 

市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認するも

のとする。 

また、施設相互間、近隣住民等との連携を密にし、災害時に協力が得られるような体制づくりを行う。 

(3) 防災基盤の整備 

避難行動要支援者自身の災害対応能力、及び社会福祉施設等の立地を考慮し、避難地及び避難路等の防災

基盤の整備を図る。 

(4) 防災教育、防災訓練の実施 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者に対し、災害知識や災害時の行動に関する理解や関心を

高めるため防災教育を実施するとともに、避難確保計画に基づいた避難誘導等の訓練を実施するものとする。 

市は、福祉施設、病院等に対し、防火指導や防災訓練等について指導するなど支援を行う。 

(5)洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の把握 

 市は、洪水浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者が利用する施設の把握に努める。

当該施設の利用者が、洪水または土砂災害時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの

がある場合には、これらの施設の名称及び所在地について定め、防災ラジオの配布に努めるものとする。 

※ 資料編2-12 学校施設一覧表 

※ 資料編2-13 放課後児童クラブ施設一覧表 

※ 資料編2-14 保育所・幼稚園一覧表 

※ 資料編2-15 福祉施設一覧表 

※ 資料編2-16 障がい者施設一覧表 

※ 資料編2-17 医療機関一覧表 

 

５ 幼稚園等対策 

幼稚園・保育園の管理責任者を指導・支援し、災害時における幼児の安全確保の方法、保護者等との連絡
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体制等の整備や避難訓練等の防災訓練の計画的な実施を促進する。 

６ 外国人に対する防災教育、訓練等 

(1) 外国人に対する防災知識の普及対策 

地域内で生活する外国人の災害時の安全確保を図るため、広報媒体での外国語による防災啓発記事の掲載

や英語を始めとする外国語の防災パンフレット等による防災知識の普及に努めるとともに、災害時の避難場

所等の情報提供体制の整備を図る。 

また、避難場所標識や避難場所案内板及び洪水関連標識等の多言語化やマークの共通化（平成13 年度に

消防庁に設置された「避難標識に関する調査検討委員会」により提言されたマーク、国交省河川局「まるご

とまちごとハザードマップ実施の手引き第2版」平成29年6月）に努める。 

(2) 通訳・翻訳ボランティアの確保 

県と連携し、災害時に外国人に対して適切な情報提供を行うため、通訳・翻訳ボランティア等の確保に努

める。 

また、県、国際交流センター、国際交流協会及びＦＭ放送局等と協力して、地域内で生活する外国人に対

する災害時の情報提供体制の整備を推進する。 

 

第 10 給水体制の整備 

水道事業者（上下水道課）は、災害による水の供給被害を最小限にとどめ、速やかに水の供給を確保する

ため、給水体制の整備並びに施設の整備増強を推進する。 

１ 水の確保 

水道施設の耐震化や緊急遮断弁等の整備を行い、災害時の水を確保する。 

２ 給水体制の整備 

被災者への円滑な給水活動が行えるよう運搬給水基地又は非常用水源からの拠点給水、給水車等による運

搬給水に必要な体制の整備充実を図るとともに、災害時における関係機関間の情報連絡や指揮命令系統等が

迅速かつ円滑に進められるよう、マニュアル等の充実を図る。 

また、水道工事業者等との協力体制を確立し、停電を想定し、九州電力と非常用発電機車の提供について

協定しておく。 

３ 家庭における備蓄の促進 

市民、事業所等に対して、広報紙、防災パンフレット等により、災害への対策、対策の諸活動や平常時か

ら「最低３日間、推奨１週間」分の飲料水の備蓄や飲料水以外の生活用水の備蓄を奨励、指導する。 

 

第 11 災害備蓄物資等供給体制の整備 

総務部は、大規模な災害が発生した場合の被害を想定し、必要とされる食糧、生活必需品等の物資につい

て、あらかじめ備蓄体制を整備する。 

１ 備蓄倉庫及び物資の整備 

災害に備えて、市民の備蓄を補完するため、地震被害想定における最大避難者数を基準（風水害時につい

ては、住民の持参を原則とする。）に、物資の備蓄計画にあたり、乳幼児・女性・高齢者等を対象とした物

品を考慮して備蓄品目を選定するとともに、備蓄品目の性格に応じ、集中備蓄又は避難場所の位置を考慮し
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た分散備蓄を行うよう努める。 

なお、この場合、生活物資の不足による影響が特に懸念される高齢者や乳幼児等の要配慮者を重視する。 

また、ペットの避難に必要な用具等の備蓄を行うよう努める。 

２ 流通備蓄の確保 

災害時の物資等の確保のため、在庫の優先的供給を受けるなど、協力業務の内容、協力方法等について関

係団体（農業協同組合、商工会議所）・企業等（卸センター、食料品取扱店等）と協議し、協定締結の促進

に努める。 

また、災害時に積極的な協力がえられるよう、平常時からコミュニケーション強化に努める。 

３ 家庭、事業所等の備蓄の推進 

市民、事業所等に対し、広報活動を通じて、平時から「最低３日間、推奨１週間」分の食糧、飲料水、生

活物資の備蓄を奨励、指導する。また、ペットの飼い主に対しては、「ペット避難の手引き」に基づき、ペ

ットの避難に必要な用具等の備蓄を奨励、指導する。 

第 12 防疫・清掃体制の整備 

１ 防疫体制の整備 

保健福祉部、環境経済部は、災害の被災地域や避難所等において、衛生条件が極度に悪く、感染症等の疾

病の発生が多分に予想されるので、これを防止するための防疫体制を整備するとともに、保健師の資質の向

上のため、研修等を行う。 

また、薬品業者等と連携し、消毒薬剤や散布資機材が確保できるような体制を確立する。 

２ し尿、ごみ、がれきの処理体制の整備 

環境経済部は、災害が発生した場合に、災害廃棄物の処理を迅速かつ的確に実施するため、大規模な地震、

洪水を想定した災害廃棄物処理計画を整備する。 

なお、処理計画においては、過去の実績を十分踏まえるものとする。 

(1) 仮設トイレの確保 

災害時に浄化槽や下水道施設の被災によりトイレが使用できなくなった地域において、仮設トイレを設置

するため、仮設トイレの備蓄や業者等から確保できる体制を確保する。 

(2) ごみ・がれき処理体制の整備 

災害時に大量に発生するごみ・がれきを処理するために必要な人員、資機材の確保等、処理体制を整備す

る。 

また、大量のごみ・がれきの仮置場等の確立を推進する。 

(3) 応援協力体制の整備 

し尿・ごみ・がれきの処理を委託する業者や、応援を求める業者、団体等と協定を締結するなど、応援協

力体制を整備する。 

また、し尿・がれきの処理については、処理施設を有する他市町村との協力体制を整備する。 
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第３章 風水害応急対策計画 
 

第１節 応急活動体制 

第２節 気象情報等の収集伝達 

第３節 被害情報等の収集伝達 

第４節 災害広報・広聴活動 

第５節 応援要請 

第６節 災害救助法の適用 

第７節 救助・救急・消防活動 

第８節 医療救護活動 

第９節 交通・輸送対策 

第１０節 避難対策 

第１１節 避難行動要支援者対策 

第１２節 生活救援活動 

第１３節 住宅対策 

第１４節 防疫・清掃活動 

第１５節 遺体の処理・埋葬 

第１６節 文教対策 

第１７節 公共施設等の応急対策 

第１８節 災害警備 

 

本章は、風水害時に市及び防災関係機関が実施する様々な対策

について、実施担当者、手順などの基本事項を定めたものである。 

各対策項目は、被害の発生が予想される場合、及び災害が発生し

た場合を想定して、災害警戒又は発生直後から時間経過（初動活

動期→応急活動期→復旧活動期）にそって整理している。 

 

時期区分 目安とする期間 

初 動 活 動 期 災害警戒又は発生～2日目まで 

応 急 活 動 期 3日目～7日目まで 

復 旧 活 動 期 8日目以降 
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第１節 応急活動体制 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 職員の動員配備 ●   地域・防災課、関係各班 

第２ 警戒活動 ●   地域・防災課防災担当者 

第３ 災害警戒本部の設置 ●   関係各班 

第４ 災害対策本部の設置 ●   関係各班 

第５ 災害対策本部の運営 ●   関係各班 

 

第１ 職員の動員配備 

１ 配備の基準 

災害時の職員の配備は、気象情報、災害の状況に基づき、次の配備基準による。 

■配備基準【風水害】 

配備 配備基準 活動内容 配備要員 

注意配備 

○ みやま市に、大雨、洪水、暴風、高潮

等の警報が発表された場合 

○ その他地域・防災課長が必要と認める

とき 

・気象情報等の収集、

警戒 

地域・防災課〔防災

担当〕 

建設課長 

警戒配備 

(災害警戒本部) 

○みやま市に、大雨、洪水、暴風、高

潮等の警報が発表され、被害の発生が

予想される場合 

○「線状降水帯による大雨の可能性に

言及した福岡県気象情報」が発表さ

れ、且つ、みやま市に大雨の早期注意

情報（警報級の可能性）「高」が発表

された場合 

○台風の進路にあり被害が予想され

る場合で、市長が必要と認めるとき 

○ その他総務部長が必要と認めると

き 

・気象情報等の収集・

伝達、警戒 

・連絡調整 

・河川警戒水位の対応 

警戒活動及び災害対

策本部準備職員 

（約15％の職員） 

※消防本部、消防団 

第１配備 

(災害対策本部) 

○ みやま市に、大雨、洪水、暴風、

高潮等の警報が発表され、被害発生の

可能性が高くなった場合、或いは、市

内の一部に被害が発生した場合 

○ その他本部長が必要と認めるとき 

・気象情報等の収集

伝達、警戒 

・連絡調整 

・市内巡廻 

・被害調査 

・局部的な応急対策

活動 

・河川特別警戒水位

の対応 

本部会議全員 

（約25％の職員） 

 

※消防本部、消防団 

第２配備 ○市内の数箇所で被害が発生する恐 ・応急対策活動 本部会議全員 
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(災害対策本部) れがある場合、あるいは発生した場合 

○ その他本部長が必要と認めるとき 

（約半数の職員） 

※消防本部、消防団 

第３配備 

(災害対策本部) 

○ 市内の全域に被害が発生する恐れ

がある場合、あるいは発生した場合 

○ その他本部長が必要と認めるとき 

・応急対策活動 全職員 

※消防本部、消防団 

※ 各配備の要員は、必要に応じ増員又は減員する。 

※ 市職員は、マスコミ報道、福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、県防災メール・まもる

くん等から警報情報等を得て、可能な限り自宅待機する。 

※ 出動予定者は、各課等であらかじめ決めておく。 

２ 動員指令 

各配備体制に基づく必要な職員の動員指令は、次の系統により行う。 

なお、勤務時間外（夜間、休日も含む）に災害情報が入った場合、消防署からの連絡により、必要に応じ

防災担当職員が参集する。また、前記１の配備基準に定める事項に該当することを知ったとき、又は推定さ

れるときは、当該職員は動員指令を待つことなく自主的に参集する。 

■動員指令の系統 

   【注意配備】                     【警戒配備    】  【第1・2・3配備    】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 災害動員計画の作成 

 総務部長は、動員指令の発令に備え、職員を動員・配備するための計画である「災害動員計画」を毎年度

作成するものとする。 

なお、災害動員計画の作成にあたっては、勤務時間外、特に夜間の発令に対応できるよう職員の住所等を

考慮し、参集体制には万全を期するものとする。 

また、各課は勤務時間外における動員指令の発令に備えて、連絡方法、連絡系統を定めた「緊急連絡網」

を併せて作成し、職員に周知しておくものとする。 

４ 参集場所 

各職員は、勤務時間内及び勤務時間外ともに、各自の所属先に参集する。 

なお、災害現場及び各支所に直行する指示を受けた場合は、この限りでない。 

気 象 情 報 等 

消防署 
（通信指令室） 

総務部長 
（地域・防災課長） 

建設都市部長 
（建設課長） 

防災対策室副室長 

気 象 情 報 等 

 

総 務 部 長 

（地域・防災課長） 

各部長（局長） 

各課長等 

各  係  長 

各  係  員 

 
市   長 
副 市 長 
教 育 長 

 

消 防 長 

消防団長 

消防副団長 

各分団長 

連絡 

指示 
指示 

連絡 

防災担当係員 

報告 

連絡 

通報・報告 

防災対策室長 
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５ 参集の報告 

参集した職員は、直ちに参集報告を行い、各班（各部）でとりまとめた後、本部（地域・防災課）に報告

する。 

 

■参集報告の系統 

 

 

６ 職員の動員要請 

各部長は、災害対策の活動を行うにあたり、職員が不足し、他の対策班の応援を必要とするとき、総務班

に職員の動員を要請する。 

総務班は、各部長から職員動員要請があった場合は、各対策班の活動状況を勘案の上、できる限り要請職

員数が動員できるよう調整する。 

 

第２ 警戒活動 （注意配備） 

１ 警戒活動 

地域・防災課長は、災害警戒本部の設置前の段階として、次の基準に基づき必要があると認めるときは、

建設課長、防災担当職員（地域・防災課）を注意配備として配備する。 

■注意配備の設置基準 

○ みやま市に、大雨、洪水、暴風、高潮等の警報が発表されたとき 

○ その他地域・防災課が必要と認めるとき 

２ 活動体制、活動内容 

風水害等警戒体制として、次の警戒活動を行う。 

■活動内容 

○ 気象情報等の収集、警戒 

○ 洪水予警報等の情報収集、警戒 

 

第３ 災害警戒本部の設置 （警戒配備） 

１ 災害警戒本部の設置 

総務部長は、次の基準に基づき必要があると認めるときは、災害警戒本部を設置し、風水害警戒配備体制

として各対策班の担当職員を配備する。 

■災害警戒本部の設置基準 

○ みやま市に、大雨、洪水、暴風、高潮等の警報が発表され、被害の発生が予想される場合 

○ その他総務部長が必要と認めるとき 

２ 設置、指揮の権限 

総務部長は、災害警戒本部の設置及び指揮を行うが、やむを得ない事情があるときは、代行順位に基づき

これを行う。 

■代行順位 

第１順位  建設都市部長     第２順位  地域・防災課長     第３順位  建設課長 

各課長等 

職員の参集状況の調査 

各班長（部長等） 

参集状況のとりまとめ 

総務部長 

参集状況のとりまとめ 

市 長 
報告 報告 報告 
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３ 活動内容 

災害警戒本部の主な活動内容は、次のとおりとする。 

■活動内容 

○ 気象情報等の収集・伝達、警戒 

○ 連絡調整 

○ 河川警戒水位の対応 

○ 水害等に関する情報収集、警戒巡視 

○ 高齢者等避難の発令 

○ 市域の被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○ 市民への気象情報等の伝達 

４ 災害警戒本部の廃止等 

総務部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるときは、災害警戒本部を廃止する。 

また、災害応急対策に備えるため又は災害応急対策を実施するため必要と認められるときは、市長の判断

により災害対策本部へ移行する。 

 

第４ 災害対策本部の設置 （第 1配備・第 2配備・第 3配備） 

１ 災害対策本部の設置 

災害対策基本法第23条の2の規定に基づき、必要があると認めるときは、災害対策本部を設置し、配備基

準に応じて各班の担当職員を配備する。 

 

■災害対策本部の設置基準 

○ みやま市に、大雨、洪水、暴風、高潮等の警報が発表され、被害発生の可能性が高くなった場合、

或いは、市内の一部に被害が発生した場合 

○ 台風の進路にあり被害が予想される場合で、市長が必要と認めるとき 

○ その他、市長が必要と認めたとき 

■災害対策本部の設置場所 

○ 災害対策本部は、みやま市庁舎内庁議室に置く。 

○ みやま市庁舎が建物損壊等により機能を全うできないときは、本部長（市長）の判断により、状況

に応じ、次のいずれかの施設に本部を移設する。 

山川支所    高田支所    消防本部 

２ 現地災害対策本部 

本部長（市長）は、必要に応じて、現地災害対策本部を設置・廃止する。 

ただし、副市長は、緊急を要する場合、市長に代わり現地災害対策本部を設置することができる。 

この場合において、その旨を速やかに市長に通知する。 

■設置基準 

○ 被災地付近において応急活動拠点を設置する必要が生じたときは、現地災害対策本部を設置する。 

○ その他、本部長が必要と認めたとき 

(1) 組織 
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現地本部の本部長及び本部員は、災害対策本部長が副本部長、本部員、その他の職員のうちから指名する。 

(2) 災害対策に係る現地本部長の行為 

現地本部長は、防災対策上緊急を要するときは、市長に代わって次の行為をすることができる。 

この場合において、現地本部長は、その旨を速やかに市長に通知する。 

■現地本部長の行為 

○ 高齢者等避難の発令 

○ 避難指示の発令（災害対策基本法第60条、市長の権限） 

○ 避難指示（水防法第29条、水防管理者の権限） 

○ 警戒区域の設定（災害対策基本法第63条、市長の権限） 

○ 通行規制（道路法第46条、道路管理者の権限） 

３ 災害対策本部の廃止 

本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、若しくは災害発生後における応急措置が

完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止する。 

４ 災害対策本部の設置及び廃止の通知等 

総務班は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに県へ報告するとともに、必要に応じて、次の

とおり通知・公表を行う。 

■設置及び廃止の通知等 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各   班 ○ 庁内放送、みやまコミュニティ無線、一般電話等 

関 係 機 関 ○ 防災情報通信ネットワーク、一般電話等 

市 民 等 ○ みやまコミュニティ無線、広報車、報道機関、ＳＮＳ、ｄボタン広報誌等 

報 道 機 関 ○ 一般電話、口頭、文書等 

 

第５ 災害対策本部の運営 

１ 設置、指揮の権限 

災害対策本部の設置及び指揮は、市長が行う。 

市長の判断を仰ぐことができないときは、次の順位で代行する。 

■代行順位 

第１順位  副市長      第２順位  総務部長      第３順位  建設都市部長 

２ 災害対策本部の組織等 

災害対策本部の組織、役割は、次のとおりである。 

ただし、災害が長期化した場合は、必要に応じてローテーション体制への移行や広域的要請等による交代

要員の確保を図る。 

■組織、役割 

本部長 市 長 ○ 災害対策本部の事務を総理し、所属の職員を指揮監督する。 

副本部長 副市長 
○ 本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代

理する。 

本部長付 教育長 ○ 本部長と連携し、市の応急対策活動に協力する。 
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消防団長 

本部員 

各部長、消防長、課長等

のうちから本部長が定

める。 

○ 本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

○ 本部長の命を受け、班の事務を処理する。 

本部連絡員 
対策部のうちから本部

長が定める。 

○ 各対策部と連携し、災害対策本部の事務連絡等に従事する。 

班員 本部長が定める。 ○ 上司の命を受け、災害対策事務に従事する。 

なお、災害対策本部組織の詳細は、「■みやま市災害対策本部組織図」に示す。 
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■みやま市災害対策本部組織図 

 

 

みやま市災害対策本部会議組織図 

 班（班長） 平常時部・局等 平常時課室等 

本部長 市長  総務班 

（地域・防災課長） 

総務部 

企画部 

議会事務局 

行政委員会 

事務局 

会計課 

 

秘書広報課 

副本部長 副市長 総務課 

本部長付 教育長 

消防団長 

地域・防災課 

企画振興課 

本部員 

〈警戒本部〉 

総務部長 

（本部統括部長） 

〈警戒本部長〉 

企画部長 

消防長 

議会事務局長 

（総務部長付） 

市民部長 

保健福祉部長 

環境経済部長 

建設都市部長 

教育部長 

地域・防災課長 

防災対策室長 

総合政策課 

財政課 

契約検査課 

統計調査課 

議会事務局 

行政委員会事務局 

会計課 

市民班 

（税務課長） 

市民部 税務課 

市民課 

人権・同和対策室 

救護班 

（福祉課長） 

保健福祉部 福祉課 

子ども子育て課 

こども家庭センター 

健康づくり課 

介護支援課 

地域包括支援センター 

衛生班 

（環境政策課長） 

環境経済部 

農業委員会 

事務局 

環境政策課 

環境経済班 

（農林水産課長） 

商工観光課 

農林水産課 

本部連絡員 本部長が定める者 農業委員会事務局 

※ 災害対策本部の本部員及び消防 

団長は、総務部長を警戒本部長と 

して、災害警戒本部を組織する。 

建設班 

（建設課長） 

建設都市部 

公営企業 

建設課 

都市計画課 

上下水道班 

（上下水道課長） 

上下水道課 

 

教育班 

（学校教育課長） 

教育部 教育総務課 

学校教育課 

指導室 

社会教育課 

 山川班 

（山川支所長） 

市民部 

山川支所 

市民サービス係 

高田班 

（高田支所長） 

市民部 

高田支所 

市民サービス係 

 

 消防本部班 

（消防署長） 

消防本部 総務課 

警防課 

救急課 

 予防課 

 

 消防団班 

（消防副団長） 

消防団 消防団本部 

消防団分団 
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３ 本部会議 

本部長は、必要に応じて本部会議を開催し、活動方針の決定等を行う。 

■本部会議の概要 

本部会議の開催時期 
○ 災害対策本部設置後 

○ その他本部長が必要と認めたとき 

本部会議の構成員 ○ 災害対策本部の組織図を参照 

事    務    局 ○ 地域・防災課長 

協  議  事  項 

○ 被害状況の把握 

○ 応急対策活動の調整 

○ 災害対策本部の配備体制の切替え及び廃止 

○ 自衛隊、県、他市町村及び関係機関等への応援要請 

○ 警戒区域の設定、避難指示等の発令 

○ 災害救助法の適用 

○ 応急対策に要する予算及び資金 

○ 国、県等への要望及び陳情 

○ その他災害対策の重要事項 

４ 関係機関連絡室の設置 

必要に応じて、自衛隊、警察署、ライフライン機関等で構成する連絡室を庁舎内に設置し、災害対策本部

との連携を図る。 

５ 災害対策本部の表示 

(1) 腕章等 

災害対策業務の従事者は、必要に応じ本部の腕章を着用し、身分証明書を携帯する。 

 

(2) 標旗等 

災害対策業務に使用する車両には、本部の標旗等を掲示する。 

 

(3) 看板 

災害対策業務に使用する拠点施設には、必要に応じ本部等の看板を掲示する。 

■主な災害対策拠点の種類 

○ 災害対策本部 

○ 現地災害対策本部  

○ 災害相談窓口 

○ 応援部隊集結地  

○ 救護所 

○ 災害対応病院（市指定）  

○ 臨時ヘリポート 

○ 避難所 

○ 福祉避難所 

○ 遺体安置所 

○ 給水所 

○ 物資集積拠点 

○ ボランティアセンター 

 

６ 分掌事務 

災害対策本部の分掌事務は、「■みやま市災害対策本部の分掌事務（班別）」のとおりである。 
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なお、被害状況に応じて柔軟な対応をとるため、本部長の命により変更されることがある。 

■みやま市災害対策本部の分掌事務（班別） その１ 

対策班 所  属 

時期区分  
分  掌  事  務 

※以下に示す事項は主たる事務である。 
初
動 

応
急 

復
旧 

総務班 総務部 

企画部 
議会事務局 
会計課 

行政委員会 
事務局 

秘書広報課 

総務課 
地域・防災課 
企画振興課 

総合政策課 
財政課 
契約検査課 

統計調査課 
議会事務局 
行政委員会事務局 

会計課 
 

●   職員の動員調整、総合連絡統制 

●   災害対策本部の設置、廃止、庶務 

●   本部会議の開催 

●   災害対策本部との連絡調整、活動状況のとりまとめ 

●   災害応急対策全般の調整 

●   議員との連絡調整 

 ●  公共施設、公共空地の利用調整 

  ● 見舞者等への応接、秘書 

  ● 災害応急対策に関する財政措置 

●   気象情報、地震情報等の収集伝達 

●   洪水予報、水防警報の収集伝達 

●   水害の警戒活動 

●   土砂災害の警戒活動 

●   県、関係機関との災害情報の交換 

●   本部長指示による被災地の現地調査 

●   市域の災害情報のとりまとめ 

●   県、国、関係機関への災害情報の報告、通知 

●   市域の災害広報 

●   災害に関する写真、ビデオ等による記録 

●   報道機関への協力要請、報道対応 

●   相談窓口の設置 

●   自衛隊派遣要請、受け入れ、連絡調整 

●   県、他市町村への応援要請、連絡調整 

●   災害救助法の適用 

●   車両、燃料の確保、配車 

●   緊急通行車両の確認申請 

●   臨時ヘリポートの設置 

●   避難指示等 

●   警戒区域の設定 

●   所管施設の避難所の開設（支援） 

●   避難所の統括 

 ○  避難所の運営（支援） 

●   食料の確保、供給 

 ●  職員の給食 

●   生活物資の確保、供給 

 ●  救援物資の受入れ等 

  ○ 応急仮設住宅の建設等 

  ○ 応急仮設住宅の入居者選定 

市民班 市民部 税務課 

市民課 
人権・同和対策室 

●   行方不明者名簿の作成 

●   食糧、生活物資、資器材等の緊急輸送 

 ●  物資集配拠点の設置 

●   避難誘導 

 ○  避難所の運営（支援） 

 ●  炊き出しの実施、支援 

 ●  物資の受入れ、仕分け等 

 ●  遺体の埋葬許可書の発行 

 ●  民間建物等の被害調査 

  ● 罹災証明の発行 

衛生班 環境経済部 環境政策課  ●  食品の衛生対策 

 ●  被災地の防疫 

●   有害物質の漏洩等防止 

●   仮設トイレの設置 

 ●  し尿の処理 

 ●  生活ごみ、粗大ごみの処理 

  ● がれきの処理 

 ●  動物の保護、収容 

●   納棺用品等の確保 

●   遺体の収容、安置 

 ●  遺体の埋葬 
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■みやま市災害対策本部の分掌事務（班別） その２ 

対策班 所  属 

時期区分  
分  掌  事  務 

※以下に示す事項は主たる事務である。 
初
動 

応
急 

復
旧 

救護班 保健福祉部 福祉課 

子ども子育て課 
こども家庭センター 
健康づくり課 

介護支援課 
地域包括支援センター 

●   ボランティアの活動支援 

○   救急活動 

●   医療救護班の設置 

●   保健福祉環境事務所への医療救護の派遣要請、連絡調整 

●   医療救護活動 

●   医薬品、資器材の確保 

 ●  被災者の健康と衛生状態の管理 

 ●  職員の衛生管理 

  ● 心のケア対策 

●   避難誘導 

●   避難行動要支援者の安全確保、安否確認 

 ●  避難所の避難行動要支援者に対する応急支援 

 ●  福祉避難所等の確保、避難行動要支援者の移送 

  ● 避難行動要支援者への各種支援 

  ○ 福祉仮設住宅の供給 

  ● 避難行動要支援者への福祉仮設住宅での支援 

  ○ 応急仮設住宅の建設等 

  ○ 応急仮設住宅の入居者選定 

 ●  被災地の防疫 

●   遺体の処理、検案 

●   保育所児童の安全確保、安否確認 

  ● 応急保育 

  ● 災害救助費関係資料の作成、報告 

建設班 建設都市部 
公営企業 

建設課 
都市計画課 

●   水害の警戒活動 

●   土砂災害の警戒活動 

 ●  民間建物等の被害調査 

●   交通情報の収集、道路規制 

●   道路交通の確保 

  ● 福祉仮設住宅の供給 

 ●  被災建築物の応急危険度判定 

 ●  被災住宅の危険度判定 

  ● 応急仮設住宅の建設等 

  ● 応急仮設住宅の入居者選定 

  ● 空き家住宅への対応 

  ● 被災住宅の応急修理 

●   住家、河川等の障害物の除去 

●   道路の啓開活動 

●   堤防、水路の応急修理 

  ● 道路、河川等の復旧 

上下水道班 
 

上下水道課 ●   水害の警戒活動 

●   土砂災害の警戒活動 

●   飲料水の確保、供給 

●   水道施設、汚水管渠及び汚水処理施設の応急対策 

環境経済班 環境経済部 農林水産課 
商工観光課 

農業委員会事務局 
 

●   水害の警戒活動 

●   土砂災害の警戒活動 

●   海上交通情報の収集 

●   海上交通の確保 

●   旅行者、滞在者の安全確保 

●   住家、河川等の障害物の除去 

 ●  動物の保護、収容 

教育班 教育部 教育総務課 

学校教育課 
指導室 
社会教育課 

 

●   臨時へリポートの設置 

●   避難誘導 

 ○  避難所の運営（支援） 

 ●  炊き出しの実施、支援 

●   幼稚園児、児童、生徒、学生の安全確保、安否確認 

  ● 応急教育 

 ●  文化財対策 
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■みやま市災害対策本部の分掌事務（班別） その３ 

対策班 所  属 

時期区分  
分  掌  事  務 

※以下に示す事項は主たる事務である。 
初
動 

応
急 

復
旧 

山川班 

高田班 

市民部 山川支所 

高田支所 

○   災害応急対策全般の調整 

○   水害の警戒活動 

○   土砂災害の警戒活動 

○   住民組織（自主防災組織等）との連絡 

○   本部指示による被災地現地調査 

○   市域の災害情報のとりまとめ 

●   相談窓口の設置 

●   行方不明者名簿の作成 

●   避難誘導 

 ○  避難所の運営（支援） 

 ●  遺体の埋葬許可書の発行 

  ○ 罹災証明の発行 

消防本部班 消防本部 総務課 

警防課 
救急課 
予防課 

○   洪水予報、水防警報の収集伝達 

●   消防応援の要請、受け入れ、連絡調整 

●   行方不明者名簿の作成 

●   行方不明者の捜索 

●   救助活動 

●   救急活動 

●   消火活動 

●   避難誘導 

●   遺体の捜索 

●   幼稚園児、児童、生徒、学生の安全確保、安否確認 

●   保育所児童の安全確保、安否確認 

消防団班 消防団 消防団本部 
消防団分団 

●   水害の警戒活動 

○   土砂災害の警戒活動 

●   行方不明者の捜索 

●   救助活動 

 ○  災害箇所の応急活動 

○   救急活動 

●   消火活動 

●   避難誘導 

●   住家、河川等の障害物の除去 

●   遺体の捜索 

●   幼稚園児、児童、生徒、学生の安全確保、安否確認 

●   保育所児童の安全確保、安否確認 

各班共通 部課内職員の動員配備調整、安否確認 

所管施設、所管事項の被害調査、応急対策 

災害対策本部への報告 

災害対策本部内の相互応援 

所管事項に関する民間事業者等への協力要請 

男女共同参画の視点からの防災活動の推進 

注１）時期区分（概ねの目安）で、初動は災害警戒又は発生～２日目まで、応急は３日目～７日目まで、復

旧は８日目以降に、主に対応する事務である。 

２）●は主担当、○は副担当を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 

■みやま市防災拠点機能 

対策項目 防災拠点機能 施 設 名 等 

本部活動 
災害対策本部 

みやま市庁舎（建物破損等の場合は本部長の判断によ

り移設する：山川支所、高田支所、消防本部） 

現地対策本部 被災地周辺公共施設等 

応援要請 

自衛隊 
消防署屋外訓練場、高田農村運動公園 

瀬高中央公園（夢広場） 

災害時ボランティアセンター 
旧上庄小学校、旧本郷小学校、旧山川東部小学校、旧

竹海小学校 

医療救護 

地域災害医療情報センター 南筑後保健福祉環境事務所 

医療救護所 指定避難所等 

地域災害拠点病院 ヨコクラ病院、大牟田市立病院 

緊急集中救護所 ヨコクラ病院 

交通輸送対策 

緊急輸送道路 

九州縦貫自動車道 

一般国道：208号、209号、443号 

主要地方道：大牟田川副線、瀬高久留米線、大牟田高

田線、高田山川線、八女瀬高線 

一般県道：高田柳川線、湯辺田瀬高線、渡瀬停車場線、

飯江長田線、本吉小川線、黒崎開濃施線 

市道：129下楠田・今福線～7072濃施南・濃施山線 

物資集配拠点 道の駅みやま、山川体育センター 

臨時ヘリポート 資料編2-18 災害時における臨時ヘリポート一覧表 

避難対策 指定避難所 資料編 指定避難所参照 

避難行動要支援

者対策 
福祉避難所 資料編2-10 福祉避難所参照 

生活救援 

市備蓄倉庫 － 

給水拠点 指定避難所ほか 

炊き出し場所 
給食センター、指定避難所、学校の家庭科室、公民館

等 

被災者相談窓口 市庁舎 

住宅対策 応急仮設住宅の建設用地 － 

清掃活動 がれきの集積場所 状況に応じて指定 

遺体対策 遺体安置所 － 

水防対策 水防（資機材）倉庫 ※資料編2-5 水防倉庫資機材一覧表 参照 
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第２節 気象情報等の収集伝達 

 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 通信体制の確保 ●   総務班、関係各班 

第２ 気象情報、河川情報等の監視 ●   総務班、消防本部班 

第３ 気象情報の収集伝達 ●   総務班、消防本部班 

第４ 洪水予報の収集伝達 ●   総務班、消防本部班 

第５ 水防警報の収集伝達 ●   総務班、消防本部班 

第６ 異常現象発見時における措置 ●   総務班 

 

第１ 通信体制の確保 

１ 通信機能の確保と統制 

市及び防災関係機関は、所管の通信、同報設備等の機能維持を図り、防災関係者間の通信及び住民等への

広報手段を確保する。 

総務班は、災害発生後、みやまコミュニティ無線、電話、ＳＮＳ、ｄボタン広報誌等の通信施設の機能確

認を行う。停電、機器の破損等の支障が生じているときは、自家発電装置の運転、修理等の措置をとる。 

※ 資料編 2-3 市防災行政無線一覧表 

※ 資料編 3-1 災害時の連絡先 

■主な通信手段 

主な通信手段 主な通信先 

通
信
系 

みやまコミュニティ無線 

緊急速報メール 

広報車 

本部～山川班・高田班、区長、住民等 

災害時優先電話 
本部～山川班・高田班、市出先施設、県、他市町村、防災

関係機関、国等 

県防災メール・まもるくん 市～県～住民等 

福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナ

ビ・まもるくん」 
市～県～住民等 

防災情報ネットワークシステム 本部～県、他市町村、防災関係機関等 

防災行政無線（移動系） 本部～消防団・消防署 

衛星電話 本部～消防本部 

ＳＮＳ 登録している住民等 

ｄボタン広報誌 本部～市民 
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口
頭 

連絡員による伝令 

（文書携行） 
各班、防災関係機関等 

 

２ 窓口の統一解釈 

総務班は、関係機関等との連絡に使用するために、災害時優先電話を指定電話として定め、窓口の統一を

図る。指定電話には通信事務従事者を配置し、通信連絡事務に専従させる。 

３ 代替通信機能の確保 

総務班は、市が所有する通信機能が低下し、応急対策に著しい支障が生じるときは、次の代替通信手段を

確保する。 

(1) 非常・緊急通話の利用 

災害時優先電話により、市外局番なしの「１０２」をダイヤルし、非常・緊急通話の利用を申し込む。 

■非常・緊急通話の利用方法 

① 非常扱い通話又は緊急扱いの通話の申し込みであること 

② 「災害時優先電話」に登録された電話番号と機関名称等 

③ 相手の電話番号及び伝える内容等 

 (2) 他機関の通信設備の利用 

電話等の利用が不可能となり、予警報の伝達等に際して緊急通信のため特別の必要があるとき、又は災害

発生時における応急措置の実施上緊急かつ特別の必要があるときは、、災害対策基本法第57条及び79条、水

防法第27条、消防組織法第41条の規定に基づき、他機関が設置する有線もしくは無線設備を使用する。 

■利用できる主な通信設備 

○ 県（防災行政無線） 

○ 警察 

○ 九州地方整備局 

○ 福岡管区気象台 

○ 第七管区海上保安部 

○ 大阪航空局 

○ 九州旅客鉄道株式会社 

○ 九州電力株式会社 

○ 自衛隊 

  (3) 非常通信の利用 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信が利用できないか、又はこれを利用す

ることが著しく困難であるときに、電波法第52 条の規定に基づいて福岡地区非常通信協議会加入の無線局

又は最寄りの無線局に依頼する。 

(4) アマチュア無線の協力要請 

アマチュア無線のボランティアに対し、市域内での災害情報の収集、伝達の通信協力を要請する。 

４ 市民への周知 

総務班は、関係各班と連携し、気象予警報等に基づき、浸水、がけ崩れ及び津波等による被害を受けるお

それがあり、事態の推移によっては当該地域等に避難指示等を実施することが予想される場合、市民に対し

周知する。 

■活動内容 

○ 気象予警報等は、報道機関がテレビ・ラジオ等による報道を実施することによって周知される。 

○ 被害を及ぼす可能性のある状況等が予想される場合は、広報車、警鐘などを利用し、又は状況に応じて

自主防災組織などの住民組織と連携して、市民に対して予警報を伝達するとともに、必要に応じて予想さ

れる事態とそれに対してとるべき措置について周知する。周知にあたっては、要配慮者に配慮する。 
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第２ 気象情報、河川情報等の監視 

総務班は、防災関係機関と連携し、災害対策に係る気象情報、河川情報等をテレビ、ラジオ、ホームペー

ジ、スマートフォン等で監視し、警報等の迅速な伝達に備える。 

 

■主な気象情報・河川情報の項目と注意点 

情報項目 情報項目 情報の意味（更新間隔） 注意点 

気象情報 

(気象庁) 

大雨特別警報 台風や集中豪雨により数十年に

一度の降雨量となる大雨が予想

される場合に発表する。特に警

戒すべき事項を明示して「大雨

特別警報（土砂災害）」、「大

雨特別警報（浸水害）」、「大

雨特別警報（土砂災害、浸水害）」

のように発表する。 

警戒レベル５相当 

暴風特別警報 数十年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により暴風が

吹くと予想した場合に発表す

る。 

 

波浪特別警報 数十年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により高波に

なると予想した場合に発表す

る。 

 

高潮特別警報 数十年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により高潮に

なると予想した場合に発表する。 

警戒レベル４相当 

高波、満潮、異常潮※の重複に

注意 

大雨警報 大雨による重大な土砂災害や浸

水害が発生するおそれがあると

予想した場合に発表する。特に警

戒すべき事項を明示して「大雨警

報（土砂災害）」、「大雨警報（浸

水害）」、「大雨警報（土砂災害、

浸水害）」のように発表する。 

大雨警報（土砂災害）は警戒レ

ベル３相当 

洪水警報 大雨によって生じる河川の増水

や氾濫により重大な災害の発生

するおそれがあると予想した場

合に発表する。 

警戒レベル３相当 

暴風警報 暴風により重大な災害が発生す

るおそれがあると予想した場合
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に発表する。 

波浪警報 高波による遭難や沿岸施設の被

害など、重大な災害が発生する

おそれがあると予想した場合に

発表する。 

 

高潮警報 台風や低気圧等による異常な潮

位上昇により重大な災害が発生

するおそれがあると予想した場

合に発表する。 

警戒レベル４相当 

高波、満潮、異常潮位※の重複

に注意 

大雨注意報 大雨による土砂災害や浸水害が

発生するおそれがあると予想し

た場合に発表する。 

警戒レベル２ 

洪水注意報 大雨によって生じる河川の増水

により災害の発生するおそれが

あると予想した場合に発表す

る。 

警戒レベル２ 

強風注意報 強風により災害が発生するおそ

れがあると予想した場合に発表

する。 

 

波浪注意報 高波による遭難や沿岸施設の被

害など、災害が発生するおそれ

があると予想した場合に発表す

る。 

 

高潮注意報 台風や低気圧等による異常な潮

位上昇により災害が発生するお

それがあると予想した場合に発

表する。 

警戒レベル２（警報に切り替え

る可能性に言及したものは警戒

レベル３相当） 

高波、満潮、異常潮位※の重複

に注意 

早期注意情報（警

報級の可能性） 

警報級の現象が５日先までに予

想されるとき、その可能性を

「高」、「中」の２段階で発表

する。 

警戒レベル１ 

顕著な大雨に関

する福岡県気象

情報 

大雨による災害発生の危険度が

急激に高まっている中で、線状

降水帯により非常に激しい雨が

同じ場所で降り続いている或い

は降り続くおそれがある状況を

解説する情報。 

 

記録的短時間大 数年に一度しか発生しないよう 福岡県では１時間雨量110ミリ
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雨情報 な短時間の大雨を観測又は解析

し、且つ、大雨警報発表中にキ

キクル（危険度分布）の「危険」

（紫）が出現している場合に発

表する。 

以上で発表。 

福岡県気象情報 警報・注意報に先立って注意・

警戒を呼びかけたり、警報・注

意報の発表中に現象の経過、予

想、防災上の留意点等を解説す

る情報。 

線状降水帯による大雨発生の可

能性が高い場合には、その可能

性を半日程度前から呼びかけ

る。 

台風情報 台風経路図、暴風域に入る確率、

全般台風情報、福岡県の台風に

関する情報などがある。 

詳しい解説は 

（気象庁｜台風情報の種類と表

現方法 (jma.go.jp) 

キキクル（危険度

分布） 

大雨による土砂災害、浸水害、

洪水災害の危険度を警戒レベル

と同じ５段階で表示する。 

 

海上警報 海上を航行する船舶の安全のた

め、各警報の発表基準に達して

いるか、または24時間以内に達

する予想。 

有明海は「九州西方海上（細分

海域：長崎西海上）」の予報区

に含まれる。 

レーダー雨量 レーダー観測の雨量強度の実況

（10分間の平均値を時間雨量へ

換算） 

豪雨による河川水位の上昇、浸

水や崖崩れへの影響 

河川情報 

(国土交通省) 

水防警報 国土交通大臣又は県知事が指定

した河川において、洪水のおそれ

があると認めたときに発表 

対象量水標は、船小屋・浦島橋

（矢部川）に設置 

(国土交通省ま

たは都道府県

と気象庁の共

同) 

洪水予報 国土交通大臣又は県知事が指定

した河川・区間において、水位

又は流量を示して洪水の予報及

び警報を行う。 

矢部川、沖端川、飯江川、有明

海沿岸が対象 

(国土交通省、

県) 

土砂災害警戒情

報 

福岡管区気象台と県が、大雨に

より土砂災害の危険が高まった

時に発表 

土砂災害警戒区域内の住民に対

し、避難指示の発令を検討が必

要な警戒レベル４相当 

気象庁、県 ﾃﾚﾒｰﾀ雨量 地上観測の雨量の実況（10分）  

ﾃﾚﾒｰﾀ水位 河川水位の実況（10分） 水位の上昇速度と、（特別）警

戒水位、危険水位を越える可能

性 

   

※異常潮位：台風などによって引き起こされる高潮や地震に伴う津波とは異なった原因で、潮位がある程度

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/7-1.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/7-1.html
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の期間（概ね1週間から3か月）継続して高く（もしくは低く）なる現象。 

■主な雨量・河川情報 

情報種類 情報内容及び更新間隔 注意点等 

雨雲の動き（高解像度

降水ナウキャスト/雷

ナウキャスト/竜巻発

生確度ナウキャスト） 

気象ドップラーレーダーと地上・高層観測デ

ータ、対流予測モデル等を用いて、実況及び

１時間先までの雨雲の動きを予測。雷や竜巻

の発生確度も１時間先まで予測。更新は 5 分

毎（雷、竜巻は 10 分毎）。 

気象庁 | ナウキャスト（雨雲の

動き・雷・竜巻） (jma.go.jp) 

今後の雨（解析雨量/

降水短時間予報） 

気象レーダーと地上の雨量計のデータを組み

合わせて、1 ㎞四方の細かさで解析した 1 時間

降水量分布及び 15時間先までの 1時間降水量

の予報。6時間先までは 10分毎で 1km四方、7

時間先から 15時間先は 1時間毎で 5km四方の

細かさで予報する。 

気象庁 | 今後の雨（降水短時間

予報） (jma.go.jp) 

アメダス（降水量） 全国約 1300 か所（約 17km 間隔）に設置し

た観測所で降水量を観測。更新は 10 分毎。

このうち、約 840 か所（約 21km 間隔）では

降水量に加えて風向・風速、気温、湿度を観

測している。 

気象庁｜アメダス (jma.go.jp) 

川の防災情報（国土交

通省）水害リスクライ

ン 

国管理河川の越水の危険性を右岸・左岸およ

そ 200m 間隔で示したもの。更新間隔は 10

分毎。 

水害リスクライン (river.go.jp) 

川の防災情報（国土交

通省）レーダ雨量 

国土交通省が設置したレーダ雨量計で観測

した雨量情報。更新は 5 分毎。 

川の防災情報 - 国土交通省 : 

レーダ雨量 (river.go.jp) 

川の防災情報（国土交

通省）雨量、水位等 

国土交通省が設置した雨量計、水位計および

ライブカメラ等の情報。 

川の防災情報 - 国土交通省  : 

概況 (river.go.jp) 

福岡県総合防災情報

（雨量、水位等） 

福岡県が設置した雨量計、水位計等の情報。 福 岡 県 総 合 防 災 情 報 

(fukuoka.lg.jp) 

※ 資料編 2-1 雨量観測所一覧表 

※ 資料編 2-2 水位観測所一覧表 

https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/#lat:32.809207/lon:130.138550/zoom:9/colordepth:normal/elements:hrpns&slmcs
https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/#lat:32.809207/lon:130.138550/zoom:9/colordepth:normal/elements:hrpns&slmcs
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#lat:35.012002/lon:135.000000/zoom:5/colordepth:normal/elements:rasrf&slmcs
https://www.jma.go.jp/bosai/kaikotan/#lat:35.012002/lon:135.000000/zoom:5/colordepth:normal/elements:rasrf&slmcs
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137.021/&elem=precipitation10m&contents=amedas&interval=60
https://frl.river.go.jp/
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rd?mapType=3&viewRd=1&viewRW=0&viewRiver=1&viewPoint=0&viewGrpStg=3&viewContents=3&fld=0&zm=6&clat=35.69299463209881&clon=139.74609375000003&rdtype=xrain&rdnum=1&rdopa=50
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rd?mapType=3&viewRd=1&viewRW=0&viewRiver=1&viewPoint=0&viewGrpStg=3&viewContents=3&fld=0&zm=6&clat=35.69299463209881&clon=139.74609375000003&rdtype=xrain&rdnum=1&rdopa=50
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/ov?viewRd=1&viewRW=0&viewRiver=1&viewGrpStg=1&viewContents=2&fld=0&zm=6&clat=35.69299463209881&clon=139.74609375000003&mapType=0&viewPoint=1
https://www.river.go.jp/kawabou/pc/ov?viewRd=1&viewRW=0&viewRiver=1&viewGrpStg=1&viewContents=2&fld=0&zm=6&clat=35.69299463209881&clon=139.74609375000003&mapType=0&viewPoint=1
http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis_top/
http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis_top/
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第３ 気象情報の収集伝達 

１ 気象警報・注意報 

福岡管区気象台は、次のような気象注意報・警報を発表する。 

総務班は、気象情報の収集・伝達を行う。 

※ みやま市の注意報及び警報の種類並びに発表の基準一覧 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/fukuoka/kijun_4022900.pdf 

 

■注意報・警報等の定義及び種類 

注
意
報 

○ 県内のいずれかの地域において災害が起こ

るおそれがある場合に、気象業務法に基づ

き、福岡管区気象台が一般及び関係機関に対

して注意を喚起するために発表する。 

気象注意報 風雪注意報・強風注意報・大雨注
意報・大雪注意報・濃霧注意報・ 雷
注意報・乾燥注意報・着氷（雪）
注意報・霜注意報・低温注意報 

高潮注意報・波浪注意報・洪水注意報・浸水注意
報※・地面現象注意報※ 

警
報 

○ 県内のいずれかの地域において重大な災害

が起こるおそれがある場合に、気象業務法に基

づき、福岡管区気象台が一般及び関係機関に対

して警戒を喚起するために発表する。 

気象警報 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・
大雪警報 

高潮警報・波浪警報・洪水警報・浸水警報※・地
面現象警報※ 

特
別
警
報 

○上記警報基準をはるかに超える豪雨や大津

波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく

高まっている場合に、ただちに命を守るための

行動をとるよう最大限の警戒を呼び掛けるた

めに発表する。 

特別警報 大雨特別警報、暴風特別警報、高

潮特別警報、波浪特別警報、暴風

雪特別警報、大雪特別警報、津波

特別警報、火山噴火特別警報、地

震特別警報（緊急地震速報） 

気
象
情
報 

○ 気象官署が気象等の予報に関係のある台風、その他の異常気象等についての情報を一般及び関

係機関に対して具体的・すみやかに発表するものをいい、福岡管区気象台は、九州北部地方を対

象とする九州北部地方気象情報及び福岡県を対象とする福岡県気象情報を発表する。 

※表題を出さずに気象注意報、警報に含めて行う。 
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■気象情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 火災気象通報 

福岡管区気象台は、火災の予防上危険であると認めるときは、消防法第22 条に基づき、その状況を火災

気象通報として県知事に通報する。 

県知事は、気象台から通報を受けたときは、直ちにこれを市長に通報する。 

■通報の基準 

○福岡管区気象台が発表する「乾燥注意報」及び陸上を対象とした「強風注意報」の発表基準と同一。

なお、降水 （降雪を含む）が予想される場合は、火災気象通報に該当しない。  

 ※「乾燥注意報」の基準：実効湿度 60％以下でかつ最小湿度 40％以下  

※「強風注意報（陸上）」の基準：平均風速 12m/s 以上 

 

３ 火災警報 

市長は、次の場合、消防法第22 条第３号に基づく火災警報を発令することができる。 

■警報の基準 

○ 消防法等及びみやま市火災予防条例の施行に関する規則第３条 

 

第４ 洪水予報の収集伝達 

１ 福岡管区気象台が行う水防活動用の予報及び警報 

気象庁長官（福岡管区気象台）は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められる

福岡県警察本部 

九州管区警察局 

警察庁 

福岡県防災危機管理局 防災企画課 

海上保安庁 

気象庁 

九州地方整備局 

福岡管区気象台 

（同左）福岡・北九州放送

局 

二重枠で囲まれている機関は、法定伝達先。 

二重線の経路は、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路。 

NTT 東日本又は西日本 

消防庁 

 

 

住民等 

 

 

みやま市 

関東地方整備局 

日本放送協会 

九州旅客鉄道株式会社 

第七管区海上保安部 

自衛隊第四師団司令部 
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ときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ関係報道機関の協

力を求めて、これを一般に周知する。（水防法第10 条第１項） 

水防活動用警報・注意報は、水防活動用気象警報・注意報については大雨特別警報、大雨警報又は大雨注

意報、水防活動用津波警報・注意報は津波特別警報、津波警報又は津波注意報、水防活動用高潮警報は高潮

特別警報、高潮警報又は高潮注意報、水防活動用洪水警報は洪水警報又は洪水注意報をもって代える。洪水

予報指定河川に対して行う洪水警報・注意報も水防活動の利用に適合する警報・注意報である。 

 

２ 福岡管区気象台・九州地方整備局が共同して行う洪水予報 

福岡管区気象台と筑後川河川事務所（国土交通省九州地方整備局）は、共同して筑後川及び矢部川の洪水

警報や洪水注意報を発表する。洪水のおそれがあると認められるときにおいては水位を、氾濫した後におい

ては水位又は氾濫により浸水する区域を示して、河川の状況を県知事に通知するとともに、必要に応じ報道

機関の協力を求めて、これを一般に周知する。（水防法第10条第2項、気象業務法第14条の2第2項） 

河川事務所は河川の水位や流量の予測を、気象台は雨量の予測を行う。 

 

■洪水予報指定河川 

水系名 予報区域名 実 施 区 域 基準地点 

矢部川 矢部川 
左岸：福岡県みやま市瀬高町廣瀬字堤谷739番2地先～海 

右岸：福岡県八女市大字矢原字二ノ辻561番地1地先～海 
船小屋 

 

■洪水予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二重枠で囲まれている機関は、法定伝達先。 

福岡県警察本部 

九州管区警察局 

警察庁 

福岡県防災危機管理局防災企画課 

気象庁 

九州地方整備局 

福岡管区気象台 

（同左）福岡・北九州放送

局 

NTT 東日本又は西日本 

消防庁 

 

 

 

住民等 

 

 

みやま市 

関東地方整備局 

日本放送協会 

九州旅客鉄道株式会社 
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３ 福岡管区気象台・県が共同して行う洪水予報 

県知事は、国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるお

それがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官・福岡

管区気象台と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに県の水防計画で定める水防管理者（市長）

及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知する。（水

防法第11条第1項、気象業務法第14条の2第3項） 

福岡県においては、御笠川が指定されているが、本市域に該当指定河川はない。 

 

４ 洪水予報の種類および内容 

■洪水予報の種類および内容（矢部川） 

洪水予報の標題（種類） 発表基準 市町村・住民に求める行動の段階 

矢部川氾濫発生情報 

（洪水警報） 

氾濫の発生 

（氾濫水の予報） 

氾濫水への警戒を求める段階【警戒レ

ベル５相当】 

矢部川氾濫危険情報 

（洪水警報） 

急激な水位上昇によりまもなく氾

濫危険水位を超え、さらに水位の

上昇が見込まれる場合、あるいは

氾濫危険水位に到達した場合 

いつ氾濫してもおかしくない状態、避

難等の氾濫発生に対する対応を求める

段階【警戒レベル４相当】 

矢部川氾濫警戒情報 

（洪水警報） 

一定時間後に氾濫危険水位に到達

が見込まれる場合、あるいは避難

判断水位に到達し、さらに水位の

上昇が見込まれる場合 

避難準備などの氾濫発生に対する警戒

を求める段階【警戒レベル３相当】 

矢部川氾濫注意情報 

（洪水注意報） 

氾濫注意水位に到達し、さらに水

位の上昇が見込まれる場合 

氾濫の発生に対する注意を求める段階

【警戒レベル２相当】 

 

第５ 水防警報の収集伝達 

１ 水防警報の種類 

国土交通大臣、県知事は、洪水又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害を生ずるおそれがあると認

めて指定した河川、湖沼又は海岸について、水防警報を発令する。（水防法第16条第3項） 

県知事は、水防警報をしたとき、国土交通大臣より通知を受けたとき、県水防計画に基づき直ちにその警

報（通知）事項を市長（水防管理者）及び水防関係機関に通知する。（水防法第16条第2項） 

水防警報の通知を受けた市長は、関係住民に連絡するとともに、関係各課、水防団及び消防本部を待機さ

せ、又は必要に応じて出動その他の処置を講ずる。 

■水防警報の種類及び発表基準 

(段階) 

区分 

発表基準 

市への指示等 
海  岸 

河  川 

 内  容 

(第1) 

待機 

海岸：台風情報により台風接

近が確実 になったとき 

気象予報・警報等

及び河川状況等

により、必要と認

めるとき 

出水あるいは水位の再上昇が懸念

される場合に、状況に応じて直ち

に水防機関が出動出来るように待

機する必要がある旨を警告し、ま

たは、水防機関の出動期間が長引

直ちに水防機関が出

動できるように待機

すること 
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くような場合に、出動人員を減ら

しても差支えないが、水防活動を

やめることはできない旨を警告す

るもの。 

(第2) 

準備 

海岸：台風が接近し、高潮の

おそれがあると思われるとき 

雨量、水位、流量、

その他の河川状

況により必要と

認めるとき 

水防に関する情報連絡、水防資器

材の整備、水門機能等の点検、通

信及び輸送の確保等に努めるとと

もに、水防機関に出動の準備をさ

せる必要がある旨を警告するも

の。 

 

情報連絡、水防器材の

確認、通信及び輸送の

確保の出動準備を行

うこと 

(第3) 

出動 

海岸：高潮水位に達し、なお

潮位上昇及び波浪が激しく

なると思われるとき 

洪水注意報等によ

り、または水位、

流量、その他の河

川状況により、は

ん濫注意水位を超

えるおそれがある

とき 

水防機関が出動する必要がある

旨を警告するもの。 

水防機関が出動する

必要がある旨を警告

するもの 

警戒  はん濫警戒情(洪

水注意報)、はん濫

危険情報等によ

り、または、既に

はん濫注意水位

（警戒水位）を超

え、災害の起こる

おそれがあるとき 

出水状況及びその河川状況を示

し、警戒が必要である旨を警告す

るとともに、水防活動上必要な越

水・漏水・法崩・亀裂等河川の状

態を示しその対応策を指示する

もの。 

水防活動上必要な越

水、漏水、崩壊、亀裂

等河川の状態を示し、

その対応策を指示す

るもの 

(第4) 

解除 

海岸：高潮水位を下り、再び

潮位の上昇及び波浪が激しく

なる見込みがなくなったとき 

はん濫注意水位以

下に下降したと

き、または水防作

業を必要とする河

川状況が解消した

と認めるとき 

水防活動を必要とする出水状況

が解消した旨及び当該基準水位

観測所名による一連の水防警報

を解除する旨を通告するもの。 

水防機関の出動態勢

の解除 

 注）柳川水防地方本部、大牟田水防地方本部、市水防本部の設置及び解除については、確実に伝達してお

くこと。 

 

 

 

２ 国土交通大臣が水防警報を行う河川（筑後川河川事務所） 

■河川及び区域 

水系名 河川 区 域 基準地点 

矢部川 矢部川 
左岸：福岡県みやま市瀬高町廣瀬字堤谷739番の2地先～海 

右岸：福岡県八女市大字矢原字二ノ辻561番地の1地先～海 

船小屋 

浦島橋（高潮） 

 

■水防警報対象量水標及び条件 

河川名 
対 象 

量水標 

第１段階 

待機 

第２段階 

準備 

第３段階 

出動 

第４段階 

解除 

矢部川 

船小屋 

水防団待機水位

(4.50m)に達し、はん濫

注意水位 (6.00m)に達

すると思われるとき 

水防団待機水位

(4.50m)に達し、はん濫

注意水位 (6.00m)を突

破すると思われるとき 

はん濫注意水位

(6.00m)に達し、なお上

昇の見込みがあるとき 

はん濫注意水位

(6.00m)以下に下がっ

て再び増水のおそれが

ないと思われるとき 

浦島橋 

（高潮） 

台風情報により台風

接近が確実になった

台風が接近し高潮水

位(7.00m)を突破する

高潮水位(7.00m)に達

し、なお潮位の上昇、

高潮水位を下り再び

潮位の上昇及び波浪
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とき と思われるとき 風・波浪が激しくなる

と思われるとき 

が激しくなる見込み

がなくなったとき 

飯江川 安手橋 

水防待機水位（3.50

ｍ）に達し、氾濫注意

水位（4.00ｍ）に達す

ると思われるとき 

水防団待機水位（3.50

ｍ）に達し、氾濫注意

水位（4.00ｍ）を突破

すると思われるとき 

氾濫注意水位（4.00

ｍ）に達し、なお上昇

の見込みがあるとき 

氾濫注意水位（4.00

ｍ）以下に下がって再

び増水のおそれがな

いと思われるとき 

■水防警報の基準とする水位観測所 （単位：ｍ） 

河川名 
観測 

所名 
位  置 種別 

零点高 

(TP.ｍ) 

水防団待

機水位 

(ｍ) 

はん濫注

意水位 

(ｍ) 

避難判断

水位 

(ｍ) 

はん濫危

険水位 

(ｍ) 

既往最高

水位 

(ｍ) 

矢部川 
船小屋 筑後市船小屋 自記・ﾃﾚ 5.50 4.50 6.00 7.80 8.40 9.76 

浦島橋 柳川市大和町中島 自記・ﾃﾚ -4.00 7.00 7.50 ‐ -  

飯江川 安手橋 みやま市瀬高町太神 自記・ﾃﾚ 0.08 3.50 4.00 5.20 5.59 6.15 

３ 県知事が水防警報を行う河川（南筑後県土整備事務所柳川支所） 

■水防警報対象量水標及び条件 

河川名 
対 象 

量水標 

第１段階 

待機 

第２段階 

準備 

第３段階 

出動 

第４段階 

警戒 

第５段階 

厳重警戒 

第６段階 

解除 

沖端川 新村橋 

水防団待機水

位（3.70ｍ）を

超え、氾濫注意

水位（4.40ｍ）

に達する見込

みがあるとき 

水防団待機水

位（3.70ｍ）に

達し、氾濫注意

水位（4.40ｍ）

を突破する見

込みがあると

き 

氾濫注意水位

（4.40ｍ）に達

し、なお水位上

昇の見込みが

あるとき 

避難判断水位

（5.00ｍ）に達

し、なお水位上

昇の見込みがあ

るとき 

氾濫危険水位

（5.30ｍ）に達

し、氾濫発生の

おそれがあると

き 

氾濫注意水位

（4.40ｍ）以下

に下降したと

き、または水防

作業を必要とす

る河川状況が解

消したと認める

とき 

 

■水防水位観測所 

河川名 観測所名 位  置 
水位計 

種別 

水位（ｍ） 

備考 零
点
高 

堤防高 
水
防
団
待
機

水
位 

は
ん
濫
注
意 

水
位 

避
難
判
断 

水
位 

は
ん
濫
危
険 

水
位 右

岸 

左
岸 

沖端川 新村橋 柳川市三橋町新村 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 1.90 6.37 6.30 3.70 4.40 5.00 5.30  

沖端川 松原橋 瀬高町本郷 ﾃﾚﾒｰﾀｰ 5.40 6.67 6.75 2.40 3.10 3.70 4.00  

注1）水防団待機水位：水防団の待機の指標となる水位 

注2）はん濫注意水位：氾濫の発生に注意を要する水位 

注3）避難判断水位：氾濫の発生に警戒を要する水位 

注4）はん濫危険水位：避難指示の指標となる水位 

 

４ 水防警報 

（1）県知事が発する水防警報 

①県水防本部長は、水防法第10条第1項の規定により福岡管区気象台から洪水、津波又は高潮の予・警報

通知を受け、または、洪水、津波、高潮等水災のおそれがあると認めたときは、水防警報を発する。 

②柳川地方本部長は、県水防本部長からの警報を受けるいとまがなく、洪水、津波、高潮等水災のおそれ

があると認めたときは、警報を発するとともにその旨を直ちに本部長及び水防管理者に報告・通知しなけ



 99 

ればならない。 

③水防警報の通知を受けた水防管理者は、関係住民に連絡するとともに水防団、消防機関を待機させ又は

必要に応じて出動その他の処置をとらせるものとする。 

 

【連絡系統図】 

 

 

 

 

（2）国土交通大臣が発する水防警報 

 ①県水防本部（河川管理課、河川整備課）は、国土交通大臣（筑後川水系及び矢部川水系については、国

土交通省九州地方整備局筑後河川事務所長）から水防警報発令の通報を受けたときは、直ちにその河川を

管轄する県土整備事務所長・支所長に通報するとともに、関係機関へ通報するものとする。 

 ②水防警報の通報を受けた県土整備事務所長・支所長は、その旨を関係水防管理者及びその他水防に関係

ある機関へ通報するものとする。 

 ③水防警報の通報を受けた水防管理者は、関係住民に連絡するとともに水防団、消防機関を待機させ、又

は必要に応じて出動、その他の処置をとらせるものとする。 

 

【矢部川水防警報連絡系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 水防信号 

市が用いる水防信号は、次のとおりとする。 

種
類 

説    明 警鐘信号 サイレン信号 

第
一
信
号 

はん濫注意水位に達

したことを知らせるも

の 

○ 休止○休止○休止 

（１点打） 

（約５秒）（約 15 秒）（約５秒）（約 15秒）（約５秒） 

○ －  休止  ○ － 休止  ○ － 

 

第
二
信
号 

水防団員及び消防機

関に属するもの全員が

出動すべきことを知ら

せるもの 

○-○-○ ○-○-○ ○-○-○ 

（３点打） 

（約５秒）（約６秒）（約５秒）（約６秒）（約５秒） 

○ －  休止  ○ － 休止  ○ － 

 

柳川地方本部長 

TEL 0944-72-4155 

FAX 0944-74-3890 

沖端川 

新村橋 

みやま市長 

（地域・防災課防災対策室） 

筑
後
川
河
川
事
務
所 

河
川
管
理
課
・
河
川
整
備
課 

船小屋 

浦島橋 

南筑後県土整備事務所 

柳川支所長 

TEL 0944-72-4155 

FAX 0944-74-3890 
安手橋 

みやま市長 

（地域・防災課防災対策室） 

TEL 0944-64-1502 

FAX 0944-64-1503 
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第
三
信
号 

市内に居住するもの

が水防の応援に出動す

べきことを知らせるも

の 

○-○-○-○ ○-○-○-○ ○-○-○-○ 

（４点打） 

（約１０秒）（約５秒）（約１０秒）（約５秒）（約１０秒） 

○  －  休止  ○ －  休止 ○ － 

 

第
四
信
号 

必要と認める区域内

の居住者に避難すべき

ことを知らせるもの 

乱 打 
（約１秒）  （約５秒）  （約１秒） 

○ －    休止   ○ － 

 

（注）１ 信号は適宜の時間継続すること。 

２ 必要があれば警鐘信号及びサイレンを併用すること。 

３ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。 

 

第５ 氾濫危険水位（特別警戒水位）到達情報の通知及び周知 

国土交通大臣又は知事が指定した河川（水位周知河川）については、氾濫危険水位（水防法第13条で規定

される特別警戒水位）を設定する。 

国土交通大臣が指定した河川について河川の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達した場合には、

九州地方整備局（河川事務所）は、その旨を知事（県河川管理課）に通知するとともに、必要に応じ報道機

関の協力を求めて一般に周知する。（水防法第13条第1項） 

水防本部（県河川管理管理課）は、河川事務所からその旨の通知を受けた場合、直ちに柳川水防地方本部

（南筑後県土整備事務所柳川支所）へ通知、水防地方本部は水防管理者（市長）へその受けた通知に係る事

項を通知する。（水防法第13条第3項） 

知事が指定した河川について、河川の水位が氾濫危険水位（特別警戒水位）に到達した場合には、水防地

方本部は、水防管理者へ通知するとともに、水防本部に報告する。また、水防本部は、必要に応じ報道機関

の協力を求めて一般に周知する。（水防法第13条第2項） 

 

第６ 異常現象発見時における措置 

１ 発見者の通報 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長（消防署員）又は警察官

若しくは海上保安官に通報しなければならない。（災害対策基本法第54 条） 

２ 警察官等の通報 

通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市長に通報しなければならない。 

３ 市長の通報 

通報を受けた市長は、福岡管区気象台、県の出先機関に通報する。 
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第３節 被害情報等の収集伝達 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 警戒活動 ● 

  関係各班 

第２ 初期情報の収集 ● 

  総務班、関係各班 

第３ 被害調査 ● 

  関係各班 

第４ 災害情報のとりまとめ ● 

  総務班 

第５ 県、関係機関への報告、通知 ● 

  総務班 

第６ 国への報告 ● 

  総務班 

 

第１ 警戒活動 

１ 水害の警戒活動 

総務班、建設班、山川班、高田班、上下水道班、環境経済班及び消防団班は、各々連携し、風水害の警戒

活動を行う。 

(1) 警戒本部体制 

気象予警報、観測情報、水防警報等により災害の発生するおそれがある場合は、水防機関と連携して、警

戒本部体制をとり警戒活動や水防活動にあたる。 

危険があると認められる箇所は、当該管理者に通報するとともに、必要に応じ、消防団員を配置する。 

その他関係各班は、災害発生に備え、自主避難者への対応や応急対策への準備をする。 

※ 資料編 1-1 災害危険箇所一覧表 

 

 

■活動内容 

○ 気象情報の収集伝達 

○ 河川、漁港・港湾等の警戒巡視 

○ 市域の被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○ 市民への気象情報の伝達、自主避難の呼びかけ 

○ 指定避難所の施設提供と自主避難者への対応 

■河川水位と避難基準 

河川名 観測所 所在地 

消防団

待機水

位 

はん濫注

意水位 

避難判断

水位 

はん濫危

険水位 
高齢者等避難 避難指示 

矢部川 船小屋 筑後市船小屋 4.50 6.00 7.80 8.40 避難判断水位

に達し、さらに

上昇の見込み

はん濫危険水位

に到達し、破堤の

恐れがあるとき 矢部川 浦島橋 柳川市大和町中島 7.00 7.50 － ー 
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飯江川 安手橋 瀬高町太神 3.50 4.00 5.20 5.59 
があるとき 

沖端川 松原橋 瀬高町本郷 2.40 3.10 3.70 4.00 

沖端川 新村橋 柳川市三橋町新村 3.70 4.40 5.00 5.30 

※松原橋の基準水位は、危険個所を柳川市内に設定した場合であるため、あくまで参考値とする。 

(2) 水防活動体制 

水防管理者（市長）は、水防法第16条第3項の規定により水防地方本部（南筑後県土整備事務所柳川支所）

より水防警報の通知を受けたときは、水防計画で定めるところにより、みやま市庁舎に水防本部を置き、水

防事務を処理する。 

ただし、災害対策本部が設置された場合は、水防本部は災害対策本部の指揮下に入る。 

※ 別途 みやま市水防計画書参照 

■水防配備基準 

配備 配備区分 配備時期 体制の内容 

水防警戒
本部 

警戒配備 
○ 水防本部が設置されるま
での間で総務部長が必要と
認めたとき 

初動体制の確立 

水防本部 

第１非常配備 

○ 今後気象情報及び水位又
は潮位に注意及び警戒を必
要とするとき 

主として情報連絡に当たり、
事態の推移によっては、直ち
に人員の招集その他活動がで
きる体制 

第２非常配備 

○ 水防事態の発生が予想さ
れ、数時間の間に水防活動
の必要が予想されるとき 

○ 水防警報の「待機及び準
備」が発せられたとき 

水防事態が発生すればそのま
ま水防活動が遂行できる体制 

第３非常配備 

○ 水防事態が切迫し、又は水
防態勢の規模が大きくなり
第2非常配備体制では処理
しかねると予想されるとき 

○ 水防警報の「出動」が発せ
られたとき 

完全な水防体制 

 (3) 応急措置 

重要箇所等を中心に巡回し、異常等を発見したときは直ちに水防作業を開始するとともに、必要に応じて

関係機関に報告する。 

■活動内容 

○ 水門、樋門、排水機場等の管理者と連絡を密にし、水位の変動及び状況に応じて適正な措置を行う。 

○ 市管理の水防施設については、状況等から判断して、時期を逸しないよう門扉の開閉、排水機の運

転等の措置をとる。 

○ 災害により堤防等が被害を受け危険と思われる場合は、水防工法等により応急措置を講ずる。 

○ 水防危険箇所については、警戒区域を設定し、関係者以外の立入りを禁止するなどの措置を講ずる

とともに、関係機関へ通報する。 

※ 資料編 2-4 排水機場一覧表 

 

 (4) 資機材の調達 

現有の資機材を優先的に活用し、なお、不足する場合には現地調達あるいは南筑後県土整備事務所、関係

業者等から調達する。 



 103 

２ 土砂災害の警戒活動 

総務班、建設班及び環境経済班は、各々連携し、土砂災害の警戒活動を行う。 

危険があると認められる箇所は、当該管理者に通報する。 

その他関係各班は、災害発生に備え、自主避難者への対応や応急対策への準備をする。 

 

■活動内容 

○ 気象情報の収集伝達 

○ がけ崩れ、土石流、地すべり等の危険箇所の警戒巡視 

○ 対象住民（自主防災組織等）への警戒呼びかけ、情報収集 

○ 市域の被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○ 市民への気象情報の伝達、自主避難の呼びかけ 

○ 指定避難所の施設提供と自主避難者への対応 

 

■警戒体制の雨量の目安と対応 

体制 雨量の目安 対 応 

第
１
次
警
戒
体
制 

○ 前日まで連続雨量がlOOミリ以上あった場合で、当日に日雨

量が50ミリをこえた時 

○ 前日までに連続雨量が40～100ミリあった場合で、当日の日

雨量が80ミリをこえた時 

○ 前日までの降雨がない場合で、当日の日雨量が100ミリをこ

えた時 

○ 防災パトロールの実施 

○ 地元自主防災組織等の活動

の要請 

○ 必要に応じて警戒区域の設 

 定 

第
２
次
警
戒
体
制 

○ 前日まで連続雨量がlOOミリ以上あった場合で、当日の日雨

量が50ミリをこえ、時間降雨量が3Oミリ程度の強い雨がふり

はじめた時 

○ 前日までに連続雨量が40～l00ミリあった場合で、当日の日

雨量が8Oミリをこえ、時間雨量30ミリ程度の強い雨がふりは

じめた時 

○ 前日までの降雨がない場合で、当日の日雨量が1OOミリをこ

え、30ミリ程度の強い雨がふりはじめた時 

○ 住民へ避難準備活動の広報 

○ 必要に応じて、災害対策基

本法に基づき避難指示等の

発令 

 

 

 

第２ 初期情報の収集 

１ 初期情報の収集 

各班員、総務班等は、災害の初期情報の収集活動に努める。 

総務班は、被害が甚大で調査が困難な場合、必要に応じ自衛隊、警察本部、消防機関等の保有するヘリコ

プターによる広域的な情報の把握に努める。 
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■初期情報の収集方法 

担   当 情 報 収 集 の 方 法 

各 班 員 
勤務時間内 ○ 初期の活動中に見聞きした内容を報告する。 

勤務時間外 ○ 参集する際に見聞きした内容を報告する。 

総 務 班 
○ 県、関係機関と連絡をとり、広域的な災害情報等を収集する。 

○ 住民組織（自主防災組織等）と連絡をとり、地域の災害情報を収集する。 

関 係 各 班 ○ 被災地の初期状況について、必ず被災地の現地調査を行う。 

 

２ 被害概況、活動状況の報告 

関係各班は、必要に応じて被害概況、活動状況を総務班に報告する。 

総務班は、通報を受けた危険情報や職員の収集した初期情報、応急対策の実施状況等を集約し整理する。

また、情報については、防災関係機関と密接に連絡する。 

なお、災害当初においては、次の項目のうち①～⑩の情報収集に努める。 

■収集項目 

① 人的被害  

② 建物被害 

③ 火災の発生状況 

④ 水害・土砂災害等の発生状況 

⑤ 避難指示等の発令状況、警戒区域の指定状況 

⑥ 避難状況  

⑦ 災害対策（警戒）本部の設置、配備状況 

⑧ 交通機関、道路の状況 

⑨ 海上交通の運航・被災状況 

⑩ ライフライン等生活関連施設の状況 

⑪ 応急対策の実施状況 

⑫ 県への要請事項 

⑬ その他必要な被害報告 

 

第３ 被害調査 

１ 被害の調査 

関係各班は、災害の危険性が解消した段階で、自治会等の協力を得て、担当地区別に住家・人的被害及び

所管施設等の被害調査を行う。 

なお、被害調査は、「被害の判定基準」による。 

 

■班別調査の担当及び対象 

調査担当班 調 査 対 象 

市民班、支所 人的被害、住家被害 

衛生班 廃棄物処理施設被害 

救護班 医療施設被害、福祉施設被害 

建設班、支所 河川被害、道路・橋梁被害、公園施設被害 

上下水道班 水道施設被害、下水道施設被害 

環境経済班 農林水産業施設被害、農産被害、水産被害、商業被害、工業被害、観光施設被害 

教育班 教育施設被害、社会教育施設被害、文化施設被害 

消防本部班 危険物施設被害 
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２ 被害調査の提出 

関係各班は、被害調査員の地区別調査報告を踏まえ、それぞれの事務分掌に基づく、市域全体の被害確認

を行い、総務班に報告する。 

３ 住家の調査 

市民班は、住家被害認定調査の実施体制を早期に確立し、り災台帳の作成及びり災証明書の発行等を行う。

また、県に家屋被害調査指導員の派遣を要請するとともに、調査要員が不足する場合は建築士等の協力を要

請する。また、大規模災害時にはＧＩＳ（地理情報システム）を活用して、判定結果の妥当性確認、作業の

迅速化に努める。なお、区長、住民等は家屋被害認定調査に協力し、区内の被害状況や地理を案内する。 

 

■住家被害認定調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被害家屋の調査方法 

調査方法 調 査 内 容 

① 被害家屋調査の準備 

○ 被害状況の速報を基に、次の準備を行う。 

▽ 税務関係職員を中心とした調査員の確保 

※ 市職員のみでは対応できないと判断した場合は、近隣市町村及び民間団

体への協力を要請する。 

▽ 調査担当地区と担当調査員の編成表作成 

▽ 調査票、地図、携帯品等の調査備品の準備 

② 被害家屋調査の実施 ○ 被害家屋を対象に2人1組で外観目視により調査する。 

③ り災台帳の作成 
○ 固定資産税課税台帳を基に、り災証明書の発行に必要な被災情報等を入力

し、り災台帳を作成する。 

④ り災証明書の発行 
○ 被災家屋のり災証明書は、り災台帳に基づき、申請のあった被災者に対し

て、１世帯あたり１枚を原則に発行する。 

⑤ 再調査の申し出と再

調査の実施 

○ 被災者は、り災証明の判定に不服がある場合及び物理的に調査ができなか

った家屋について、再調査を申し出ることができる。 

○ 申し出のあった被災者の当該家屋について、迅速に再調査を行い、判定結

（り災台帳の修正） 

災害発生 

①被害家屋調査の準備 

②被害家屋調査の実施 

③り災台帳の作成 

⑤再調査の申し出受付 

申し出受付 

↓ 

再 調 査 

（判定の困難なもの） 

④り災証明の発行（市長） 

（判定変更あり） 

《判定委員会》 
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果を当該被災者に連絡するとともに、必要に応じてり災台帳を修正し、り

災証明書を発行する。 

○ 再調査は、1棟ごとの内部立ち入り調査を行う。 

※ なお、判定の困難なものについては、必要に応じて判定委員会を設置し、

判定委員会の意見をふまえ、市長が判定する。 

⑥ り災証明に関する広   

報 

○ り災証明書の発行及び再調査の受付を円滑に行うため、り災証明に関する

相談窓口を設置するとともに、広報紙等により被災者への周知を図る。 

 

第４ 災害情報のとりまとめ 

総務班は、関係各班からの各種情報を、次の点に留意してとりまとめるとともに、本部長に報告する。 

また、総務班は、被害調査結果をもとに整理し、り災証明の基礎資料とする。 

■留意点 

活 動 期 留 意 点 

初動活動期 

○ 災害の全体像の把握 

○ 現在の被害の状況 

○ 未確認情報の把握 

応急活動期 
○ 市全体の被害の状況 

○ 事項ごとの詳細な内容の整理 

 

第５ 県、関係機関への報告、通知 

１ 県への報告 

総務班は、災害情報を福岡県災害調査報告実施要綱に基づき県に報告する。 

 

２ 報告の区分、内容等 

緊急を要する総括情報を福岡県災害調査報告実施要綱に定める様式で県へ報告する。また、災害の実態像

の把握を行った後に、福岡県災害調査報告実施要綱に定める様式で県へ報告する。 

なお、県に被害状況等の報告ができないときには、消防庁に直接報告を行うほか、119番通報が殺到した

場合等には、県に加えて直接消防庁にも報告を行う。 

■報告の区分、内容、様式 

区 分 内 容 様式 報告の方法 報告先 

災害概況即報 

（即 報） 

○ 被害発生後、直ちに報告 

○ 報告内容に変化があればその都度

報告 

第１号 

電話 

ファクシミリ 

メール 
県災害対策本部 

（県地方本部） 

被害状況報告 

（即 報） 

○ 被害状況が判明次第、報告 

○ 以後、毎日10時、15時までに報告 
第２号 

被害情報報告 

（詳 報） 

○ 災害発生後、5日以内に報告 

第２号 

第３号 被害情報報告 

（確定報告） 

○ 応急対策終了後、15日以内に報告 
文書（２部） 
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■報告先 

地
方
本
部
等
連
絡
先 

筑後農林事務所 

総括班・農林班 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

防災行政無線ＴＥＬ 

防災行政無線ＦＡＸ 

0942-52-5642 

0942-52-5927 

78-803-701 

1-78-803-760 

南筑後保健福祉環境事務所 

防疫救護班 

 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

防災行政無線ＴＥＬ 

0944-72-2111 

0944-74-3295 

78-812-743 

南筑後県土整備事務所柳川支所 

土木建築班 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

防災行政無線ＴＥＬ 

防災行政無線ＦＡＸ 

0944-72-4155 

0944-74-3890 

78-812-711 

1-78-812-761 

県
連
絡
先 

総務部防災危機管理局 ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

防災行政無線ＴＥＬ 

防災行政無線ＦＡＸ 

092-643-3113 

092-643-3117 

78-700-7022 

1-78-700-7390 

総
務
省
消
防
庁
連
絡
先 

 

 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

防災行政無線ＴＥＬ 

防災行政無線ＦＡＸ 

（平日9:30～17：45） 

防災情報室 

（左以外） 

宿直室 

03-5253-7526 

03-5253-7536 

79-048-500-7526 

1-79-048-500-7536 

03-5253-7777 

03-5253-7553 

79-048-500-7782 

1-79-048-500-7789 

３ 関係機関への通知 

総務班は、災害情報をとりまとめたときは、直ちに、警察署、ライフライン等の関係機関へ通知する。 

 

第６ 国への報告 

総務班は、火災・災害等即報要領に基づき、直接即報基準に該当する一定規模以上の火災・災害等につい

て、第一報を覚知後30分以内で、可能な限り速やかに、分かる範囲で直接国（総務省消防庁）に報告する。 

 

■消防庁への直接即報基準 

災害・事故の種類 直接即報の基準 

火
災
等
即
報 

交通機関の火災 ○ 航空機火災          ○ 列車火災 

○ タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災 

○ トンネル内車両火災 

原子力災害 

（ 該当するおそれ

がある場合を含む。） 

○ 原子力施設での爆発、火災   ○ 放射性物質の漏えい 

○ 放射性物質輸送車両の火災   ○ 核燃料物質等運搬中の事故 

○ 基準以上の放射線の検出 

危険物施設災害 ○ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等
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（ 該当するおそれ

がある場合を含む。） 

の施設内又は周辺で、500㎡程度以上の区域に影響を与えたもの 

○ 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故 

・海上、河川への危険物等の流出 

・500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

○ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏え

いで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

○ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

救
急
・
救
助
事
故
即
報 

死者及び行方不明者の合計が15人以上発生した救急救助事故で次に掲げるもの 

○ 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

○ バスの転落等による救急・救助事故 

○ ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故 

○ 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

○ その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの 
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第４節 災害広報・広聴活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 災害広報 ● 

  総務班、消防団班 

第２ 報道機関への協力要請及び報道対応 ● 

  総務班 

第３ 広聴活動 ● 

  総務班、関係各班 

 

第１ 災害広報 

関係各班は、広報活動に必要な情報、資料を総務班に提供する。 

総務班は、時期に配慮し、適切な手段と内容の広報活動を行うとともに、災害に関する写真、ビデオ等に

よる記録を行う。 

関係各班は、状況に応じて所管区域内の広報活動を支援する。 

■広報の時期、手段、内容 

時 期 手 段 内 容 

警 戒 期 

災害発生直後 

みやまコミュニティ無線 

広報車 

消防団 

現場による指示等 

県防災アプリ 

県防災メール 

緊急速報メール 

ＳＮＳ 

ｄボタン広報誌 

その他 

○ 避難指示等 

○ 気象情報、危険情報 

○ 被害の状況 

○ 電話自粛 

○ 市民のとるべき措置 

○ 自主防災活動の要請 

応急対策活動時 

みやまコミュニティ無線 

広報車 

消防団 

災害広報紙・チラシ 

ホームページ 

テレビ・ラジオ等 

県防災アプリ 

県防災メール 

ＳＮＳ 

ｄボタン広報誌 

その他 

○ 気象情報、危険情報 

○ 被害の状況 

○ 交通状況･ライフライン施設の被害状況 

○ 応急対策の概況、復旧の見通し 

○ 安否情報 

○ 市民のとるべき防災対策 

○ 食糧・飲料水の供給等に関する情報 

○ その他必要な事項 
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第２ 報道機関への協力要請及び報道対応 

１ 報道機関への要請 

(1) 放送要請 

総務班は、次の場合、放送協定に基づき、県を通じて放送要請を行う。 

 

■放送要請の内容 

要請先 

○ 県、又は緊急やむを得ないときは、日本放送協会（福岡放送局）、ＲＫＢ毎日放送

株式会社、株式会社テレビ西日本、九州朝日放送株式会社、株式会社福岡放送、株式

会社エフエム福岡、株式会社ＴＶＱ九州放送、株式会社ＣＲＯＳＳ ＦＭ、ラブエフ

エム国際放送株式会社の各放送局へ 

要請事由 

災害が発生し、又は発生のおそれがあり次のいずれにも該当する場合 

○ 事態が切迫し、避難指示や警戒区域の設定等について情報伝達に緊急を要すること 

○ 通常の伝達手段では対応困難で、伝達のための特別の必要があること 

要請内容 
○ 放送要請の理由、○ 放送事項、○ 放送を行う日時及び放送系統 

○ その他必要な事項 

 (2) 取材自粛の要請 

総務班は、報道機関に対して避難所等においてプライバシーを侵害する取材等の自粛を要請する。 

２ 情報提供 

総務班は、報道機関に対し、適宜、記者発表等により災害情報の提供を行う。その際、情報の不統一を避

けるため、広報内容の一元化を図る。 

また、記者会見場の設置にあたっては、必要な設備を準備する。 

■記者発表の方法 

発 表 者 内      容 

本部長、副本部長 

又は総務部長（地域・防災課長） 

○ 災害の種別、発生場所、日時、状況 

○ 災害応急対策の状況等 

 

第３ 広聴活動 

１ 相談窓口の設置 

総務班は、市民からの問い合せや生活相談に対応するため、状況に応じて市庁舎等に被災者相談窓口を設

置し、関係各班の担当者を配置する。 

２ 対応事項 

被災者相談窓口で扱う事項は、次のとおりである。 

なお、市民からの意見、要望等についても、可能な限り聴取し応急対策に反映させる。 

■対応事項 

○ 捜索依頼の受け付け 

○ 食糧、飲料水、日用品等の支給に関する情報 

○ り災証明書の発行 
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○ 埋葬許可証の発行 

○ 各種証明書の発行 

○ 仮設住宅の申し込み 

○ 被災住宅の応急修理の相談 

○ 災害弔慰金等の申し込み 

○ 生活資金等の相談 

○ 女性相談 

○ 健康相談 

○ その他相談事項 

 

第５節 応援要請 

項   目 
初 

動 
応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 自衛隊派遣要請依頼等 ● 

  総務班 

第２ 広域応援派遣要請 ● 

  総務班、消防本部班 

第３ 要員の確保 ● 

  総務班、救護班、環境経済班、消防本部班 

第４ ボランティアの受入・支援  

● 

 救護班、総務班、市民班 

第５ 海外からの支援の受入れ  

● 

 消防本部班、総務班 

 

第１ 自衛隊派遣要請依頼等 

市長は、災害対策基本法第68条の2の規定に基づき、災害で人命・財産の保護のため自衛隊の応援を必要

とする事態が発生したときは、県知事に対し自衛隊の災害派遣要請を依頼する。 

ただし、通信の途絶等により県知事に対して依頼ができないときは、その旨及び災害の状況を自衛隊に通

知することができる。 

■災害派遣の要件 

① 公 共 性： 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護しなければならない必要性がある。 

② 緊 急 性： 差し迫った必要性がある。 

③ 非代替性： 自衛隊が派遣される以外に他に適当な手段がない。 

１ 派遣要請依頼 

総務班は、県知事に対し自衛隊の災害派遣要請を依頼しようとするときは、自衛隊災害派遣要請依頼書に

記載する事項を明らかにし、電話等をもって県（防災危機管理局）に依頼する。 

なお、事後速やかに依頼文書を提出する。 

 

■派遣要請依頼の手続き 

要請依頼先 ○ 県知事（県防災危機管理局） 



 112 

※ 通信の途絶等により、県知事に依頼できないときは、自衛隊に通知 

要請依頼伝達方法 ○ 電話又は口頭（事後速やかに文書送付） 

要請依頼内容 

○ 災害の状況 

○ 派遣を要請する事由 

○ 派遣を希望する期間 

○ 派遣を希望する区域及び活動内容 

○ その他参考となる事項 

■緊急の場合の自衛隊連絡先 

駐屯地等名 所在地 電話番号 指定部隊の長 

福岡駐屯地 春日市大和町 092-591-1020 第４師団長 

久留米駐屯地 久留米市国分町 0942-43-5391 第４高射特科大隊長 

２ 活動内容 

自衛隊は、次の活動を行う。 

■自衛隊の活動内容 

○ 被害状況の把握 

○ 水防活動  

○ 応急医療、救護、防疫 

○ 危険物の保安、除去 

○ 避難の援助 

○ 消防活動  

○ 緊急輸送 

○ 予防派遣 

○ 被災者の捜索救助 

○ 道路、水路の応急啓開 

○ 炊飯、給水の支援 

○ その他 

３ 自衛隊の自主派遣 

自衛隊の部隊等の長は、自衛隊法（昭和29年法律第165号）第83条の規定に基づき、災害の発生が突発的

で、その救援が緊急を要し、県知事の要請を待ついとまがないときは、その判断に基づいて部隊を自主派遣

し、救援活動を実施することができる。 

４ 派遣部隊の受け入れ 

総務班は、自衛隊の派遣が確定したときは、次のとおり受け入れ体制を準備する。 

■受け入れ体制 

項 目 内 容 

作業計画の作成 

○ 作業箇所及び作業内容 

○ 作業の優先順位 

○ 資材の種類別保管（調達）場所 

○ 部隊との連絡責任者、連絡方法及び連絡場所 

資機材の準備 
○ 必要な機械、器具、材料、消耗品等の確保に努め、諸作業に関係のある

管理者への了解を取りつける。 

自衛隊集結地 ○ 市が指定する場所（消防署屋外訓練場等） 

連絡窓口 

○ 総務班に連絡窓口を一本化する。 

○ 自衛隊からの連絡員派遣を要請する。 

○ 専用電話回線を確保する。 

５ 臨時ヘリポートの設置 

総務班は、ヘリコプターの応援を要請した場合は、臨時ヘリポートの準備を行う。 

※ 資料編 2-18 災害時における臨時へリポート一覧表 
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６ 経費の負担区分 

災害派遣部隊が活動に要した経費は、原則として市が負担するものとし、２市町村以上の地域にわたって

活動した場合の負担割合は、関係市町村と協議して定める。 

■経費の負担範囲 

○ 必要な資機材等の購入費、借上料及び修繕費 

○ 宿泊に必要な土地、建物の経費 

○ 宿営及び救難活動に伴う光熱、水道、電話料等 

○ 救援活動実施の際に生じた損害の補償 

○ その他疑義あるときは、市と自衛隊で協議する。 

７ 撤収要請 

市長は、県知事及び派遣部隊長と協議のうえ、災害派遣部隊の撤収要請を行う。 

 

第２ 広域応援派遣要請 

１ 他市町村への応援要請 

総務班は、必要に応じて他の市町村長に対し、災害対策基本法第67条の規定に基づく応援を求め、又は地

方自治法第252条の17の規定に基づく職員の派遣を要請する。 

また、相互応援協定を締結している市町村に対し、協定に基づき、各種応援を要請する。 

※ 資料編 5-1 応援協定等一覧 

(1) 福岡県消防相互応援協定 

本部長又は消防長は、災害が発生した場合、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、「福

岡県消防相互応援協定」に基づき、他市町村長又は消防長に対し、消防応援を求める。 

■応援要請の内容 

応
援
要
請
種
別 

第一要請 
○ 現在締結している隣接市町村等との消防相互応援協定でも対応が困難な

場合、協定第2条1項に規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請 

第二要請 
○ 第一要請における消防力でも、なお災害の防御が困難な場合、他の地域の

市町村等に対して行う応援要請 

応援要請方法 

○ 代表消防機関（福岡市消防局）等を通じて消防応援を求める。 

※ 航空応援が必要な場合、消防長が本部長に報告の上、その指示に従って県

を通じて要請を行うが、同時に応援先（福岡市消防局、北九州市消防局）

の消防長にも連絡を行うものとする。 

県への連絡 ○ 本部長又は消防長は、県に応援要請の旨を通報する。 

 (2) 他協定による応援要請 

災害について適切な応急措置を実施する必要があると認めるときは、あらかじめ締結した応援協定等に基

づき、他市町村等に対し、各種応援を要請する。 

２ 県への応援要請 

総務班は、市域に災害が発生し、応急措置を実施するため必要があると認めるとき、知事に対し、災害対

策基本法第68条の規定に基づく応援を求め、又は地方自治法第252条の17の規定に基づく職員の派遣斡旋を

要請する。 
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■県への応援要請の手続き 

要 請 先 県防災危機管理局 

伝達方法 文書（緊急のときは、無線等で行い、事後文書送付） 

伝達事項 

○ 災害の状況 

○ 応援を必要とする理由 

○ 応援を希望する物資等の品名、数量 

○ 応援を必要とする場所・活動内容 

○ その他必要な事項 

３ 指定地方行政機関等への応援要請 

総務班は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、指定地方行政機関の長又は特定公共機関

（指定公共機関のうち、その業務の内容その他の事情を勘案して市域に係る災害応急対策又は災害復旧に特

に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するもの）に対し、災害対策基本法第29

条第2項の規定に基づく職員の派遣を要請する。 

また、災害対策基本法第30条の規定に基づき、その派遣について県知事に対し斡旋を求める。 

■指定地方行政機関等への応援要請の手続き 

要 請 先 指定地方行政機関又は特定公共機関（斡旋を求める場合は県防災危機管理局） 

伝達方法 文書（緊急のときは、無線等で行い、事後文書送付） 

伝達事項 

○ 派遣・斡旋を要請する理由 

○ 派遣・斡旋を要請する職員の職種別人員数 

○ 派遣を必要とする期間 

○ 派遣される職員の給与その他勤務条件 

○ その他必要な事項 

４ 緊急消防援助隊 

県内外の応援協定による消防力では災害に対応できない場合は、県知事を通じて消防庁長官へ緊急消防援

助隊の出動を要請することができる。 

また、ヘリコプターによる調査、消火、人命救助活動等が必要と認めたときは、「大規模特殊災害時にお

ける広域航空消防応援実施要綱」に基づき、広域航空応援を要請する。 

なお、緊急消防援助隊の応援要請を行った場合には、「福岡県における緊急消防援助隊受援計画」（平成

13年12月策定）に基づき、緊急消防援助隊が円滑に活動できるよう支援体制の確保を図る。 

■緊急消防援助隊への応援要請の手続き 

要 請 先 県防災危機管理局 

伝達方法 文書（緊急のときは、無線等で行い、事後文書送付） 

伝達事項 

○ 災害発生日時 

○ 災害発生場所 

○ 災害の種別・状況 

○ 人的・物的被害の状況 

○ 応援要請日時・応援要請者職氏名 

○ 必要な部隊種別 

○ その他参考事項 

■確保すべき支援体制 

○ 情報提供         ○ 集結及びヘリコプター離着陸場予定場所 

○ 通信運用         ○ 補給体制 
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■応援要請系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 応援隊の受入れ・活動支援 

(1) 受入体制の準備 

総務班及び消防本部は、応援が確定したときは、受け入れ準備を行う。 

■受け入れ準備 

○ 応援隊の活動拠点施設 

○ 応援要員の宿舎場所の斡旋 

○ 食料、資機材等の配付準備 

○ その他 

 (2) 現場への案内 

総務班は、関係各班からの応援要請に基づき応援者を配分する。各活動現場においては、関係各班が応援

者の業務について対応する。 

６ 応援隊の撤収要請 

総務班は、応援の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、要請先と協議の上、撤収要

請を行う。 

 

第３ 要員の確保 

市は、災害応急対策実施のため、市のみで必要な労務を確保できない場合において、労務者の雇用等によ

り必要な人員を確保し、労務供給を図る。 

１ 労働力の確保 

総務班、救護班及び環境経済班等は、次の手段により災害対策のための労働力を確保する。 

■労働力確保の手段 

応援出動等の措置要求 
消防組織法第 44 条第 3 項 

応援活動 
消防組織法第 39 条 

応援活動 
消防組織法第 39 条 

応援の要請 
消防組織法 

第 44 条第 1 項 

災害の発生した市
町村の属する都道
府県知事 

消防庁長官 

 大規模災害時において都道府県知事の要請を待つい

とまがない場合、要請を待たないで応援のための措置を

求めることができる。 

 特に、緊急を要し、広域的に応援出動等の措置を求め

る必要がある場合には、自ら市町村長に応援出動等の措

置を求めることができる。なお、都道府県知事に速やか

にその旨を通知する。 

応援のための措置
を要求 
消防組織法 

第 44 条第 1 項 

応援出動の指示 
消防組織法第 43 条 

(消防組織法 

第 44条第 4項） 

(消防組織法 

第 44条第 2項） 
他の都道府県 

同一都道府県内
の市町村長 

災害の発生した
市町村長 

他の都道府県内
の市町村長 

相互応援協定 相互応援協定 
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種 別 担 当 

○ 他班への職員動員要請 総務班 

○ 災害対策実施機関の関係者等の動員（第５節第２参照） 総務班 

○ 隣保民間奉仕団（日赤奉仕団等）、町内会等民間団体及びボラン

ティアの協力動員、みやま市防災士登録者 

救護班、社会福祉協議会、 

災害時ボランティアセンター 

○ 公共職業安定所による労働者の斡旋 環境経済班 

○ 関係機関等民間業者の応援派遣による技術者等の動員 関係各班 

○ 緊急時における従事命令等による労働者等の動員 総務班 

２ 労務の配分 

総務班は、労務供給の円滑な運営を図るため、関係各班が必要とする労務者人員を把握し、直ちに確保措

置を図るとともに、配分計画を作成し、的確な配分に努める。 

３ 労働力確保の要請 

環境経済班は、大牟田公共職業安定所に対し、次の事項を明らかにして、必要な労働者の紹介斡旋を依頼

する。 

■公共職業安定所への要請事項 

① 必要労働者数 

② 男女別内訳 

③ 作業の内容 

④ 作業実施期間 

⑤ 賃金の額 

⑥ 労働時間 

⑦ 作業場所の所在 

⑧ 残業の有無 

⑨ 労働者の輸送方法 

⑩ その他必要な事項 

４ 民間団体等への協力要請 

関係各班は、必要に応じて、民間団体、民間業者等へ協力要請を行う。 

■要請先、内容 

要 請 先 内 容 等 

民間団体 

○ 日赤奉仕団、赤十字ボランティア等に対し、避難誘導の補助、避難所、炊き出し、

救援物資支給、清掃、防疫等について被災者の応急救護措置等に関する協力を要請

する。 

民間業者 
○ 販売業者、流通業者、事業所等に対し、食糧、生活物資、飲料水、資材置場、車両、

資機材、医薬品、仮設住宅用地の提供等の協力を要請する。 

５ 従事命令等 

応急措置を実施するための緊急の必要がある場合、又は特に必要があると認めた場合は、命令又は協力命

令等を執行し、当該応急措置の業務に従事させることができる。 

■従事命令等とその執行者 

 対象作業 対象者及び物件 執行者 根拠法令 

従
事
命
令 

災害応急対策 
及び救助作業 

○ 医師、歯科医師、又は薬剤師 
○ 保健師、助産師、看護師 
○ 土木技術者又は建築技術者 
○ 大工、左官、とび職 
○ 土木業者、建築業者及びその従業者 
○ 地方鉄道事業者及びその従業者 
○ 軌道経営者及びその従業者 
○ 自動車運送事業者及びその従業者 
○ 船舶運送事業者及びその従業者 

県知事 
又は 
市 長 

災害対策基本法第71条 
災害救助法第24条 
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○ 港湾運送事業者及びその従業者 

災害応急措置 
○ 住民又は当該緊急措置を実施すべき
現場にいる者 

市 長 災害対策基本法第65条 

災害応急措置 
○ その場に居合わせた者、その事物の
管理者、その他の関係者 

警察官 警察官職務執行法第4条 

消防作業 ○ 火災の現場にある者 消防職(団)員 消防法第29条第5項 

水防作業 
○ 地域内に居住する者又は水防の現場
にある者 

水防管理者 
水防団長 

消防機関の長 
水防法第24条 

協
力
命
令 

災害応急対策 
並びに救助作業 

○ 住民及び現場付近に居合わせた者 
県知事 
又は 
市長 

災害対策基本法第71条 
災害救助法第25条 

管
理
命
令 

災害応急対策作業 
及び救助作業 

○ 病院、診療所、助産所 
○ 旅館、飲食店 

県知事 

災害対策基本法第71条第1
項 
同法同条第2項 
災害救助法第26条 

使
用
命
令 

災害応急対策作業 
及び救助作業 

○ 土地、家屋、物資 
県知事 
又は 
市長 

災害対策基本法第71条第1
項 
同法同条第2号 
災害救助法第26条 

保
管
命
令 

災害応急対策 
及び救助作業 

○ 生産業者 
○ 集荷業者 
○ 販売、配給業者 

○ 保管業者 
○ 輸送業者 

県知事 
又は 
市長 

災害対策基本法第71条 
災害救助法第26条 

収
用
命
令 

災害応急対策作業 
及び救助作業 

○ 生産業者 
○ 集荷業者 
○ 販売、配給業者 
○ 保管業者 

○ 輸送業者 
○ 物資を大量に所
有する者 

県知事 
又は 
市長 

災害対策基本法第71条 
災害救助法第26条 

注1) 県知事又は県知事の委任を受けた市長は、公用令書をもって執行する。 

注2) 県知事又は県知事の委任を受けた市長が、従事命令等（協力命令を除く。）を執行した場合は実費を

弁償し、又は損失を補償する。 

注3) 執行者は、従事命令又は協力命令により、応急対策に従事した者でそのことにより負傷し、疾病にか

かった者又は死亡した者に対しては関係法令に基づき、それぞれ損失補償又は扶助金を支給する。 

 

６ 記録 

関係各班は、労務の供給について記録、保管し、総務班へ報告する。 

 

 

第４ ボランティアの受入・支援 

大規模災害が発生したときには、市及び社会福祉協議会等が中心となって、速やかに（仮称）みやま市災

害時ボランティアセンター（以下、「災害時ボランティアセンター」という）を設置し、被災住民の支援を

図るとともに、全国から駆けつけるボランティアの善意が効果的に活かされるよう活動を支援、調整する。 

１ 災害時ボランティアセンターの設置 

救護班は、社会福祉協議会と連携し、ボランティアの受け入れ調整組織、活動拠点となる災害時ボランテ

ィアセンターの設置、運営を行う。 

災害時ボランティアセンターは、福岡県社会福祉協議会と相互に連携の上、日本赤十字社福岡県支部、ボ

ランティア関係団体等と連携を図り、活動を展開する。 
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■災害ボランティアセンターの役割 

福岡県社会福祉協議会 

○ 市町村の現地災害ボランティア本部の体制整備と運営を支援 

○ 被災市町村間のボランティアの調整等 

○ 必要に応じて市町村現地災害ボランティア本部へ災害ボランティア

コーディネーター等の運営スタッフの派遣等 

災害時ボランティアセンター 

（社会福祉協議会、市） 

○ 被災住民のニーズの把握 

○ 市からの情報等に基づくボランティアニーズの把握 

○ ボランティアの募集、受付、登録 

○ ボランティア活動の決定及びボランティアの割り振り 

○ ボランティア活動用資機材の確保 

○ ボランティア連絡会議の開催 

○ ボランティアコーディネーターとの連絡調整 

○ 市、県社会福祉協議会との連絡調整 

○ その他ボランティア活動について必要な活動 

２ 日本赤十字社福岡県支部、ボランティア団体等との連携 

災害時ボランティアセンターは、被災地に現地入りする日本赤十字社福岡県支部及びボランティア関係団

体等との連携を図るとともに、現場活動をできるだけ支援する。 

３ 市のボランティア活動への支援 

救護班は、総務班と連携し、災害時ボランティアセンターの活動に必要な情報を提供するとともに、ボラ

ンティア活動が円滑に行われるよう、設置・運営について、必要に応じ支援を行う。 

■災害時ボランティアセンターへの支援 

○ 災害時ボランティアセンターの場所（登録場所、コーディネーター会議室、事務室、控室）の提供 

○ 災害時ボランティアセンターの設置・運営に係る経費の助成 

○ 資機材等（机、椅子、受付用紙、コピー機、事務用品等）の提供 

○ ボランティアの飲料水、食料、物資等の調達 

○ 必要に応じボランティアへの宿泊場所等の確保・提供 

○ 市職員の派遣 

※ 県は災害時ボランティアセンターへの職員派遣について支援を行う。 

○ 被災状況についての情報提供 

○ その他必要な事項 

４ 連絡調整等 

ボランティアの活動支援を必要とする班は、災害時ボランティアセンターに要望等を連絡する。 

災害時ボランティアセンターは、市民班及び県社会福祉協議会と連携し、必要な人員、資機材、分野、集

合場所等の被災地におけるボランティアのニーズを把握し、情報を提供するとともに、活動内容等について

調整を行う。 

救護班は、県災害対策本部へ情報を提供する。 

５ ボランティアへの協力要請 

災害時ボランティアセンターは、各応急活動について必要とするボランティアの種類、人数等のニーズを

把握する。また、ボランティアのニーズに関する情報を福岡県コラボステーション福岡、報道機関やホーム
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ページ等を通じて公表する。 

■参加・協力要請先 

○ 赤十字奉仕団 

○ 大学生等の学生・生徒 

○ 教職員 

○ 災害救助活動に必要な専門技能を有する者 

○ その他各種ボランティア団体 

 ６ ボランティアへの対応 

災害時ボランティアセンターは、救護班、社会福祉協議会及びボランティアコーディネーター等と連携し、

ボランティアを必要としている各活動へボランティアを配置する。 

各班は、各活動地点においてボランティアの対応を行う。 

■一般ボランティアの活動分野 

○ 災害情報、安否情報、生活情報の収集、伝達 

○ 在宅者の支援（高齢者の安否確認、食事、飲料水の提供） 

○ 物資集配拠点での活動（物資の搬出入、仕分け、配付、輸送） 

○ 被災地外からの応援者に対する地理案内 

■専門ボランティアの活動内容 

○ 医療ボランティア（医師、看護師、助産師等） 

○ 救助ボランティア（災害救助訓練の経験者、応急手当指導員等） 

○ 通訳ボランティア（外国語の堪能な者） 

○ 建築ボランティア（応急危険度判定士、建築士等） 

○ 福祉ボランティア（社会福祉士、介護福祉士、ヘルパー等） 

○ 保健ボランティア（保健師、栄養士、精神医療カウンセラー等） 

○ その他、災害救助活動において専門技能を要する業務 

 

第５ 海外からの支援の受入れ 

消防本部班は、総務班と連携し、海外からの救援隊受入れに際しては、円滑な協力体制の確保に配慮する。 

第６節 災害救助法の適用 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 災害救助法の適用申請 ● 

  救護班 

第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告   

● 救護班、関係各班 

 

第１ 災害救助法の適用申請 

１ 災害救助法の適用申請 

総務班は、市域の災害が災害救助法（昭和22年法律第118号）の適用基準のいずれかに該当し、又は該当

する見込みであるときは、直ちにその旨を県知事に報告する。その場合、次に掲げる事項について口頭、電
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話又はＦＡＸをもって要請し、後日文書により改めて要請する。 

■災害救助法の申請事項 

○ 災害発生の日時及び場所 

○ 災害の原因及び被害の状況 

○ 適用を要請する理由 

○ 適用を必要とする機関 

○ 既に実施した救助措置及び実施しようとする救助措置 

○ その他必要な事項 

 

２ 災害救助法の適用基準 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令第１条第１項第１～４号の規定による。本市における具体的

適用は、次のいずれか１つに該当する場合である。 

また、県知事は、特定災害又は非常災害が発生するおそれがある場合において、政府本部が設置され、当

該本部の所管区域として県内市町村が告示されたときは、災害救助法による救助を実施できる。 

■災害救助法の適用基準 

指 標 と な る 被 害 項 目 滅失世帯数 該当条項 

(1) 市内の住家が滅失した世帯の数 市    60世帯以上 第１項第１号 

(2) 県内の住家が滅失した世帯の数のうち市内の

住家が滅失した世帯の数 

県内 2,500世帯以上 

かつ 市 30世帯以上 

第１項第２号 

(3) 県内の住家が滅失した世帯の数のうち市内の

住家が滅失した世帯の数 

県内 12,000世帯以上 

かつ 市多数 ※ 

第１項第３号 

(4) 災害が隔絶した地域で発生したものである等

被災者の救護が著しく困難である場合 

多数 ※ 第１項第３号 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受

けるおそれが生じた場合 

※ 第１項第４号 

注１）※印の場合は、県知事が厚生労働大臣と事前協議を行う必要がある。 

注２）住家の滅失世帯数の算定は、住家の全壊（全焼・流失）した世帯を標準とするが、半壊（半焼）世帯

は２世帯で滅失世帯１世帯に、床上浸水又は土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態

となった世帯は３世帯で滅失世帯１世帯に、それぞれみなして換算する。 

３ 救助の実施者 

災害救助法の適用後の救助業務は、県知事が実施者となるが、県知事は救助を迅速に行うため、救助事務

の一部を市長が行うこととすることができる。 

また、市長は、その他の事務についても、県知事が行う救助を補助するものとする。 

４ 適用申請の特例 

市長は、災害の事態が急迫して、県知事による救助の実施の決定を待つことができないときは、災害救助

法の規定による救助に着手するとともに、直ちに県知事に情報提供を行う。その後の処置に関しては、県知

事の指示を受ける。 

５ 救助の種類等 

災害救助法による救助の種類（救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準）は、福岡県災害救助法
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施行細則によるものとする。 

なお、やむを得ない特別の事情があるときは、応急救助に必要な範囲内において、県知事と厚生労働大臣

の協議により延長することがある。 

 

■救助の種類 

○ 避難所の設置 

○ 応急仮設住宅の供与 

○ 被災住宅の応急修理 

○ 炊き出し、その他による食品の給与及び飲料水

の供給 

○ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

○ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

○ 医療及び助産 

○ 被災者の救出 

○ 遺体の捜索 

○ 遺体の処理及び埋葬 

○ 学用品の給与 

○ 障害物の除去 

６ 特別基準の適用申請 

災害救助の対象数量及び期間について特別な事情があるときは、特別基準の適用を申請できる。 

適用申請は県知事に対して行うが、期間延長は、救助期間内に行う必要がある。 

 

第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告 

市長は、災害救助法に基づく救助を行ったときは、当該救助の種目に応じて簿冊等の作成や支払証拠書類

の整備を行う。 

救護班は、関係各班に関係帳簿の作成を指示し、整理を実施し、これを県知事に報告する。 
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第７節 救助・救急・消防活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 行方不明者の捜索 ● 

  市民班、消防本部班、消防団班 

第２ 救助活動の実施 ● 

  消防本部班、消防団班 

第３ 救急活動の実施 ● 

  消防本部班、消防団班、救護班 

第４ 消防活動の実施 ● 

  消防本部班、消防団班 

※ 救助・救急・消防活動を実施するに当たっては、警察、消防本部、消防団、自主防災組織等と協力して

行う。 

 

第１ 行方不明者の捜索 

災害により行方不明の状態にある者（周囲の事情により死亡していると推定される者を含む）を対象とし

て捜索活動を実施する。 

１ 行方不明者名簿の作成 

市民班、山川班、高田班は、消防本部班と連携し、被災者相談窓口等で受け付けた捜索願い及び被災現場

等での情報を収集し、行方不明者名簿を作成する。 

なお、行方不明者名簿は、警察署に提出し連携する。 

 

■行方不明者名簿 

○ 市庁舎に被災者相談窓口を開設し、行方不明者の届け出を受け付ける。 

○ 行方不明者が、避難所にいないか、まず避難者名簿で確認する。 

○ 行方不明者名簿は、警察署及び消防本部にも提供する。 

２ 捜索活動 

消防本部班及び消防団班は、行方不明者名簿に基づき、警察署、自衛隊等と協力して捜索活動を行う。 

なお、行方不明者を発見し、すでに死亡していると認められるときは、警察署に連絡する。 

 

第２ 救助活動の実施 

１ 救助情報の収集 

(1) 発見者の通報 

要救助者を発見した者は、市民班、消防本部班又は警察署等へ通報する。 

(2) 要救助情報の収集 

消防本部班及び消防団班等災害現場に派遣された者は、地域住民等から救助情報を収集し、消防本部班及

び市民班に連絡する。 

消防本部班は、市民班及び警察署等に通報された情報を収集し、管理する。 

市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集
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を行うものとする。 

県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために必要と認めるときは、市等と連携

の上、安否不明者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、速やかな安否不明者の絞

り込みに努めるものとする。 

２ 救助活動 

消防本部班及び消防団班は、救助隊を編成し、救助情報をもとに災害現場に出動する。 

また、市長は災害の規模、状況等に応じて市職員等を配備する。 

救助隊は、救助資機材等を活用し、行方不明者名簿等を踏まえて、警察署、自主防災組織等と連携・協力

し、救助活動を行う。 

 

３ 応援要請 

救助活動が困難なときは、警察署、隣接消防機関等の応援を要請する。自衛隊の応援や広域応援が必要な

ときは、県知事に派遣要請を依頼する。 

なお、詳細は第３章 「応援要請」を参照。 

また、車両、特殊機械器具が必要なときは、県の協力又は建設事業者（災害協定締結者）等に出動を要請

する。 

船舶遭難等の海難が発生した場合は、船舶等により救護にあたるとともに、速やかに三池海上保安部に連

絡し、その救助活動には全面的に協力する。 

 

４ 市民、自主防災組織及び事業所等の救助活動 

市民、自主防災組織及び事業所等は、災害が発生したときは、二次災害の発生に十分注意しながら連携し

て、市備蓄倉庫及び自主防災倉庫等の救助資機材を活用し、救助活動を行う。 

また、崩壊土砂や建物等の下敷きとなっている者がいるときは、可能な限り協力して救助する。 

なお、消防本部班及び消防団班等の救助隊が到着したときは、その指示に従い、救助活動に協力する。 

 

第３ 救急活動の実施 

消防本部班は、消防団班及び救護班と連携し、次のように救急活動を行う。 

■救急活動の内容 

○ 救助現場から救護所又は救急指定病院等まで、救急車等で傷病者を搬送する。 

○ 傷病者が多数発生したときは、消防広域応援要請を行い、必要に応じて警察、消防団、市、自主防

災組織等に搬送を要請する。 

○ 市内の搬送先病院で収容できないときは、災害拠点病院等へ搬送する。 

○ 道路の被害等で救急車による搬送ができないときは、県を通じてヘリコプターの出動を要請する。 

※ 資料編 2-17 医療機関一覧表 

第４ 消防活動の実施 

１ 情報の収集 

消防本部班は、住民、警察署等から火災発生等の情報を収集する。 

■収集する情報の種類 
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○ 火災の発生状況 

○ 自治会、自主防災組織等の活動状況 

○ 通行可能な道路の状況 

○ 無線通信の状況 

○ 使用可能な消防水利の状況 

  

２ 消火活動 

消防本部班及び消防団班は、次の点に留意して消火活動を行う。 

■消火活動の留意事項 

○ 風向き、市街地の建物分布等を考慮し、最も効果的に消防力を投入する。 

○ 延焼火災の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。 

○ 延焼火災が発生している地区は、直ちに市民の避難を呼びかけ、必要に応じて避難路の確保等を最

優先で行う。また、安全な方向への避難誘導に努める。 

○ 危険物の漏えい等のおそれがある地区は、立入り禁止措置をとり、安全な避難誘導に努める。 

○ 病院、避難所、幹線道路、防災拠点となる施設等の火災防御を優先して行う。 

○ 住民等が実施する初期消火活動との連携、指導に努める。 

 

３ 活動体制の確立 

消防本部班及び消防団班は、災害により通常の警備体制では対処できない被害が発生したときは、非常招

集を発令し、消防体制を確立する。 

また、災害により必要と判断したときは、班員を非常招集し、適切な警備体制を確立する。 

４ 消防広域応援要請 

本部長又は消防長は、現況の消防力では対処しきれない規模の火災、救助事象等が発生した場合、「福岡

県消防相互応援協定」及びその他の相互応援協定に基づき、県内外の消防機関に対して、応援要請を行う。

また、ヘリコプターが必要な場合は、県知事を通じてヘリコプターの派遣等の要請を依頼する。 

なお、詳細は第３章第５節第２ 「広域応援派遣要請」を参照。 

５ 市民、自主防災組織の活動 

市民及び自主防災組織は、火災が発生した場合、関係機関への通報及び初期消火活動を行い、消防機関が

到着したときは、その指示に従う。 

６ 事業所の活動 

事業所は、火災が発生した場合、関係機関への通報、出火防止措置及び初期消火活動を行う。 

また、火災の拡大、爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。 

■事業所の消火活動等 

○ 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報 

○ 自衛消防隊等による初期消火､延焼防止活動 

○ 必要に応じて従業員、顧客等の避難 

○ 周辺住民に対する必要な情報の伝達 

○ 関係者以外の立入り禁止措置等の実施 
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第８節 医療救護活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 医療救護チームの編成 ● 

  救護班 

第２ 医療救護所の設置 ● 

  救護班 

第３ 医療救護活動 ● 

  医療救護チーム 

第４ 後方医療機関の確保と搬送 ● 

  救護班、消防本部班 

第５ 医薬品、医療資機材等の確保 ● 

  救護班 

第６ 被災者の健康と衛生状態の管理  

● 

 救護班 

第７ 心のケア対策   
● 救護班 

大規模事故が発生したときは、救護を要する傷病者や医療機関の被害状況を把握するとともに、関係機関

の協力を得て、医療救護所の設置、医療救護チームの編成派遣、医薬品や医療資機材の調達などの初期医療

体制を整える。 

また、初期医療の救護所で対応できない場合は後方医療として後方医療機関、災害拠点病院で対応する。

なお、本市はヨコクラ病院が災害拠点病院となる。 

 

第１ 医療救護チームの編成 

１ 医療情報の収集 

救護班は、県及び医師会等と連携し、次の医療情報を収集する。 

※ 資料編 2-17  医療機関一覧表 

■医療情報の収集内容 

○ 医療施設の被害状況、診断機能の確保状況 

○ 避難所、救護所の設置状況 

○ 医薬品、医療器具等の需給状況 

○ 医療施設、救護所等への交通状況 

○ その他参考となる事項 

２ 要請及び出動 

救護班は、必要に応じ医療救護チームの出動を要請する。 

■医療救護チームの要請事項 

○ 災害により多数の傷病者が発生した場合、柳川山門医師会、大牟田医師会に医療救護チームの出動

を要請する 

○ 災害の状況に応じ、県知事に対し必要な措置を要請する 

○ 医療関係者が自ら必要と認めたときは、要請を待たずに医療救護チームを編成、出動する 

３ 医療救護チームの編成 

救護班は、多数の傷病者が発生した場合は、柳川山門医師会、大牟田医師会に医療救護チームの編成・派
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遣を要請する。 

柳川山門医師会、大牟田医師会は、柳川山門歯科医師会、大牟田歯科医師会、柳川山門薬剤師会、大牟田

薬剤師会と連携し、編成する。 

災害の規模、状況によっては、市外の公立病院その他の応援を要請する。 

また、広域的な応援が必要な場合は、県に支援要請を行う。 

■医療救護チームの編成基準 

構     成 備考 

医師(1～2名)，薬剤師(1名)，看護師(1～4名)，補助員(1名) 運転手(必要に応じ) 

■医師会等への伝達・要請事項 

○ 災害の種類、規模、発生場所 

○ 必要とする救護班数  

○ 救護所の設置場所 

○ 資器材等の状況 

○ その他 

  

第２ 医療救護所の設置 

救護班は、次の点に留意し、医療救護所を設置する。 

医療救護所は、原則として指定避難所等に設置するが、状況に応じて災害現場に近い公民館、集会所等の

公共施設、一般診療機関にも設置する。また、市内の設備的に救急対応可能な病院を「緊急集中救護所」と

位置付け、初動医療体制の整備を図る。 

 

■医療救護所設置の留意点 

○ 被災傷病者の発生及び避難状況 

○ 医療救護チームの配備体制及び医療スタッフの派遣体制 

○ 被災地の医療機関の稼働状況 

○ 医療資機材、水、非常用電源等の確保の見通し 

○ 搬送体制、情報連絡体制の確保の見通し 

 

第３ 医療救護活動 

派遣された医療救護チームの活動内容は、次のとおりである。 

■医療救護チームの活動内容 

○ 負傷者の応急処置 

○ 後方医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定（トリアージ※） 

○ 軽症患者や転送困難な患者等の治療及び衛生指導    ○ 助産救護 

○ 死亡の確認及び遺体検案並びに遺体処理への協力 

※トリアージ：傷病者の緊急度と重傷度に応じて、治療の優先度を決めること。 

 

■医療機関の活動内容 

○ 被害情報の収集及び伝達 

○ 応需情報（診療可能状況）の報告 
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○ 傷病者の検査及びトリアージ 

○ 重傷患者の後方医療機関への搬送 

○ 傷病者の処置及び治療 

○ 助産救護 

○ 医療救護チーム、医療スタッフの派遣 

○ 死亡の確認及び遺体検案並びに遺体処理への協力 

 

第４ 後方医療機関の確保と搬送 

１ 後方医療機関の確保 

救護班は、一般病院等の被災状況と収容可能ベッド数を速やかに把握し、救護所から搬送される重傷病者

を収容できる災害時救急病院を確保する。 

市内の災害時救急病院で収容困難な重症者は、市外の受入れ可能な医療機関に収容する。 

■災害拠点病院 

区分 医療機関名称 

病床数 

電話番号 

ヘリポートの状況 

一般 精神 
敷地 

内外 
区分 

病院から

の距離 

災害拠点病院 ヨコクラ病院 129  0944-22-5811 敷地内 非公共用 － 

近隣災害拠点病院 

大牟田市立病院 320  0944-53-1061 敷地外 緊急時 3.0km 

筑後市立病院 231  0942-53-7511 敷地内 緊急時 － 

久留米大学病院 965 53 0942-35-3311 敷地内 非公共用 － 

聖マリア病院 931 60 0942-35-3322 敷地内 緊急時 － 

２ 被災傷病者等の搬送 

災害により被災した傷病者等は、次のように搬送を行う。 

なお、搬送手段がないときは、市民の協力をえて搬送するか、又は消防団、警察署、後方医療機関へ搬送

要請を行う。 

また、交通の状況により災害拠点病院への搬送が救急車等では困難な場合は、県にヘリコプターでの搬送

を要請する。 

■傷病者等の搬送先と搬送主体 

搬 送 先 搬 送 主 体 

被災現場から医療救護所、医療機関等へ 消防本部、警察、市、自主防災組織等 

医療救護所から後方医療機関へ 医療救護チームを派遣した機関 

医療機関から後方医療機関へ 当該医療機関 

 

第５ 医薬品、医療資機材等の確保 

１ 医薬品、医療資機材の確保 

救護班は、原則として次のとおり医薬品、医療資機材を確保する。 

■医薬品等の調達 
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○ 薬剤師会、医薬品販売業者から調達する 

○ 不足する場合は、医師会が保有する医薬品、医療資機材を調達する 

○ 入手が困難なときは、県を通じて医薬品業者、他医療機関等に要請する 

２ 血液製剤等の確保 

救護班は、輸血用血液及び血液製剤が必要なときは、福岡県赤十字血液センター等に供給を依頼する。ま

た、必要に応じて住民へ献血を呼びかける。 

 

第６ 被災者の健康と衛生状態の管理 

救護班は、南筑後保健福祉環境事務所と連携し、被災地の避難所、自宅における疾病予防等のため、公衆

衛生保健活動を行う。 

１ 生活環境の整備、確認 

救護班は、台所、トイレ等の衛生管理の徹底、手洗い等の衛生習慣の強化について指導し、必要な支援を

行う。 

２ 健康状況の把握 

救護班は、巡回相談等を通じて被災者の健康状態を把握し、新たな健康問題の発生、慢性疾患の悪化等の

防止や早期発見に努める。 

この際、保健福祉環境事務所や医師会等と協議しながら、被災者に対する健診体制を確保する。 

３ 相談・指導 

救護班は、保健福祉環境事務所の協力を得ながら巡回相談等の場で必要な指導を行う。特に、避難生活に

より発生が危惧される感染症、深部静脈血栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）、高齢者の生活機能低

下等への対応を強化し、未然に発生を防止する。 

４ 医療の確保 

医師会を通じて管内医療機関と連携を強化し、医療への依存度の高い慢性疾患患者への医療体制の確保に

努めるとともに、県医療指導課を通じて広域の支援体制を確立する。 

５ 医療情報の提供 

救護班は、通院患者等のために治療可能な医療施設等の情報を収集し、災害広報紙等で住民に提供する。 

 

第７ 心のケア対策 

救護班は、大規模な災害が発生したとき、又は避難生活が長期化する場合は、精神科医療機関、児童相談

所職員等の協力により、カウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行い、被災者や災害時要援護者の心

的外傷への対策を行う。 

■活動内容 

○ 原則として精神科救護チームを市災害対策本部に設置する。 

○ 精神科救護チームは、巡回相談等を行う。 

○ 精神科救護チームは、プライバシーの保護に配慮し、相談窓口や電話相談などの相談業務を行う。 
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第９節 交通・輸送対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 交通情報の収集、道路規制 ● 

  建設班、環境経済班 

第２ 道路及び海上交通の確保 ● 

  建設班、環境経済班 

第３ 車両等、燃料の確保、配車 ● 

  総務班 

第４ 緊急通行車両の確認申請 ● 

  総務班 

第５ 緊急輸送 ● 

  市民班 

第６ 物資集配拠点の設置  

● 

 市民班 

第７ 臨時ヘリポートの設置 ● 

  総務班、教育班 

 

第１ 交通情報の収集、道路規制 

１ 情報収集 

建設班及び環境経済班は、警察署、三池海上保安部、港湾管理者から道路及び船舶の交通規制の実施状況、

交通の状況等の情報を収集し、緊急輸送路予定路線等の状況把握を図り、関係各班に伝達する。 

２ 市道の交通規制 

建設班は、必要に応じ、道路管理者として市道の交通規制を実施する。 

交通規制に際しては、警察署と密接に連絡をとる。 

(1) 相互連携・協力 

警察署と連携し、被災地の実態、道路及び交通の状況に関する情報を相互に交換するとともに、交通規制

を必要とする場合には、事前に道路交通の禁止又は制限の対象、区間及び理由等を相互に通知する。緊急を

要する場合は事後速やかにその内容及び理由を通知する。 

(2) 交通規制の標識等 

道路の通行の禁止又は制限の措置を講じた場合は、緊急な場合を除き、規制対象等を表示した標識等を設

置する。 

 

(3) 広報 

道路交通の規制の措置を講じた場合は、必要に応じて、その内容及びう回路等について明示して、交通関

係業者、一般通行に支障がないように努める。 

■交通規制の区分、内容等 

区 分 交通規制を行う状況及び内容 根拠法令 

公安委員会 

○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円

滑を図る必要があると認めるときは、交通整理、通行

の禁止、その他の交通規制をすることができる。 

道路交通法（昭和35法律

第105号）第4条 

○ 災害が発生し、又は発生しようとしている場合におい 災害対策基本法 
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て、災害応急対策が円滑に行われるようにするために

緊急の必要があると認めるときは、緊急通行車両以外

の車両の通行を禁止又は制限することができる。 

第76条 

警察署長等 

○ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円

滑を図る必要があると認めるときで、適用期間が短い

場合は、通行の禁止、その他の交通規制をすることが

できる。 

道路交通法第5条 

又は第114条の3 

警察官 

○ 車両等の通行が著しく停滞し、混雑する場合におい

て、交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるとき

は、必要な限度において車両等の通行を禁止し、もし

くは制限し、後退させることができる。 

道路交通法第6条 

又は第75条の３ 

○ 通行禁止区域等において、車両その他の物件が、緊

急通行車両の通行の妨害となることにより、災害応急

対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認

めるときは、当該車両その他の物件の移動、その他必

要な措置を命ずることができる。 

災害対策基本法 

第76条の3 

自衛官及び 

消防吏員 

○ 警察官がその場にいない場合に限り、通行禁止区域

等において、警察官に準じた措置を行うことができ

る。 

災害対策基本法 

第76条の3第3項 

及び第4項 

道路管理者 

○ 道路の破損、欠損、その他の事由により交通が危険

であると認めるときは、区間を定めて通行を禁止し、

又は制限することができる。 

道路法（昭和27年法律 

第180号）第46条 

３ 海上交通の規制 

三池海上保安部は、災害時によりその規模、態様若しくは海域の状況に応じ、危険防止等のため船舶交通

の禁止又は制限及び指導の措置を講じる。 

環境経済班は、災害発生時危険防止に必要な範囲において、漁港・港湾施設の使用を制限若しくは禁止し、

又は使用等について必要な指導を行う。 

また、三池海上保安部と連携し、災害発生時その規模・態様又は海域の状況に関する情報を相互に交換す

るとともに、規制措置を講ずるに際しては、緊急やむを得ない場合を除き事前に協議する。 

第２ 道路及び海上交通の確保 

１ 緊急輸送路の確保 

建設班は、道路管理者と連携し、緊急輸送道路となる道路の状況を点検し、交通規制、応急復旧などを行

い、通行を確保する。 

また、道路の通行禁止、制限等の緊急輸送道路における状況について、警察署と密接に連絡をとる。 

２ 県の緊急輸送に関する交通規制対象道路 

県は、災害発生時の被害者の救援、緊急物資等の輸送への対処を目的として、県内の国道、主要地方道等

を緊急輸送道路として指定している。市域の該当する緊急輸送道路は、次のとおりである。 
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■緊急輸送道路の指定状況 

路線区分 市 域 の 路 線 

緊急輸送道路（1次） ○九州縦貫自動車道 ○一般国道 ：208号、209号、443号 

○主要地方道：大牟田川副線 

緊急輸送道路（2次） ○一般国道：443号 

○主要地方道：瀬高久留米線、大牟田高田線、八女瀬高線 

○一般県道：高田柳川線、湯辺田瀬高線、飯江長田線、本吉小川線、

黒崎開濃施線 

緊急輸送道路（3次） ○一般県道：渡瀬停車場線 

○市道：129下楠田・今福線～7072濃施南・濃施山線 

３ 道路の障害物の除去 

建設班は、路肩の崩壊、がけ崩れ、倒壊物等により通行に支障があるときは、建設事業者（災害協定締結

者）等に出動を要請して障害物の除去を行い、迅速に通行可能にする。 

また、危険箇所には道路標識や警戒要員を配置するなどの措置をとる。なお、道路上の障害物の除去は、

緊急輸送等に必要な路線を優先して行う。 

４ 海上輸送路の確保 

漁港及び港湾の管理者は、漁港・港湾等の施設を点検し、施設の被害情報を把握するとともに、応急復旧

などを行い、海上緊急輸送機能を確保する。 

また、県、自衛隊、三池海上保安部等の協力を得て、港内の航行可能路を選定するとともに海上輸送ルー

トの確保に努める。 

 

第３ 車両等、燃料の確保、配車 

１ 車両、燃料の確保 

総務班は、緊急輸送のための車両、燃料を確保する。 

(1) 車両、燃料の調達 

市有車両及びその他車両を管理し、燃料の調達を行う。 

市有車両が不足する場合は、車両の借り上げを行う。 

■車両、燃料の調達 

区 分 内 容 

市有車両の把握 ○ 調達可能な市有車両の状況について把握する。 

車両の借り上げ ○ 市有車両で対応が困難なときは、輸送業者等から借り上げる。 

燃料の調達 
○ 各班の市有車両及び借り上げ車両のすべてに対し、必要な燃料の調達

を行う。 

 (2) 配車 

各班の要請に基づき、車両関係団体の協力を得て総合的に調整し、配車する。 

車両の運行に必要な人員は、原則として各班の要員をあてる。 

２ 船舶の確保 

環境経済班は、海上輸送による緊急輸送が必要な場合は、漁協に協力を要請し、渡船を確保する｡ 
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３ 県への要請依頼 

総務班は、災害による交通の途絶又は緊急的な輸送を必要とする場合、県を通じてヘリコプター、船舶等

による輸送を要請依頼する。 

 

 

第４ 緊急通行車両の確認申請 

１ 緊急通行車両の申請 

災害対策活動に従事する車両は、公安委員会が災害対策基本法第76 条に基づく通行の規制又は制限を行

ったときは、緊急通行車両の確認（証明書及び標章の交付）を受ける必要がある。 

総務班は、災害対策に使用する車両について、県又は公安委員会（各警察署）に対し所定の書類をもって

申請する。 

なお、事前届出を申請している車両は、県又は公安委員会（各警察署）に当該届出済証を提出し、確認審

査を省略して速やかに標章及び確認証明書の交付を受けることができる。 

 

２ 緊急通行車両の使用 

交付された標章は、車両の助手席側前面から見やすい箇所に貼付し、確認証明書は当該車両に備えつける。 

 

第５ 緊急輸送 

市民班は、避難所を開設したときは、あらかじめ定める災害時における輸送車両等の運用計画及び調達計

画により、人員、食糧、飲料水、生活物資、資機材等を搬送する。多数の避難所等へ搬送が必要なときは、

輸送業者に搬送を要請する。 

総務班は、交通の途絶により航空輸送が適切と判断されるときは、県にヘリコプターの出動を要請する。 

 

■緊急輸送の範囲 

第1段階 

○ 救助･救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助に要する人員、物資 

○ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資 

○ 後方医療機関へ搬送する傷病者等 

○ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員、物資 

○ その他初動応急対策に必要な人員、物資 

第2段階 

上記第1段階の続行 

○ 食料、水等生命の維持に必要な物資  ○ 傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

○ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員、物資 

第3段階 上記第2段階の続行  ○ 災害復旧に必要な人員、物資    ○ 生活必需品 

 

第６ 物資集配拠点の設置 

市民班は、備蓄物資だけでは不足し、業者等から調達するとき、又は大量の救援物資等が届くときは、必

要に応じて物資集配拠点を開設する。 
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第７ 臨時ヘリポートの設置 

総務班は、教育班と連携して、必要に応じて臨時ヘリポートを開設する。 

※ 資料編 2-18 災害時における臨時ヘリポート一覧表 

第 10節 避難対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 避難指示等 ● 

  総務班、関係各班、消防団班 

第２ 警戒区域の設定 ● 

  総務班、建設班、消防本部班、環境経済班 

第３ 避難誘導 ● 

  消防本部班､消防団班､市民班､救護班､教育班 

第４ 避難所の開設 ● 

  総務班、避難所派遣職員 

第５ 避難所の運営  

● 

 避難所派遣職員、総務班、教育班 

第６ 旅行者、滞在者の安全確保 ● 

  環境経済班 

災害が発生し、又は発生のおそれのある危険区域がある場合に、市民、滞在者及びその他の者の生命及び

身体を安全な場所へ避難させるための避難指示、警戒区域の設定、避難方法等を明確にし、迅速かつ円滑な

避難の実施を図る。 

 

第１ 避難指示等 

１高齢者等避難 

市長は、災害対策基本法第56条第2項に基づき、避難に時間を要する高齢者等の要配慮者が安全に避難で

きるタイミング等、早めの避難を促すための情報（高齢者等避難）を伝達するなど、要配慮者が円滑かつ迅

速に避難できるよう配慮する。 

２避難指示 

市長は、災害対策基本法第60条第1項に基づき、災害が発生し又は発生のおそれがある場合に、人の生命

または身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要と認

める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立ち退きを指示（避難指示）する。 

ただし、災害による危険がより切迫し、市長の判断を得るいとまがないとき、又は市長が不在のときは、

第3章第1節第5の災害対策本部の運営「１ 設置、指揮の権限」の代行順位により、代行者が市長の権限を代

行（職務代理者として市長の権限を行使するもので、その効果は市長に帰属する）する。 

３緊急安全確保 

市長は、災害対策基本法第60条第3項に基づき、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合におい

て、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に

照らし緊急を要すると認めるときは、必要と認める地域の必要と認める居住者等にに対し、高所への移動、近傍

の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するため

の措置（緊急安全確保措置）を指示する。 
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■避難指示、緊急安全確保の発令権者及びその内容 

発令権者 代行者 災害種類 実施事項 指示等を行う要件 根拠法令 

市   

長 

意志決定 

代行順位 

 

その他の委 

任市職員 

災害全般 

避難指示 

○災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、人の生命又は身体を災

害から保護し、その他災害の拡大を防止

するため特に必要があると認めるとき 

災害対策基本

法第60条第1項 

緊急安全 

確保 

〇災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、避難のための立

退きを行うことによりかえつて人の生命

又は身体に危険が及ぶおそれがあり、か

つ、事態に照らし緊急を要すると認める

とき 

同上 第3項 

市   

長 

知 事 災害全般 

避難指示 

緊急安全 

確保 

○上記の場合において、市長がその事務を

行なうことができなくなったとき 
同上 第6項 

警察官 

海上保安官 
災害全般 

避難指示 

緊急安全 

確保 

○上記の場合において、市長が避難のための

立ち退きを指示することができないと認

めるとき又は市長から要求があったとき 

同上 

第61条第1項 

■他の法律に基づく、避難措置の発令権者及びその内容 

発令権者 災害種類 実施事項 指示等を行う要件 根拠法令 

警察官 

災害全般 警  告 

○ 人の生命もしくは身体に危険を

及ぼし、又は財産に重大な損害を

及ぼすおそれがあるなど、危険な

状態である場合 

警察官職務執行法 

第4条第1項 

災害全般 
措置命令 

措  置 

○ 上記の状況で、特に急を要すると

き 

海上保安官 災害全般 

措置命令 

措  置 

（船舶、乗組

員、乗客等に

対するもの） 

○ 海上における犯罪が正に行われ

ようとするのを認めた場合又は天

災事変、海難、工作物の損壊、危

険物の爆発等危険な事態がある場

合であつて、人の生命若しくは身

体に危険が及び、又は財産に重大

な損害が及ぶおそれがあり、かつ、

急を要するとき 

海上保安庁法 

第18条 

自衛官 

(災害派遣

時に限る) 

災害全般 
警  告 

（準用） 

○ 警察官の要件と同じ 

（ただし、警察官がその場にいな

い場合に限る） 

自衛隊法 

第94条第1項 

災害全般 

措置命令 

措  置 

（準用） 

○ 警察官の要件と同じ 

（ただし、警察官がその場にいな

い場合に限る） 

自衛隊法 

第94条第1項 

知事、知事
の命を受け
た職員 
( 洪水等は
水防管理者
を含む) 

地すべり 指  示 
○ 地すべりにより著しい危険が切

迫していると認められるとき 

地すべり等防止法 

第25条 

洪水･高潮 指  示 

○ 洪水又は高潮のはん濫により著

しい危険が切迫していると認めら

れるとき 

水防法第29条 
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３避難指示等の区分 

避難指示等の意味合いについては、以下のとおり区分する。 

■避難指示等の区分 

 発令時の状況 市民等に求める行動 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

〇災害が発生するおそれがある状況、即ち

災害リスクのある区域等の高齢者等が

危険な場所から避難するべき状況 

 

〇高齢者等は危険な場所から避難する。立退

き避難を基本とし、洪水等及び高潮に対し

ては、ハザードマップ等により屋内で身の

安全を確保できるか等を確認したうえで自

らの判断で屋内安全確保することも可能。 

〇高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の

外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始

めたり、避難の準備をしたり、自主的に避

難する。 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示 

○災害が発生するおそれが高い状況、即ち

災害リスクのある区域等の居住者等が危

険な場所から避難するべき状況 

○居住者等は危険な場所から全員避難する必

要がある。立退き避難を基本とし、洪水等

及び高潮に対しては、ハザードマップ等に

より屋内で身の安全を確保できるか等を確

認したうえで自らの判断で屋内安全確保す

ることも可能。 

警
戒
レ
ベ
ル
５ 

緊
急
安
全
確
保 

○河川堤防の決壊を含む河川の氾濫発生

や、集中的な土砂災害の発生など、災害

が発生又は切迫している状況。即ち居住

者等が身の安全を確保するために指定

緊急避難場所等へ立退き避難すること

がかえって危険であると考えられる状

況 

〇既にリードタイムがない、又は明らかに

不足している状況 

〇居住者等は命の危険があることから直ちに

身の安全を確保する必要がある。とるべき

避難行動は、緊急安全確保である。ただし、

本行動は、災害が発生・切迫した段階での

行動であり、本来は立退き避難をすべきで

あったが避難し遅れた居住者等がとる次善

の行動であるため、本行動を安全にとるこ

とができるとは限らず、また本行動をとっ

たとしても身の安全を確保できるとは限ら

ない。 

 

４ 避難指示等の基準 

市長が行う避難指示等は、市民等の生命又は身体に危険がおよぶおそれがある場合を基準として実施する。

具体的な基準については別に定める。 

５ 避難指示等の伝達 

総務班は、関係各班、関係機関及び施設管理者等と連携し、速やかに避難指示等をコミュニティ無線、広

報車、消防団等の広報、ｄボタン広報誌、ＳＮＳ等の手段を通じ、又は直接住民に対し周知する。 

また、避難指示等を伝達する場合は、警戒レベルを付すとともに市民等がとるべき避難行動が分かるよう

に伝達する。この場合、情報の伝わりにくい避難行動要支援者への伝達には、避難のための準備と事態の周

知に特に配慮する。 
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■避難指示等の伝達方法及び事項 

担当・方法 

総務班及び関係各班 コミュニティ無線、広報車、消防団等 

ｄボタン広報誌、ＳＮＳ等 

各施設管理者、自主防災組織等 口頭、ハンドマイク等 

伝達事項 

○ 避難対象地域      ○ 避難指示の理由 

○ 避難先          ○ 注意事項（戸締まり、携行品）等 

○ 避難経路 

６ 県・関係機関への報告、要請 

総務班は、避難指示等を発令した場合、県及び関係機関等にその旨を報告、要請する。 

■連絡先 

報  告 県知事 

協力要請 警察署等 

避難所開設要請 避難所担当班、避難施設管理者等 

７ 解除とその伝達、報告 

市長は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難指示等を解除する。 

総務班は、避難所運営者と連携し、避難所に避難している対象者に伝達する。 

また、解除後は速やかに県知事に報告する。 

 

第２ 警戒区域の設定 

１ 警戒区域の設定 

市長は、災害が発生又は発生が予想されるときで、市民等の生命を守るために特に必要があると認めると

きは、警戒区域を設定して災害応急対策従事者以外の立入制限若しくは禁止又は退去を命じることができる。 

総務班は、建設班、消防本部班、関係各班、関係機関と連携し、警戒区域の設定に関する事務を行う。 

また、本部長からの要求等により、警察官、海上保安官及び災害派遣を命ぜられた自衛官が本部長の職権

を行った場合、その旨を本部長に通知するものとする。 

なお、警戒区域の設定に伴い、立入禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、10万円以下の罰

金又は拘留（災害対策基本法第116条第2項）、又は6月以下の懲役又は30万円以下の罰金（水防法第53条）

に処される。 

 

■警戒区域の設定権者及びその内容 

設定権者 代行者 災害種類 設定状況 根拠法令 

市 長 

意志決定代

行順位その

他の委任市

職員 

災害全般 

○ 災害が発生し、又は災害が発生しようとし

ている場合において、市民の生命、身体に

対する危険を防止するために特に必要と認

めるとき 

災害対策基本法 

第63条第1項 

警察官 

海上保安
災害全般 

○ 上記の場合において、市長若しくはその委

任を受けた市職員が現場にいないとき、又
同上 第2項 
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官 はこれらの者から要求があったとき 

自衛官 災害全般 

○ 災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官にお

いて、市長若しくはその委任を受けた市職

員が現場にいない場合で、他に職権を行う

者がいないとき 

同上 第3項 

知事 災害全般 
○ 市長がその事務を行なうことができなく

なつたとき 
同上 第73条 

消防長 

消防署長 

 
火災 

その他 

○ ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等

の事故が発生した場合において、当該事故により

火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、

火災が発生したならば人命又は財産に著しい被

害を与えるおそれがあると認められるとき 

消防法 

第23条の2第1項 

警察署長 
火災 

その他 

○ 上記の場合において、消防吏員若しくは消

防団員が現場にいないとき又は消防長若し

くは消防署長から要求があつたとき 

同上 第2項 

消防吏員 

消防団員 

 火災 
○ 火災の現場 消防法 

第28条第1項 

警察官 火災 

○ 上記の場合において、消防吏員又は消防団

員がいないとき、又はこれらの者から要求

があつたとき 

同上 第2項 

消防吏員 

水防団長 

水防団員 

 水害 
○ 水防上緊急の必要がある場所 水防法 

第21条第1項 

警察官 水害 

○ 上記の場合において、水防団長、水防団員

若しくは消防吏員がいないとき、又はこれ

らの者から要求があつたとき 

同上 第2項 

２ 設定の範囲 

警戒区域の設定は、市民等の生活行動を制限するものであることから、被害の規模や拡大方向を考慮し、

的確に設定する。また、設定した警戒区域内について、どのような応急災害対策（立入制限若しくは禁止又

は退去）を行うか適切に判断し、混乱をきたさないように十分留意する。 

３ 警戒区域設定の伝達 

警戒区域の設定を行った者は、適切な方法で設定区域を明示すると同時に、必要な情報を設定区域の市民

等及び関係機関に伝達する。 

４ 解除とその伝達 

本部長は、対象区域の危険がなくなった場合には、実施した警戒区域設定等を解除する。 

総務班は、関係各班、関係機関と連携し、その旨避難所に避難している対象区域の避難者等に伝達する。 
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第３ 避難誘導 

１ 危険地域の避難誘導 

避難誘導は、災害の規模、状況に応じて安全な最寄りの避難所等まで行う。 

なお、避難は原則として徒歩とする。 

 

■避難誘導の対象、担当 

対    象 担    当 

市    民 
○ 消防本部班、消防団班、市民班、救護班、警察官等 

※在宅の避難行動要支援者は、自主防災組織等の協力により行う。 

教育施設、保育施設、 

福祉施設 

○ 施設管理者、教職員、施設職員、救護班、教育班等 

事 業 所 等 ○ 施設の防火管理者及び管理責任者等 

２ 避難者の携帯品等 

携帯品等は、円滑な避難行動に支障をおこさない最小限度のものとし、次を目安とする。 

■携帯品等の目安 

○ 家族の名札（住所、氏名、生年月日、血液型等を記載したもの） 

○ 食料、飲料水、タオル、常備薬、お薬手帳、救急医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ等 

○ 動きやすい服装、帽子（頭巾）、雨具類、必要に応じ防寒具等 

３ 避難行動要支援者の誘導 

避難行動要支援者の避難は、原則として個別避難計画に記載されている避難協力者や地域の自主防災組織

等が行うが、避難支援が困難な場合は、援護班が車両等を用いて輸送する。 

施設入所者は、施設管理者が車両等を用いて輸送する。総務班は、必要に応じて車両等の手配など支援を

行う。 

 

第４ 避難所の開設 

１ 避難所の開設 

避難所は、原則的に本部長が指定緊急避難場所（指定避難所）のうちから選定する。 

避難所の開設は、避難所派遣職員が施設管理者等の協力を得て実施する。緊急に避難所を開設する必要があ

るときは、施設管理者、勤務職員が実施する。 

また、本部長が開設しない場合であっても、災害の危険があると判断される場合は、状況に応じて応急的

に施設管理者、区長等が開設することができる。 

なお、災害救助法による避難所の供与は、福岡県地域防災計画等を参照する。 

※ 資料編 2-9 指定避難所（指定緊急避難場所）一覧表 

２ 避難所の追加指定 

総務班は、避難所の不足が生じた場合、立地条件や施設の安全性等を考慮した上で、広域避難場所や地域

運営避難所、その他被災者が自発的に避難している施設等を臨時に指定避難所として位置づけることができ

るものとする。 

また、市域の避難所では収容力が不足するときは、県又は近隣市町村へ避難所開設を要請する。 
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※ 資料編 2-8 広域避難場所一覧表 

３ 自主避難への対応 

住民自らの判断により自主避難を行う場合は、指定緊急避難場所の中から必要に応じて開設するものとす

る。また、地域住民が自主運営する自治公民館等の地域運営避難所の開設を推進する。 

４ 避難者の受け入れ 

避難所の開設時に、すでに避難者があるときは、とりあえず広いスペースに誘導する。その後、避難行動

要支援者とその他避難者のスペースを確保、決定し、それぞれ受け入れる。 

■避難者の受入れ事項 

○ 収容スペースへの案内 

○ 避難者の把握（居住地域、避難者数等） 

○ 災害情報等の収集及び本部への伝達 

５ 避難所内事務室の開設 

避難所内に事務室を開設し、看板等を掲げ、運営の拠点とする。 

なお、事務室には、避難者カード、事務用品等を事前に準備する。 

６ 避難所開設の報告 

避難所派遣職員は、避難所を開設したときは、総務班に報告を行う。 

総務班は、県に対し、次の報告を行う。 

■避難所開設の報告事項 

○ 避難所開設の日時及び場所 

○ 箇所数及び収容人数 

○ 開設予定期間 

○ 避難対象地区名（災害危険箇所名等） 

 

第５ 避難所の運営 

１ 運営担当 

避難所の運営は、災害初期では避難所派遣職員が担当する。 

ただし、避難所生活が長期化するとき避難所の運営は、自主防災組織、ボランティアの協力を得て、女性

や性的少数者等の多様な視点等に配慮しながら、避難者自身による自主運営の形態で行うように努める。 

２ 避難者カード・名簿の作成 

避難所派遣職員は、避難者カードを配り世帯単位に記入するよう指示する。 

避難者名簿は、集まった避難者カードを基にして作成し、保管するとともに、総務班に報告する。 

ただし、自主避難所では直接、避難者名簿に記入するよう指示する。 

３ 市、施設管理者の措置 

市は、避難所開設時には、あらかじめ定める指定緊急避難場所（指定避難所）に避難所派遣職員を配置し、

避難所運営を統括させるとともに、通信の確保等を行う。それ以外の避難所にあっては、施設管理者がその

任にあたる。 

■統括者の運営措置 

□ 統括者にみやまコミュニティ無線防災ラジオ、携帯電話等を携行させ、避難所との通信、広報手段
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を確保する。 

□ 統括者に避難者名簿、避難所運営記録、避難者ニーズ調査結果等を定時報告させ、関係各班、ボラ

ンティアセンターに対して、各避難所への支援活動、物品等の供給を要請する。 

□ 統括者は、避難所の管理体制を確立する。 

○ 避難者への開放区域、授乳室、避難所事務室等の設定 

○ 避難者名簿、避難所運営記録の作成 

○ 避難者の把握及び報告（特に、避難行動要支援者に注意し、病人や特別の介護を要する者がいる

ときは直ちに救護班に報告する。） 

○ 避難所自治組織の結成、運営方針、ルールづくりの支援 

○ 管内放送、情報等の掲示等 

○ 供給物資等の受領、保管 

○ 避難所における事業等への協力 

４ 教職員の協力 

教職員は、学校に避難所が開設された場合、原則として次の避難所運営業務に協力する。 

なお、この期間は７日以内を原則とし、避難所派遣職員にその運営を引き継ぐ。 

■教職員による運営協力（例） 

○ 施設等開放区域の明示 

○ 避難者誘導・避難者名簿の作成 

○ 情報連絡活動 

○ 食料・飲料水・毛布等の救援物資の保管及び配

給分配 

○ ボランティアの受入れ 

○ 炊き出しへの協力 

○ 避難所自治組織づくりの協力 

○ 重傷者への対応 

５ 居住区域の割り振りと班長の選出 

避難所派遣職員は、行政区ごとに居住区域を設定するよう努める。 

また、避難者に対し居住区域別に班長選出を促すとともに、班長に対し、次の事項への協力を要請する。 

■協力要請事項 

○ 市からの避難者への指示、伝達事項の周知      ○ 防疫活動等への協力 

○ 物資の配布活動等の補助              ○ 施設の保全管理 

○ 居住区域の避難者の要望・苦情等のとりまとめ 

６ 避難所の自主運営体制の確立 

区長、自主防災組織、住民等は、避難所派遣職員等に協力して、避難所自治組織を設立するとともに、避

難所自治組織の班長を選出し、班長の下で、主に次の事項について避難所運営をサポートする。 

■区長、自主防災組織、住民等の協力措置 

○ 運営方針、生活ルールの決定 

○ 食料、物資の配布、炊き出し協力 

○ 避難者への広報の伝達（呼びかけ、チラシの配

布等） 

○ 避難者のニーズ調査、統括者への報告 

○ ごみの管理、施設・トイレの清掃等 

○ 秩序の保持 

７ 食糧、生活物資の請求、受け取り、配分 

避難所派遣職員は、食糧、飲料水、生活物資等の必要量を市民班に請求する。物資等を受け取ったときは、

各居住区の班長等と協力し、避難者に配分する。 
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８ 避難所等の警備 

避難所派遣職員等は、避難所自主運営組織と連携して、避難所内及びその周辺の巡回を行い、避難者等の

安全を確保するとともにプライバシーを十分に確保できる間仕切りの工夫や、異性の視線が気にならない男

女別の更衣室などを設定する。 

総務班は、自主防災組織、防犯協会等に対し、避難所及び被災地における警備・防犯活動への協力要請と

広報を行う。 

９  感染症対策 

指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの

確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じる。 

１０運営記録の作成、報告 

避難所派遣職員は、避難所の運営について運営記録を作成し、１日１回、総務班へ報告する。 

傷病人の発生等、特別の事情のあるときは、必要に応じて報告する。 

１１ 広報 

総務班は、所管する避難所にて避難者への広報を行う。広報にあたっては、避難所運営組織、ボランティ

ア等と連携し、情報が避難者に正確に伝達されるような方法をとる。 

また、必要に応じて、手話通訳や外国語通訳等のボランティアを避難所に派遣するなど、避難行動要支援

者で情報の入手が困難な避難者に十分配慮した広報を行う。 

■避難所における広報の方法 

○ 災害広報紙の掲示、配布等 

○ 避難所運営組織による口頭伝達 

１２ 長期化への対応 

避難生活の長期化に備え、次のような対策を行う。 

■長期化への対策事項 

○ グループ分け 

○ 共同利用する器具、場所等に関する生活ルールの確立 

○ 冷暖房器具、洗濯機等の生活機材の確保 

○ 仮設トイレ、入浴施設、ごみ箱等の設置による良好な衛生状態の確保 

○ 間仕切り等による避難者のプライバシー保護等 

○ 男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮 

○ ボランティア等支援スタッフの確保 

○ 避難所のパトロール等 

○ 福祉避難所の開設の検討と災害時要援護者の移送・誘導等 

 

第６ 旅行者、滞在者の安全確保 

高速道路、鉄道等の交通機関の不通により、自力で帰宅することが困難な通勤者、通学者、旅行者等の滞

留者に対し、環境経済班は交通機関の管理者等と連携し、各種支援を行う。 

１ 安全確保と情報提供 

交通機関の管理者等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、利用者等を適切な場所へ誘導
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し、安全を確保する。 

また、交通機関の管理者等は、市、警察署等と連携し、被災状況や復旧の見通しなどの情報提供を行う。 

２ 施設等の提供 

滞留期間が長期に及ぶ見通しのとき、又は危険が予想されるときは、交通機関の管理者等と連携し、最寄

りの避難所等に滞留者を誘導する。 
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第 11節 避難行動要支援者対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 安全確保、安否確認 ● 

  救護班 

第２ 避難所での応急支援  

● 

 救護班 

第３ 福祉避難所等の確保、移送  

● 

 救護班 

第４ 避難行動要支援者への各種支援   

● 救護班 

第５ 福祉仮設住宅の供給   

● 建設班、救護班 

第６ 福祉仮設住宅での支援   

● 救護班 

第７ 外国人への情報伝達等   
● 総務班、市民班 

避難行動要支援者とは、高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人などの要配慮者のうち、災

害時に自ら避難することが困難な人であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人を

いう。 

 

第１ 安全確保、安否確認 

１ 安全確保 

救護班は、災害初期の緊急措置として、避難行動要支援者避難支援チームを設置し、自主防災組織、民生

委員・児童委員、福祉関係団体、消防団、社会福祉協議会等と連携し、それぞれ安全で適切な避難所等へ誘

導する。 

２ 安否確認 

救護班は、自主防災組織、民生委員・児童委員、福祉関係団体、消防団、社会福祉協議会等の協力を得て、

避難行動要支援者の安否確認を行う。 

安否確認は、避難行動要支援者名簿を基にし、次の方法で実施する。 

■安否確認の方法 

○ 自主防災組織の調査に基づく報告 

○ 民生委員・児童委員の調査に基づく報告 

○ 福祉関係団体等の調査に基づく報告 

○ 避難者名簿に基づく報告 

○ 保健福祉環境事務所その他関係機関の調査に基づく報告 

○ 身体障がい者（世帯）、生活保護世帯の一人暮らし世帯等に対し、市が名簿により直接確認する 

 

第２ 避難所での応急支援 

救護班は、避難所派遣職員等を通じて、避難所の避難行動要支援者への支援ニーズを把握し、次のような

支援を行う。 

■避難所の避難行動要支援者への支援内容 
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ケアサービスリストの作成 
○ 必要な介護・介助要員の種別、人数 

○ 必要な介助用具の種別、数量 

必要な設備等の確保・設置 

○ 踏み板等の設置による段差の解消 

○ 簡易ベッド 

○ パーティション（間仕切り） 

○ 車椅子、紙おむつ、障がい者用携帯トイレ等 

避難行動要支援者専用 

スペースの確保 

○ 少人数部屋への割り当て 

○ 冷暖房、トイレ等への配慮 

生活支援措置 
○ 適温食と高齢者、乳幼児、外国人、妊産婦等に配慮した食事の供給 

○ ホームヘルパー等の派遣、介護 

広報支援措置 
○ 掲示板の設置、手話通訳の派遣 

○ ボランティアによる個別情報伝達 

 

第３ 福祉避難所等の確保、移送 

１ 福祉避難所等の確保 

救護班は、避難行動要支援者が避難所や在宅で介護等が困難で必要と認めるときは、市内福祉施設等に緊

急受け入れを要請する。また、市内福祉施設等で受け入れが困難な場合は、福祉避難所等を確保する。 

※ 資料編 2-10 福祉避難所一覧表 

■福祉避難所の確保 

○ あらかじめ指定した福祉避難所の確保（原則として和室がある施設） 

○ 不足するときは、県と協議し、市外の社会福祉施設等へ特別受け入れ要請 

２ 福祉避難所等への移送 

救護班は、福祉避難所等が確保されたときは、福祉関係団体及びボランティア等の協力を得て、速やかに

避難行動要支援者を移送する。この際、避難行動要支援者の家族も、必要に応じて福祉避難所へ避難させる

ことができる。 

 

第４ 避難行動要支援者への各種支援 

救護班は、福祉関係団体、ボランティア等と連携し、在宅や避難所等の避難行動要支援者に対し、次のよ

うな支援を行う。 

■避難行動要支援者への支援内容 

○ 巡回健康相談チーム、巡回リハビリテーションチームによる健康診断等 

○ ケースワーカー、カウンセラー等の派遣による生活相談支援 

○ ホームヘルパー、ボランティアの派遣による生活介助支援 

○ チラシ、点字等による障がい者向けの広報活動等 

○ 保健師等によるケア 
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第５ 福祉仮設住宅の供給 

建設班は、救護班と連携し、県と協議のうえ必要と認めるときは、避難行動要支援者向けの福祉仮設住宅

を建設、供給する。建設、供給においては、次の点に留意する。 

■供給の留意点 

○ 避難行動要支援者のニーズに応じた住宅仕様の検討 

○ 避難行動要支援者の程度に応じた優先的な入居の配慮 

 

第６ 福祉仮設住宅での支援 

救護班は、南筑後保健福祉環境事務所及び福祉関係団体等の協力を得て、福祉仮設住宅において、次のよ

うな支援を行う。 

■福祉仮設住宅での支援内容 

○ 福祉仮設住宅の集会施設等へのスタッフ詰所の設置、運営 

○ 福祉仮設住宅の居住環境の向上 

○ 健康診断、心のケア対策の実施 

○ 全般的な生活相談、行政支援サービスの利用相談 

○ ホームヘルパーの派遣等 

 

第７ 外国人への情報伝達等 

市は、県と協力し、災害時に外国人が孤立しないよう必要な情報を収集し、提供を行う。 

１ 外国人への情報提供 

総務班は、ＦＭ放送局と連携し、多言語による緊急情報（避難指示等）の提供を行う。また、住民登録時

等を活用した防災情報の情報発信ツールの在留外国人への周知や、防災情報の伝達が困難な外国人に対する

取組の推進など、災害発生時における外国人の避難支援に努める。 

２ 外国人の支援 

市民班、国際交流協会は、県、警察署、ボランティア団体等と連携し、市内の外国人の被災情報の把握、

相談対応を行う。 

また、外国人及び関係者に県が実施する(財)福岡県国際交流センターでの外国人県民相談、インターネッ

ト、ＦＭ放送などによる多言語での情報提供メディアを広報する。 

さらに、外国人に対して適切な情報提供を行うため、必要に応じて県及び国際交流センターとの連携を図

り、外国語を話すことができるボランティアを確保する。 
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第 12節 生活救援活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 飲料水の確保、供給 ● 

  上下水道班 

第２ 食糧の確保、供給 ● 

  総務班 

第３ 炊き出しの実施、支援  

● 

 市民班、教育班 

第４ 生活物資の確保、供給 ● 

  総務班 

第５ 救援物資の受入れ等  

● 

 総務班 

第６ 物資の受入れ、仕分け等  

● 

 市民班 

 

第１ 飲料水の確保、供給 

上下水道班は、災害が発生し、水道施設の破損等により水の供給が停止した場合、飲料水を確保し、被災

者に対する給水を実施する。 

１ 水源の確保 

災害により水の供給が停止した場合、被害状況を把握するとともに、次の施設により応急給水のための水

源を確保する。 

※ 資料編 2-7 給水基地一覧表 

■確保する水源 

○ 配水場、水源地            ○ 民間の井戸           ○ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ飲料水 

２ 給水需要の調査 

災害により給水機能が停止したときは、断水地区の範囲、世帯数、人口、断水期間等を調査し、応急給水

の需要を把握する。 

■把握する内容 

○ 断水地区の範囲            ○ 避難所及び避難者数 

○ 断水地区の人口、世帯数        ○ 給水所の設置場所 

３ 給水活動の準備 

給水需要に基づき、次のように給水活動の準備を行う。 

■給水活動の準備事項 

活動計画作成 
○ 給水方法   ○ 給水量        ○ 資機材の準備 

○ 人員配置   ○ 広報の内容・方法   ○ 水質検査等 

給水目標 

（1人1日当たり） 

○ 飲料水の確保が困難なとき 3㍑（飲料水） 

○ 飲料水の確保が困難であるが搬送給

水できるとき 

14㍑（飲料水＋雑用水） 

※雑用水：洗面、食器洗い 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律に基づき知事が

20㍑（飲料水＋雑用水＋洗濯用水） 
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飲料水施設の使用停止を命じた場合 

○ 上記の場合が比較的長期にわたると

き必要の都度 

35㍑（飲料水＋雑用水＋洗濯用水＋入

浴用水） 

資機材などの確保 
○ 保有する車両及び資機材を使用する。 

○ 不足するときは業者から調達する。 

応援要請 

○ 市単独で飲料水の確保、給水活動等が困難なときは、福岡県南広域水道企業

団、近隣市町村及び保健福祉環境事務所に応援を要請する。 

○ それでも飲料水の確保が困難な場合は、自衛隊の災害派遣を要請する。 

４ 給水活動 

原則として避難所等に給水所を設置し、被災者への給水を行う。 

給水所では、避難所派遣職員等の協力を得て、市民が自ら持参した容器により給水を行う。容器が不足す

るときは、給水袋等を用意し、使用する。 

(1) 給水所への運搬 

飲料水等の給水所への運搬は、応援機関の協力を得て、水源地等から給水タンク車、給水容器等を使用し

て行う。 

※ 資料編 2-6 給水車及び給水タンク保有状況 

(2) 井戸の活用 

民間井戸等が利用できるときは、所有者に協力を要請し、使用する。 

なお、井戸は状況により浄水器、薬剤投入等による水質管理が必要であり、飲料水として不適切なときは、

生活用水として利用する。 

(3) 仮配水管等の設置 

水道施設の復旧に長期間要するときは、状況により仮配水管等の設置を行う。 

５ 広報 

被災の状況等必要に応じ、総務班と連携し、給水所の場所、給水の日時、方法等の広報を行う。 

 

第２ 食糧の確保、供給 

１ 食糧供給の対象者等 

食糧は、次の者を対象に、弁当、パン又は米飯の炊き出し等により供給する。また、乳幼児に対しては、

粉ミルク等を供給する。 

なお、災害救助法による食糧の供給等は、福岡県地域防災計画等を参照する。 

■供給対象者 

○ 避難指示等に基づき、避難所に収容された者 

○ 住家が被害を受け、炊事の不可能な者 

○ 食糧の供給機能が混乱し、通常の調達が不可能となった者 

○ 旅行者、市内通過者等で他に食糧を得る手段のない者 

○ 災害応急対策活動従事者（災害救助法の実費弁償の対象外である） 

２ 需要の把握 

総務班は、食糧の需要について、市民班からの情報を通じて把握する。 
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■需要の把握 

対 象 者 担 当 

○ 避難所 総務班 

○ 住宅残留者 総務班（自主防災組織等の協力による） 

○ 災害応急対策活動の従事者 総務班 

３ 食糧の調達 

(1) 業者からの調達 

総務班は、需要調査に基づき備蓄品だけでは不足すると判断したときは、食料品業者などから調達する。 

■供給品目 

○ 主食：炊き出し用米穀、乾パン、弁当、おにぎり、パン、育児用調製粉乳等 

○ 副食：即席めん、ハム・ソーセージ類、調理缶詰、漬物、味噌、醤油等 

○ その他：高齢者や乳幼児等災害時要援護者のニーズに配慮した食品 

 (2) 国の米穀等の調達 

本部長は、災害の発生に伴い炊き出し等の給食に必要なときは、米穀及び乾パンの供給を県に要請する。

米穀等の受領は、県知事の指示に基づき、福岡農政事務所又は倉庫の責任者から調達する。 

なお、手続きは、「災害時における乾パン及び乾燥米飯の取扱要領」、「政府所有米穀の販売要領」、 

「災害救助法が発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡に関する要領」による。 

■国の米穀等の調達要請 

○ 農林水産省農政局長を通じて、米穀届出事業者に米穀の売り渡しを要請 

○ 九州農政局福岡農政事務所に対し米穀及び乾パン等の調達を要請 

○ 九州農政局福岡農政事務所を通じて自衛隊保有の乾パン等の放出を要請 

４ 食糧の輸送 

(1) 食糧の輸送 

総務班は、原則として調達業者に供給先（避難所、炊き出し施設等）の指定地まで食糧の輸送を依頼する。 

なお、調達先は極力一括要請とする。 

食料品業者が輸送できない場合や、物資集積拠点に到着した食料については、総務班が輸送業者に要請し

て輸送する。市職員及び公有車両による輸送は原則として行わない。 

(2) 食糧の配分 

食糧は、原則として避難所で供給する。避難所派遣職員は、避難者、ボランティア等の協力をえて配布す

る。 

５ 食糧の保管 

調達した食糧の保管等が必要なときは、原則として物資集配拠点に保管する。 

 

第３ 炊き出しの実施、支援 

１ 炊き出しの実施 

市民班及び教育班は、必要に応じて自主防災組織等の協力を得て、炊き出しを行う。 

また、自主防災組織は、必要に応じて自ら炊き出しを行う。 

２ 炊き出しの方法 
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炊き出しの方法は、次のとおりである。 

■炊き出しの方法 

○ 炊き出し場所は、状況に応じて避難所となる学校の調理室、学校給食センター、公民館等を使用する。 

○ 不足する調理器具、燃料、食材等は業者から調達する。 

○ 状況に応じて自衛隊、ボランティア等に協力を要請する。 

○ 炊き出し場所には消毒設備を設けて、衛生管理に注意する。 

 

第４ 生活物資の確保、供給 

１ 生活物資供給の対象者等 

生活物資供給の対象者、品目は、次のとおりである。 

なお、災害救助法による生活物資の供給等は、福岡県地域防災計画等を参照する。 

■供給対象者 

○ 避難指示等に基づき、避難所に収容された者 

○ 住家が被害を受け、日常生活に大きな支障をきたしている者 

○ 生活物資の供給機能が混乱し、通常の調達が不可能となった者 

○ 災害応急対策活動従事者（災害救助法の実費弁償の対象外である） 

■供給品目 

○ 寝具（毛布、布団等） 

○ 被服 

○ 炊事道具（鍋、炊飯用具、包丁等） 

○ 食器（茶碗、皿、はし等） 

○ 保育用品（ミルク、紙おむつ、ほ乳びん等） 

○ 光熱材料（マッチ、ロウソク、簡易コンロ等） 

○ 日用品（石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ、歯磨等） 

○ 生理用品 

○ その他 

２ 需要の把握 

総務班は、生活物資の需要について、食糧と同様に、市民班からの情報を通じて把握する。 

３ 生活必需品の調達 

総務班は、販売業者に生活必需品を発注する。なお、業者だけでは不足するときは、県、日本赤十字社福

岡県支部又は県内市町村に対して物資の供給を要請する。 

４ 生活物資の輸送 

(1) 生活物資の輸送 

総務班は、原則として調達業者に避難所等の指定地まで生活物資の輸送を依頼する。 

業者の輸送が困難なときは、総務班が市有車両を利用し、又は輸送業者に要請して輸送する。 

 

(2) 生活物資の分配 

生活物資は、原則として避難所で供給する。避難所派遣職員は、避難者（班長）、ボランティア等の協力
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をえて配布する。 

５ 生活物資の保管 

調達した生活物資の仕分け、保管等が必要なときは、原則として物資集配拠点で行う。 

 

第５ 救援物資の受入れ等 

総務班は、県と連携し、救援物資の受入れを希望する品目をとりまとめ、報道機関等を通して公表する。 

１ 受入れ 

受入場所は、あらかじめ指定する物資集配拠点とする。 

物資提供の申し出に対し、次のことを確認のうえ受入れる。また、受入れに際しては、物資の仕分けに手

間がかからないよう留意する。 

■供給対象者への確認事項 

○ 品目、数量                 ○ 輸送ルート 

○ 輸送手段                  ○ 到着予定日時 

２ 受入れ・仕分け 

救援物資は、物資集配拠点で受け入れ、ボランティア等と協力して、仕分け、保管する。 

受入れ・輸送する物資については、物資リスト（品目・数量、物資の提供者、受入れ日時等）を確認する。 

 

第６ 物資の受入れ、仕分け等 

１ 物資の保管、仕分け、在庫管理 

市民班は、物資集配拠点を設置したときは、ボランティア等の協力を得て、調達又は救援物資の受け取り、

仕分け、在庫管理を行う。 

２ 物資の配布方法 

物資の配布方法は、必要に応じて本部会議で協議のうえ決定する。 
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第 13節 住宅対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 空屋住宅への対応   

● 建設班 

第２ 空き家住宅の活用   

● 建設班 

第２ 応急仮設住宅の建設等   

● 建設班、総務班、救護班 

第３ 応急仮設住宅の入居者選定   

● 建設班、総務班、救護班 

第４ 被災住宅の応急修理   

● 建設班 

 

第１ 空き家住宅への対応 

建設班は、住宅を失った被災者に対し、被災者相談窓口等へ市営住宅等の空き家情報を提供し、相談に対

応する。 

■空き家住宅の募集 

市 市営住宅・県営住宅等の公的住宅 

提供する事業主体 民間アパート等賃貸住宅 

 

第２ 空き家住宅の活用 

１ 県及び市は、以下の住宅等について、空き家情報の提供、相談に対応するものとする。 

（１）公的住宅 

県営住宅のほか、県内各市町村、全国の都道府県、住宅供給公社、都市再生機構、高齢・障がい・求職者

支援機構等の所有する空き家。 

（２）既存住宅ストックの活用 

既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを基本とし、相談体制の整備、修理業

者の周知等の支援による応急修理の推進、公営住宅等の既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供

により、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストックが存

在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとす

る。なお、応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するものとする。 

（３）企業社宅、保養所等 

募集は、市及び空き家提供事業主体が行うものとする。 

 

第 3 応急仮設住宅の建設等 

県は、災害救助法が適用された場合は、応急仮設住宅を建設する。また、知事により救助事務を行うこと

とされた場合、又は知事の実施を待つことができない場合は市長が行う。 

災害救助法が適用されない場合で、多数の住家被害が発生した場合は、災害救助法に準じて市が応急仮設
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住宅を建設する。ただし、小規模な災害で住家を失った被災者が発生した場合は、状況に応じて市営住宅、

公民館等の既存施設を応急仮設住宅として提供する。 

１ 需要の把握 

建設班は、総務班、救護班と連携し、被害調査の結果から応急仮設住宅の概数を把握する。 

また、被災者相談窓口又は避難所にて、仮設住宅入居の申し込みを受け付ける。 

２ 用地の確保 

建設班は、応急仮設住宅の建設用地として、安全性やライフライン、交通、教育等の利便性を考慮し、原

則として公有地を優先し、確保する。 

３ 応急仮設住宅の建設 

建設班は、応急仮設住宅の建築基準に基づいて応急仮設住宅を設計し、原則として市の工事指名登録業者

の中から指名し、請負工事にて建設する。 

なお、入居希望者の世帯構成や高齢者、障がい者向けの仕様を考慮する。 

４ 福祉仮設住宅の設置 

災害救助法が適用されたときは、福祉仮設住宅として、高齢者等であり日常の生活上特別な配慮を要する

者を数人以上収容し、老人居宅介護などの事業等に利用できる施設を設置することができる。 

５ 集会所の設置 

災害救助法の適用時に、応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置したとき

は、居住者の集会等に利用するための施設を設置することができる。 

６ 応急仮設住宅の管理 

建設班は、応急仮設住宅の管理を行う。 

 

第 4 応急仮設住宅の入居者選定 

１ 入居の資格基準 

応急仮設住宅の入居対象者は、次のすべての条件に該当する者とする。 

 

■対象者 

○ 住家が全焼、全壊又は流失した者 

○ 居住する住家がない者 

○ 自らの資力をもっては、住宅を確保することのできない者 

※ 被災地における住民登録の有無は問わない 

２ 入居者の選定 

建設班は、総務班、救護班と連携し、入居希望者の状況を把握し、入居者の選定方法（基準等）に関して

選考委員会等を組織し、その選定を行う。 

県が建設した応急仮設住宅の場合は、その入居者選定に協力する。 

 

第５ 被災住宅の応急修理 

建設班は、災害救助法が適用されない場合で、必要と認めるときは、居室、炊事場、便所などの日常生活
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に欠くことのできない部分について、必要最小限度の応急修理を行う。 

なお、災害救助法による被災住宅の応急修理及び住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、福岡

県地域防災計画等を参照する。 

※ 資料編 5-5 福岡県災害救助法施行細則 別表２ 

１ 応急修理の実施対象者 

応急修理の実施対象者は、次のすべての条件に該当する者とする。 

■対象者 

○ 住家が半壊、半焼などの被害を受け、当面の日常生活を営むことができない状態にある者 

○ 自らの資力では、住家の修理ができない者 

２ 応急修理 

応急修理は、居室、炊事場、便所などの日常生活に欠くことのできない部分について、必要最小限度の部

分を実施する。 

建築業者の不足や、建築資機材の調達が困難であるときは、県に対し可能な限り次の事項を示して斡旋、

調達を依頼する。 

 

■県への斡旋依頼時の連絡事項 

○ 被害戸数（半焼・半壊）           ○ 派遣を必要とする建築業者数 

○ 修理を必要とする戸数            ○ 連絡責任者 

○ 調達を必要とする資機材の品目及び数量    ○ その他参考となる事項 

 

３ 災害により住宅に被害を受けた被災者への相談窓口の設置 

県は、「災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書」に基づき、住宅金融公庫福岡支店と協

議して相談窓口を設置し、災害により被害を受けた被災者に対して、住宅に関する相談等の対応を行う。 

市は、県と連携し、被災者に適切な相談窓口を設置する。 



 154 

第 14節 防疫・清掃活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 食品の衛生対策  

● 

 衛生班 

第２ 防疫活動  

● 

 衛生班、救護班 

第３ 有害物質の漏洩等防止 ● 

  衛生班 

第４ し尿の処理 ● 

  衛生班 

第５ 清 掃  

● 

 衛生班 

第６ 障害物の除去 ● 

  建設班、環境経済班 

第７ 動物の保護、収容  

● 

 環境経済班、衛生班 

 

第１ 食品の衛生対策 

衛生班は、南筑後保健福祉環境事務所と協力して、災害時の食品衛生に関する広報等を行い、食中毒の未

然防止に努める。特に梅雨期や夏期等は広報を強化する。 

 

 

第２ 防疫活動 

１ 疫学調査・健康診断 

感染症患者の発生状況を的確に把握し、患者、保菌者の早期発見に努め、患者の隔離収容など適切な予防

を講じるため、救護班は南筑後保健福祉環境事務所が実施する疫学調査に協力する。 

調査の結果、感染症等の発生のおそれがある場合は、避難所等において南筑後保健福祉環境事務所が行う

健康診断に協力する。 

感染症患者又は病原体保有者が発生したときは、医師会等と連携し、保健福祉環境事務所の行う必要な措

置について協力する。 

２ 被災地の防疫 

衛生班及び救護班は、医師会等と連携し、保健福祉環境事務所の指導又は指示により、感染症の予防、環

境の悪化を防止するため迅速かつ的確な防疫活動を行う。 

■災害防疫活動 

○ 予防教育及び広報活動の強化       ○ 生活用水の使用制限及び供給等 

○ 消毒方法の施行             ○ 避難所の衛生管理及び防疫指導 

○ ねずみ族昆虫等の駆除          ○ 臨時予防接種の実施 

 (1)防疫チームの編成 

防疫活動を行うために防疫チームを編成する。不足するときは、保健福祉環境事務所に応援要請を行う。 

■防疫チーム編成 
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担 当 １チームの構成人員 

衛生班 衛生技術者1名，作業員2～3名，事務1名 

  

(2) 防疫用薬剤・資機材の確保 

災害初期の防疫活動では、業者からの調達や市が保有する薬剤・資機材を使用する。不足するときは、県

や薬剤師会等に協力を要請する。 

(3) 作業の実施 

災害により感染症が発生し、又は発生のおそれがある地域において消毒等を行う。 

消毒範囲が広範囲に及ぶときは、状況に応じて自主防災組織や市民の協力を得て、防疫活動を実施する。 

３ 避難所における衛生管理 

衛生班及び救護班は、避難所派遣職員、避難所自主運営組織、ボランティア等と協力して、感染症の早期

発見に努めるとともに、避難所の衛生管理を行うよう指導する。 

■避難所の衛生指導 

○ トイレの清掃・消毒             ○ 手洗い、うがい等の励行 

○ 避難所居住スペースの清掃          ○ 食品の衛生管理 

○ ごみ置き場の清掃・消毒 

 

第３ 有害物資の漏洩等防止 

工場・事業所等の関係者は、有害物質の漏出等が生じた場合には、市、県、関係機関に報告するとともに、

有害物質の漏出等に対し適切に対応する。 

衛生班は、災害による工場等からの有害物質の漏出や廃棄物処理に伴う大気汚染等を防止するため、有害

物質の漏出等を把握した場合には、県へ報告する。 

 

第４ し尿の処理 

１ 仮設トイレの設置 

衛生班は、必要に応じて避難所等に仮設トイレを設置する。 

仮設トイレは、リース会社等から調達するが、調達できないときは、他市町村、県に要請する。 

２ し尿の処理 

衛生班は、みやま市バイオマスセンターと連携し、収集・処理の体制を確立し貯留したし尿の収集・処理

計画を策定する。 

し尿の収集は、許可業者に協力を要請し、「みやま市バイオマスセンター」において処理する。 

激甚な災害のためし尿の収集が遅滞する場合は、市民に対し、隣近所での協力を呼びかける。 

※ 資料編 2-21 生ごみ・し尿処理施設一覧表 

■留意点 

○ 仮設トイレの機種選定にあたっては、高齢者、障がい者等に配慮したものであって、くみ取り回数

が軽減できるタイプを優先的に設置する。 

○ 仮設トイレの管理にあたっては、必要な消毒剤等を確保し、十分な衛生上の配慮をする。 

○ 浸水地域等の悪条件の地域や避難所、仮設トイレ等の重要度、使用頻度の高い施設のし尿を優先的
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に収集する。 

○ 被害状況、避難所の開設状況、被災住民のし尿の排出量を考慮し、仮設トイレを設置する。 

○ し尿処理量の算出基準   要総処理量（㌔㍑）＝（全壊＋半壊＋床上浸水）戸数×75㍑ 

 

第５ 清 掃 

災害により大量の廃棄物やごみが発生した場合に、衛生班は迅速かつ適正な処理を行う。 

１ ごみの処理 

衛生班は、災害により一時的に大量に発生した生活ごみ及び粗大ごみの処理体制を確立し、ごみの収集・

処理計画を策定する。 

ごみの収集は、委託業者に協力を要請するとともに、必要に応じて市職員が行い、ごみ処理場で焼却又は

埋め立てにより処理する。 

市で対応出来ない場合は、近隣市町村等の応援を得て実施し、これによっても対応できない場合は、県へ

応援を要請する。 

なお、収集・処理にあたっては、次の点に留意する。 

※ 資料編 2-20 ゴミ焼却施設一覧表 

 

■留意点 

□ 市民へごみ収集に関する広報を行い、ルールを守るよう協力を呼びかける。 

○ ごみ処理方針の周知 

○ ごみ量の削減、分別への協力 

□ 生ごみ等腐敗しやすいごみは、早急に処理する。 

□ 世帯および避難所から発生する可燃ごみを優先的に処理する。 

□ 粗大ごみや資源物回収については、状況によっては一時的に中止する。 

□ 通常同様にごみの分別を徹底し、個別に収集し、リサイクルの方針にあわせた処理を行う。 

□ 処理量を上回るごみが発生した場所では、ごみの仮置場を指定する。 

□ 破砕が必要なごみを処理する重機の確保や仮置場への不法投棄の監視体制を確立する。 

□ 避難所では、一般のごみと同様に分別を行うようにする。 

２ がれきの処理 

(1) がれき処理の対象 

損壊家屋等の多量のがれきは、原則として所有者の責任において指定場所へ搬出する。 

ただし、被災者自ら搬出することが困難なときや道路等に散在し緊急に処理する必要があるとは、衛生班

が処理を行う。 

(2) 実施体制 

市のみでがれきの処理が困難なときは、民間業者、他市町村の応援を得るとともに、県を通じて広域的な

支援体制を確立する。 

(3) 処理方法 

がれきの処理方法は、次のとおりである。 

■がれき処理の方法 
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○ 障害物や全壊・大規模半壊建物数等の情報を収集し、がれき処理の必要性を把握し、県に連絡する。 

○ 計画的な処理のため、木くず、コンクリート等材質別の全体発生量と処理量を把握する。 

○ 原則として発生場所でがれきの分別を行う。 

○ 木くずは、処理を委託する。 

○ コンクリート等は、選別して再生処理業者又は最終処分場に運搬し、処理する。 

○ 適切な分別に、再利用・再資源化を進め、適切な方法で処理する。 

○ 必要に応じ、事前に災害廃棄物処理等実施計画で定めた候補地から選定し,仮置場を開設する。 

○ がれき処理では大気汚染など環境対策に配慮し、関係業者等に処理処分基準の遵守を指導する。 

○ アスベスト等有害な廃棄物については、汚染物質の発生を防ぎ、適正な処理対策を行う。 

 

(4) 住民等への広報 

住民等に対し、がれき処理を円滑に推進するため、適切な広報活動を行う。 

■がれき処理の広報活動 

○ がれきの処理方針の周知 

○ がれきの分別への協力要請 

○ 仮置場の周知 

○ 最終処分場、仮置場への直接搬入の依頼 

 

第６ 障害物の除去 

１ 除去の対象 

災害時における障害物除去の対象は、概ね次のとおりとする。 

■障害物除去の対象 

○ 住民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

○ 河川はん濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動の実施のため除去を必要とする場合 

○ 緊急な応急措置の実施のための除去を必要とする場合 

○ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

■建物関係の障害物除去の条件 

○ 当面の日常生活が営み得ない状態にあること 

○ 日常の生活に欠くことのできない場所に運びこまれていること 

○ 自らの資力では障害物を除去できないものであること 

○ 住家が半壊又は床上浸水したものであること 

○ 応急措置の支障となるもので、緊急を要すること 

なお、災害救助法による障害物の除去の詳細は、福岡県地域防災計画等を参照。 

２ 除去の方法 

市は、市所有の資機材を用いて又は建設事業者（災害協定締結者）等に応援を要請して障害物を除去する。 

なお、他の所有者の敷地内で作業を行う必要があるときは、可能な限り所有者の同意を得る。 

除去した障害物は、仮置場に集積し、廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区分する。 

３ 除去の実施 
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市は、山(がけ)崩れ、土石流、浸水等によって、住家又は周辺に運ばれた障害物の除去を行う。 

道路、河川、港湾等の管理者は、道路、河川、港湾等にある障害物の除去は、それぞれが行う。 

市は、市管理外の道路、河川、港湾等については、当該施設管理者へ障害物の除去について連絡する。た

だし、市管理外であっても、交通、日常生活に著しい障害がある場合は、緊急的に障害物を除去する。 

市で対応出来ない場合は、近隣市町村等の応援を得て実施し、これによっても対応できない場合は、県へ

応援を要請する。 

 

■障害物の除去実施者 

障害物 担 当 

住家又は周辺に運ばれた障害物 建設班、施設管理者 

道路にある障害物 建設班、施設管理者 

河川、水路、漁港・港湾等にある障害物 建設班、施設管理者 

４ 除去した障害物の集積場所 

除去した障害物は、仮置場に集積し、廃棄すべきものと保管すべきものとを明確に区分する。 

■留意事項 

○ 再び人命、財産に被害を与えない安全な場所を選定する。 

○ 道路交通の障害とならない場所を選定する。 

○ 盗難の危険のない場所を選定する。 

○ 工作物等を保管した場合は、保管を始めた日から14日間、工作物名その他必要事項を公示する。 

 

第７ 動物の保護、収容 

１ 死亡獣畜の処理 

環境経済班は、保健福祉環境事務所の指導により、死亡した家畜、家きん等を処理する。処理できないと

きは、保健福祉環境事務所の指導により適切な措置をとる。 

２ 愛玩動物への対応 

大規模災害に伴い、飼い主不明の動物や負傷動物が多数生じるとともに、避難所における動物同伴者等の

問題も生じることが予想される。 

衛生班は、動物愛護の観点から、これら動物の保護や適正な飼育に関し、保健福祉環境事務所、獣医師会

等関係団体及び動物愛護団体等と協力し、愛玩動物の収容対策を行う。 

なお、獣医師会に対しては「災害時における動物救護活動の協定書」に基づき、協力を要請する。 

(1)被災した負傷動物への応急手当に関すること 

(2)被災動物の保護及び管理に関すること 

飼い主のわからない負傷又は逃げ出したペット等を保護する。 

危険動物が逃亡したときは、人的危害を防止するため、飼養者、警察署等と連携し、必要な措置を講ずる。 

(3)被災動物に関する情報提供に関すること 

(4)施設、設備及び物資の供給その他必要な災害応急業務に関すること 

(5) ペット同伴避難所の設置 

ペットが飼い主とともに避難できるペット同伴避難所を旧山川南部小学校及び旧岩田小学校に設置する。
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なお、ペットの飼い主へ、「ペット避難の手引き」に基づき、避難に必要な用具等について事前準備を周知

する。 

■県の愛玩動物支援 

○ 各地域の被害状況、避難所での動物の飼育状況の把握及び資材の提供、獣医師の派遣等市への支援 

○ 避難場所から保護施設への動物の受け入れ及び譲渡等の調整 

○ 他都道府県、他市町村への連絡調整及び要請 
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第 15節 遺体の処理・埋葬 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 遺体の捜索 ● 

  消防本部班、消防団班 

第２ 遺体の処理、検案 ● 

  救護班 

第３ 納棺用品等の確保と遺体の収容、安置 ● 

  衛生班 

第４ 遺体の埋葬  

● 

 市民班、衛生班 

 

第１ 遺体の捜索 

１ 遺体の捜索 

救出作業あるいは捜索中、遺体を発見したときは、医師による診断を行うとともに、警察署（警察官）に

届出る。 

なお、災害救助法による遺体の捜索の詳細は、福岡県地域防災計画等を参照する。 

２ 漂着遺体の取り扱い 

漂着遺体は、次のように取り扱う。 

■漂着遺体の取り扱い方法 

○ 遺体の身元が判明しているときは、その遺族又は被災地の市町村に引き渡す。 

○ 遺体の身元が判明しないときは、市が行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づき処理する。 

 

第２ 遺体の処理、検案 

１ 遺体の見分・検視 

警察は、遺体を発見したとき、又は遺体がある旨の届出を受けたときは、遺体取扱規則に基づく遺体の見

分・検視を行った後、遺族に引き渡す。 

遺体の引取人がないとき、又は身元不明の遺体は、戸籍法第92条第1項に規定する検視調書（遺体見分調

書）を添えて市長に引き渡す。 

２ 遺体の処理 

市に引き渡された遺体は、医師による検案等の処理を行う。救護班は、医師会等に対し、遺体の処理を要

請する。 

なお、災害救助法による遺体の処理の詳細は、福岡県地域防災計画等を参照する。 

■遺体の処理 

○ 遺体識別のための洗浄、縫合、消毒等の処置 

○ 遺体の一時保存（存元が識別されない遺体又は短期日の間に埋葬することが困難な場合には、その

まま一時保存する。） 

○ 検案（遺体の死因その他医学的検査） 
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第３ 納棺用品等の確保と遺体の収容、安置 

１ 納棺用品等の確保 

衛生班は、葬儀業者に対し、納棺用品、ドライアイス等の供給及び遺体の納棺を要請する。 

２ 身元の確認 

衛生班は、行方不明者名簿の確認とともに、警察署と協力して身元不明者の特徴等をまとめ、問い合わせ

等に対応する。 

遺族等の引取人があるときは、遺体を引き渡す。 

３ 遺体の収容、安置 

衛生班は、処理を終えた遺体について、身元識別のため相当時間を必要とし、又は死亡者が多数のため短

時日に埋葬できない場合は、遺体安置所へ搬送し、一時安置する。 

■遺体安置所の場所 

○ 被災地に近い寺院等に設置する。 

○ 適当な施設が確保できないときは、避難所等へ設置する。 

 

第４ 遺体の埋葬 

１ 埋火葬許可書 

市民班は、市庁舎窓口で遺体の埋火葬許可書を発行する。 

２ 埋葬の実施 

衛生班は、遺族等が遺体の埋葬を行うことが困難なとき、又は遺族がいないときは、次のように遺体の埋

葬を行う。 

なお、災害救助法による遺体の埋葬の詳細は、福岡県地域防災計画等を参照する。 

※ 資料編 2-19 近隣火葬場一覧表 

■埋葬方法 

○ 遺体は火葬場で火葬するが、多数で火葬できないときは、近隣市町村等に協力を要請する。 

○ 引取人のない遺骨は、当分の間遺留品とともに保管する。 

○ 外国人等の埋葬者の風俗、習慣、宗教等に配慮する。 
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第 16節 文教対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 幼稚園児､児童､生徒の安全確保､安否確認 ● 

  教育班、消防本部班、消防団班 

第２ 応急教育   

● 教育班 

第３ 保育所児童の安全確保、安否確認 ● 

  救護班、消防本部班、消防団班 

第４ 応急保育   

● 救護班 

第５ 文化財対策  

● 

 教育班、施設管理者 

 

第１ 幼稚園児、児童、生徒の安全確保、安否確認 

１ 安全の確保 

園長、学校長は、学校の立地条件等を考慮し、災害時の応急対策計画を樹立するとともに、日頃から施設・

設備の管理及び点検・整備、防災教育の実施、情報連絡体制の整備、ＰＴＡ、地域との協力体制づくりに努

めるとともに、園児、児童、生徒の安全を確保する。 

また、常に気象状況等に注意し、災害発生のおそれがある場合は、教職員と協力し、応急教育体制を備え

て、次の措置を行う。 

■事前準備 

○ 幼稚園・学校行事、会議、出張等を中止するとともに、状況に応じて市教育委員会に連絡のうえ、

臨時休校等の適切な措置をとる。 

○ 園児、児童、生徒の避難訓練、災害時の事前指導及び事後処理、保護者との連絡及び引き渡し方法

等を確認する。 

○ 市教育委員会、警察署・交番、消防署等関係機関との連絡網を確認すること。 

○ 勤務時間以外においては、学校長は所属職員の所在を確認し非常招集の方法を定め、職員に周知さ

せておく。 

２ 下校時の危険防止 

園長、学校長は、下校途中における危険を防止するため、園児、児童、生徒に必要な注意をする。気象等

の状況によっては、通学区域ごとの集団下校、教職員による引率等の措置をとる。 

３ 保護者への引渡し、保護 

園長、学校長は、園児、児童、生徒を帰宅、下校させることが危険なときは、幼稚園、学校で保護者に引

き渡す。保護者の迎えがないときは、幼稚園、学校で保護する。 

４ 安否の確認 

教育班は、災害が発生したときは、園長、学校長を通じて園児、児童、生徒、教職員の安否の確認を行う。 

また、園児、児童、生徒が市外へ疎開したときは、保護者からの届け出、教職員による訪問等により連絡

先名簿を作成する。これにより疎開先に対する照会や園児、児童、生徒への連絡を行う。 
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第２ 応急教育 

１ 施設、職員等の確保 

(1) 場所の確保 

園長、学校長は、施設の被害を調査し、教育班と連携し、応急教育の場所を確保する。 

■応急教育の予定場所 

災 害 の 程 度 応 急 教 育 の 予 定 場 所 等 

施設の一部が被害を受けたとき 
○ 被害を免れた施設（特別教室、体育館等） 

○ 二部授業の実施 

施設の全部が被害を受けたとき ○ 公民館等の公共施設や近隣の幼稚園、学校 

特定の地域について、大きな被害を受

けたとき 

○ 被災地外の最寄の幼稚園、学校、公共施設 

○ 応急仮設校舎の設置 

 (2) 応急教育の準備 

園長、学校長は、臨時の学級編成を行うなど授業再開に努め、速やかに園児、児童、生徒及び保護者に周

知する。 

(3) 教職員の応援 

教育班は、教職員の不足により応急教育の実施に支障があるときは、県教育委員会等と連携し、教職員の

応援等必要な措置を講ずる。 

２ 避難所開設への協力 

避難所に指定されている施設の管理者及び職員等は、総務班から避難所開設の連絡を受けた場合は、避難

所を開放し、避難者を体育館等へ案内する。また、避難所派遣職員等と連携して避難所の運営に協力する。 

３ 応急教育の内容 

応急教育における教育、指導の内容は、おおむね次のとおりとする。 

 

■応急教育の内容 

学習に関する

教育内容 

○ 教具、資料を必要とするものは、なるべく避ける。 

○ 健康指導、生活指導、安全教育に直接、間接に関係する科目、例えば体育や理科の

衛生等を主として指導する。 

健康・衛生に

関する指導 

○ 飲み水、食物、手洗等の飲食関係の衛生指導 

○ 衣類、寝具の衛生指導 

○ 住居、便所等の衛生指導 

○ 入浴等身体の衛生指導 

生活指導 

○ 児童、生徒相互の助け合いや協力の精神を育て、災害時の集団生活を指導する。 

○ 児童、生徒のそれぞれの発達段階に応じて事態の認識と復興の意欲を持たせる。 

○ 専門家と連携し、園児、児童、生徒の心のケア対策を行う。 

４ 学用品の調達及び給与 

教育班は、災害により住家に被害を受け、学用品をそう失又はき損し、就学上支障ある児童、生徒に対し、

被害の実情に応じて教科書（教材も含む）、文房具及び通学用品を調達し、支給する。 

なお、災害救助法による学用品の給与の詳細は、福岡県地域防災計画等を参照。 
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５ 学校給食の措置 

教育班は、給食施設・設備、物資等に被害があったときは、給食実施の可否について決定する。 

 

■学校給食の留意事項 

○ 被害があってもできうる限り継続実施するように努める。 

○ 給食施設等が被害のため実施困難な場合は、応急措置を施し、速やかに実施できるよう努める。 

○ 避難所として使用されている学校については、学校給食と被災者への炊き出しとの調整に留意する。 

○ 感染症・食中毒の発生のおそれがあるため、衛生管理については特に留意する。 

 

第３ 保育所児童の安全確保、安否確認 

１ 安全の確保 

保育所長は、風雨等が強くなるおそれがあるときは、気象情報に注意するとともに、災害が発生したとき

は、保育所児童の安全を確保する。 

また、事故等により保育所にガスの漏出、火災等の危険があるときは、消防本部班、消防団班等と連携の

うえ、保育所児童を安全な場所に避難誘導する。 

２ 園児の保護 

保育所長は、保護者の迎えがないときは、保育所児童を保育所にて保護する。 

３ 安否の確認 

救護班は、災害が発生したときは、保育所長を通じて保育所児童・職員の安否確認を行うとともに、保護

者の安否情報の把握に努める。 

 

第４ 応急保育 

救護班は、保育所長を通じて保育施設の被害状況を把握し、復旧に努める。既存施設で保育ができないと

きは、臨時的な場所を確保する。災害により緊急に保育が必要なときは、保育措置の手続きを省き、一時的

保育に努める。 

 

第５ 文化財対策 

教育班は、所有者（管理責任者）から文化財に被害が発生したとの報告があったときは、県教育委員会へ

報告し、必要な措置を講ずる。 
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第 17節 公共施設等の応急対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 上水道施設 ● 

  上下水道班 

第２ 下水道施設 ● 

  上下水道班 

第３ 電気施設 ● 

  九州電力 

第４ 通信施設 ● 

  電話各社 

第５ 道路施設 ● 

  建設班、環境経済班、関係機関 

第６ 河川、水路  ● 

  河川管理者、建設班、関係機関 

第７ 漁港・港湾・海岸 ● 

  環境経済班、関係機関 

第８ 鉄道施設  ● 

  JR九州、西鉄、建設班、関係機関 

第９ その他の公共施設 ● 

  各施設管理者 

 

第１ 上水道施設 

上下水道班は、所管する水道施設等が被災し、機能停止したときは、速やかに応急復旧対策を行い、給水、

配水機能の維持を行う。 

１ 応急対策 

水源地、配水設備、配水管等の被害状況を調査し、次のような応急対策を行う。 

■応急対策 

○ 配水管の破損・漏水を確認したときは、バルブ操作により断水し、飲料水を確保する。 

○ 配水管などの被害のない地区に対し、必要最小限に給水を制限する。 

○ 取水から給水栓に至るまでの水質監視を強化する。 

２ 復旧対策 

市民に対し、破損箇所、注意事項、復旧作業の状況を広報するとともに、必要に応じ指定工事業者、他市

町村の水道事業者等の協力をえて、復旧対策を行う。 

■復旧対策 

○ 施設復旧は、配水施設、給水装置の順で行う。 

○ 配管の復旧は、送水管、配水管の順で行い、破裂折損を優先する。 

○ 配水管路は、水源地から給水拠点までの配水管、病院、学校等を優先する。 

○ 給水装置は、配水管の通水機能に支障を及ぼすもの、主要道路で発生した路上漏水、建築物その他

の施設に大きな被害を及ぼすおそれのあるものを優先する。 
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第２ 下水道施設 

上下水道班は、下水道施設等が被災し機能停止したときは、速やかに応急復旧対策を行う。 

１ 応急対策 

汚水管渠、汚水処理施設の被害状況を調査し、応急対策を行う。 

■応急対策 

○ 管渠は、汚水の疎通に支障のないよう迅速に応急措置を講じるとともに、本復旧の方針を立てる。 

○ ポンプ場、処理場等が停電したときは、直ちに非常用発電装置に切り替える。 

○ 汚水処理施設が破損し、漏水が生じたときは、土のう等による漏水の阻止を図り、破損箇所の応急

修理を行う。 

○ 多量の塵芥等による管渠の閉塞又は流下が阻害されないよう、マンホール等に流入防止等の応急措

置を行う。 

２ 復旧対策 

市民に対し、破損箇所、注意事項、復旧作業の状況及び排水禁止区域等を広報するとともに、必要に応じ

て民間工事業者、他市町村の下水道事業者の協力をえて、復旧対策を行う。 

※ 資料編 2-22 下水処理施設一覧表 

 

第３ 電気施設 

九州電力株式会社は、災害により電気の供給が停止し、又は停止するおそれがあるときは、防災業務計画

に基づき、応急復旧対策を行う。 

１ 応急対策 

社内に災害対策の組織を設置し、被害状況を調査し、応急対策活動にあたる。 

２ 復旧対策 

市民に対し、電線等による感電防止、被害状況、復旧の見通しを広報するとともに、復旧計画を策定し、

復旧にあたる。 

■復旧計画 

○ 復旧応援班の必要の有無及び復旧作業班の配置状況 

○ 復旧資機材の調達 

○ 復旧内容（水力・火力発電所、送電設備、変電設備、配電設備、通信設備） 

○ 復旧作業の日程及び完了見込 

○ 宿泊施設、食糧、衛生対策の手配等 

 

第４ 通信施設 

西日本電信電話(株)、NTT ドコモ(株)、NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)、KDDI(株)及びｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ(株)は、災害が発生

し、又は災害が発生するおそれがあるときは、防災業務計画により、応急復旧対策を行う。 

１ 応急対策 

社内に災害対策の組織を設置し、被害状況を調査し、応急対策活動にあたる。 

■応急対策 

○ 設備、資機材の発動準備及び点検 
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○ 通信ふくそうの緩和及び重要通信の確保 

○ 非常用可搬型交換装置の設置 

○ 特設用公衆電話の設置、携帯電話の貸出し 

○ 応急回線の作成 

○ 通信の利用制限 

○ 非常通話、緊急通話の優先 

２ 復旧対策 

復旧計画を策定し、次にあげる優先回線の復旧にあたる。 

■優先回線 

○ 災害救助、秩序の維持等の緊急社会活動のため必要と認められる最小限の回線 

○ 災害救助、秩序の維持、交通、通信、電力の供給確保及び災害情報の収集等社会活動等のため必要

と認められる回線 

○ 公衆電話及び平常の通信サービスを維持するのに必要と認められる回線 

 

第５ 道路施設 

道路管理者は、災害が発生したときは、各所管の道路、橋りょうについて被害状況を調査し、応急復旧対

策を行う。 

１ 応急対策 

災害が発生したときは、道路の被害状況、道路上の障害物の状況を調査する。 

通行が危険な路線・区間は、警察署に通報し、交通規制等の措置を要請する。 

また、市道以外の道路が被災し通行に支障をきたすときは、道路管理者に通知し、応急復旧の実施を要請

する。 

２ 復旧対策 

市道が被災したときは、建設事業者（災害協定締結者）等の協力により応急復旧を行うが、短期間で道路

復旧が困難なときは、関係機関と協議し、仮設道路を設置する。 

また、市単独で困難なときは、県、自衛隊等に対し応援を要請する。 

 

第６ 河川、水路 

河川管理者等は、河川施設等の緊急点検を実施し、被害状況と危険箇所を把握し、河川、水路を閉塞して

いるがれきの撤去や堤防損壊箇所の応急修理を早期に実施する。 

市管理外の河川が被災し支障をきたすときは、河川管理者に通知し、応急修理の実施を要請する。 

 

第７ 漁港・港湾・海岸 

施設の管理者は、緊急点検を実施し、被害状況と危険箇所を把握するとともに、必要に応じて応急復旧工

事等を実施する。また、決壊した箇所等について、仮締切、決壊防止工事を行う。 

第８ 鉄道施設  

鉄道事業者（九州旅客鉄道株式会社、西日本鉄道株式会社）は、災害が発生又は発生のおそれがあり、列
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車運転に直接支障を生ずる事態が発生した場合、防災実施計画に基づき、応急復旧対策を行う。 

１ 災害時の列車の運転規制 

災害時などにより列車の運行に危難が生じるおそれがある時は、その状況を考慮して列車の運転を一時中

止するなど危難防止の措置を講じる。 

天神大牟田線の鉄道線路路線に気象観測局を設置し、そこからの気象データを運転総合指令所の中央気象

観測局に伝送集積して、気象状況の把握と画面表示を行う「気象観測システム」を導入しており、気象観測

局は気温、風向風速、雨量、水位、地震の気象値を観測し、各気象状況により運転総合指令所から列車無線

等で的確に指示する。 

２ 災害時の代替輸送方法 

列車の運転休止が長時間にわたると認められるときは、臨時輸送などの代替バス輸送を実施する。 

３ 災害対策本部の設置 

災害発生時には「緊急時の救急体制要綱」に定める事故対策本部及び現地副本部の設置基準に従い、本部

を設置し、必要に応じて、情報の収集、調査、連絡、広報等の活動を行う。 

４ 連絡通報体制 

災害発生時においては「緊急時の救急体制要綱」に定める連絡系統により、速やかに関係各所に連絡をと

る。 

■応急措置（案内広報など） 

○ 本社関係部署と現業各区所とは連絡を緊密にし、災害の状況、復旧作業の状態を把握し、復旧予定

時刻、作業状況を逐次、広報担当へ連絡する。 

○ 広報担当は各報道機関の随時放送を利用し事故状況の情報を提供し広報する。 

○ 各管理駅、乗務所、営業所を通じ、駅構内の放送施設及び車内放送を利用し、事故の情報（不通区

間、乗換駅、代替輸送など）を放送し、旅客の案内誘導を行い、混乱の発生を防止する。 

■応急復旧体制 

○ 復旧責任者を定め、指揮命令系統を明確にして、総合的な復旧体制を確立し、迅速な復旧と、正確

な状況把握、情報の伝達を行う。 

○ 広報担当は各報道機関の随時放送を利用し事故状況の情報を提供し広報する。 

 

 

第９ その他の公共施設 

市庁舎、公民館、福祉センター、図書館等の公共施設、社会福祉施設等の管理者は、災害が発生したとき

は、被害状況を調査し、利用者等の安全確保と施設機能の保全、回復のため、応急対策を行う。 

■利用者等の安全確保 

○ 施設利用者、入所者の避難誘導、人命救助を最優先とする。 

○ 館内放送、職員の案内等により、混乱を防止する。 

○ 応急措置の状況を災害対策本部へ報告する。 

■施設機能の保全、回復 

○ 施設の被害調査を速やかに行う。 

○ 危険箇所に対し、立ち入り禁止等の危険防止措置を行う。 
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○ 機能確保のため必要限度内の復旧措置を行う。 

○ 電気、電話、ガス、水道等の補修が困難なときは、関係機関に応援を要請する。 
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第 18節 災害警備 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 防犯活動への協力   

● 関係各班、消防本部班、消防団班 

 

第１ 防犯活動への協力 

震災や風水害など自然災害への対応のほか、犯罪や交通事故、放火といった事象への対応として、警察機

関、消防組織等が連携し、安全で安心して暮らせる住まいとまちをつくる観点から、防犯や交通安全、放火

防止に取り組む。 

１ 巡回パトロール 

自主防災組織、消防本部班、消防団班は、警察署と連携し、放火・窃盗その他の犯罪防止及び火災予防の

ため巡回パトロールを行う。 

２ 防犯活動への協力要請等 

総務班は、防犯協会に対し、避難所及び被災地における防犯活動への協力を要請する。 

関係各班は、その所管する施設や業務に基づき必要な警備・防犯活動に協力する。 
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第４章 震災応急対策計画 
 

第１節 応急活動体制 

第２節 気象情報等の収集伝達 

第３節 被害情報等の収集伝達 

第４節 災害広報・広聴活動 

第５節 応援要請 

第６節 災害救助法の適用 

第７節 救助・救急・消防活動 

第８節 医療救護活動 

第９節 交通・輸送対策 

第１０節 避難対策 

第１１節 避難行動要支援者対策 

第１２節 生活救援活動 

第１３節 住宅対策 

第１４節 防疫・清掃活動 

第１５節 遺体の処理・埋葬 

第１６節 文教対策 

第１７節 公共施設等の応急対策 

第１８節 災害警備 

 

本章は、震災時に市及び防災関係機関が実施する様々な対応

について、実施担当者、手順などの基本事項を定めたものであ

る。 

各対策項目は、突発的な地震が発生した場合を想定して、発

生直後から時間経過（初動活動期→応急活動期→復旧活動期）

にそって整理している。 

 

時期区分 目安とする期間 

初動活動期 発生～2日目まで 

応急活動期 3日目～7日目まで 

復旧活動期 8日目以降 
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第１節 応急活動体制 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 職員の動員配備 ● 

  関係各班 

第２ 警戒活動 ● 

  地域・防災課防災担当者 

第３ 災害警戒本部の設置 ● 

  関係各班 

第４ 災害対策本部の設置 ● 

  関係各班 

第５ 災害対策本部の運営 ● 

  関係各班 

 

第１ 職員の動員配備 

１ 配備の基準 

災害時の職員の配備は、震度情報、災害の状況に基づき、次の配備基準による。 

■配備基準【地震災害】 

配備 配備基準 活動内容 配備要員 

注意配備 

○ 市内で震度４の地震が発生したとき 

○ その他地域・防災課長が必要と認めるとき ・待機 

地域・防災課〔防災担

当〕 

建設課長 

警戒配備 

(災害警戒本部) 

○ 市内で震度５弱の地震が発生したとき 

○ その他総務部長が必要と認めるとき 

・待機 

・被害情報の収集 

情報収集及び災害対

策本部準備職員 

（約15％の職員） 

※消防本部、消防団 

第１配備 

(災害対策本部) 

○ 市内で震度５強の地震が発生したとき 

○ 市域沿岸に津波注意報が発表されたとき 

○ その他本部長が必要と認めるとき 

・被害情報の収集 

・被害状況等の確認 

・応急対策活動 

本部会議全員 

（約25％の職員） 

 

※消防本部、消防団 

第２配備 

(災害対策本部) 

○ 市内で震度６弱の地震が発生したとき 

○ 市域沿岸に津波警報が発令されたとき 

○ その他本部長が必要と認めるとき 

・被害情報の収集 

・被害状況等の確認 

・応急対策活動 

約半数の職員 

※消防本部、消防団 

第３配備 

(災害対策本部) 

○ 市内で震度６強以上の地震が発生したとき 

○ 市域沿岸に津波警報が発令されたとき 

○ その他本部長が必要と認めるとき 

・被害情報の収集 

・被害状況等の確認 

・応急対策活動 

職員全員 

※消防本部、消防団 

※ 各配備の要員は、必要に応じ増員又は減員する。 

※ 市職員は、マスコミ報道、福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、県防災メール･まもる

くん等から警報情報等を得て、可能な限り自宅待機する。 

※ 出動予定者は、各課等であらかじめ決めておく。 

２ 動員指令 

各配備体制に基づく必要な職員の動員指令は、次の系統により行う。 



 173 

なお、勤務時間外（夜間、休日も含む）に災害情報が入った場合、消防署からの連絡により、必要に応じ

防災担当職員が参集する。また、前記１の配備基準に定める事項に該当することを知ったとき、又は推定さ

れるときは、該当職員は動員指令を待つことなく自主的に参集する。 

 

■動員指令の系統 

 【注意配備】                       【警戒配備    】  【第1・2・3配備    】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 参集場所 

各職員は、勤務時間内及び勤務時間外ともに、各自の所属先に参集する。 

なお、勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生したときは、登庁途中の被害状況を把握し報告する。 

４ 参集の報告 

参集した職員は、直ちに参集報告を行い、各班（各部等）でとり集めた後、本部（地域・防災課）に報告

する。 

 

■参集報告の系統 

 

 

 

 

 

５ 職員の動員要請 

各班長は、災害対策の活動を行うにあたり、職員が不足し、他の対策班の応援を必要とするとき、総務班

に職員の動員を要請する。 

総務班は、各班長から職員動員要請があった場合は、各対策班の活動状況を勘案の上、できる限り要請職

員数が動員できるよう調整する。 

 

報
告 

報
告 

報
告 

各課長等 各班長(部長等) 

○職員の参集状

況の調査 

○参集状況のと

りまとめ 

○参集状況のと

りまとめ 

総務部長 本部長（市長） 

気 象 情 報 等 

消防署 
（通信指令室） 

総務部長 
（地域・防災課長） 

建設都市部長 
（建設課長） 

防災対策室副室長 

 

気 象 情 報 等 

 

総 務 部 長 

（地域・防災課長） 

各部長（局長） 

各課長等 

各  係  長 

各  係  員 

 
市   長 
副 市 長 
教 育 長 

 

消 防 長 

消防団長 

消防副団長 

各分団長 

連絡 

指示 
指示 

連絡 

防災担当係員 

報告 

連絡 

通報・報告 

防災対策室長 
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第２ 警戒活動 （注意配備） 

１ 警戒活動 

地域・防災課長は、災害警戒本部の設置前の段階として、次の基準に基づき必要があると認めるときは、

建設課長、防災担当職員（地域・防災課）を注意配備として配備する。 

■注意配備の設置基準 

○ 市域で震度４以上の地震が発生したとき 

○ その他、地域防災課長が必要と認めるとき 

２ 活動体制、活動内容 

震災警戒体制として、次の警戒活動を行う。 

■活動内容 

○ 地震情報、津波情報等の収集、警戒 

○ 被害状況に関する情報収集 

○ 市民への地震情報等の伝達 

 

第３ 災害警戒本部の設置 （警戒配備） 

１ 災害警戒本部の設置 

総務部長は、次の基準に基づき必要があると認めるときは、災害警戒本部を設置し、震災警戒配備体制と

して各班の担当職員を配備する。 

■災害警戒本部の設置基準 

○ 市域で震度５弱の地震が発生したとき 

○ その他、総務部長が必要と認めるとき 

２ 設置、指揮の権限 

総務部長は、災害警戒本部の設置及び指揮を行うが、やむを得ない事情があるときは、代行順位に基づき

これを行う。 

■代行順位 

第１順位 建設都市部長     第２順位 地域・防災課長     第３順位 建設課長 

 

３ 活動内容 

災害警戒本部の主な活動内容は、次のとおりとする。 

■活動内容 

○ 地震及び津波情報等の収集伝達 

○ 市域の被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○ 市民への地震及び津波情報等の伝達 

 

４ 災害警戒本部の廃止等 

総務部長は、予想された災害の危険が解消したと認められるときは、災害警戒本部を廃止する。 

また、災害が拡大したとき、若しくは拡大のおそれがあるときは、市長の判断により災害対策本部へ移行

する。 
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第４ 災害対策本部の設置 （第 1・2・3配備） 

１ 災害対策本部の設置 

災害対策基本法第23条の2の規定に基づき、必要があると認めるときは、災害対策本部を設置し、配備基

準に応じて各班の担当職員を配備する。 

 

■災害対策本部の設置基準 

○ 市域で震度５強以上の地震が発生したとき 

○ 市域沿岸に津波注意報・警報が発表されたとき 

○ その他、本部長（市長）が必要と認めるとき 

■災害対策本部の設置場所 

○ 災害対策本部は、みやま市庁舎内庁議室に置く。 

○ みやま市庁舎が建物損壊等により機能を全うできないときは、本部長（市長）の判断により、状況

に応じ、次のいずれかの施設に本部を移設する。 

２ 現地災害対策本部 

本部長（市長）は、必要に応じて、現地災害対策本部を設置・廃止する。 

ただし、副市長は、緊急を要する場合、市長に代わり現地災害対策本部を設置することができる。 

この場合において、その旨を速やかに市長に通知する。 

■設置基準 

○ 被災地付近において応急活動拠点を設置する必要が生じたときは、現地災害対策本部を設置する。 

○ 現地災害対策本部の責任者は、副本部長又は庁舎長とする。 

○ 現地災害対策本部は、災害現場での指揮、関係機関との連絡調整を行う。 

○ 現地の災害応急対策が概ね終了したとき、或いは災害応急対策に備えて設置した場合で、現地の災

害発生のおそれが解消したときは、現地災害対策本部を廃止する。 

 (1) 組織 

現地本部の本部長及び本部員は、災害対策本部長が副本部長、本部員、その他の職員のうちから指名する。 

(2) 災害対策に係る現地本部長の行為 

現地本部長は、防災対策上緊急を要するときは、市長に代わって次の行為をすることができる。 

この場合において、現地本部長は、その旨を速やかに市長に通知する。 

■現地本部長の行為 

○ 高齢者等避難の発令 

○ 避難指示、緊急安全確保の発令（災害対策基本法第60条、市長の権限） 

○ 避難指示（水防法第29条、水防管理者の権限） 

○ 警戒区域の設定（災害対策基本法第63条、市長の権限） 

○ 通行規制（道路法第46条、道路管理者の権限） 

３ 災害対策本部の廃止 

本部長は、予想された災害の危険が解消したと認められたとき、若しくは災害発生後における応急措置が

山川支所    高田支所    消防本部 
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完了したと認められるときは、災害対策本部を廃止する。 

４ 災害対策本部の設置及び廃止の通知等 

総務班は、災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに県へ報告するとともに、必要に応じて、次の

とおり通知・公表を行う。 

■設置及び廃止の通知等 

通知及び公表先 通知及び公表の方法 

各 班 ○ 庁内放送、みやまコミュニティ無線、一般電話等 

関 係 機 関 ○ 防災情報通信ネットワーク、一般電話等 

市 民 等 
○ みやまコミュニティ無線、広報車、報道機関、ＳＮＳ、ｄボタン広報誌

等 

報 道 機 関 ○ 一般電話、口頭、文書等 

 

第５ 災害対策本部の運営 

第３章第１節第５ 災害対策本部の運営を参照。 
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第２節 情報等の収集伝達 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 通信体制の確保 ● 

  総務班、関係各班 

第２ 地震情報の収集伝達 ● 

  総務班、消防本部班 

第３ 異常現象発見時における措置 ● 

  総務班 

第４ 南海トラフ地震臨時情報への対応 ● 

  総務班 

 

第１ 通信体制の確保 

第３章第２節第１ 通信体制の確保を参照。 

※ 資料編 2-3 市防災行政無線一覧表 

※ 資料編 3-1 災害時の連絡先 

第２ 地震情報の収集伝達 

１ 地震関連情報の発表 

気象庁は、地震及び津波に関する情報を発表する。 

総務班及び消防本部班は、緊急地震速報などにより地震を覚知した場合、速やかに福岡県震度情報ネット

ワークシステム、テレビ、ラジオ等で、地震・津波情報を確認する。 

■地震情報の種類、発表基準と内容 

地震情報の種類 発表基準 内    容 

震度速報 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測

した地域名（全国を 188地域に区分）と地

震の揺れの検知時刻を速報。 

震源に関する情報 

・震度３以上 

（津波警報または注意報を

発表した場合は発表しな

い） 

 

「津波の心配がない」または「若干の海面

変動があるかもしれないが被害の心配はな

い」旨を付加して、地震の発生場所（震源）

やその規模（マグニチュード）を発表。 

震源・震度情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表ま

たは若干の海面変動が予

想された時 

・緊急地震速報（警報）発

表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度１以上を観測した地点と

観測した震度を発表。それに加えて、震度

３以上を観測した地域名と市町村毎の観測

した震度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を

入手していない地点がある場合は、その市

町村・地点名を発表。 
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推計震度分布図 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、250m

四方ごとに推計した震度（震度４以上）を

図情報として発表。 

長周期地震動に関する観測情

報 

・震度１以上を観測した地

震のうち長周期地震動階

級１以上を観測した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級

の最大値のほか、個別の観測点毎に、長周

期地震動階級や長周期地震動の周期別階級

等を発表（地震発生から 10分後程度で 1回

発表）。 

遠地地震に関する情報 

国外で発生した地震につ

いて以下のいずれかを満

たした場合等※ 

・マグニチュード 7.0以上 

・都市部等、著しい被害が

発生する可能性がある

地域で規模の大きな地

震を観測した場合 

※国外で発生した大規模

噴火を覚知した場合に

も発表することがある 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）を地震発生から概

ね 30分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述

して発表※。 

 

 

 

※国外で発生した大規模噴火を覚知した場

合は噴火発生から１時間半～２時間程度で

発表 

その他の情報 

・顕著な地震の震源要素を

更新した場合や地震が

多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地

震が多発した場合の震度１以上を観測した

地震回数情報等を発表。 

※ 本市は震度発表地域区分「福岡県筑後」、津波予報区「有明・八代海」の地域に属する。なお、震度速

報は、地震発生の第一報であり、各県をいくつかに分割した地域ごとの震度をまず発表する。市町村ごと

の詳細な震度は、その後の震源・震度情報で知らせる。 

 

■地震活動に関する解説資料等 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震解説資料 

（全国速報版・地域速報版） 

 

以下のいずれかを満たし

た場合に、一つの現象に対

して一度だけ発表 

・津波警報・注意報発表時

（遠地地震による発表時

除く） 

・（担当地域で）震度４以

上を観測 

（ただし、地震が頻発して

いる場合、その都度の発表

はしない。） 

地震発生後 30 分程度を目途に、地方公共団

体が初動期の判断のため、状況把握等に活

用できるように、地震の概要、震度や長周

期地震動階級に関する情報、津波警報や津

波注意報等の発表状況等、及び津波や地震

の図情報を取りまとめた資料。 

・地震解説資料（全国速報版） 

上記内容について、全国の状況を取りまと

めた資料。 

・地震解説資料（地域速報版） 

上記内容について、発表基準を満たした都
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道府県別に取りまとめた資料。 

地震解説資料 

（全国詳細版・地域詳細版） 

以下のいずれかを満たし

た場合に発表するほか、状

況に応じて必要となる続

報を適宜発表 

・津波警報・注意報発表時 

・（担当地域で）震度５弱

以上を観測 

・社会的に関心の高い地震

が発生 

地震発生後１～２時間を目途に第１号を発

表する。 

・地震解説資料（全国詳細版） 

地震や津波の特徴を解説するため、防災上

の留意事項やその後の地震活動の見通し、

津波や長周期地震動の観測状況、緊急地震

速報の発表状況、周辺の地域の過去の地震

活動など、より詳しい状況等を取りまとめ

た資料。 

・地震解説資料（地域詳細版） 

地震解説資料（全国詳細版）発表以降に状

況に応じて必要となる続報を適宜発表する

とともに、状況に応じて適切な解説を加え

ることで、防災対応を支援する資料（地域

の地震活動状況や応じて、単独で提供され

ることもある）。 

福岡県の地震活動概況 ・定期（毎月初旬） 地震・津波に係る災害予想図の作成、その

他防災に係る活動を支援するために、（毎月

の都道府県内及び）その地方の地震活動の

状況をとりまとめた地震活動の傾向等を示

す資料。 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 防災に係る活動を支援するために、週ごと

の全国の震度などをとりまとめた資料。 

 

■津波警報等の種類等 

警報等の種類 解    説 
発表される津

波の高さ 

標    識 

鐘    音 サイレン音 

津
波
警
報 

大津波 

○ 高いところで10ｍ以上

の津波が予想されますの

で、厳重に警戒してくだ

さい。 

10ｍ超 

10m（5～10m） 

5m（3～5m） 

（連点） 

●-●-●-● 

 

津波 

○ 高いところで3ｍ程度の

津波が予想されますの

で、警戒してください。 
3m（1～3m） 

（2点） 

●-● ●-● ●-● 

 

津
波
注
意
報 

津波注意 

○ 高いところで1ｍ程度

の津波が予想されますの

で、注意してください。 1m（0.2～1m） 
（3点と2点の班打） 

●-●-● ●-● 
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津波警報解除

及び津波注意

報解除 

 

 

（1点2個と2点の班

打） 

● ● ●-● 
 

※マグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、最初に発表する大津波警報や津波警報では予想さ

れる津波の高さを、「巨大」、「高い」という言葉で発表して非常事態であることを伝える。 

※観測された津波の高さを見て、これが最大だと誤解しないように、津波の高さを数値で表さずに「観測中」と 発

表する場合がある。 

 

２ 情報の伝達系統 

総務班、消防本部班は、地震及び津波の関連情報の収集、伝達を行い、速やかに市民及び関係機関へ伝達

する。 

■地震・津波警報等関連情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

二重枠で囲まれている機関は、法定伝達先。 

※緊急速報メールは、大津波警報・津波警報が発表されたときに、携帯電話事業者を通じて関

係するエリアに配信される 

福岡県警察本部 

九州旅客鉄道株式会社 

警察庁 

福岡県防災危機管理局 防災企画課 

気象庁 

九州地方整備局 

福岡管区気象

台 

（同左）福岡・北九州放送

局 

NTT 東日本又は西日本 

消防庁 

 

 

 

住民等 

 

 

みやま市 

関東地方整備局 

日本放送協会 

警察署 交番・駐在所 

携帯電話事業者※ 

海上保安庁 第七管区海上保安

部 
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３ 福岡県震度情報ネットワークシステムの活用 

地震を覚知したときは、福岡県震度情報ネットワークシステムで震度の把握を行い、職員配備や被害状況

の推定など、迅速な初動体制の確立に努める。 

■福岡県震度情報ネットワークシステム 

○ 防災初動体制の早期確立を図るため、福岡県が県内市町村に設置している計測震度計により、震度

情報を市町村で表示し、県で収集したものを消防庁、気象庁に伝達するシステム。 

○ 地震発生後、各市町村の震度データが日本放送協会（福岡放送局）等を介してテロップ放送される。 

※ みやま市内は、みやま市役所、山川支所、高田支所に計測震度計を設置している。 

第３ 異常現象発見時における措置 

第３章第２節第６ 異常現象発見時における措置を参照。 
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第４ 南海トラフ地震臨時情報への対応 

 南海トラフ沿いにおける大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価され、気象

庁から南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の対応は、次のとおりである。 

 

１ 南海トラフ地震に関連する情報（国、県） 

気象庁は、南海トラフ沿いでマグニチュード 6.8 以上の地震が発生した場合や設置されたひずみ計に有

意な変化を観測した場合等、異常な現象が観測された場合には、有識者及び関係機関の協力を得て「南海ト

ラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかど

うかの調査を行う。この検討会において、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相

対的に高まったと評価された場合等に、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」や「南海トラフ地震関連解説

情報」を発表する（この二つの情報をあわせて「南海トラフ地震に関連する情報」と呼ぶ）。 

南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった旨の情報が発表された

場合には、国は県及び市町村に対して防災対応について指示や呼びかけを行い、国民に対してその旨周知す

る。 

 

 ○「南海トラフ地震臨時情報」又は「南海トラフ地震関連解説情報」の情報名称で発表する。 

 ○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実施できるよう、防

災対応等を示すキーワードを情報名に付記する。 

 ○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活動や地殻変動の状

況等を発表。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における評価結果もこの情

報で発表。 

 

【「南海トラフ地震に関連する情報」の名称及び発表条件】 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 ○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ

沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、また

は調査を継続している場合 

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 ○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を

発表する場合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合におけ

る調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表

する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や

調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合がある。 
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【「南海トラフ地震臨時情報」の種類と発表する条件及び災害応急対策をとるべき期間】 

発表時間 種類 発表する条件 災害応急対策をとるべき期間等 

地震発生等

から５～30

分程度 

南海トラフ地

震臨時情報 

（調査中） 

下記のいずれかにより臨時に「南海

トラフ沿いの地震に関する評価検

討会」を開催する場合 

○監視領域内※１でマグニチュード

6.8 以上※２の地震※３が発生 

○１カ所以上のひずみ計での有意

な変化と共に、他の複数の観測点で

もそれに関係すると思われる変化

が観測され、想定震源域内のプレー

ト境界で通常と異なるゆっくりす

べりが発生している可能性がある

場合など、ひずみ計で南海トラフ地

震との関連性の検討が必要と認め

られる変化を観測 

○その他、想定震源域内のプレート

境界の固着状態の変化を示す可能

性のある現象が観測される等、南海

トラフ地震との関連性の検討が必

要と認められる現象を観測  

 

地震発生等

から最短で

２時間程度 

南海トラフ地

震臨時情報 

（巨大地震警 

戒） 

○想定震源域内のプレート境界に

おいて、モーメントマグニチュード

※４8.0 以上の地震が発生したと評

価した場合 

県及び関係市町村は、南海トラフ沿い

の想定震源域内のプレート境界にお

けるＭ８．０以上の地震の発生から１

週間、後発地震（最大クラス（Ｍ９ク

ラス）の南海トラフ地震、以下同じ。）

に対して警戒する措置をとるものと

する。また、当該期間経過後１週間、

後発地震に対して注意する措置をと

るものとする。 

南海トラフ地

震臨時情報 

（巨大地震注 

意）  

○監視領域内※１において、モーメン

トマグニチュード※４7.0 以上の地

震※３が発生したと評価した場合（巨

大地震警戒に該当する場合は除く） 

○想定震源域内のプレート境界に

おいて、通常と異なるゆっくりすべ

りが発生したと評価した場合 

県及び関係市町村は、南海トラフ沿い

の想定震源域内のプレート境界にお

いてＭ７．０以上Ｍ８．０未満又はプ

レート境界以外や想定震源域の海溝

軸外側５０km 程度までの範囲でＭ

７．０以上の地震（ただし、太平洋プ

レートの沈み込みに伴う震源が深い

地震は除く）が発生するケースの場合

は１週間、南海トラフ沿いの想定震源
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域内のプレート境界面で通常と異な

るゆっくりすべりが観測されたケー

スの場合はプレート境界面で通常と

異なるゆっくりすべりの変化が収ま

ってから、変化していた期間と概ね同

程度の期間が経過するまでの期間、後

発地震に対して注意する措置をとる

ものとする。  

南海トラフ地

震臨時情報 

（調査終了） 

○（巨大地震警戒）、（巨大地震注

意）のいずれにも当てはまらない現

象と評価した場合 

 

※１ 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲 

※２ モーメントマグニチュード7.0 の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込

み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでM6.8 以上の地震から調査を開始する 

※３ 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く 

※４ 断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチ

ュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その規模

を正しく表せる特徴を持っている。ただし、モーメントマグニチュードを求めるには詳細な解析が必要

で、その値が得られるまで若干時間を要する。そのため、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等

や地震情報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用いている 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応（県、関係市町村、関係機関） 

■南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

県及び関係市町村は、情報収集に努めるとともに、気象庁からの後続の発表について注意する。 

 

■南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された

場合 

県及び関係市町村は、情報収集に努め、関係各機関及び関係地域住民等に対し情報発信を行い、必要な対

策、準備を実施するように呼びかけるとともに、必要に応じて警戒体制を整え、情報共有を図るものとする。 

さらに、県及び関係市町村、県警、指定公共機関、指定地方公共機関は、県防災計画及び各自の地震に関

する防災計画に基づき、地震が発生した際は、速やかに対応できるようあらかじめ準備するものとする。 
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第３節 被害情報等の収集伝達 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 警戒活動 ● 

  関係各班 

第２ 初期情報の収集 ● 

  総務班、関係各班 

第３ 被害調査 ● 

  関係各班 

第４ 災害情報のとりまとめ ● 

  総務班 

第５ 県、関係機関への報告、通知 ● 

  総務班 

第６ 国への報告 ● 

  総務班 

  

第１ 警戒活動 

１ 津波災害の警戒活動 

総務班、環境経済班及び消防団班は、各々連携し、津波災害の警戒活動を行う。 

危険があると認められる箇所は、当該管理者に通報するとともに、必要に応じ、消防団員を配置する。 

その他関係各班は、災害発生に備え、自主避難者への対応や応急対策への準備をする。 

■活動内容 

○ 津波情報の収集伝達 

○ 沿岸、河口部付近の警戒巡視 

○ 市域の被害情報の収集、県及び関係機関への伝達 

○ 市民への津波情報等の伝達、自主避難の呼びかけ 

○ 指定避難所の施設提供と自主避難者への対応 

 

第２ 初期情報の収集 

１ 初期情報の収集 

各班員、総務班等は、災害の初期情報の収集活動に努める。 

総務班は、被害が甚大で調査が困難な場合、必要に応じ自衛隊、警察本部、消防機関等の保有するヘリコ

プターによる広域的な情報の把握に努める。 

 

■初期情報の収集方法 

担 当 情 報 収 集 の 方 法 

各職員 
勤務時間内 ○ 初期の活動中に見聞きした内容を報告する。 

勤務時間外 ○ 参集する際に見聞きした内容を報告する。 

総務班 

○ 県、関係機関と連絡をとり、広域的な災害情報等を収集する。 

○ 住民組織（自主防災組織等）と連絡をとり、地域の災害情報を収集する。 

○ 本部長が特に必要と認めるときは、被災地の現地調査を行う。 

関係各班 ○ 所管区域内の災害情報の収集を行う。 
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○ 特に事前指名された地区担当職員は、勤務時間外に震度５弱以上の地震が発生し

たときは、担当地区内の被害状況を速やかに把握し、総務班に報告する。 

２ 被害概況、活動状況の報告 

関係各班は、必要に応じて被害概況、活動状況を総務班に報告する。 

総務班は、通報を受けた危険情報や職員の収集した初期情報、応急対策の実施状況等を集約し整理する。

また、情報については、防災関係機関と密接に連絡する。 

なお、災害当初においては、次の項目のうち①～⑩の情報収集に努める。 

■収集項目 

① 人的被害 

② 建物被害  

③ 火災の発生状況 

④ 土砂災害等の発生状況  

⑤ 避難指示等の発令状況、警戒区域の指定状況 

⑥ 避難状況 

⑦ 災害対策（警戒）本部の設置、配備状況 

⑧ 交通機関、道路の状況 

⑨ 海上交通の運航・被災状況 

⑩ ライフライン等生活関連施設の状況 

⑪ 応急対策の実施状況 

⑫ 県への要請事項 

⑬ その他必要な被害報告 

 

第３ 被害調査 

第３章第３節第３ 被害調査を参照。 

 

第４ 災害情報のとりまとめ 

第３章第３節第４ 災害情報のとりまとめを参照。 

 

第５ 県、関係機関への報告、通知 

第３章第３節第５ 県、関係機関への報告、通知を参照。 

 

第６ 国への報告 

総務班は、火災・災害等即報要領に基づき、直接即報基準に該当する一定規模以上の火災・災害等につい

て、第一報を覚知後30 分以内で、可能な限り早く、分かる範囲で直接国（総務省消防庁）に報告する。 

 

■直接即報基準 

○ 地震が発生し、市内で震度５強以上を記録したとき（被害の有無を問わない） 
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第４節 災害広報・広聴活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 災害広報 ● 

  総務班、消防団班 

第２ 報道機関への協力要請及び報道対応 ● 

  総務班 

第３ 広聴活動 ● 

  総務班、関係各班 

  

第１ 災害広報 

関係各班は、広報活動に必要な情報、資料を総務班に提供する。 

総務班は、時期に配慮し、適切な手段と内容の広報活動を行うとともに、災害に関する写真、ビデオ等に

よる記録を行う。 

関係各班は、状況に応じて所管区域内の広報活動を支援する。 

■広報の時期、手段、内容 

時 期 手 段 内 容 

災害発生直後 

みやまコミュニティ無線 

広報車 

消防団 

現場による指示等 

県防災アプリ 

県防災メール 

緊急速報メール 

ＳＮＳ 

ｄボタン広報誌 

その他 

○ 避難指示 

○ 地震・津波情報、危険情報 

○ 被害の状況 

○ 電話自粛 

○ 市民のとるべき措置 

○ 自主防災活動の要請 

応急対策活動時 

みやまコミュニティ無線 

広報車 

消防団 

災害広報紙・チラシ 

ホームページ 

テレビ・ラジオ等 

県防災アプリ 

県防災メール 

ＳＮＳ 

ｄボタン広報誌 

その他 

○ 余震等の情報 

○ 被害の状況 

○ 交通状況･ライフライン施設の被害状況 

○ 応急対策の概況、復旧の見通し 

○ 安否情報 

○ 市民のとるべき防災対策 

○ 食料・飲料水の供給等に関する情報 

○ その他必要な事項 
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第２ 報道機関への協力要請及び報道対応 

第３章第４節第２ 報道機関への協力要請及び報道対応を参照。 

 

第３ 広聴活動 

 ３章第４節第３ 広聴活動を参照。 
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第５節 応援要請 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 自衛隊派遣要請依頼等 ● 

  総務班 

第２ 広域応援派遣要請 ● 

  総務班、消防本部班 

第３ 要員の確保    総務班、救護班、環境経済班 

第４ ボランティアの受入・支援  

● 

 救護班、総務班、市民班 

第５ 海外からの支援の受入れ  

● 

 消防本部班、総務班 

  

第１ 自衛隊派遣要請依頼等 

第３章第５節第１ 自衛隊派遣要請依頼等を参照。 

 

第２ 広域応援派遣要請 

第３章第５節第２ 広域応援派遣要請を参照。 

 

第３ 要員の確保 

第３章第５節第３ 要員の確保を参照。 

 

第４ ボランティアの受入・支援 

第３章第５節第４ ボランティアの受入・支援を参照。 

 

第５ 海外からの支援の受入れ 

第３章第５節第５ 海外からの支援の受入れを参照。 
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第６節 災害救助法の適用 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 災害救助法の適用申請 ● 

  総務班 

第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告   

● 総務班、関係各班 

 

第１ 災害救助法の適用申請 

第３章第６節第１ 災害救助法の適用申請を参照。 

 

第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告 

第３章第６節第２ 災害救助費関係資料の作成及び報告を参照。 
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第７節 救助・救急・消防活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 行方不明者の捜索 ● 

  市民班、消防本部班、消防団班 

第２ 救助活動の実施 ● 

  消防本部班、消防団班 

第３ 救急活動の実施 ● 

  消防本部班、消防団班、救護班 

第４ 消防活動の実施 ● 

  消防本部班、消防団班 

※ 救助・救急・消防活動を実施するに当たっては、警察、消防本部、消防団、自主防災組織等と協力して

行う。 

 

第１ 行方不明者の捜索 

第３章第７節第１ 行方不明者の捜索を参照。 

 

第２ 救助活動の実施 

第３章第７節第２ 救助活動の実施を参照。 

 

第３ 救急活動の実施 

第３章第７節第３ 救急活動の実施を参照。 

 

第４ 消防活動の実施 

第３章第７節第４ 消防活動の実施を参照。 
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第８節 医療救護活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 医療救護チームの編成 ● 

  救護班 

第２ 医療救護所の設置 ● 

  救護班 

第３ 医療救護活動 ● 

  医療救護チーム 

第４ 後方医療機関の確保と搬送 ● 

  救護班、消防本部班 

第５ 医薬品、医療資機材の確保 ● 

  救護班 

第６ 被災者の健康と衛生状態の管理  

● 

 救護班 

第７ 心のケア対策   

● 救護班 

地震が発生したときは、救護を要する傷病者や医療機関の被害状況を把握するとともに、関係機関の協力

を得て、医療救護所の設置、医療救護チームの編成派遣、医薬品や医療資機材の調達などの初期医療体制を

整える。 

また、初期医療の救護所で対応できない場合は後方医療として後方医療機関、災害拠点病院で対応する。

なお、本市はヨコクラ病院が災害拠点病院となる。 

 

第１ 医療救護チームの編成 

第３章第８節第１ 医療救護チームの編成を参照。 

 

第２ 医療救護所の設置 

第３章第８節第２ 医療救護所の設置を参照。 

 

第３ 医療救護活動 

第３章第８節第３ 医療救護活動を参照。 

 

第４ 後方医療機関の確保と搬送 

第３章第８節第４ 後方医療機関の確保と搬送を参照。 

 

第５ 医薬品、医療資機材の確保 

第３章第８節第５ 医薬品、医療資機材の確保を参照。 

 

第６ 被災者の健康と衛生状態の管理 

第３章第８節第６ 被災者の健康と衛生状態の管理を参照。 
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第７ 心のケア対策 

第３章第８節第７ 心のケア対策を参照。 

第９節 交通・輸送対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 交通情報の収集、道路規制 ● 

  建設班、環境経済班 

第２ 道路及び海上交通の確保 ● 

  建設班、環境経済班 

第３ 車両等、燃料の、配確保車 ● 

  総務班 

第４ 緊急通行車両の確認申請 ● 

  総務班 

第５ 緊急輸送 ● 

  市民班 

第６ 物資集配拠点の設置  

● 

 市民班 

第７ 臨時ヘリポートの設置 ● 

  総務班、教育班 

 

第１ 交通情報の収集、道路規制 

第３章第９節第１ 交通情報の収集、道路規制を参照。 

 

第２ 道路及び海上交通の確保 

第３章第９節第２ 道路及び海上交通の確保を参照。 

 

第３ 車両等、燃料の確保、配車 

第３章第９節第３ 車両等、燃料の確保、配車を参照。 

 

第４ 緊急通行車両の確認申請 

第３章第９節第４ 緊急通行車両の確認申請を参照。 

 

第５ 緊急輸送 

第３章第９節第５ 緊急輸送を参照。 

 

第６ 物資集配拠点の設置 

第３章第９節第６ 物資集配拠点の設置を参照。 
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第７ 臨時ヘリポートの設置 

第３章第９節第７ 臨時ヘリポートの設置を参照。 
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第 10節 避難対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 避難指示等 ● 

  総務班、関係各班、消防団班 

第２ 警戒区域の設定 ● 

  総務班、建設班、消防本部班、環境経済班 

第３ 避難誘導 ●   消防本部班､消防団班､市民班､救護班､ 

教育班 

第４ 避難所の開設 ● 

  総務班、避難所派遣職員 

第５ 避難所の運営  

● 

 避難所派遣職員、総務班、教育班 

第６ 旅行者、滞在者の安全確保 ● 

  環境経済班 

 

第１ 避難指示等 

第３章第10 節第１ 避難指示等を参照。 

 

第２ 警戒区域の設定 

第３章第10 節第２ 警戒区域の設定を参照。 

 

第３ 避難誘導 

第３章第10 節第３ 避難誘導を参照。 

 

第４ 避難所の開設 

第３章第10 節第４ 避難所の開設を参照。 

 

第５ 避難所の運営 

第３章第10 節第５ 避難所の運営を参照。 

 

第６ 旅行者、滞在者の安全確保 

第３章第10 節第６ 旅行者、滞在者の安全確保を参照。 
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第 11節 避難行動要支援者対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 安全確保、安否確認 ● 

  救護班 

第２ 避難所での応急支援  

● 

 救護班 

第３ 福祉避難所等の確保、移送  

● 

 救護班 

第４ 避難行動要支援者への各種支援   

● 救護班 

第５ 福祉仮設住宅の供給   

● 建設班、救護班 

第６ 福祉仮設住宅での支援   
● 救護班 

第７ 外国人への情報伝達等   

● 総務班、市民班 

避難行動要支援者とは、高齢者、障がい者、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人などの要配慮者のうち、災

害時に自ら避難することが困難な人であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する人を

いう。 

 

第１ 安全確保、安否確認 

第３章第11節第１ 安全確保、安否確認を参照。 

 

第２ 避難所での応急支援 

第３章第11節第２ 避難所での応急支援を参照。 

 

第３ 福祉避難所等の確保、移送 

第３章第11節第３ 福祉避難所等の確保、移送を参照。 

 

第４ 避難行動要支援者への各種支援 

第３章第11節第４ 避難行動要支援者への各種支援を参照。 

 

第５ 福祉仮設住宅の供給 

第３章第11節第５ 福祉仮設住宅の供給を参照。 

 

第６ 福祉仮設住宅での支援 

第３章第11節第６ 福祉仮設住宅での支援を参照。 
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第７ 外国人への情報伝達等 

第３章第11節第７ 外国人への情報伝達等を参照。 
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第 12節 生活救援活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 飲料水の確保、供給 ● 

  上下水道班 

第２ 食糧の確保、供給 ● 

  総務班 

第３ 炊き出しの実施、支援  

● 

 市民班、教育班 

第４ 生活物資の確保、供給 ● 

  総務班 

第５ 救援物資の受入れ等  

● 

 総務班 

第６ 物資の受入れ、仕分け等  

● 

 市民班 

 

第１ 飲料水の確保、供給 

第３章第12節第１ 飲料水の確保、供給を参照。 

 

第２ 食糧の確保、供給 

第３章第12節第２ 食糧の確保、供給を参照。 

 

第３ 炊き出しの実施、支援 

第３章第12節第３ 炊き出しの実施、支援を参照。 

 

第４ 生活物資の確保、供給 

第３章第12節第４ 生活物資の確保、供給を参照。 

 

第５ 救援物資の受入れ等 

第３章第12節第５ 救援物資の受入れ等を参照。 

 

第６ 物資の受入れ、仕分け等 

第３章第12節第６ 物資の受入れ、仕分け等を参照。 
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第 13節 住宅対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 被災建築物の応急危険度判定  

● 

 建設班 

第２ 被災宅地の危険度判定  

● 

 建設班 

第３ 応急仮設住宅の建設等   

● 建設班、総務班、救護班 

第４ 応急仮設住宅の入居者選定   

● 建設班、総務班、救護班 

第５ 空屋住宅への対応   

● 建設班 

第６ 被災住宅の応急修理   
● 建設班 

 

第１ 被災建築物の応急危険度判定 

１ 応急危険度判定実施本部の設置 

本部長は、大規模地震が発生し、被災建築物の応急危険度判定が必要と認めるときは、応急危険度判定実

施本部を設置する。 

建設班は、被災建築物応急危険度判定マニュアル等に基づき判定作業を行う。 

■応急危険度判定実施本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■応急危険度判定実施本部の業務 

○ 実施本部、判定拠点の設置 

○ 県等への支援要請 

○ 判定士の参集要請、派遣要請 

○ 判定士の受け入れ 

○ 判定の実施 

○ 判定結果の集計、報告等 

 

災 害 対 策 本 部 

応 急 危 険 度 判 定 実 施 本 部 

判定拠点 

判定コーディネーター 

判定士 

班 

チーム 

※必要に応じて被災地等に設置 

※５班に１名配置 

※各班に班長、副班長を各１名配置 

※判定士２名で１チームを構成 
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２ 応急危険度判定実施本部の運営 

実施本部長は、災害対策本部長が定め、実施本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 

実施本部員は、実施本部長が定め、マニュアルに基づき、次の業務を行う。 

■実施本部員の業務内容 

○ 判定実施計画の作成 

○ 判定資機材等の準備 

○ 判定活動環境の整備（移動手段、判定士の食事、宿泊場所等の確保） 

○ 市民への広報、相談等 

３ 判定コーディネーター 

判定コーディネーターは、事前登録された市職員が担当する。不足するときは、その必要人員を把握し、

県に応援を要請する。判定コーディネーターは、マニュアルに基づき、判定士の指導、支援を行う。 

■判定コーディネーターの業務内容 

○ 判定実施の準備 

○ 判定士の受け入れ準備 

○ 判定士の受け付け 

○ 判定士の判定作業の説明 

○ 判定結果のとりまとめ、実施本部への結果報告 

４ 判定作業 

参集した判定士は、判定コーディネーターの指導等に基づき判定を行い、判定結果に基づき、「危険」、

「要注意」、「調査済」のいずれかの判定ステッカーを、建物の見やすい場所に貼りつける。 

■判定内容 

判定区分 ステッカーの色 判定結果の意味 

危 険 赤 色 ○ その建築物には立ち入らないこと 

要注意 黄 色 ○ 立ち入りには十分注意すること 

調査済 緑 色 ○ 建築物は使用可能 

 

第２ 被災宅地の危険度判定 

１ 被災宅地危険度判定実施本部の設置 

本部長は、大規模地震等が発生し、被災宅地の危険度判定が必要と認めるときは、被災宅地危険度判定実

施本部を設置する。 

建設班は、被災宅地の調査・危険度判定マニュアル等に基づき判定作業を行う。 

■被災宅地危険度判定実施本部の組織 

 

 

 

 

 

 

災 害 対 策 本 部 

被災宅地危険度判定実施本部 

判 定 調 整 員 

判定士 

実施判定班 

チーム 

※５実施判定班に１名配置 

※５チームで１実施判定班を構成 

※各班に班長、副班長を各１名配置 

※判定士、補助員を併せて２～３名で１チームを構成 
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■被災宅地危険度判定実施本部の業務 

○ 実施本部の設置 

○ 県等への支援要請 

○ 判定士の参集要請、派遣要請 

○ 判定士の受け入れ 

○ 判定の実施 

○ 判定結果の集計、報告等 

■判定対象施設 

○ 擁壁 

○ 宅盤、切土・盛土、のり面、自然斜面 

○ 排水施設 

○ その他 

２ 被災宅地危険度判定実施本部の運営 

実施本部長は、災害対策本部長が定め、実施本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 

実施本部員は、実施本部長が定め、マニュアル等に基づき、次の業務を行う。 

■実施本部員の業務内容 

○ 判定実施計画の作成 

○ 判定資機材等の準備 

○ 判定活動環境の整備（移動手段、判定士の食事、宿泊場所等の確保） 

○ 市民への広報、相談等 

３ 判定調整員 

判定調整員は、事前登録された市職員が担当する。不足するときは、その必要人員を把握し、県に応援を

要請する。 

判定調整員は、マニュアル等に基づき、判定士の指導、支援を行う。 

■判定調整員の業務内容 

○ 判定実施の準備 

○ 判定士の受け入れ準備 

○ 判定士の受け付け 

○ 判定士の判定作業の説明 

○ 判定結果のとりまとめ、実施本部への結果報告 

４ 判定作業 

参集した判定士は、判定調整員の指導等に基づき判定を行う。判定結果は、判定ステッカーの現地表示や

文書通知等により宅地の所有者、管理者及び周辺住民等へ周知する。 

なお、宅地地盤全体に被害が及んでいるときは、状況に応じて地盤工学等の専門家の支援のもと、別途調

査を行う。 

 

第３ 応急仮設住宅の建設等 

第３章第13節第１ 応急仮設住宅の建設等を参照。 
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第４ 応急仮設住宅の入居者選定 

第３章第13節第２ 応急仮設住宅の入居者選定を参照。 

 

第５ 空屋住宅への対応 

第３章第13節第３ 空屋住宅への対応を参照。 

 

第６ 被災住宅の応急修理 

第３章第13節第４ 被災住宅の応急修理を参照。 
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第 14節 防疫・清掃活動 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 食品の衛生対策  

● 

 衛生班 

第２ 防疫活動  

● 

 衛生班、救護班 

第３ 有害物質の漏洩等防止 ● 

  衛生班 

第４ し尿の処理 ● 

  衛生班 

第５ 清 掃  

● 

 衛生班 

第６ 障害物の除去 ● 

  建設班、環境経済班 

第７ 動物の保護、収容  
● 

 環境経済班、衛生班 

 

第１ 食品の衛生対策 

第３章第14節第１ 食品の衛生対策を参照。 

 

第２ 防疫活動 

第３章第14節第２ 防疫活動を参照。 

 

第３ 有害物資の漏洩等防止 

第３章第14節第３ 有害物資の漏洩等防止を参照。 

 

第４ し尿の処理 

第３章第14節第４ し尿の処理を参照。 

 

第５ 清 掃 

第３章第14節第５ 清掃を参照。 

 

第６ 障害物の除去 

第３章第14節第６ 障害物の除去を参照。 

 

第７ 動物の保護、収容 

第３章第14節第７ 動物の保護、収容を参照。 
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第 15節 遺体の処理・埋葬 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 遺体の捜索 ● 

  消防本部班、消防団班 

第２ 遺体の処理、検案 ● 

  救護班 

第３ 納棺用品等の確保と遺体の収容、安置 ● 

  衛生班 

第４ 遺体の埋葬  

● 

 市民班、衛生班、 

 

第１ 遺体の捜索 

第３章第15節第１ 遺体の捜索を参照。 

 

第２ 遺体の処理、検案 

第３章第15節第２ 遺体の処理、検案を参照。 

 

第３ 納棺用品等の確保と遺体の収容、安置 

第３章第15節第３ 納棺用品等の確保と遺体の収容、安置を参照。 

 

第４ 遺体の埋葬 

第３章第15節第４ 遺体の埋葬を参照。 
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第 16節 文教対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１幼稚園児、児童、生徒の安全確保、安否確認 ● 

  教育班、消防本部班、消防団班 

第２ 応急教育   

● 教育班 

第３ 保育所児童の安全確保、安否確認 ● 

  救護班、消防本部班、消防団班 

第４ 応急保育   

● 救護班 

第５ 文化財対策  

● 

 教育班、施設管理者 

 

第１ 幼稚園児、児童、生徒の安全確保、安否確認 

第３章第16節第１ 幼稚園児、児童、生徒の安全確保、安否確認を参照。 

 

第２ 応急教育 

第３章第16節第２ 応急教育を参照。 

 

第３ 保育所児童の安全確保、安否確認 

第３章第16節第３ 保育所児童の安全確保、安否確認を参照。 

 

第４ 応急保育 

第３章第16節第４ 応急保育を参照。 

 

第５ 文化財対策 

第３章第16節第５ 文化財対策を参照。 
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第 17節 公共施設等の応急対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 上水道施設 ● 

  上下水道班 

第２ 下水道施設 ● 

  建設班 

第３ 電気施設 ● 

  九州電力 

第４ 通信施設 ● 

  電話事業各社 

第５ 道路施設 ● 

  建設班、環境経済班、関係機関 

第６ 河川、水路 ● 

  河川管理者、建設班、関係機関 

第７ 漁港・港湾・海岸 ● 

  環境経済班、関係機関 

第８ 鉄道施設 ● 

  JR九州、西鉄、建設班、関係機関 

第９ その他の公共施設 ● 

  各施設管理者 

  

第１ 上水道施設 

第３章第17節第１ 上水道施設を参照。 

 

第２ 下水道施設 

第３章第17節第２ 下水道施設を参照。 

 

第３ 電気施設 

第３章第17節第３ 電気施設を参照。 

 

第４ 通信施設 

第３章第17節第５ 通信施設を参照。 

 

第５ 道路施設 

第３章第17節第６ 道路施設を参照。 

 

第６ 河川、水路 

第３章第17節第７ 河川、水路を参照。 

 

第７ 漁港・港湾・海岸 
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第３章第17節第７ 漁港・港湾・海岸を参照。 

 

第８ 鉄道施設 

第３章第17節第９ 鉄道施設を参照。 

第９ その他の公共施設 

第３章第17節第10 その他の公共施設を参照。 
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第 18節 災害警備 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 防犯活動への協力   

● 関係各班、消防本部班、消防団班 

  

第１ 防犯活動への協力 

第３章第18節第１ 防犯活動への協力を参照。 
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第５章 大規模事故等応急対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節  大規模事故対策 

第２節  危険物等災害対策 

第３節  海上災害対策 

第４節  放射線災害対策 

本章は、大規模事故時に市及び防災関係機関が実施する対策

について、実施担当者、手順などを定めたものである。 
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第１節 大規模事故対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 大規模事故の応急対策 ● 

  総務班、消防本部班、消防団班、関係各班 

 

第１ 大規模事故の応急対策 

１ 大規模事故の対象と対応方針 

大規模事故として対象となる災害は、次のとおりである。 

大規模事故は、風水害及び地震災害と異なり、発生原因となる事象及び災害の影響する範囲が局地的であ

り、市全域に甚大な被害が発生することはないといえる。 

大規模事故が発生したときは、一刻も早く人命を救助し、二次災害を防止することが基本となる。 

■対象となる災害の種類 

○ 大規模な交通事故（道路事故、鉄道事故） 

○ 航空機事故 

○ 大規模な火災 

○ 土木工事における事故 

○ その他 

２ 災害対策本部の設置 

市長は、事故の状況から判断して災害対策本部の設置など適切な配備体制をとり、応急対策活動に必要な

班を配備する。 

なお、状況に応じて現地災害対策本部を設置する。 

３ 情報の収集、連絡 

総務班、消防本部班及び消防団班は、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から県及び関係機関に連絡する。 

また、市及び関係機関で対応できないときは、県に応援を要請する。 

４ 応急対策活動 

市は、事故発生元関係者と密接に連携し、災害の拡大を防止するための消防活動、被災者の救出救護、交

通規制、警戒区域の設定、避難の指示等、必要な応急対策を行う。 

なお、各応急対策活動の詳細は、第３章の各節による。 

■主な活動内容 

○ 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○ 関係防災機関との調整 

○ 被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○ 死傷病者の身元確認 

○ 事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示 
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○ 県又は他の市町村に対する応援要請 

■道路災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鉄道災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路管理者 九州地方整備局 

県農林事務所 
(災害対策地方本部) 

事故原因者 
事故発見者 

みやま市(消防本部) 県 
(災害対策本部) 

他消防本部 

他市町村 

関係機関 
(医師会等) 

自衛隊 

県警察本部 警 察 署 警察庁 
管区警察局 

消防庁他関係省庁 

鉄軌道事業者 九州運輸局 
(福岡運輸支局) 

県農林事務所 
(災害対策地方本部) 

事故原因者 
事故発見者 

みやま市(消防本部) 県 
(災害対策本部) 

他消防本部 

他市町村 

関係機関 
(医師会等) 

自衛隊 

県警察本部 警 察 署 警察庁 
管区警察局 

消防庁他関係省庁 
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■航空災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大規模な火事災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやま市消防本部・署 みやま市 
(災害対策本部) 

地元関係機関 

事故応急対策部 
(空港事務所設置) 

(空港事務所) 

事故原因者 
事故発見者 

県 
(災害対策本部) 

関係機関 

他消防本部 

他都道府県・他市

町村 

消防庁他関係省庁 

県農林事務所 
(災害対策地方本部) 

関係防災機関 

航空運送事業者 

国土交通省 

自衛隊 

県警本部・署 
警察庁 

管区警察局 

県 
(災害対策本部) 

事故原因者 
事故発見者 みやま市消防本部・署 

県農林事務所 
(災害対策地方本部) 

消防庁他関係省庁 

他消防本部 

他市町村 

関係機関 
(医師会等) 

自衛隊 

警察庁 
管区警察局 警 察 署 県警察本部 

みやま市 
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第２節 危険物等災害対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 危険物等災害の応急対策 ● 

  総務班、消防本部班、消防団班、関係各班 

 

第１ 危険物等災害の応急対策 

１ 危険物等の対象と対応方針 

本節の危険物等とは、消防法で規定する「危険物」、毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」、「劇物」、

「特定毒物」、高圧ガス保安法で規定する「高圧ガス」、火薬類取締法で規定する「火薬類」をいう。 

危険物等により災害が発生したときは、消防本部班が中心となり、消防団班、施設管理者、警察署、県等

と連携をとりながら、被災者の救出と災害の拡大防止等を行う。 

また、大規模地震等が発生したときは、二次災害の防止のため必要な応急措置を行う。 

２ 災害対策本部の設置 

市長は、災害の状況から判断して災害対策本部の設置など適切な配備体制をとり、応急対策活動に必要な

班を配備する。 

なお、状況に応じて現地災害対策本部を設置する。 

３ 情報の収集、連絡 

総務班、消防本部班及び消防団班は、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から県及び関係機関に連絡する。 

また、市及び関係機関で対応できないときは、県に応援を要請する。 

４ 応急対策活動 

市は、災害の拡大を防止するための消防活動、被災者の救出救護、警戒区域の設定、避難の指示等、必要

な応急対策を行う。 

なお、各応急対策活動の詳細は、第３章の各節による。 

■主な活動内容 

○ 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○ 被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○ 事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示 

○ 死傷病者の身元確認 

○ 県又は他の市町村に対する応援要請 

○ 関係防災機関との調整 

○ 危険物等に関する規制 

５ 二次災害の防止措置 

各種危険物を取り扱い、又は保有する施設管理者、保安監督者等は、大規模地震等が発生したときは、火



 214 

災、爆発、流出、拡散などの二次災害を防止するため、速やかに必要な応急措置を行う。 

 

■二次災害の防止措置 

区 分 応 急 対 策 

危険物施設 

○ 危険物取扱作業の緊急停止と安全点検 

○ 危険物施設からの出火、流出の防止措置 

○ 危険物による災害発生時の活動体制の確立 

○ 消防、警察等関係機関への通報 

○ 従業員及び周辺住民に対する人命安全措置 

毒物・劇物保有施設 
○ 施設等の安全確認 

○ 汚染区域の拡大防止措置 

高圧ガス施設 

○ 製造施設の運転停止等の応急措置と施設の安全確認 

○ 落下防止、転倒防止等の安全措置 

○ 火気使用禁止の広報や危険なときの警告、通報措置 

火薬類貯蔵施設 

○ 施設等の安全確認 

○ 火薬類の数量等の確認 

○ 危険なときの警告、通報措置 

 

 

■危険物等災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みやま市消防本部・署 

みやま市 

消防団 

県農林事務所 
(災害対策地方本部) 

警 察 署 

県 
(災害対策本部) 消防庁他関係省庁 

他消防本部 

他市町村 

関係機関 
(医師会等) 

自衛隊 

発
見
者
・
原
因
者 

(毒劇物による事故の場合) 
県保健福祉環境事務所 

県警察本部 
警察庁 

管区警察局 
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第３節 海上災害対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 海上災害の応急対策 ● 

  総務班、消防本部班、関係各班 

第１ 海上災害の応急対策 

１ 災害の対象と対応方針 

市域沿岸及びその地先海域において、船舶等からの油流出事故及び海難事故が発生、又は発生のおそれが

ある場合に、迅速かつ的確にその拡大を防止し被害の軽減を図るため、関係機関と密接な連携を保ち、効果

的な災害応急対策を実施する。 

■対象となる災害の種類 

船舶等による油流出事故 

○ 市域沿岸及びその地先海域において、船舶及び貯油施設（屋外貯蔵タン

ク等）等の事故による大量の油の流出、火災の発生 

※ 有害液体物質(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第３条第３

項)の流出事故対策については、第５章第２節 危険物等災害対策による。 

海難事故 
○ 船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難による

多数の遭難者、行方不明者、死傷者等の発生 

２ 災害対策本部の設置 

市長は、事故の状況から判断して災害対策本部の設置など適切な配備体制をとり、応急対策活動に必要な

班を配備する。 

なお、状況に応じて現地災害対策本部を設置する。 

３ 情報の収集、連絡 

総務班、消防本部班は、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関す

る概括的情報を含め、把握できた範囲から県及び関係機関に連絡する。 

４ 応急対策活動 

市は、県、漁業協同組合、第七管区海上保安本部等と密接に連携し、災害の拡大を防止するための消防活

動、被災者の救出救護、交通規制、警戒区域の設定、避難の指示等、必要な応急対策を行う。 

なお、各応急対策活動の詳細は、第３章の各節による。 

■主な活動内容 

○ 沿岸住民に対する災害情報の周知、広報 

○ 沿岸及び地先海面の警戒 

○ 沿岸住民に対する避難の指示 

○ 沿岸住民に対する警戒区域の設定、火気使用の

制限等危険防止のための措置 

○ 死傷病者の救出、援護（搬送、収容） 

○ 沿岸漂着の可能性のある油及び沿岸漂着油の

○ 海上保安部等の行う応急対策への協力 

○ 事故貯油施設の所有者等に対し、海上への石油

等流出防止措置の指導 

○ 防除資機材及び消火資機材の整備 

○ 漂流油防除に要した経費及び損失補償要求な

どの資料作成並びに関係者への指導 

○ 風評被害に関すること 
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防除措置の実施 

○ 消火作業及び延焼防止作業 

■海上災害情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 見 者 

事故船舶 
及び 

貯油施設等 

第七管区海上保安本部 福 岡 県 

海 上 保 安 部 等 

自 衛 隊 

九州運輸局 

九州地方整備局 

指定公共機関 

巡視船艇等 

海事関係者 

一般船舶・漁船等 

警  察 

漁業協同組合 

み や ま 市 

みやま市消防本部 

大量流出時関係機関 

門司・宇部海域排出油災害対策協議会 

福 岡 地 区 排 出 油 災 害 対 策 協 議 会 

有 明 海 排 出 油 防 除 協 議 会 
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第４節 放射線災害対策 

項   目 
初 

動 

応 

急 

復 

旧 

担   当 

（文字囲は主担当、斜字は副担当） 

第１ 放射線災害の応急対策 ● 

  総務班、消防本部班、消防団班、関係各班 

 

第１ 放射線災害の応急対策 

１ 放射線災害の対象と対応方針 

本節の放射線災害とは、放射性同位元素等の放射性物質を取り扱う施設（以下「放射性物質取扱施設」と

いう。）からの火災、その他の災害が起こったこと等による放射線の放出又は運搬中の事故に伴う放射性物

質の漏えい等の発生をいう。 

放射線災害が発生したときは、消防本部班が中心となり、消防団班、施設管理者、警察署、県等と連携を

とりながら、被災者の救出と災害の拡大防止等を行う。 

２ 災害対策本部の設置 

市長は、災害の状況から判断して災害対策本部の設置など適切な配備体制をとり、応急対策活動に必要な

班を配備する。 

なお、状況に応じて現地災害対策本部を設置する。 

３ 情報の収集、連絡 

総務班、消防本部班及び消防団班は、事故の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被

害規模に関する概括的情報を含め、把握できた範囲から県及び関係機関に連絡する。 

また、市及び関係機関で対応できないときは、県に応援を要請する。 

■運搬中の事故に伴う放射性物質の漏えい時等に係る情報連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 応急対策活動 

市は、災害の拡大を防止するための消防活動、被災者の救出救護、警戒区域の設定、避難指示(緊急)等、

必要な応急対策を行う。 

規制担当省庁 

防災関係機関 

みやま市 消防本部 

放射性物質取扱事業者 
運搬事業者、責任者 

県 
(災害対策本部) 

消防庁特殊災害室 

警察署 

県警察本部 

警察庁 
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なお、各応急対策活動の詳細は、第３章の各節による。 

 

■主な活動内容 

○ 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

○ 被災者の救出、救護（搬送・収容） 

○ 事故拡大防止のための消火その他消防活動 

○ 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示 

○ 死傷病者の身元確認 

○ 県又は他の市町村に対する応援要請 

○ 風評被害対策に関すること 

５ 屋内待避・避難誘導等の防護活動 

(1) 屋内退避等の呼びかけ 

 市は、施設設置者等による放射性物質の汚染状況調査の結果、必要に応じて、住民に対し屋内退避、コン

クリート屋内退避等を呼びかける。 

 その他放射性物質等により住民が危険にさらされるおそれがある場合においても、同様の措置をとるもの

とする。 

(2) 退避等の方法 

市は、昼夜の別、地形、風向等の気象動向を総合的に勘案しながら、必要に応じて、あらかじめ定める屋

内退避・避難誘導の方法に基づき、住民を退避又は避難させる。 

６ 放射線モニタリングの実施 

市は、環境への影響を把握するため、必要に応じて、国・県等の協力を得ながら事故現場の周辺地域等の

放射線量の測定を行うこととする。また、県が行う緊急時モニタリングへの協力の準備を行う。 

７ 飲料水、飲食物等の摂取制限 

(1) 飲料水、飲食物 

市は、放射性物質等による汚染状況の調査結果等により、次表の「飲食物接種制限に関する指標」を超え、

又は超えるおそれがあると認められる場合は、汚染水源の使用禁止、汚染飲料水の飲用禁止の措置及び汚染

飲食物の摂取制限等必要な措置をとる。 

（飲食物摂取制限に関する指標） 

対 象 放射性ヨウ素 放射性セシウム 

飲料水、牛乳、乳製品 3×10²Bq/㎏ 以上 2×10²Bq/㎏ 以上 

野菜類、穀類、肉・卵・魚・その他 2×10³Bq/㎏ 以上 5×10²Bq/㎏ 以上 

（参考：福岡県地域防災計画原子力災害対策編） 

 (2) 農林水産物の摂取及び出荷制限 

環境経済班は、農林水産物の生産者、出荷機関及び市場の責任者等に汚染農林水産物の摂取禁止、漁獲の

禁止、出荷制限等必要な措置をとる。 

８ 災害復旧計画 

(1) 関係情報の収集・調査 

市及び関係機関は、大気、水質、農林水産資源、水鳥、植生等に対する事故災害による影響の調査並びに

それを踏まえた必要な対策（環境復旧対策、野生生物救護対策、史跡名勝天然記念物対策等）について、連
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携を図りながら実施する。 

なお、環境対策の実施に当たっては、必要に応じ、国（環境省等）、県、専門家による指導・助言等の活

用を図るものとする。 

(2) 健康対策 

市は、医師会等と連携し、災害発生地周辺の住民等に対する心身の健康に関する相談に応じるための体制

を整備するものとする。 

(3) 風評対策 

市及び商工観光、農林水産業関係者等の関係機関は、風評による観光客離れ、消費者の農林水産物離れ等

を防止するため、連携を図りながら、次に掲げるような風評対策を実施する。 

ア 風評による観光、消費への影響調査 

イ 風評に対応するための客観資料の収集 

ウ 風評被害を受けた事業者等に対する総合的な相談窓口の設置等の支援 

エ 報道機関等を通じたキャンペーン活動等 
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第６章 災害復旧復興計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 節 災害復旧事業 

第２ 節 被災者等の生活再建等の支援 

第３ 節 地域復興の支援 

第４ 節 災害復興計画 

本章は、被災した市民・事業者・農林漁業従事者等の再建支

援と、社会システム回復のための基本的対策項目について定め

たものである。 
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第１節 災害復旧事業 

項     目 担     当 

第１ 災害復旧事業の推進 関係各部 

第２ 激甚法による災害復旧事業 関係各部 

 

第１ 災害復旧事業の推進 

市は、関係機関と連携を図りながら、被災原因、被災状況等を的確に把握し、災害復旧を効率的かつ効果

的に実施するため、必要に応じ災害復旧計画を速やかに策定し、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行う。 

被災施設の復旧に当たっては、現状復旧を基本にしつつ、災害の再発防止等の観点から必要に応じて改良

復旧を行う。 

■災害復旧事業の種類 

種 類 項 目 根拠法 

公共土木施設災害復旧事業計画 

○ 河川     ○ 海岸 
○ 砂防設備   ○ 道路、橋梁 
○ 港湾     ○ 漁港 
○ 下水道    ○ 上水道 
○ 公園 
○ 林地荒廃防止施設 
○ 地すべり防止施設 
○ 急傾斜地崩壊防止施設 

公共土木施設災害復旧事業費国
庫負担法 

農林水産業施設災害復旧事業計
画 

○ 農地、農業用施設 
○ 林業用施設 
○ 漁業用施設 
○ 共同利用施設 

農林水産業施設災害復旧事業費
国庫補助の暫定措置に関する法
律 

都市施設災害復旧事業計画 
○ 都市計画区域における街路、
公園、都市排水施設等 

○ 市街地における土砂堆積等 

都市災害復旧事業国庫補助に関
する基本方針及び都市災害復旧
事業費事務取扱方針 

公営住宅災害復旧事業計画 
○ 災害公営住宅の建設 
○ 既設公営住宅 

公営住宅法 

公立文教施設災害復旧事業計画 
○ 公立学校施設 
○ 公立社会教育施設 

公立学校施設災害復旧費国庫負
担法 

厚生施設等災害復旧事業 
○ 社会福祉施設等 生活保護法、児童福祉法、身体障

害者福祉法、知的障害者福祉法、
老人福祉法、売春防止法 

医療施設災害復旧事業計画 
○ 医療施設 医療法、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法
律 

公営企業災害復旧事業計画 
○ 病院 
○ 簡易水道事業 

医療法、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法
律 

公用財産災害復旧事業計画   
水道施設災害復旧事業計画 ○水道施設 水道法 

清掃施設等災害復旧事業計画 
○廃棄物処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する

法律 
その他の災害復旧事業計画   
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第２ 激甚法による災害復旧事業 

著しく激甚である災害（激甚災害）発生時における地方公共団体の経費負担の軽減を目的として、激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。）が

制定されている。激甚災害に指定されたときは、この激甚法に基づいて復旧事業を行う。 

1 激甚災害の指定手順 

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条では、国民経済に著しい影響を及ぼし、

かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認

められる災害が発生した場合には、内閣総理大臣が中央防災会議に諮った上で、政令によりその災害を「激

甚災害」として指定する。 

激甚災害としての適否及びどの措置を適用するかの具体的な判断基準は、中央防災会議の「激甚災害指定

基準」（昭和37年12月7日中央防災会議決定）又は「局地激甚災害指定基準」（昭和43年11月22日中央防災

会議決定）による。 

激甚な災害が発生すると、関係省庁が所管事項についての被害額等を把握し、被害状況をとりまとめ、激

甚災害としての該当の適否、適用措置について政府原案が作成され、これを中央防災会議に諮った上で、閣

議を経て政令公布、施行される。 

 

■激甚災害指定手続きのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■激甚法による財政援助 

助 成 区 分 財 政 援 助 を 受 け る 事 業 等 

公共土木施設災害復旧
事業等に関する特別の
財政援助 
（法第2章 第3条、第4 
条） 

○ 公共土木施設災害関連事業 
○ 公立学校施設災害復旧事業 
○ 公営住宅災害復旧事業 
○ 生活保護施設災害復旧事業 
○ 児童福祉施設災害復旧事業 
○ 老人福祉施設災害復旧事業 
○ 身体障害者更正援護施設災害復旧事業 
○ 知的障害者援護施設災害復旧事業 
○ 婦人保護施設災害復旧事業 
○ 感染症指定医療機関災害復旧事業 
○ 感染症予防事業 
○ 堆積土砂排除事業 
○ 湛水排除事業 

答申 

通報 
諮問 

災害名・適用条項・地域 

報告 

市長 

指定公共機関の代表者 指定行政機関の長 
報告 

県知事 

政府公布 

閣議決定 

内閣総理大臣 中央防災会議 

局地激甚災害指定基準 

激 甚 災 害 指 定 基 準 
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農林水産業に関する特
別の助成 

○ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（激甚法第5条） 
○ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例（法第6条） 
○ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助（法第7条） 
○ 天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置の特例
（法第8条） 
○ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助（法第9条） 
○ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助（法第10条） 
○ 共同利用小型漁船の建造費の補助（法第11条） 
○ 森林災害復旧事業に対する補助（法第11条の2） 

中小企業に関する特別
の助成 

○ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例（法第
１3条） 

○ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第12条） 
○ 中小企業近代化資金等助成法による貸付金等の償還期間等の特例（法第13
条） 

○ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助（法第14条） 
○ 中小企業者に対する資金の融通に関する特例（法第15条） 

その他の財政援助及び
助成 

○ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（法第16条） 
○ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助（法第17条） 
○ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例（法第19条） 
○ 母子及び寡婦福祉法による国の貸し付けの特例（法第20条） 
○ 水防資材費の補助の特例（法第21条） 
○ り災者公営住宅建設事業に対する補助の特例（法第22条） 
○ 産業労働者住宅建設資金融通の特例（法第23条） 
○ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への参入等（法第24条） 
○ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例（法第25条） 

 

２ 激甚災害に関する調査報告 

市は、市域に災害が発生した場合には、災害対策基本法第53条第1項の規定により、速やかにその被害状

況等を県に報告する。 
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第２節 被災者等の生活再建等の支援 

項     目 担     当 

第１ 災害ケースマネジメントの実施 総務部、市民部 

第２ 生活相談 市民部、保健福祉部、山川支所、高田支所 

第３ り災証明の発行 市民部、消防本部 

第４ 雇用機会の確保 環境経済部 

第５ 義援金品の受入及び配分 会計課、総務部 

第６ 災害弔慰金等の支給 保健福祉部 

第７ 生活資金の貸与 総務部、保健福祉部、社会福祉協議会 

第８ 租税の減免等 市民部、関係各部 

第９ 住宅復興資金の融資 建設都市部 

第10 災害公営住宅の建設等 建設都市部 

第11 郵政事業の支援措置 郵便局 

 

第１ 災害ケースマネジメントの実施 

 県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害

ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ

細かな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ

細かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

 県及び市町村は、平常時から、被災者支援を担当する部局を明確化し、地域の実情に応じ、災害ケースマ

ネジメントの被災者支援の仕組みの整備等に努めるものとする。 

 

第２ 生活相談 

県は、県民情報センター、保健福祉環境事務所等に災害関連の総合相談窓口を設置する。また、必要に応

じて、避難所、庁舎その他適当な場所においても、総合的な情報提供及び相談窓口を設置する。 

市民部、保健福祉部、山川支所及び高田支所は、災害時における市民からの問い合わせや要望に対応する

ため、生活相談を実施する。なお、詳細は、第３章 風水害災害応急計画 第４節「災害広報・広聴活動」に

よる。 

保健福祉部は、精神科医療機関等と協力して、被災者や災害時要援護者の精神的な障害を軽減させるため、

カウンセリングなどの必要な措置を行う。また、必要な情報資料を作成し、総務部及び市民部へ提供を依頼

する。 

 

第３ り災証明の発行 

市民部、消防本部は、り災者のり災証明の発行申請に対し、り災証明書を発行する。被害調査等により客

観的に判断できないときは、被害の事実ではなく、本人の被害届け出があったことに対する証明書を発行す
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る。 

り災証明の範囲は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害で、次の事項である。 

■り災証明の担当及び証明の範囲 

市民部  住家の全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、半壊に至らない（一部損

壊）、床上浸水、床下浸水、浸水なし（みやま市罹災証明書等交付要綱に基づく） 

消防本部  火災による焼損等（みやま市消防本部火災調査規程に基づく） 

 

第４ 雇用機会の確保 

公共職業安定所は、災害により離職を余儀なくされた者の再就職を促進するため、離職者の発生状況、求

人、求職の動向等の情報を速やかに把握し、次の措置を行う。 

環境経済部は、被災者に対し、これらの情報を提供する。 

■職業安定所の措置 

○ 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

○ 公共職業安定所に出向くことが困難な地域において、臨時職業相談所の開設、又は巡回職業相談の実施 

○ 雇用保険の失業給付に関する特例措置 

 

第５ 義援金品の受入及び配分 

災害時には、国内、国外から多くの義援金品が送られてくることが予想される。 

会計課及び総務部は、これらの受け入れ体制や配分等について速やかに体制を確立する。 

１ 義援金品の受け入れ 

義援品の受け入れに際して、被災地のニーズに応じた物資とするよう、また、品名を明示する等梱包に際

して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方法とするよう義援品提供者に呼びかける。 

また、義援金品の受付窓口を設置し、受付記録を作成して保管の手続きを行うとともに、寄託者に受領書

を発行する。 

２ 義援金品の保管 

義援金は、り災者に配分するまで指定金融機関の専用口座をつくり保管し、義援品は市所有倉庫等に保管

する。 

３ 義援金品の配分 

県の配分基準にしたがって配分する。なお、市単独で決定する場合は、義援金品の配分に関して配分委員

会等を設けて配分方法を決定し、り災者に対し適正かつ円滑に配分する。 

■県の配分基準 

義援金  （※床上浸水世帯を1とする）                      （配分比） 
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死者（行方不明で死亡と認められる者を含む） 

重傷者（3ヶ月以上の治療を要する見込みの者） 

重傷者（1ヶ月以上3ヶ月未満の治療を要する見込みの者) 

全壊全焼流失世帯 

半壊半焼世帯 

一部損壊世帯 

床上浸水世帯 

10 

5 

3 

10 

5 

1 

1 

   義援品 

    指定避難所における緊急性、必要性に応じて配分を決定する。なお、指定避難所への配分を決定するにあ

たっては、緊急性を要すること、また個人へ配分するものではないことから、義援金品配分委員会の決定は不

要とすることができる。 

 

第６ 災害弔慰金等の支給 

１ 災害弔慰金 

保健福祉部は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48 年法律第82 号）第3条の規定に基づき、みや

ま市災害弔慰金の支給等に関する条例により、災害弔慰金を支給する。 

また、みやま市災害見舞金等支給要綱に基づき、被災者及びその遺族に対して見舞金及び弔慰金を支給す

る。 

 

２ 災害障害見舞金等 

保健福祉部部は、災害弔慰金の支給等に関する法律第8条の規定に基づき、みやま市災害弔慰金の支給等

に関する条例により、災害障害見舞金を支給する。 

３ 被災者生活再建支援金 

県は、被災者生活再建支援法（平成10年法律第66号）に基づき、自然災害によりその生活基盤に著しい被

害を受けた市民に対し、その生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資す

るため、被災者再建支援金を支給する。なお、県内で被災者生活再建支援法が適用されている自然災害にお

いて、本市が法の適用要件を満たさない場合にあっては、被災者に対して福岡県被災者生活再建支援金によ

り法と同様の支援が行われる。 

保健福祉部は、被災者が提出する申請等の窓口業務を行い、とりまとめの上、県に提出する。 

■法適用の要件 

対象となる 

自然災害 

適用になる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異

常な自然現象により生じる災害であって次のいずれかに該当するもの。 

① 災害救助法施行令第1条第1項又は第2項に該当する被害が発生した市町村 

② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

④ 上記①又は②の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市

町村（人口１０万人未満に限る） 

⑤ 上記①～③の区域に隣接し、 



 227 

5世帯以上の住宅壊被害が発生した市町村（人口１０万人未満に限る） 

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が2以上ある場合に、 

5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口１０万人未満に限る） 

2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る） 

※④～⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あ

り（合併した年と続く5年間の特例措置） 

対象世帯 

上記の災害により 

① 住宅が全壊した世帯（全壊世帯） 

② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯（解

体世帯） 

③ 被害により危険な状況が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

（長期避難世帯） 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半

壊世帯） 

⑤ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模

半壊世帯） 

■支給金額                                                   （単位：万円） 

被災世帯の別 基礎支援金 住宅の再建方法 加算支援金 合 計 

複数世帯 

全 壊 世 帯 

解 体 世 帯 

長期避難世帯 

100 

建設・購入 200 300 

補   修 100 200 

賃   借 50 150 

大規模半壊世帯 50 

建設・購入 200 250 

補   修 100 150 

賃   借 50 100 

中規模半壊世帯 － 

建設・購入 100 100 

補   修 50 50 

賃   借 25 20 

単数世帯 

（世帯人数が１人

の場合） 

全 壊 世 帯 

解 体 世 帯 

長期避難世帯 

75 

建設・購入 150 225 

補   修 75 150 

賃   借 37.5 112.5 

大規模半壊世帯 37.5 

建設・購入 150 187.5 

補   修 75 112.5 

賃   借 37.5 75 

中規模半壊世帯 － 

建設・購入 75 75 

補   修 37.5 37.5 

賃   借 18.75 18.75 

※ 支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と住宅の再建方法に応じて支給する

支援金（加算支援金）の合計額となる。 

※ 「住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解

体した世帯」は全壊世帯に該当する。 

※ 被災当初、一時的に「賃貸住宅（公営住宅入居者を除く）」に入居した世帯が加算支援金を受け取った

後、諸般の事情により申請期間内に住宅を「建設・購入」又は「補修」することになった場合は、再度申
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請することにより、既に受給した額との差額を受け取ることが可能。（ただし、住宅を「補修」するとし

て加算支援金を受け取った場合は、その後申請期間内に住宅を「建設・購入」したとしても、既に受給し

た額との差額を受け取ることはできない。） 

 

■被災者生活再建支援制度のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 生活資金の貸与 

１ 災害援護資金 

保健福祉部は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に

対し、災害援護資金を貸し付ける。 

なお、資金貸付けの財源は、国が3分の2、県が3分の1 をそれぞれ市に、無利子で貸し付ける。 

 

 

■災害援護資金の内容 

災害対象 県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある自然災害 

貸付限度額 1 世帯主の１か月以上の負傷  150 万円 

 

 

2 家財等の損害 

 

 

 

3 1と2が重複した場合 

ｱ 家財の1/3以上の損害 

ｲ 住居の半壊 170 万円 

ｳ 住居の全壊 250 万円 

ｴ 住居の全体が滅失又は流出 

ｱ 1 と 2 のｱの重複 

ｲ 1 と 2 のｲの重複 

ｳ 1 と 2 のｳの重複 

150 万円 

170 万円 

250 万円 

350 万円 

250 万円 

270 万円 

350 万円 

 

 
4 次のいずれかの事由に該当する場合であって、被災した住居を建て直すに際し、

残存部を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 

 

 ｱ 2 のｲの場合 

ｲ 2 のｳの場合 

ｳ 3 のｲの場合 

250 万円 

350 万円 

350 万円 

貸
付

条
件 

所得制限 
（世帯人員） （市民税における総所得金額） 

1 人 220 万円 

※県では支援支給に関する事務の全部を(財)都道府県会館に委託している。 

支援金支給(口座振込) 

(り災証明書等
必要書類添付) 

補 助 金 の
交付申請 

補助金の交付 

被 

災 

者 

市 

町 

村 

県 国 

(

公
財)

都
道
府
県
セ
ン
タ
ー 
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2 人 430 万円 

3 人 620 万円 

4 人 730 万円 

5 人以上 （1 人増すごとに730 万円に30 万円を加えた額） 

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあたっては、1,270 万円とする。 

利  率 年3％（据置期間は無利子） 

据置期間 3年（特別の事情がある場合5 年） 

償還期間 10年（据置期間含む） 

償還方法 年賦又は半年賦 

根拠法令 災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48 年法律第82 号） 

  

２ 生活福祉資金 

県社会福祉協議会は、災害救助法が適用にならない災害によって被害を受けた低所得世帯に対し、福岡県

生活福祉資金貸付規程及び福岡県生活福祉資金貸付規程細則に基づき、資金の種類ごとに、貸付の条件、貸

付限度額等に従いそれぞれの用途に応じた生活福祉資金を貸し付ける。 

市社会福祉協議会は、この受付事務を行う。 

■資金の種類 

○ 更生資金 

○ 福祉資金 

○ 住宅資金 

○ 修学資金  

○ 療養・介護資金 

○ 緊急小口資金 

○ 災害援護資金 

○ 長期生活支援資金 

○ 離職者支援資金 

  

３ 母子福祉資金・寡婦福祉資金 

県保健福祉環境事務所は、経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、母子家庭又は寡婦に対し資金

を貸し付ける。 

災害の場合は、被災者に対する事業開始資金、事業継続資金及び住宅資金の据置期間の延長の特例が設け

られている。 

福祉課は、この受付事務を行う。 

■資金の要件及び種類 

要件 

○ 母子家庭の母又は父子家庭の父で、20歳未満の子どもを扶養している人 

○ かつて母子家庭の母だった人（寡婦） 

○ 配偶者と死別又は離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外

の人 

種類 

 

○ 事業開始 

○ 事業継続 

○ 住宅 

○ 就職支度 

○ 技能習得 

○ 生活 

○ 転宅 

○ 就学支度 

○ 修業 

○ 修学支度 

○ 医療介護 

○ 結婚 
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第８ 租税の減免等 

市民部は、災害によって被害を受けた市民に対して市民税等の減免等、納税延期及び徴収猶予を行う。 

また、市、ライフライン機関等は、被災市民の生活を支援するため、公共料金等の支払いについて可能な

限り特例措置を講じる。 

■市税等の減免等の種類、内容 

納税期限 

の延長 

災害により、納税義務者等が期限内に申告その他の書類の提出又は市税を納付、若しく

は納入することができないと認めるときは、次の方法により、災害がおさまったあと2ヶ月

以内に限り当該期限を延長する。 

○ 災害が広範囲にわたる場合、市長が職権により適用の地域及び期日を指定する。 

○ その他の場合、規則で定める申請書を市長に提出するものとする。 

徴収猶予 

災害により、財産に被害を受けた納税義務者等が、市民税を一時に納付し、又は納入す

ることができないと認められるときは、その者の申請に基づき、１年以内において徴収を

猶予する。なお、やむを得ない理由があると認められるときは、さらに１年以内の延長を

行う。（地方税法第15条） 

滞納処分

の執行の

停止等 

災害により、滞納者が無財産になる等被害を受けた場合は、滞納処分の執行停止、換価

の猶予及び延滞金の減免等適切な措置を講ずる。 

減  免 

免  除 

被災した納税義務者に対し、該当する各税目等について減免、免除等を行う。 

個人の市民税の減免 ○ 被災した納税義務者の状況に応じて行う。 

固定資産税の減免 ○ 災害により著しく価値が減じた固定資産（土地、家

屋、償却資産）について減免を行う。 

国民健康保険税の減免 

介護保険料の減免 

国民年金保険料の免除 

医療費一部負担金の減免 

心身障害者扶養共済掛金の減免 

軽自動車税等の減免 

○ 被災により生活が著しく困難となった場合に行う。 

 

■県、国の減免等の種類 

制   度   名 窓     口 

更生医療身体補装具および重度身体障がい者 

日常生活用具の自己負担額の減免 

県保健福祉環境事務所、市福祉課 

社会福祉施設の入所費用の減免 県保健福祉環境事務所、児童相談所、市(区)町村 

精神障害者措置入院費の減免 県保健福祉環境事務所 

県立高校授業料の免除 学校 

県税の減免および徴収猶予 県税事務所 

国税の減免および納税猶予 税務署 
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■公共料金等の特別処置 

○ り災証明手数料の免除 

○ 保育料の減免等  

○ 市営住宅家賃等の減免等 

○ 上下水道料金の減免等  

○ し尿くみ取り手数料の免除等  

○ ごみ処理手数料の減免等 

○ テレビ受信料金の免除等 

○ 電話料金・電話工事費の減免等 

○ 電気料金・工事費負担金の免除等 

○ ガス料金の納付延長等 

 

第９ 住宅復興資金の融資 

建設都市部は、被災者に対し、住宅建設等に関する次の融資制度の情報提供等を行う。 

１ 住宅復興資金 

独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法に基づき、災害により住宅を失い、

又は破損した者が住宅の建設、補修、購入、宅地整備等を行えるよう災害住宅復興資金を融資する。 

２ 個人住宅災害緊急建設資金 

県は、福岡県個人住宅災害緊急建設資金貸付制度に基づき、被災者に対し、個人住宅の新築、改築資金を

貸し付ける。 

３ 災害対策資金融資 

市は、災害により被害を受けるおそれのある住宅の移転及び住宅に付随する危険地の防災工事を促進し、

災害を未然に防止するとともに、被害を受けた住宅等の復興を図るため、災害対策資金の融資あっせん及び

利子補助を行う。 

 

第１０ 災害公営住宅の建設等 

建設都市部は、大規模な災害が発生し、自己の資力では住宅の再建が困難な者に対する居住の安定を図る

ため、住宅被害の状況、被災者の要望等に応じ、公営住宅法に基づく災害公営住宅を建設、若しくは買収又

は被災者へ転貸するために借り上げる。 

また、県の指導のもと、低所得被災世帯のため、国庫から補助を受け災害公営住宅を整備し、入居させる。 

 

第１１ 郵政事業の支援措置 

日本郵政グループ、瀬高・江浦・原町郵便局は、災害が発生したときは、被災地の状況に応じ、次の災害

特別業務を行う。 

■郵政事業の特別業務 

○ 被災者に対する通常葉書、郵便葉書の無償交付 

○ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

○ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

○ 被災者救援用寄付金送金のための郵便振替料金免除 

○ 医療機関による医療救護活動への協力 

○ 簡易福祉事業団に対する災害救護活動の要請 

○ 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による災害短期融資 
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第３節 地域復興の支援 

項     目 担     当 

第１ 農林漁業者への支援 環境経済部 

第２ 中小企業者への支援 環境経済部 

第１ 農林漁業者への支援 

環境経済部は、県、農業協同組合、及び漁業協同組合等の協力により、被災した農林水産業者に対し、災

害復旧融資制度の情報提供を行う。 

■農林漁業関係融資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 中小企業者への支援 

環境経済部は、県、商工会等の協力により、被災した中小企業者に対し、災害復旧融資制度の情報提供を

行う。 

■融資制度の種類 

○ 福岡県による融資 

○ 中小企業金融公庫による融資 

※中金＝農林中央金庫 
 信連＝信用漁業協同組合連合会 
 公庫＝株式会社日本政策金融公庫 
※公庫の資金については公庫へ確認
が必要。 

被災農業者 

被災林業者 

被災漁業者 

被災水産加工者 

共同利用施設 

被災組合 

天災資金[経営資金] （農協等） 

農林漁業経営安定資金（農協）（森組）（水産加
工） 

天災資金[事業資金] （中金）(信連) 

農業基盤整備資金  （公庫） 

共同利用施設災害復旧資金 （公庫） 

沿岸漁業経営安定資金 （公庫） 

主務大臣指定災害復旧資金[施設資金] （公庫） 

農業経営維持安定資金[災害資金]  （公庫） 

林業整備基盤資金 （公庫） 

漁業基盤整備資金 （公庫） 

漁船資金 （公庫） 

農業災害対策資金、特別資金、 （公庫） 
経済安定資金      （農協） 

農林漁協セーフティネット資金（公庫） 
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○ 国民生活金融公庫による融資 

○ 商工組合中央金庫による融資 

第４節 災害復興計画 

項     目 担     当 

第１ 復興計画作成の体制づくり 総務部、関係各部 

第２ 復興に対する合意形成 総務部 

第３ 復興計画の推進 総務部、関係各部 

大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた場合には、被災地域の再建は、都市

構造の改変、産業基盤の改変を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となる。 

市は、総合計画との整合性を図りつつ、被災者、各分野にわたる有識者、市民団体等の参画、提案等を十

分に配慮するとともに、県の復興計画との調整を図り、災害発生以前の状態に回復するだけではなく、新た

な視点から地域を再生することを目指し、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まちづくりを実施する

ものとする。 

なお、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地復興特別措置法等を活用することによ

り、合理的かつ健全な市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

 

第１ 復興計画作成の体制づくり 

復興計画は、被災状況、地域の特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、迅速な原状復旧を目指

すか、又はさらに災害に強いまちづくり等の中長期課題の解決をも図る計画的復興を目指すかについて早急

に検討し、復旧・復興の基本方針を定める。そして、この方針を基に復興計画を作成する。 

そのため、市は、県の行う復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のための体制整備（県と市及び関係機関

との連携、国との連携）に協力し、連携をとる。 

また、住民の自分たちの生活は自分たちで守り創造していくという取組みが重要であり、市は、住民、企

業及び団体等多様な価値観を持った行動主体の主体的な参画を得ながら、相互に連携し、協働して復興を進

めていく新たな仕組みづくりに配慮する。 

 

第２ 復興に対する合意形成 

市は、復興計画の作成に当たっては、新たなまちづくりの展望、計画決定までの手続、スケジュール、被

災者サイドでの種々の選択肢、施策情報の提供等を住民に対し行い、住民の早急な生活再建の観点から、防

災まちづくりの方向についてできるだけ速やかに住民の合意を得るように努めるものとする。 

また、復興計画策定の準備段階においては、多様な価値観を持った様々な行動主体からの参画を得るため、

次の取組みに配慮する。 

■合意形成のための施策 

○ 被災者、各分野にわたる有識者、市民団体、各地区の住民等への意見募集 

○ 有識者、各種団体からなる委員会や各分野別の委員会の設置 
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第３ 復興計画の推進 

復興事業は、多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業となり、中長期に及ぶことから、社会情勢

や市民のニーズの変化、科学技術の進展等復興事業を取り巻く状況の変化を考慮の上、可及的速やかに実施

するため、市、県及び関係機関は、諸事業を調整しつつ計画的に復興を進めるものとする。 

市は、市長を本部長とする災害復興本部を設置し、災害復興基本計画を策定するとともに、災害復興事業

実施の総合調整を行う。 

災害復興事業は、復興のための地域づくりをはじめとし、経済復興や市民生活の再建など、市民生活すべ

てにわたる分野を対象とする。 

１ 復興事業の推進 

災害復興事業のうち地域づくりに関する分野の復興は、平常時から進めるまちづくり計画を生かしながら、

被害状況を的確に計画・事業に反映することができるよう被害状況の早期把握に努めるとともに、被害状況

や基盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画を策定し、速やかな事業の実現を図る。 

２ 復興計画の策定 

計画策定にあたっては、多様な行動主体の参画と協働、 将来のニーズや時代潮流の変化への対応、既往

災害の経験と教訓の活用等に留意し、被災の規模や社会情勢等の状況に応じたものとする。 

■計画構成例 

○ 基本方針 

○ 基本理念 

○ 基本目標 

○ 施策体系 

○ 復興事業計画等（想定される事業分野・生活） 

▽ 住宅        ▽ 教育・文化     ▽ 都市及び都市基盤 

▽ 保健・医療     ▽ 産業・雇用     ▽ その他 

▽ 福祉        ▽ 環境 

みやま市地域防災計画 

－本 編－ 

 


